
「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
当室からの
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

z1200001
国土交通省、
財務省

(1)中小企業に国有河川敷地を
解放し、社会保障財源の収益効

果を高める。

河川法第２４条

河川区域内の土地（河川管理者
以外の者がその権原に基づき
管理する土地を除く。）を占用し
ようとする者は、国土交通省令
で定めるところにより、河川管理
者の許可を受けなければならな
いこととしています。

ｃ -

　河川は公共用物であることに
鑑み、鉄道橋や道路橋等河川
敷地への設置が必要やむを得
ないものの他、一般公衆の利用
を促進するための公園や運動
場等に限り、原則として第３セク
ターを含めた公的主体による占
用のみを認めています。
　また、占用の許可の期間につ
いては、当該占用の目的を達成
するため合理的にして、かつ必
要最小限度の期間として５年な
いし１０年の期間を設定していま
す。
　これは、河川敷地の利用方法
は、公共性の高いものを優先す
るほか、地域社会の状況変化等
に対応した適正なものとする必
要があるからです。

-

 要望者より以下のとおり再意見がきて
おり、再度、貴省からの回答をいただき
たい。
『御省よりの回答通り、主旨目的にそっ
た河川敷地の利用方法は公共性の高
いものを優先する。他、地域社会の状
況変化等に対応した適切なものとする
必要がある私共提案を平成17年度中に
実施する必要がある。占有期間を現制
度では、5年ないし10年の期間を100年
間に変更してグローバル社会と少子高
齢化社会への状況変化に対応し肥大
化した社会保障財源を単なる消費税や
税負担を国民に課せるだけでなく河川
敷地や国有林の国有財産を有効に活
用し社会保障財源を民間活力に利用し
て確保する提案である。この事をC評価
と分類した回答者に対して国民の権利・
憲法第16条請願権に対して侵害と刑法
第193条公務員職権濫用罪になるので
はなかろうかと疑念を持つ。この事から
私は別紙資料を総理大臣目安箱へA4・
3000ページ（26ヶ月間レポート送付）の
中から理由を述べているものを真剣に
精査した判断であると思えない。10月30
日NHKで構造改革に関するドキュメント
報道の様に私も同席して、各省庁担当
と協議したい事を内閣府担当に要望し
たが、それは出来ないと断られた。上記
の理由から絶対に納得がいかない。納
得の出来る公表した書面での回答を要
求したい。』

ｃ -

　河川は公共用物であることに
鑑み、鉄道橋や道路橋等河川
敷地への設置が必要やむを得
ないものの他、一般公衆の利用
を促進するための公園や運動
場等に限り、原則として第３セク
ターを含めた公的主体による占
用のみを認めています。
　また、占用の許可の期間につ
いては、当該占用の目的を達成
するため合理的にして、かつ必
要最小限度の期間として５年な
いし１０年の期間を設定していま
す。
　この５年ないし１０年の期間が
満了した後に継続して占用する
ための許可申請がなされた場合
には、適正な河川管理を推進す
るため、治水上又は利水上の支
障の有無や他の者の利用との
調整等を改めて審査し判断する
こととなっています。
　継続して許可を受け長期にわ
たり占用しているものとして、鉄
道橋や道路橋があります。

z1200002
国土交通省、
財務省

(2)中小企業に国有河川敷地を
解放し、社会保障財源の収益効

果を高める。

河川法第２４条

河川区域内の土地（河川管理者
以外の者がその権原に基づき
管理する土地を除く。）を占用し
ようとする者は、国土交通省令
で定めるところにより、河川管理
者の許可を受けなければならな
いこととしています。

ｃ -

　河川は公共用物であることに
鑑み、鉄道橋や道路橋等河川
敷地への設置が必要やむを得
ないものの他、一般公衆の利用
を促進するための公園や運動
場等に限り、原則として第３セク
ターを含めた公的主体による占
用のみを認めています。
　また、占用の許可の期間につ
いては、当該占用の目的を達成
するため合理的にして、かつ必
要最小限度の期間として５年な
いし１０年の期間を設定していま
す。
　これは、河川敷地の利用方法
は、公共性の高いものを優先す
るほか、地域社会の状況変化等
に対応した適正なものとする必
要があるからです。

-

 要望者より以下のとおり再意見がきて
おり、再度、貴省からの回答をいただき
たい。
『御省よりの回答通り、主旨目的にそっ
た河川敷地の利用方法は公共性の高
いものを優先する。他、地域社会の状
況変化等に対応した適切なものとする
必要がある私共提案を平成17年度中に
実施する必要がある。占有期間を現制
度では、5年ないし10年の期間を100年
間に変更してグローバル社会と少子高
齢化社会への状況変化に対応し肥大
化した社会保障財源を単なる消費税や
税負担を国民に課せるだけでなく河川
敷地や国有林の国有財産を有効に活
用し社会保障財源を民間活力に利用し
て確保する提案である。この事をC評価
と分類した回答者に対して国民の権利・
憲法第16条請願権に対して侵害と刑法
第193条公務員職権濫用罪になるので
はなかろうかと疑念を持つ。この事から
私は別紙資料を総理大臣目安箱へA4・
3000ページ（26ヶ月間レポート送付）の
中から理由を述べているものを真剣に
精査した判断であると思えない。10月30
日NHKで構造改革に関するドキュメント
報道の様に私も同席して、各省庁担当
と協議したい事を内閣府担当に要望し
たが、それは出来ないと断られた。上記
の理由から絶対に納得がいかない。納
得の出来る公表した書面での回答を要
求したい。』

ｃ -

　河川は公共用物であることに
鑑み、鉄道橋や道路橋等河川
敷地への設置が必要やむを得
ないものの他、一般公衆の利用
を促進するための公園や運動
場等に限り、原則として第３セク
ターを含めた公的主体による占
用のみを認めています。
　また、占用の許可の期間につ
いては、当該占用の目的を達成
するため合理的にして、かつ必
要最小限度の期間として５年な
いし１０年の期間を設定していま
す。
　この５年ないし１０年の期間が
満了した後に継続して占用する
ための許可申請がなされた場合
には、適正な河川管理を推進す
るため、治水上又は利水上の支
障の有無や他の者の利用との
調整等を改めて審査し判断する
こととなっています。
　継続して許可を受け長期にわ
たり占用しているものとして、鉄
道橋や道路橋があります。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 1/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目
要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200001
国土交通省、
財務省

(1)中小企業に国有河川敷地を解放し、
社会保障財源の収益効果を高める。

5004 50040001 11

社会福祉法人 鞍手会
ｹｲ・ﾃｨ・ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ㈱
(有)　か　じ　と
梶栗俊郎

1
(1)中小企業に国有河川敷地を解放し、社会
保障財源の収益効果を高める。

利益の50%以上を社会福祉法人の経営する
高齢者・障害者施設等の社会的弱者施設に
当てる事業者に対して、国有河川敷地を
100年間無償を含め安価で賃貸する。
目覚ましい経済発展の中国制度を日本経済
はすぐ活用出来る仕組みとして、中国は社
会主義で、土地の所有権は認めず100年
間、国が賃貸する為、道路や公共事業がや
りやすく短期間で大型プロジェクトを実現
出来る。
上記制度を国有河川敷地や国有林に当てる

河川敷地・新幹線駅・高速道路・渡架橋等
の社会的財産を有効に利用し、地震・洪水
に強い強固な100年間建築保障構造物を建
設する事で22世紀の安全確保構造物町づく
りモデルとする。
(1)29年前（昭和50年）に開通した新幹線
小倉駅と博多駅の中間地点に仮称筑豊駅の
設置計画があるものを実現させる。
(2)上記(1)の同地横に九州高速道路が同時
期に開通している、その近隣地点にイン
ターチェンジ設置計画があるものを実現さ
せる。　　　　　　　(3)上記(1)(2)位置
より中間市役所橋との中間位置に鞍手町大
字小牧と北九州市八幡西区との渡架橋計画
が上記同時期あったものを実現させる。
(4)新しい橋や駅の構造物を利用してカジ
ノやエンターテイメント・スポーツビジネ
スを含むレジャー産業施設を作る。

(1)前回まで2回に渡っての構造改革特区推
進室への構造改革特区・地域再生提案に対
して、単なる財政措置を講ずるものである
との回答に対して、反論の意見書を別添資
料の様に送っているが、その回答がない中
で内閣府担当が人事異動で替わり、社会福
祉施設に特化した住みたくなる町づくり特
区・地域再生の具体的提案として全国規制
改革民間開放提案とした一つの理由であ
る。　　　　　　　　　　(2)これらの事
業に関して国及び地方公共団体の事務事業
であり又、補助金等においても制限が行わ
れ公的関与の強い市場である。これらを一
定の要件を満たした中小企業の起業家に対
して、ベンチャー支援の立場から民間に解
放して欲しい　　　　　　　　　　(3)こ
れらの事業の地方公共団体は全額100%が税
金で行われる。私の提案は国より50%総事
業に対して助成して頂き後の50%は民間資
金（財投資金を捻出）を活用して行う為、
地方公共団体より財政削減が50%出来る。

【別添資料】　　　　　　　　　文書番号
A051　　　　　　　　　　　　　　A053
A059
A095
A096　　　　　　　　　　　　　A097
A098　　　　　　　　　　　　A099
A102　　　　　　　　　　　　　A103
A107　　　　　　　　　　　　　　A108
A109　　　　　　　　　　A176
A177　　　　　　　　　　　A178
A179　　　　　　　　　　　　　　　A180
A181　　　　　　　　　　　　　　A182
A183

z1200002
国土交通省、
財務省

(2)中小企業に国有河川敷地を解放し、
社会保障財源の収益効果を高める。

5004 50040002 11

社会福祉法人 鞍手会
ｹｲ・ﾃｨ・ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ㈱
(有)　か　じ　と
梶栗俊郎

2
(2)中小企業に国有河川敷地を解放し、社会
保障財源の収益効果を高める。

※河川法・道路法・建築基準法・都市計画
法の弾力的運用とカジノ特別立法で、昨年
の11月・本年6月に応募している社会福祉
施設に特化した住みたくなる町づくり特
区・地域再生構想の実現を図る

(1)強い地域を作る社会福祉施設に特化し
た住みたくなる町づくりで国内的地域間競
争や国家間の観光都市競争に得意業で勝て
る強い地域にする
(2)地域特化自然と言う美しい財産と勤勉
な労働力を生かし少子高齢化・グローバル
化に対応した事業で経済の活性化を行う
(3)歴史的発想の転換あらゆる価値観や歴
史観・人種に関係なく話し合いで知恵・情
報資金・土地・労働を出し合って美しい自
然と日本の伝統文化を生かした町並みにす
る為、建築協定や特区規約を作り、地域の
伝統とアイデアを発信する
(4)経済の循環性意識改革・個人資産を半
分以上持っている高齢者の現金や土地を
持っている裕福層の人々がカジノで現金を
使い遊び、分譲する、バリアフリーマン
ションの住宅を購入したり、賃貸で収入を
得る事が社会貢献になる事をPRし積極的に
推進する

地球環境の汚染からか？最近の異常気候を
考えれば集中豪雨（水害）地震と数多く発
生し地域の安全・安心が懸念される。人類
が少なくとも永河期より生きてきた一万年
後は最低でも生きれる様に後生に残す事が
平和な現世を生きてきた人々の責任と義務
ではなかろうかと思える。
その観点より、人類が最初に集落を形成し
たとされる河川地域を現代日本建築・土木
最先端技術を発揮し、100年間安全・安心
を保証した構造物を作り22世紀をにらんだ
町づくりのモデルとする。

【別添資料】　　　　　　　　　文書番号
A130　　　　　　　　　　　　A163
A167　　　　　　　　　　　　A177

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 2/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
当室からの
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

z1200003
国土交通省、
財務省

(3)中小企業に国有河川敷地を
解放し、社会保障財源の収益効

果を高める。

河川法第２４条

河川区域内の土地（河川管理者
以外の者がその権原に基づき
管理する土地を除く。）を占用し
ようとする者は、国土交通省令
で定めるところにより、河川管理
者の許可を受けなければならな
いこととしています。

ｃ -

　河川は公共用物であることに
鑑み、鉄道橋や道路橋等河川
敷地への設置が必要やむを得
ないものの他、一般公衆の利用
を促進するための公園や運動
場等に限り、原則として第３セク
ターを含めた公的主体による占
用のみを認めています。
　また、占用の許可の期間につ
いては、当該占用の目的を達成
するため合理的にして、かつ必
要最小限度の期間として５年な
いし１０年の期間を設定していま
す。
　これは、河川敷地の利用方法
は、公共性の高いものを優先す
るほか、地域社会の状況変化等
に対応した適正なものとする必
要があるからです。

-

 要望者より以下のとおり再意見がきて
おり、再度、貴省からの回答をいただき
たい。
『御省よりの回答通り、主旨目的にそっ
た河川敷地の利用方法は公共性の高
いものを優先する。他、地域社会の状
況変化等に対応した適切なものとする
必要がある私共提案を平成17年度中に
実施する必要がある。占有期間を現制
度では、5年ないし10年の期間を100年
間に変更してグローバル社会と少子高
齢化社会への状況変化に対応し肥大
化した社会保障財源を単なる消費税や
税負担を国民に課せるだけでなく河川
敷地や国有林の国有財産を有効に活
用し社会保障財源を民間活力に利用し
て確保する提案である。この事をC評価
と分類した回答者に対して国民の権利・
憲法第16条請願権に対して侵害と刑法
第193条公務員職権濫用罪になるので
はなかろうかと疑念を持つ。この事から
私は別紙資料を総理大臣目安箱へA4・
3000ページ（26ヶ月間レポート送付）の
中から理由を述べているものを真剣に
精査した判断であると思えない。10月30
日NHKで構造改革に関するドキュメント
報道の様に私も同席して、各省庁担当
と協議したい事を内閣府担当に要望し
たが、それは出来ないと断られた。上記
の理由から絶対に納得がいかない。納
得の出来る公表した書面での回答を要
求したい。』

ｃ -

　河川は公共用物であることに
鑑み、鉄道橋や道路橋等河川
敷地への設置が必要やむを得
ないものの他、一般公衆の利用
を促進するための公園や運動
場等に限り、原則として第３セク
ターを含めた公的主体による占
用のみを認めています。
　また、占用の許可の期間につ
いては、当該占用の目的を達成
するため合理的にして、かつ必
要最小限度の期間として５年な
いし１０年の期間を設定していま
す。
　この５年ないし１０年の期間が
満了した後に継続して占用する
ための許可申請がなされた場合
には、適正な河川管理を推進す
るため、治水上又は利水上の支
障の有無や他の者の利用との
調整等を改めて審査し判断する
こととなっています。
　継続して許可を受け長期にわ
たり占用しているものとして、鉄
道橋や道路橋があります。

z1200004
国土交通省、
財務省

(4)中小企業に国有河川敷地を
解放し、社会保障財源の収益効

果を高める。

河川法第２４条

河川区域内の土地（河川管理者
以外の者がその権原に基づき
管理する土地を除く。）を占用し
ようとする者は、国土交通省令
で定めるところにより、河川管理
者の許可を受けなければならな
いこととしています。

ｃ -

　河川は公共用物であることに
鑑み、鉄道橋や道路橋等河川
敷地への設置が必要やむを得
ないものの他、一般公衆の利用
を促進するための公園や運動
場等に限り、原則として第３セク
ターを含めた公的主体による占
用のみを認めています。
　また、占用の許可の期間につ
いては、当該占用の目的を達成
するため合理的にして、かつ必
要最小限度の期間として５年な
いし１０年の期間を設定していま
す。
　これは、河川敷地の利用方法
は、公共性の高いものを優先す
るほか、地域社会の状況変化等
に対応した適正なものとする必
要があるからです。

ー

 要望者より以下のとおり再意見がきて
おり、再度、貴省からの回答をいただき
たい。
『御省よりの回答通り、主旨目的にそっ
た河川敷地の利用方法は公共性の高
いものを優先する。他、地域社会の状
況変化等に対応した適切なものとする
必要がある私共提案を平成17年度中に
実施する必要がある。占有期間を現制
度では、5年ないし10年の期間を100年
間に変更してグローバル社会と少子高
齢化社会への状況変化に対応し肥大
化した社会保障財源を単なる消費税や
税負担を国民に課せるだけでなく河川
敷地や国有林の国有財産を有効に活
用し社会保障財源を民間活力に利用し
て確保する提案である。この事をC評価
と分類した回答者に対して国民の権利・
憲法第16条請願権に対して侵害と刑法
第193条公務員職権濫用罪になるので
はなかろうかと疑念を持つ。この事から
私は別紙資料を総理大臣目安箱へA4・
3000ページ（26ヶ月間レポート送付）の
中から理由を述べているものを真剣に
精査した判断であると思えない。10月30
日NHKで構造改革に関するドキュメント
報道の様に私も同席して、各省庁担当
と協議したい事を内閣府担当に要望し
たが、それは出来ないと断られた。上記
の理由から絶対に納得がいかない。納
得の出来る公表した書面での回答を要
求したい。』

ｃ -

　河川は公共用物であることに
鑑み、鉄道橋や道路橋等河川
敷地への設置が必要やむを得
ないものの他、一般公衆の利用
を促進するための公園や運動
場等に限り、原則として第３セク
ターを含めた公的主体による占
用のみを認めています。
　また、占用の許可の期間につ
いては、当該占用の目的を達成
するため合理的にして、かつ必
要最小限度の期間として５年な
いし１０年の期間を設定していま
す。
　この５年ないし１０年の期間が
満了した後に継続して占用する
ための許可申請がなされた場合
には、適正な河川管理を推進す
るため、治水上又は利水上の支
障の有無や他の者の利用との
調整等を改めて審査し判断する
こととなっています。
　継続して許可を受け長期にわ
たり占用しているものとして、鉄
道橋や道路橋があります。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 3/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目
要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200003
国土交通省、
財務省

(3)中小企業に国有河川敷地を解放し、
社会保障財源の収益効果を高める。

5004 50040003 11

社会福祉法人 鞍手会
ｹｲ・ﾃｨ・ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ㈱
(有)　か　じ　と
梶栗俊郎

3
(3)中小企業に国有河川敷地を解放し、社会
保障財源の収益効果を高める。

〔地方自治体事業を民間事業者に開放〕
29年前（昭和50年）に開通している新幹線
や高速道路・遠賀川河川敷地という社会的
財産を有効に利用して新幹線新駅仮称筑豊
駅・高速道路インターチェンジ・新しい渡
架橋を作る構造物を利用してカジノやエン
ターテイメント・スポーツビジネス施設を
河川敷地内周辺に作り、日本一の石炭産業
として栄えた産炭地の地域再生地域に認定
して頂き、中小企業が社会保証財源を自主
的確保する。　　　　　　　社会的使命と
経営能力を併せ持つビジネスモデル事業者
の認定を頂きたい。

(1)〔単純なる慈善事業では経済改革・雇
用創出は出来ない〕
社会的弱者の福祉を充実させる資金財源は
社会的強者と言われる者の福祉カジノやエ
ンターテイメント・スポーツビジネス等の
経済活動における利益の一部納付を義務付
け民間が主導的に運営する
(2)〔農業の発想転換（構造改革）を実行
する〕　　　　　　　　　　　　　河川敷
地遊休地・休耕田を利用して、高齢者の健
康増進の一つとして無農薬・有機法で環境
を考えた安全・高付加価値商品を限定産出
する仕組みを作り、農業のグローバル化に
対応する。　　　　　　　　　　　(3)
〔都市と地方のインフラ整備の格差を是正
する〕　　　　　　　　　　自然と近代
（構造物）の共生する町づくりを行う手段
として遅れた下水道整備・農水路整備を早
期に実現させる
(4)〔新規事業者育成〕　　　　　　　国
や地方自治体と不公平な競争条件で競争し
なければならない事業を一定の要件を満た
した、中小企業の新規事業者に対して官制
市場を開放する

(1)民間事業者がいい計画を立案したとし
ても地方公共団体が策定した都市計画に受
付られなかった場合は実現する可能性が低
い　　　　　　　　　①構造改革は現状を
改善する事であり総論賛成各論になると既
得権益に対して抵抗がある為、地方自治体
においては、構造改革に対する理解がある
所以外、新提案は受け付けられ得る事が少
ない　　　　　　　　　　　　　　②現実
問題として、平成元年より私は前鞍手町町
長より当計画原案を聞かされ平成元年から
2年に掛けて当時の建設省道路課長と50～
70時間PFI事業における民間活力を利用す
る事で肥大化した財政を削減する事の議論
と陳情を行った

【別添資料】　　　　　　　　　文書番号
A060　　　　　　　　　　　　　　A061
A062　　　　　　　　　　　　A063
A064
A065　　　　　　　　　　　　　　A180

z1200004
国土交通省、
財務省

(4)中小企業に国有河川敷地を解放し、
社会保障財源の収益効果を高める。

5004 50040004 11

社会福祉法人 鞍手会
ｹｲ・ﾃｨ・ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ㈱
(有)　か　じ　と
梶栗俊郎

4
(4)中小企業に国有河川敷地を解放し、社会
保障財源の収益効果を高める。

世界一（ギネスブック）の世界遺産・日本
建築コピーイメージで河川施設を作り観光
立国のシンボルにする（厳島寺社をイメー
ジ）　　　　　　　　　　①生命や財産を
洪水から守る為に河川の改修事業の一つと
して強固な構造物を同時に作る事で川と水
を安全に流す事業が効果的・効率的に出来
る　　　　　　　　　　　②新しい橋を作
る場合（遠賀川大橋（中間市役所前））長
さ327mの場合、全体事業費60億円、橋本体
のみ46億円→（旧渡架橋撤去費）の費用を
有効に使用する事で全体事業費の効率を高
める　　　　　　　　　　　　　③介護・
医療・教育・環境・農業とレジャー産業の
一体的町づくり事業で地域再生・雇用の確
保を図り、少子高齢化社会とグローバル社
会に対応する

①新渡架橋（鞍手と北九州八幡西区を結ぶ
地点）を利用して日本の世界的遺産・神
社・寺院をイメージした強大建築物コピー
内にカジノ・エンターテイメントビジネス
を行う　　　　　　　　②新幹線駅・イン
ターチェンジより新渡架橋（カジノ・エン
ターテイメント）までの間の河川敷地内を
スポーツビジネス・家畜園・高齢者の健康
増進用有機農園に利用する
③スポーツビジネス施設は多目的施設にす
る（野球・サッカー・バスケット・バ
レー・ラグビー・格闘スポーツ等）その周
辺には保育園・医療機関・法政大学の通信
学部スタジオ教育施設・高齢者・優良賃貸
住宅・分譲住宅等の総合町づくり施設にす
る事で交通やその他機能の利便性・安全
性・効率性を高める

①各省庁・各地方自治体の権益に対する抵
抗はすざましいものである。私は平成元年
より行政改革の必要性を訴えている為か社
会福祉法人を取得するまで13年と2億円の
資金を使った為、老人デイサービスセン
ターのみしか開設出来なかった
②平成8年～10年当時通産省・経済産業政
策局地域振興係長は「行政の費用で調査・
研究を行わなければならない事を本当に貴
男がレポート通り実施してきたたと言う事
が事実であれば法律を作る」と言って頂
き、社会福祉法人認可を平成13年9月取得
するアドバイスを頂き感謝をしている
③平成8年～平成13年にかけてPFI事業での
社会福祉施設集積所計画書を鞍手町へ提出
したが財政難の為、負担金を助成する事が
出来ないので受け付ける事が出来ないと言
われた　　　　　　　　　　　④平成14年
9月から総理大臣目安箱へ行政・特殊法人
の不作為や契約違反の実態をレポートする
（24ヶ月間でA4・2500ページ）

【別添資料】　　　　　　　　　文書番号
A041　　　　　　　　　　　　　　A042
A043　　　　　　　　　　　　A044
A045
A046　　　　　　　　　　　　　　A047
A048　　　　　　　　　　　　　A049
A050

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 4/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
当室からの
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

z1200005 国土交通省
体験交流型観光事業に対する
旅行業法の適用除外

旅行業法第２
条、第３条

旅行業又は旅行業者代理業を
営むためには、国土交通大臣の
行う登録を受けなければならな
い。

ｃ

　旅行業務に関する取引については、通常、旅行業者が提
供する無形のサービスについて、旅行者はあらかじめその
内容を具体的に確認できないまま、代金を前払いする取引
形態がとられることから、旅行業務に関するプロである旅行
業者との関係で、その持てる情報の質・量等の点において
不利な立場にある旅行者の保護に万全を期すため、適正な
契約の締結と確実なサービスの履行を確保する観点から必
要最低限度の規制を設けているものである。このうち、旅行
業の登録制度は、旅行業務を営もうとするものの適格性を、
一定の財産的基礎の確保、適正な管理・監督体制の維持、
旅行業務に関する取引準則の遵守性の確保等の観点から
判定するものであり、旅行者の保護を図る上でも最も基本的
かつ重要な制度である。
仮に、ツアー料金を後払いにしたとしても、旅行業者が主催
旅行を取りやめた場合は、旅行者だけでなく、運送・宿泊機
関等旅行サービス提供事業者に対する債務不履行となり、
損害賠償を請求される可能性がある。また、旅行者による直
前の契約キャンセルや無連絡不参加、旅行終了後の代金
未払い等旅行代金の確実な支払いが担保されないために、
旅行業者が旅行サービス提供事業者に対して払うべき料金
を支払えなくなる事態も想定される。
　他方、その主体が市町村の委託を受けた法人の場合にお
いても、あるいはその取扱対象地域が限定されていても、さ
らには旅行業務を教育等、公共の目的のために実施すると
はいえ、不特定多数の旅行者との間で旅行契約を締結し、
旅行商品の企画販売を行う以上、旅行者保護の必要性に変
わりはない。
　以上により、当該法人が、旅行業法上に規定される旅行業
（あらかじめ旅行計画を策定し、旅行代金を設定した上で広
告等を用いて広く参加する旅行者を募集する主催旅行、及
び、宿泊、運送等各種旅行サービスの手配等）を営もうとす
る場合は、法が規定する要件を満たし登録を取得することが
必要となり、法の適用除外は困難である。

　

要望元からの以下の意見を踏まえ、具体的な対応
策を改めて検討され、示されたい。①学校という公
共性を有し、しかも教育という社会的使命を負う団
体を対象とした旅行は、相互信頼のもと実施される
ことから、一般の旅行形態と区分して考えられる。
よって、想定される懸念は回避されるものと考える。
②旅行サービス業者等に対する履行の確保は現行
制度において一定の基準を満たしていても、万が一
の事故等に対し１００％十分とは考えにくいこと。し
たがって係る懸念については旅行契約を締結する
際の約款等で社会通念上の担保により、旅行者及
びサービス提供者の保護が図られると考える。③
「不特定多数」の旅行者保護のため規制緩和を認
めないとのことであるが、例えば、会員を学校に限
る等会員要件を明確に設定し、当該会員のみ旅行
サービス提供を図ることで「不特定多数」に当たらな
いと考えることはできないか？④主催者の事情又
は旅行者のキャンセル等により運送・宿泊機関等へ
の損害賠償に充てるため、営業保証金制度が必要
との指摘と解するが、旅行業法の改正（平成16年６
月２日法律第７２号告示）によれば、運送・宿泊機関
への賠償に営業保証金を充てることが今後できなく
なるはずである。よって、ご指摘の理由により営業
保障金制度を残す理由にはならないと思うが、見解
を示してほしい。⑤ツアー料金後払いのとき、旅行
業者が主催旅行を取りやめた場合の損害賠償を請
求される可能性があると指摘されているが、天変地
異以外に具体的にどのようなケースがあるのか教
えてほしい。⑥基本的に旅行者のキャンセル等によ
る損害賠償は自己責任と考える。仮に学校のみを
対象とした場合、旅行代金の未払い等によるトラブ
ルの可能性は著しく低くなると思われるが、その場
合の見解を示してほしい。⑦他の団体と同一文章で
回答されていると見受けられるが、できれば、提案
内容に即した回答をお願いしたい。

ｃ

　仮に旅行契約の責任者を学校に限ることができたとして
も、直前のキャンセル、旅行終了後の代金未払い等旅行代
金の確実な支払いが担保されない懸念は引き続き認められ
る。また、旅行契約の依頼をする学校の社会的信用力は一
般的に比較的高いとはいえ、確実な手配、旅行の催行を可
能ならしめるために運送・宿泊機関等、旅行サービス提供主
体との間で直接的に問題となるのは、旅行業者自身の信用
力であるため、旅行業者自らが信用力を確保する必要性に
変わりはない。
このような状況下、新法の施行後は、運送・宿泊機関等が営
業保証金の還付対象から外れることから、旅行業者に対し
てはこれまで以上に確実な信用力の確保が求められること
になる。そこで、運送・宿泊機関等にあっては、旅行業者の
代金未払い等のリスクを回避するため従来の前払い慣行を
一層強め、そもそも料金後払いによる取引に応じない可能
性が高まると考える。
　  また、学校を契約責任者とする旅行契約は、結局のとこ
ろ、個々の旅行参加者たる学生（またはその保護者）との旅
行契約の集合体であり、総体として見ると、旅行業者の取り
扱う取引額はかなり多額なものとなる。この場合には、後払
いとした場合のリスクが一層高くなるため、運送・宿泊機関
等からの前払い圧力が強まるほか、相当の時間的余裕を
もって計画しなければ催行できない修学旅行のような行事に
ついて、旅行業者の過失により旅行サービスの手配ができ
ず、旅行の催行が不可能になるといった事態が発生した場
合には、学校のみならず、個々の学生（又はその保護者）か
らの損害賠償請求の可能性が考えられ、その額が相当大き
なものとなる。
このような事態において、個々の旅行参加者たる学生（又は
その保護者）の保護を確実に図るためには、営業保証金
等、金銭的な担保となる信用力の確保は不可欠となる。たと
え学校を構成員とする会員制の下でも、先述のとおり、旅行
契約の主体は個々の学生（又はその保護者）であり、このよ
うな個々の旅行者を保護する必要性に変わりはない。
なお、教育の一環で学校が行うグリーンツーリズム等体験交
流型旅行については、旅行業者の側でも、地方公共団体等
との協力関係の強化により、地域の素材を活かした着地型
ツアーの造成を望んでおり、現行の法制度の中でも、例え
ば、地域からその素材を活かした企画提案を行い、既存の
第１種または第２種旅行業者の組織や専門知識を活用して
主催旅行商品として募集を行い、当該旅行業者の責任によ
り行うといったいわゆるタイアップの方式により行うことが可能

z1200006 国土交通省
建設業「経営管理者」の資格要
件の撤廃または規制緩和

○建設業法第7
条第1号

○建設業法第7
条第1号イに掲げ
る者と同等以上
の能力を有する
者を定める件（昭
和47年建設省告
示第351号）

許可の基準として、建設業の許
可を受けようとする者が法人で
ある場合には常勤の役員のうち
一人が、また、個人である場合
には本人又はその支配人のうち
一人が、次のいずれかに該当す
ることが必要である旨規定して
いる。
①許可を受けようとする建設業
に関し５年以上の経営業務の管
理責任者としての経験を有して
いること
②国土交通大臣が①に掲げる
ものと同等以上の能力を有する
ものと認定した者

c

　建設業の経営は、他の産業の
経営とは著しく異なった特徴を
有しており、適正な建設業の経
営を行うことを期待するために
は、建設業の経営業務について
の経験を少なくとも５年以上有す
るものが最低一人はいることが
必要であると判断され、この要
件が定められたものである。
　また、経営業務の管理責任者
に関する実務経験要件は、昭和
４６年に許可制度が導入された
際、諸外国の事例や関係者の
意見を踏まえ５年とされたもので
あり、５年間という期間が建設業
において工事の契約から引渡
し、補修までの一通りの業務を
経験するため必要十分な期間で
あることを踏まえればこれを短
縮する必要はない。
　また、現在、国土交通省では
建設業における不良・不適格業
者の排除と建設業者の再編淘
汰を推進し、過剰供給構造の是
正を図ろうとしており、こうした中
で、経営業務の管理責任者に関
する実務経験要件をはじめとす
る建設業者の許可要件をこれ以
上緩和することは困難である。

当該制度が導入された昭和46
年と現在とでは、人材の流動性
や経営形態等、明らかに経営環
境が異なっている。さらに、少な
くとも法人であれば、建設業界
に精通している者が、5年の経
験を積んではいない経営のプロ
たる経営管理責任者をサポート
することは十分可能であると考
えられる。貴省ご趣旨の、より健
全な経営が可能となる業者を育
成するためにも、経営能力に長
けた人材を活用できる環境を整
えるべく、5年という資格要件の
見直しを改めて検討され、示さ
れたい。

c

ご指摘の「建設業界に精通して
いる者」を、建設業法において経
営業務の管理責任者として５年
以上の経験を有する者と定めて
いるところである。さらに、「建設
業界に精通している者が、（中
略）サポートすることも十分可能
である」というご指摘について
も、個々の企業において、どの
程度建設業に精通する者がど
のようなサポートを行うかを一律
な要件で評価することは不可能
であるため、現在の要件を緩和
することは困難である。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 5/158
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z1200005 国土交通省
体験交流型観光事業に対する旅行業
法の適用除外

5006 50060001 11
ＮＰＯ法人にいがた奥阿賀
ネットワーク

1
体験交流型観光事業に対する旅行業法の適
用除外

以下の条件を満たす体験交流型の観光事業
に限り、旅行業法の適用除外としてほし
い。　　　①実施団体が市町村の委託を受
けた法人（ＮＰＯ法人を含む。）であるこ
と。　　　　　　　②旅行の取扱範囲を当
該実施団体が属する過疎又は中山間地域の
市町村に限ること。　　　　③旅行の内容
は、地域の素材を活かした体験交流型の観
光事業（グリーンツーリズム、都市と農山
漁村との共生・対流）に限定しているこ
と。　　　　　　④料金は前払い制でない
こと。　　　　　　　⑤事業の目的を「学
校教育又は一般市民の社会教育」とするこ
と。

地域外の旅行業者に頼る必要がなく、地域
が主体的に地域の素材を活かした交流事業
が実施できることで、真の地域活性化が図
られる。例えば、宿泊、体験指導料などの
経済効果や人材育成、教育効果のほか、当
該交流事業による一定の収入の見込みが立
つことで、他の地域からの人材を受け入れ
ることも可能となり、過疎対策にもつなが
る。また、地域から離れた所にある旅行業
者では、インストラクターの手配などの調
整を行うことは、現実的には難しい。都市
と農山漁村との共生・対流を進めていく上
でも、地域の自立は必要であり、今回提案
の緩和措置を実施することで、地域の自立
が促進される。

①体験交流型の観光事業は、一般的に取扱
い金額が小口である。また今回想定してい
る事業では、通常の旅行業と比べて範囲・
事業規模を著しく限定していることや、市
町村の関与もあることなどから、ビジネス
よりもむしろ公共性を有する「地域づく
り」の性格が強いと考えるため。　　　②
料金が前払い制でないことで、消費者保護
は図られると考えるため。

z1200006 国土交通省
建設業「経営管理者」の資格要件の撤
廃または規制緩和

5009 50090001 11 (株)日立ライフ 1
建設業「経営管理者」の資格要件の撤廃また
は規制緩和

建設業の許可条件の経営管理者はイ．建設
業に5年以上経営業務の管理責任者経験、
ロ．国土交通大臣認定者。この認定者とは
昭和47年（1972年）建設省告示第351号で
①他の建設業の7年以上の経営業務管理責
任者経験、②同種の建設業の7年以上経営
管理者に準ずる地位にあって経営業務を補
佐した経験を有する者。と規定されてい
る。この規定を撤廃または緩和(役員経験1
年以上など）していただきたい。

法人で組織的に事業を経営している場合、
経営者の他に経営管理者を置く必要性が認
められない。特に建設業を兼業する法人で
は、役員5年、または建設、総務、経理部
長7年の者を探すのが困難な状況にあり、
役員任期の延長や他社役員経験者を雇うな
どの措置をとるケースもみうけられ、経営
の実態にそぐわないのが実状である。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 6/158
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z1200007 国土交通省 建設業「財産的基礎」の見直し

○建設業法第１
５条第３号

○建設業許可事
務ガイドラインに
ついて（平成１３
年国総建第９７

号）

特定建設業の許可を受けようと
する者は、８０００万円の工事を
履行するに足りる財産的基礎を
有していなければならいこととさ
れており、次のすべての基準を
満たす者でなければならない。
①欠損の額が資本の額の２０％
を超えていないこと。
②流動比率が７５％以上である
こと。
③資本金の額が２０００万円以
上であり、かつ、自己資本の額
が４０００万円以上であること。

c

　特定建設業における財産要件
は、元請負人の資力不足、経営
困難から派生する下請負人の
連鎖倒産等を防止する必要性
があること等の理由により、特
定建設業を営むうえでの最低限
の基準として定めたものである
ことを踏まえれば、兼業の有無
にかかわらず、当該要件を緩和
する必要はない。

  建設業の経営の多角化がいわ
れる中で、兼業する業種の状況
にかかわらず、一律流動比率が
75%以上ないと建設業の許可を
されないことについては、特に不
動産業を兼業する場合に厳しい
と考えられ、兼業する業種によっ
てこの比率を緩和することを検
討すべきと考えるが見解をいた
だきたい。また、75%の根拠につ
いても回答されたい。

c

前回回答したとおり、特定建設
業における財産要件は、特定建
設業を営むうえで最低限の基準
として定めたものであるので、兼
業する業種に応じて要件を緩和
することは困難である。なお、こ
の数値は、元請負人として下請
代金の支払義務を適正に履行
する等のため、中央建設業審議
会の意見も踏まえ、７５％以上で
なければならないこととしたもの
である。

z1200008
法務省、国土
交通省

土地制度の改革(土地を私財か
ら公共財に転換すること）

土地基本法

土地基本法は、土地についての
基本理念を定めるとともに、土
地に関する施策の基本となる事
項等を定めたものであり、国土
交通省としては、こうした土地に
ついての公共の福祉優先等の
基本理念に基づき、これまで土
地政策を総合的に推進してきた
ところである。

ｃ

本件に係る要望内容は、「公共
財」という用語の法律上の意味
が曖昧であり、その意味如何に
よっては、財産権に関する憲法
上の問題でもあると解されるの
で、特定の区域について、『土地
公共財・特区』の措置を講ずるこ
とは困難と考える。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 7/158
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z1200007 国土交通省 建設業「財産的基礎」の見直し 5009 50090002 11 (株)日立ライフ 2 建設業「財産的基礎」の見直し

建設業許可条件の財産的基礎の３項目のう
ち流動比率について不動産業を兼業する場
合は、この条件を５０％に緩和していただ
きたい。

流動比率は貸借対照表の流動資産（現金、
売掛金、商品・製品等）を流動負債（買掛
金、短期借入金等）で除した数値の百分率
で現わしたものであるが、不動産業を兼業
する場合、借入金で土地や建物を手当てす
ることから、流動比率が７５％を下回る場
合が多い。規制をクリアするため許可更新
の前年度決算に合せ短期借入金から長期借
入金（固定負債）に借り替えを余儀なくさ
れ、金利負担が増加し経営を圧迫してい
る。

z1200008
法務省、国土
交通省

土地制度の改革(土地を私財から公共
財に転換すること）

5016 50160001 11
山口健治
（世界経済・土地研究所）

1
土地制度の改革(土地を私財から公共財に転
換すること）

土地は、現在の土地制度では純粋な私有財産と
されているため、日本では昔から土地投機が絶
えない。バブルの前は、日本列島改造の時代
〈昭和４７－４８年〉がそうであった。人口密
度が高く、生産活動や経済活動が活発な日本で
は、土地投機が経済のすべてをだめにしてい
る。〈たとえば、物価高、世界一の地価、バブ
ルの発生と崩壊、不良債権の発生、金融不安、
公的資金の投入、ベラボウにコストの高い公共
事業、国と地方の財政赤字の累積等）土地投機
の結果、マクロ経済のバランスは崩れ、地価上
昇のときはインフレ圧力、地価下落のときはデ
フレ圧力を、日本経済に対してかけてきた。今
回の土地バブルは,その最大のものであった。
日本経済がメタメタに破壊された。われわれ
は、まだデフレ圧力の下に生きている。国の基
本構造である土地所有権制度は、完全な時代遅
れとなってしまい、日本の土地制度は、１３０
年前のものであり、１９世紀の遺物となってい
る。こんな特異な土地制度を持っている国は世
界中にない。日本がお手本としたフランスは、
１３０年の間に大きく変わってしまっている。
日本は、土地に付いては民尊官卑になってし
まった。世界の土地政策の流れは、土地の公共
財化、土地公有化に向かっている。外国では、
土地は私財というよりは、むしろ公共財として
扱われる方向に進んでいる。日本経済を健全な
方向に再生するためには、民法をはじめ土地法
を抜本的に改正し、土地の権利は利用権を中心
として国民に与えるが、土地の処分権〈売買す
る権利〉は、国と地方公共団体のみが保持する
制度を採用する必要がある。日本経済が崩壊し
た今、これを再生するためには、土地を公共財
とすることが不可欠の課題である。

全国の都道府県、市町村の中から、１０団
体程度を『土地公共財・特区』として選定
し、土地を私財でなく、公共財とした場合
に、物価がどう変わるか、公共事業の用地
費と各種補償費がどうなるか等を測定し、
その地域における国の予算の執行と、当該
地方公共団体の財政にどのような影響を与
えるか、を測定し、評価する。また住民の
反応と評価を測定する。この測定結果を公
開し、国会、地方議会等で論議した後、何
らかのメリットがあり、国民や地域住民か
ら成功と判断された場合には、土地を私財
から公共財に転換するため、現行の処分権
中心の制度から利用権を中心としたものに
切り替える。即ち、国民や企業は、処分権
を返上し、土地の利用権のみを享受するこ
ととし、底地権〈処分権〉は、国と地方公
共団体のみが持つという土地制度に、転換
することとする。すでに、現行の土地基本
法は土地が、強い公共性と社会性を持つ財
であることを認めているので、その趣旨を
尊重して、国民の土地の権利は、利用権に
限定することにし、その方向で、民法をは
じめとする土地法体系の抜本的改正を行
う。

土地については、戦後の農地改革を除き、基本
的な制度の改革は、明治６年の地租改正以来ほ
とんど行われていないように思う。しかし、海
外では『土地は公共財』（Landis public
property.)という考え方は、今や世界の土地政
策の潮流となっている。現在の土地制度の下で
の日本では、人間がいくら勤勉に働いても、土
地制度の欠陥から土地投機が起こり、経済のバ
ランスが崩れてしまっている。失業や自殺が多
くなり、物価が高く、住居費が高い日本では、
土地制度は、少子化の大きな原因ともなってい
る。今後土地投機は、あらゆる手段で根絶しな
ければならない。このためには、土地に関する
日本人の意識を、根本的に変革する必要があ
る。と同時に、明治維新以降の、土地制度の基
本を抜本的に改革する必要があり、土地に関す
る国民の権利は、投機を伴はない利用権に限定
すべきである。土地を公共財とすることによっ
て、日本経済は下記のメリットを享受すること
ができる。１　土地投機ができなくなるため、
土地バブルは起こらなくなる。バブル時のイン
フレ圧力、バブル崩壊時の長期にわたるデフレ
圧力も生ずることはない。２　不良債権、金融
不安等は非常に少なくなり、銀行等に対する公
的資金の投入も、不必要となる。３　土地制度
の重心が公益重視、土地私権を弱化させること
になるため、公益と私益のバランスが回復す
る。そして、公共事業を計画するに当たり、国
民経済上最も効率的に計画できると同時に、用
地費、各種補償費等が大幅に削減でき、効率の
よい安価な社会資本造りが可能となる。４　財
政の歳出面が大幅に節約され、国と地方双方の
財政再建が可能となる。５　悪名高き『世界一
の高地価』と物価が下がり、国民生活は実質的
に豊かになる。６　最近急速に競争力をつけて
きた、中国経済に対し、土地制度の面では、少
なくとも対等に競争できる制度的条件を整える
ことになる。

＜要望理由より続き＞
以上、土地を私財から公共財へと転換することによっ
て生ずるメリットをあげてきた。その反面、失われる
利益は、地権者や金融機関の土地投機による利得のみ
である。投機的利益の追求は、世界中どこの国でも悪
とみなされている。したがって、この改革で失われる
ものは特にない。この大改革によって、日本経済は、
確実に、健全な方向に再生することができる。そし
て、われわれの通貨である日本円は、基軸通貨への道
を歩むことも不可能ではない。現行の陳腐化した土地
制度に固執するあまり、今土地を公共財として転換す
ることができなければ、ＧＤＰ世界第二位となった、
輝かしい日本経済の運命は、今後も繰り返すと予想さ
れる土地投機と土地バブルによってまたもや翻弄さ
れ、マクロ経済は激動し、没落の道をたどるであろ
う。〈追記〉土地投機が、過去の日本経済の中でどの
ような役割を果たしてきたのか、政府の国民経済計算
資料を活用して、数量的に分析した結果、日本では、
政策的に土地投機をコントロールすることができなけ
れば、経済の再生は、ほとんど不可能に近いことを検
証いたしました。これは、『日本経済・岡目八目』と
してまとめ、メール・マガジンとして,下記の３社
（まぐまぐ、メルテン、メルマ）で配信しておりま
す。３年がかりで、現在まで、多くの読者に約５０回
配信してきました。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 8/158
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（対応策）

その他
当室からの
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

z1200009
国土交通省、
環境省、農林
水産省

下水道事業の多角化と民間開
放

下水道法第２
条、第５条、第３

条

下水道法では、個別処理方式を
下水道として定義していない。
下水道事業の実施にあたっては
予定処理区域を事業計画に定
めて事業を実施することとしてい
る。
下水道管理者は地方公共団体
が行うものとしている。

c

・ 集合処理方式については下水道等において、個別処理方
式については浄化槽において適切に役割分担しながら事業
を推進しています。仮に、ご指摘の通り下水道施設の定義を
個別処理方式の施設に拡張した場合は、事業が重複し、同
様の施設整備を２つの事業で行いうることになり、また二重
投資の恐れがあり、国民経済上極めて不合理となるため、
下水道施設の定義を個別処理方式の施設に拡張することは
困難です。現在、下水道・農業集落排水の集合処理方式と
浄化槽の個別処理方式については、汚水処理の適切な役
割分担を定めた都道府県構想にもとづいて整備を推進して
いるところです。集合処理区域と個別処理区域について、
「厳格な線引き」とありますが、国では地方公共団体に対し
て社会情勢の変化や地域の実態に合わせて適切に見直し
を図るように技術的助言を行っており、今後も適切な見直し
を推進していくこととしています。今後も各事業が連携を図り
ながら効率的な汚水処理施設の整備を推進して参りたいと
考えております。
・ 下水道法に基づく下水道事業については、都市の健全な
発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の
水質の保全に資することを目的として実施され、国民の生
命・財産を守る極めて公共性・緊急性の高い役割を担ってい
ます。その効果は、個々の住民のみならず都市全体、下流
域など広域的に及ぶため、住民等に対して悪質下水の排除
規制、排水区域内の下水道の利用義務付け等の強制的な
義務を課す必要があることから、地方公共団体によって管理
されています。しかしながら、強制的な義務を課すような事
務以外の事務（下水処理場の運転管理等）については、でき
るだけ民間事業者に委ねる形で進められ、既に相当部分が
民間委託されており、さらに、民間事業者の創意工夫をいか
し得る包括的な民間委託についても推進しています。

z1200010 国土交通省
鉄道建設･運輸施設整備支援機
構の新造船建造の借入金制度

見直し
なし

独立行政法人鉄道建設・運輸施
設整備支援機構（船舶勘定）の
船舶共有建造制度は、内航海
運事業者と費用を分担して質の
高い船舶の建造を推進するもの
である。同機構においては、財
務状況を勘案し、要望で言及さ
れている措置は実施していない
ものと承知している。なお、一定
の条件を満たす共有船舶につい
ては繰上返済を認めている。

ｅ －

  独立行政法人制度の創設の
趣旨は、国による事前関与や統
制を極力排する ことにあり、具
体的な業務執行については法
人の自律性・自主性に委ねられ
ていると理解している。同機構
は独立行政法人であり、本件は
同機構の経営判断に係る事項
である。
  なお、一定の条件を満たす共
有船舶については、繰上返済を
認めているところであるが、引き
続き船舶共有建造制度を実施
するためには、同機構の船舶勘
定の厳しい財務状況を踏まえる
と、損失を伴う措置を実施するこ
とは困難と判断されているもの
と承知している。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 9/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目
要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200009
国土交通省、
環境省、農林
水産省

下水道事業の多角化と民間開放 5020 50200002 11  ㈱NJSE&M 2 下水道事業の多角化と民間開放

・下水道施設の定義を個別処理方式の施設
に拡張する。

・集合処理区域と個別処理区域を厳格に線
引きせず、個別事情に応じて処理方式を選
択し、一体的な整備を可能にする。

・民間の下水道事業者を認める（既存施設
はリース）

・市町村の財政事情から集合処理方式の整
備が事実上断念されている地域で、集合処
理方式、個別処理方式を組み合わせた下水
道事業を実施したい。

・集合処理と個別処理の所管省庁がバラバ
ラになっているため、効率的な事業計画を
立て難い状況にある。

・集合処理区域は厳格に線引きされてい
て、その変更を機動的に行うことは想定さ
れていない。このため、個別処理方式への
変更が円滑に行われにくい状況にある。

・個別処理区域においても、複数世帯を集
合処理した方がよい区域もある。このよう
な細かい事情を考慮しながら2つの区域を
線引きすることは現実的でなく、一体的に
整備する方策が必要である。

・民間事業者として上下水道事業を一体と
して運営できるようになれば一層の効率化
が可能となる。
（上記要望１参照）

z1200010 国土交通省
鉄道建設･運輸施設整備支援機構の新
造船建造の借入金制度見直し

5025 50250001 11 （社）セメント協会 1
鉄道建設･運輸施設整備支援機構の新造船
建造の借入金制度見直し

①新造船建造に係る借入金制度の弾力的対
応
（早期償還、借り換え、共有期間内の船体
処分等）

②金利軽減措置の実施、対象事業者の条件
緩和等。

セメント専用船の建造が機動的、弾力的に
できる。

同機構の共有船首制度は、一般金融機関か
らの借り入れに比べ有利であるが、繰上返
済ができない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 10/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
当室からの
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

z1200011 国土交通省
　ハートビル法中の警告の設備

の要件の拡大。

高齢者、身体障
害者等が円滑に
利用できる特定
建築物の建築の
促進に関する法
律施行令第７
条、第８条、第９
条、第１４条、
同施行規則第８
条、第９条、第１
１条、第１９条

経路の誘導のための設備として
は、必ずしも線状ブロック等であ
る必要はなく、音声その他の方
法も認めているところ。
ただし、段差又は傾斜の存在の
警告のための設備としては、点
状ブロック等を敷設することとし
ている。

ｄ

（一部
ｃ）

視覚障害者の誘導のための設
備としては、線状ブロック等及び
点状ブロック等以外にも、音声
その他の方法により視覚障害者
を誘導する設備を設けることとし
ており、現行制度で対応可能。
しかし、視覚障害者への警告の
設備としては、点状ブロック等を
設けることとしている。点状ブ
ロック等は、視覚障害者に対し、
段差又は傾斜路の存在を警告
するものとして広く周知されてお
り、かつ実用の観点から歩行
性、耐久性、耐摩性に優れてい
る。また、視覚障害者誘導用ブ
ロックについては、規格について
JIS化、標準化がされており（JIS
T9251）、その敷設のルールにつ
いても検討委員会が設置され、
検討が重ねられてきたものであ
る。この点状ブロック等と同等の
有効性が確認され、また、広く認
知された設備は、現時点ではな
いものと認識している。従って、
視覚障害者への警告の設備とし
ては、ご要望の提案の実現は困
難である。

要望者の次意見に対する見解
を伺いたい。『（現行制度で、導
入可能との見解に対し）２０００
㎡以上の屋内施設の玄関から
受付までは誘導ブロックの敷設
が示されており、「警告の設備」
としては、点状ブロックとされて
いる.その他の誘導部分で、音声
その他の方法を用いることも可
能とされていても、１つの建物
中、床面敷設の誘導の設備が
混在するのは視覚障害者にとっ
て混乱をまねくため、結果的に
床面敷設の誘導方式はすべて
点字ブロック等で、他の方法は
排除されている現状があると考
えられるが見解如何。（有効性
の確認された設備は他にないと
の見解について）視覚障害者の
誘導装置で新たな技術（設備）
が開発された場合、その有効性
を広く一般に認知された設備と
して承認されるのかその具体的
手続きが不明である。新技術採
用の途を閉ざせば、視覚障害者
にとってより有効性があり、他の
障害者にとっても安全な設備の
導入が妨げられたままとなる
が、このことについての見解如
何。』

ｄ

（点状ブロック以外の方法が排
除されている現状について)
ご指摘のとおり、一つの建築物
における複数の床面施設の敷
設は利用者を混乱させることか
ら望ましくない。しかし、建築物
ごとに採用される誘導用設備
は、その建築物の用途、周辺環
境等により決定されるべきもの
であり、一概に点状ブロックに限
定し、音声その他の方法を排除
しているものではない。

(新技術採用の途について)
新たな技術（設備）の有効性が
広く一般に認知された設備とし
て承認されるには、JIS規格等と
して標準化されることが最低限
の要件と考えられる。なお、JIS
規格は原則５年ごとに見直しが
行われることになっており、新技
術採用の途は閉ざされていな
い。

z1200012 国土交通省
　交通バリアフリー法による屋内
の誘導施設の要件の拡大

高齢者、身体障
害者等の公共交
通機関を利用し
た移動の円滑化
の促進に関する
法律（平成１２年
法律第６８号）第

４条
移動円滑化のた
めに必要な旅客
施設及び車両等
の構造及び設備
に関する基準（平
成１２年運輸省、
建設省令第１０
号）第８条

現在バリアフリー法第４条にお
いて、旅客施設の新設・大改良
に際し、事業者に移動円滑化基
準への適合を義務づけていると
ころ、視覚障害者を誘導する設
備については、必ずしも視覚障
害者誘導用ブロックである必要
はなく、音声その他の方法も認
めている。

e ‐

　障害者誘導用ブロック以外の
方法については、視覚障害者を
連続的に誘導する機能を有して
いること、実用の観点から歩行
性、耐久性、耐摩性に優れてい
ること、こうしたことが広く周知さ
れていることが必要であるが、こ
れらに合致することが確かめら
れれば、ソフトマット等も視覚障
害者を誘導する設備として使用
できる。したがって、ご要望につ
いては事実誤認であると考えら
れる。

視覚障害者誘導用ブロック
については、規格について
ＪＩＳ化が図られており（JIS
T9251）、その敷設のルー
ルについても検討委員会
が設置され、検討が重ねら
れてきたものである。

　要望者からの次の意見に対す
る見解を伺いたい。『駅構内、空
港施設内で誘導ブロックが義務
づけられており、ソフトマット等の
方式が使用できる点について具
体的に示されたい。また、他の
方式の有用性が確認される方
法は、どういった手続きをとれば
よいのか示されたい。それが示
されていなければ、新たな他の
方法が導入される道が実質閉ざ
されていることとなり、ソフトマッ
ト等も使用可とされたことにはな
らないと考える。』また、公共施
設において、ブロックのJIS規格
が図られているところであるが、
規格外のものを公共施設が設
置することについて、貴省の見
解を伺いたい。

e ー

①旅客施設における階段、傾斜路
及びエスカレーターの上端及び下
端に近接する通路等には、点状ブ
ロックの敷設を義務づけているもの
の、その外の通路等においては、音
声その他の方法も認めているところ
である。従って、視覚障害者をはじ
めとする利用者の意見等を踏まえ、
その有用性が確認されれば、各々
の整備主体において視覚障害者誘
導用ブロック以外の「その他の方
式」により、視覚障害者を誘導する
設備を設置することができるもので
ある。
②「他の方式」の有用性判断にあ
たっては、上記の通り利用者の意見
を踏まえて行われるものであり、特
段の手続きが定められている訳で
はない。JIS化等標準化されていな
い設備については検討会を設置す
るなど、個別にその判断をすること
となる。
③視覚障害者誘導用ブロックにつ
いては、その形状につきJIS規格化
されているが、JIS規格を義務づけ
るものではない。ただし、工業標準
化法第67条によるJIS規格の尊重
義務及び利用者利便の観点から
は、規格が統一されることが望まし
く、ガイドラインにおいてもJIS規格を
推奨するものである。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 11/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目
要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200011 国土交通省
　ハートビル法中の警告の設備の要件
の拡大。

5032 50320001 11 杉原　司郎 1
　ハートビル法中の警告の設備の要件の拡
大。

　関係福祉施設等2000㎡以上の屋内施設に
は、誘導ブロック（点状と線状ブロック）
の敷設が義務付けられているが、その誘導
ブロック自体が、視覚障害者以外（車椅子
走行を含む）の歩行者（高齢者、身体障害
者）に対し、その凹凸が障害に成ってお
り、又、視覚障害者に対しても、障害とな
る場合がある。その為、誘導ブロック（点
状ブロックと線状ブロック）によらない視
覚障害者専用誘導路の設備の敷設が可能と
なるよう関係条文の改正を要望する。

　視覚障害者に対する警告の設備として、
誘導ブロック（点状、線状ブロック）が示
されているが、高齢者、身体障害者にもや
さしい視覚障害者専用誘導路設備（ソフト
マット等）の敷設が可能となれば、高齢
者、身体障害者等が円滑に利用できる特定
建築物の建築が促進され、施設のユニバー
サルデザインの観点からも、多くの人々に
安心感を与え、公共の福祉の増進に資する
ことができる。

　現在、誘導ブロック（点状と線状ブロッ
ク）は多くの公共施設等で敷設されている
が、雨天時の床ぬれによる高齢者や障害者
の転倒、車椅子等への振動による障害、
又、誘導ブロックの凹凸によるねんざなど
の原因ともなっている。しかし、施行令に
2000㎡以上の屋内施設の玄関から受付まで
は、誘導ブロック（点状と線状ブロック）
の敷設が示されており、それを受けて国土
交通省の示した建築設計基準では、形状が
突起のあるものが実質の標準とされ、他の
方式による警告の設備は導入できない現状
である。

（添付資料）１．パンフレット　２．ＣＤ
３．Ｑ＆Ａ　４．新聞　　（福祉機器展出
展資料）５．第３１回国際福祉機器展Ｈ･
Ｃ･Ｒ　２００４　　６．中小企業総合展
２００４in Tokyo　７．中小企業総合展２
００４in Kansai

z1200012 国土交通省
　交通バリアフリー法による屋内の誘導
施設の要件の拡大

5032 50320002 11 杉原　司郎 2
　交通バリアフリー法による屋内の誘導施設
の要件の拡大

　現在、駅構内（公道を含む地下道）、空
港施設内において、誘導ブロック（点状ブ
ロックと線状ブロック）の敷設が義務付け
られている。その誘導ブロック敷設自体
が、視覚障害者以外（車椅子走行を含む）
の歩行者（高齢者、身体障害者）に対し、
その凹凸が障害に成っており、又、視覚障
害者に対しても、障害となる場合がある。
その為、誘導ブロック（点状ブロックと線
状ブロック）によらない視覚障害者専用誘
導路の設備の敷設が可能となるよう関係条
文の改正を要望する。

　現在、駅構内、空港施設内において、誘
導ブロック（点状ブロックと線状ブロッ
ク）の敷設が義務付けられているが、高齢
者、身体障害者にもやさしい視覚障害者専
用誘導路設備（ソフトマット等）の敷設が
可能となれば、国土交通省の示されている
「高齢者、身体障害者等の利用を配慮した
建築設計基準」にも合致し、高齢者、身体
障害者はじめ多くの人々に対し、広くユニ
バーサルデザインとして、公共交通機関の
更なる信頼性につながるものと確信するも
のである。

　現在、誘導ブロック（点状と線状ブロッ
ク）が、駅構内、駅に至る屋内道路（公
道）に敷設してあるが、通常の歩行時、
又、車椅子での走行に対しての振動、高齢
者や障害者に与える、このブロックの凹凸
が原因による事故は多く聞くところであ
る。そのような現状の中、交通バリアフ
リー法の中で、形状が突起のあるもので、
点状と線状ブロックの使用を義務付け、
又、その組み合わせまで、指導の対象と
なっている為、他の方式による警告の表示
の設備も導入できない現状である。

（添付資料）１．パンフレット　２．ＣＤ
３．Ｑ＆Ａ　４．新聞　　（福祉機器展出
展資料）５．第３１回国際福祉機器展Ｈ･
Ｃ･Ｒ　２００４　　６．中小企業総合展
２００４in Tokyo　７．中小企業総合展２
００４in Kansai

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 12/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁
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措置の
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措置の
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措置の概要
（対応策）

z1200013
法務省、国土
交通省

土地区画整理事業における保
留地の流動化促進

土地区画整理法
第１００条の２、
第１０３条、第１０
４条、第１０７条

換地計画において換地として定
めない土地については、換地処
分の公告があった日の翌日にお
いて施行者が取得し（いわゆる
保留地）、遅滞なく登記をするこ
ととなっている。（第１０４条、第１
０７条）

d

「構造改革特区の第５次提案に
対する政府の対応方針」（平成１
６年９月１０日構造改革特別区
域推進本部決定）のとおり、「い
わゆる保留地予定地（土地区画
整理法第１００条の２に基づき施
行者が管理する土地）に関し
て、施行者が第三者に使用収益
させている場合（いわゆる保留
地予定地の売買を行った場合）
に、その内容を明らかにする簿
書を法令に位置づける検討を行
い、必要な措置を講ずる。」（実
施時期：平成１７年度中）こととし
たい。
  なお、本要望のうち、登記制度
の中での位置づけに係る事項に
ついては、法務省の所管事項で
ある。

　特区対応が決まっている「いわ
ゆる保留地予定地に関して、施
行者が第三者に使用収益させ
ている場合に、その内容を明ら
かにする簿書を法令に位置づけ
る検討を行い、必要な措置を講
ずる。」（平成1７年度中）との回
答であるが、具体的な検討内容
について回答されたい。また、当
該検討において、より法令上の
位置づけを明確にするためにも
登記を含めて法務省と調整の上
検討すべきと考えるが見解をい
ただきたい。
　また、法務省の指摘する二重
登記を回避するための方策とし
て、例えば、土地区画整理事業
が完了した街区ごとに換地処分
を行うよう法務省と調整の上、現
行法令を改正することに関して
の見解をいただきたい。

d

　平成１７年度中の結論に向け、
検討を進めてまいりたい。現段
階では具体的な措置内容は確
定していないが、関係省庁との
調整については、措置内容が固
まった段階で、必要に応じて調
整を行うこととしたい。
　なお、施行地区を工区に分
け、工区ごとに換地計画を作成
し、段階的に換地処分を行うこと
は現行法上可能である。

z1200014 国土交通省
準住居地域内における自動車
修理工場の床面積規制緩和

建築基準法第４
８条

各用途地域ごとに建築可能な建
築物の範囲又は建築してはなら
ない建築物の範囲が定められて
いる。

d

一定の環境対策がなされた自
動車整備工場であっても、周囲
の土地利用状況、前面道路幅
員等によっては住居の環境を害
するおそれがないとはいえず、
一律に緩和することは適当でな
いが、地域の特性に応じて地区
計画による用途制限の緩和や
地方公共団体の条例により建築
物の用途制限の緩和を定めるこ
とができる特別用途地区を活用
することできめ細かく対応可能
である。また、個別の建築物に
ついて当該用途地域の環境を
害するおそれがないもの等とし
て特定行政庁が認めて許可す
ることによっても対応可能であ
る。

用途地域における用途制限に
ついては、用途と面積等により
規制がなされているが、例え
ば、2件が続いて、同様の店舗
等を出店した場合には、地域へ
の環境としては、大きくなってし
まうことも想定される。用途や面
積による制限については、限界
もあるため、周辺への影響度を
もとに、性能規定化が求められ
ていると思われるが、貴省の見
解を伺いたい。

d

　用途規制は、１２種類の用途地域を地
域の実情に合わせて指定して市街地の
類型に応じた建築制限を行うことによ
り、地域における住居の環境の保護又
は業務の利便の増進を図るためのもっ
とも基本的な制限である。
　準住居地域は、道路の沿道としての
地域の特性にふさわしい業務の利便の
増進を図りつつ、これと調和した住居の
環境を保護するための地域であり、原
動機を使用する工場で作業場の床面積
の合計が５０㎡を超えるものは居住環
境の保護の観点から立地することがで
きないが、自動車修理工場の床面積に
ついては、沿道サービス施設の利便の
増進を図りつつ良好な居住環境の保護
の観点から１５０㎡まで認めているもの
である。準住居地域が求める住居の環
境の保護と沿道サービス施設の利便の
増進の両立を実現するためには、地域
への影響等を判断することなく建築確
認でその規制を一律に緩和することは
適当ではない。
　また、地域内の建築物の用途の特殊
性等にあわせてよりきめ細かな用途の
緩和等を行う必要がある場合には、基
本となる用途規制を補完して特別用途
地区や地区計画により対応することが
可能にしている。また、個別の建築物に
ついて当該用途地域の環境を害するお
それがないもの等として特定行政庁が
認めて許可することによっても対応可能
である。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 13/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧
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z1200013
法務省、国土
交通省

土地区画整理事業における保留地の流
動化促進

5035 50350001 11
埼玉県久喜市吉羽土地区画整
理組合

1
土地区画整理事業における保留地の流動化
促進

保留地については、土地区画整理組合の長
（以下、理事長という）による証明をもっ
て登記可能とするよう土地区画整理法など
の関係法を改訂する。

保留地について必要な場合には、理事長
は、関係法*所定の要件を充たす証明書
（保留地権利書）を発行するものとし、関
係者は、該証明書をもって保留地につき登
記をすることができる。

*民法第177条、不動産登記法第117条など

　土地区画整理事業は長年月にわたって行われ
るので、その間に保留地の換金処分を希望する
権利者が現れるのは当然である。一方、保留地
について購入を希望する第三者も少なくない。
しかし現行法では、保留地は換地処分までの間
登記できないことから、購入者は金融機関から
十分な融資を受けられない。ために保留地の流
動化が進まず、国も不動産免許税を徴収できな
い。
　上記実態を改革するために、「保留地を法務
局の管理として通常の土地に準ずる扱いとすべ
き」との構想もあるが、区画整理中の保留地を
正確に特定することは法務局に過大な負担*を
強いるものであるから、かかる構想は現実的と
は言いがたい。
*事業進行とともに経時的に変化する土地状況
の把握、それにもとづく位置図、街区、画地、
地積の特定などの作業は、整理事業に通暁した
多数の要員を必要とする。（資料A）
　この問題を解決するため当組合では、かねて
より保留地の特定と表示に関する研究をおこ
なってきたが、先年独自の方式を確立した（資
料B）。これによれば関係法に合致した証明書
（資料C）を迅速に作成できるので、これにも
とづき組合と金融機関等との協定により、適正
な融資「保留地ローン」がなされるようになっ
ている。さらに、抵当権付きの保留地の第三者
への転売の場合にもこの証明書（資料Cに加え
て抵当権につき明記）をベースに融資が円滑に
行われており、過去の事例は100件近い。
このような実績があるものの、現行の土地区画
整理法のもとでは換地処分までは保留地の登記
ができないことから、通常の土地に比べて保留
地の流動性は低い。一般に未登記の土地への融
資は、抵当権設定が難しいことから、金融機関
は前向きではないからである。　そこで、理事
長に証明書（保留地権利書）発行の権限を与
え、これをもって保留地の登記を可能とするよ
う関係法の改訂を要望する。

z1200014 国土交通省
準住居地域内における自動車修理工場
の床面積規制緩和

5036 50360002 11
（社）日本フランチャイズ
チェーン協会

2
準住居地域内における自動車修理工場の床
面積規制緩和

現在、準住居地域内の自動車修理工場の床
面積は、150平方メートル以内と規定され
ていますが、商業地域内の３００平方メー
トル以内への面積の拡大を要望（騒音防止
対策等条件付加でも可）

全国　車検台数約3,050万台（内、持込台
数　22％）
16.3末　全国認証工場数　88,627内、指定
工場数　28,278
1認証工場車検台数　110台
【一例】指定工場が約1,200工場増加した
場合の台数効果（ｻｰﾋﾞｽ（時間等））
110×1,200=　132,000台
使用者負担の軽減額（持込費用を1万円と
した場合）
132,000台×10,000=　13億2千万円の自動
車ユーザーの自動車関係経費の軽減に繋が
る効果が期待できる。

*認証工場数等は、日整連H/P　より

自動車修理工場には、①認証工場（当該工
場で修理した車を検査法人に持込車検を受
ける）②指定工場（当該工場に検査機器等
を設置し、検査員の検査により検査法人に
持込まない）の2種（限定資格を含め）が
ありますがユーザーニーズに対応したピッ
トサービスを提供するには、現在の認証工
場面積では基準一杯の作業スペースとな
り、ユーザーよりの車検整備作業ニーズの
高まりによる対応として、指定資格取得に
は、基準作業面積に不足をきたす為、ここ
に、検査機器等設置面積として現在の基準
150平方メートルに加え、150平方メートル
の追加（合計300平方メートル以内）を要
望

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 14/158
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z1200015 国土交通省
エアロスポイラ取付けに関わる

規制の緩和

・道路運送車両
の保安基準
・道路運送車両
の保安基準の細
目を定める告示
・自動車部品を
装着した場合の
構造等変更検査
時等における取
扱いについて(平
成7年11月16日
自技第234号・自
整第262号）

平成7年11月16日付け自技第
234号・自整第262号における取
扱いは、一定の要件により装置
を取り付けた場合の自動車検査
証の記載事項についての手続
きを定めたものであり、自動車
の安全基準を定めたものではな
い。

e

平成7年11月16日付け自技第
234号・自整第262号における取
扱いは、一定の要件により装置
を取り付けた場合の自動車検査
証の記載事項についての手続
きを定めたものであり、エア・ス
ポイラーの装着に関する安全基
準を緩和したものではない。
また、当該取扱いにより指定部
品を装着した場合においても、
装着した状態において道路運送
車両の保安基準の各条項に適
合していることが手続きを省略
できる条件である。
さらに、エア・スポイラーにあって
は、道路運送車両の保安基準
の細目を定める告示第178条第
2項第2号イで規定されている事
項は、昭和58年10月1日付け自
車第896号により規定されたもの
を告示化したものであり、従来
の取扱いから何ら変更したもの
ではない。
このため、当該要望は事実誤認
である。

回答では事実誤認とあるが、要
望は「エアロ・スポイラは自動車
に装着を行う場合、自動車の最
前端又は最後端にならないもの
であること」の緩和にあり、この
点について具体的な対応策を改
めて検討され、示されたい。

c

　道路運送車両の保安基準の
細目を定める告示第178条第2
項第2号イは、歩行者の安全確
保等を目的として規定している
ものであり、緩和することは困難
である。

z1200016 国土交通省
市街化調整区域における開発

許可要件の緩和
都市計画法第29
条第1項

　市街化調整区域で開発行為の
許可を受けるためには、都市計
画法第34条各号のいずれかに
該当しなければならない。

c

　モデルハウスが開発区域の周
辺の地域のみを商圏とする、あ
るいは住宅が日常生活のため
必要な物品に該当するとは通常
解しがたく、住宅販売のための
モデルハウスを普遍的に「開発
区域の周辺の地域において居
住している者の日常生活のため
必要な物品の販売等の業務を
営む店舗等」に該当するものと
して取り扱うことは困難である。
　なお、国土交通省では、規制
改革・民間開放三カ年計画等に
基づき、開発許可制度の市街化
調整区域における弾力的な運
用の情報提供を全国の開発許
可権者に対し実施したところで
ある。

　回答にある弾力的な運用の情
報提供の中に、モデルハウスの
建築が認められているものがあ
るのか回答いただきたい。
本案件ついては、最低限の条件
を満たせば、条例等により地方
の判断で設置可能とすべく、運
用は地方に委ねるべきと考える
が見解をいただきたい。

d

国土交通省が全開発許可権者
に対して実施した調査の結果に
よれば、モデルハウスについて
立地を認容している運用事例は
存在せず、これは各許可権者が
地域の実情を勘案した上でもな
お市街化調整区域におけるモデ
ルハウスの立地は妥当でないと
いう判断を下していることによる
ことに他ならないものと考える。
　なお、都市計画法上、市街化
調整区域は「市街化を抑制すべ
き地域」とされており、係る地域
の特性を担保するための最低
基準として、開発許可にあたっ
ては同法第３４条各号の要件が
課されることとなっている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 15/158
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z1200015 国土交通省
エアロスポイラ取付けに関わる規制の
緩和

5036 50360003 11
（社）日本フランチャイズ
チェーン協会

3 エアロスポイラ取付けに関わる規制の緩和

平成15年12月9日国土交通省告示1544号
第3節第178条第2項2号イ　のエアロ・スポ
イラは自動車に装着を行う場合、自動車の
最前端又は最後端にならないものであるこ
ととありますが、この事項に関する規制の
緩和を要望します。

以下のとおり、要望理由における波紋がさ
けられる。
①流通在庫の廃棄による損失を回避でき
る。
②エアロパーツメーカーの損失を防げる。

平成7年11月16日自技234号・自整262号に
おいては、エアロスポイラは指定部品扱い
になっており、自動車に装着する際に全長
（最前端・最後端）を超えてもよいと認識
していましたが、前記の告示内容と矛盾が
発生していると判断しています。
尚、カー用品業界においては、平成7年に
規制緩和されたものと認識しており、既に
この規制に抵触するエアロスポイラは、膨
大な数が販売されていると考えられ、大き
な波紋が予想されるため。

z1200016 国土交通省
市街化調整区域における開発許可要件
の緩和

5036 50360005 11
（社）日本フランチャイズ
チェーン協会

5
市街化調整区域における開発許可要件の緩
和

都市計画法では、当該開発地域において居
住している者の日常生活のために必要な物
品の販売等を行う店舗の建築は認められて
いる。
その要件に、住宅販売の為のモデルハウス
建築を認めて頂きたい。

モデルハウスを建築することにより、地域
住民の新居建築・増築・改築のための一助
になると考えられる。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 16/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
当室からの
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

z1200017 国土交通省
建設業許可要件の緩和

○建設業法第３
条第１項及び同
法第６条第１項
第６号

○建設業法施行
規則第４条第１
項第７号

営業所を設けて建設業を営もう
とする場合には、許可を取得す
るに当たり、営業所ごとに専任
の経営業務の管理責任者及び
要件を満たす技術者を置かなけ
ればならないこととされている。

c

1.「フランチャイズ」とは、親業者
が別の法人格を有する契約店
に与える、一定地域内での営業
販売権とされているが、建設業
の請負契約は当該契約店ごと
に締結するもので、建設業にお
ける請負契約の適正化を図り建
設工事の適正な施工を確保す
るためには、請負契約の当事者
であるフランチャイズの店舗ごと
に許可が必要である。
2. 建設業は経理上の特殊性を
有する産業であるため、建設業
者の作成する財務諸表にその
特殊性が反映されるよう、建設
業法施行規則において様式を
規定しているところである。これ
は、建設業法上の目的である発
注者保護の観点からも必要であ
ると考えられる。

①情報伝達手段や交通網を利
用することにより、小規模フラン
チャイズ店舗を管理する本社も
しくは地域拠点が営業に関する
実体的な行為を全て行う場合に
ついては、各々のフランチャイズ
店舗毎に専任技術者の配置を
要しないと考えられるが、これに
対する貴省の見解を示された
い。
②決算報告書に関する要望は、
上場企業に限定している。株主
等による厳しい監視やコンプライ
アンスを重視しなければならな
い経営環境下にある上場企業
であれば、通常の財務諸表のみ
でも問題ないと考える。また、発
注者の保護が担保できる優良
事業者制度があれば、通常の
財務諸表のみでも問題ないと考
えるが、これらについて改めて
検討され、見解を示されたい。

c

①フランチャイズにおいては、本社
もしくは地域拠点と小規模フラン
チャイズは別の法人格を有する企
業であると思料されるため、本社若
しくは地域拠点が有する建設業許
可のもとで、別企業が営業を行うこ
とを認めることは困難である。
②建設業者のみを擁護する観点か
らは、ご指摘のとおり株主等による
厳しい監視等の経営環境下にある
上場企業であれば有価証券報告書
等の提出で差し支えないとも考えら
れるが、建設業者に建設業法施行
規則で定める様式による財務諸表
の提出を求めるのは、発注者が容
易に建設業者としての財務内容を
把握することを可能とするためのも
のであり、建設業法の目的に掲げ
ている発注者保護の観点から現行
の制度を改めることは困難である。
　また、建設業は単品受注産業であ
りその事業者の優劣を一定の要件
で一律に判断することは困難である
ため、優良事業者制度の創設によ
り個々の発注者の保護を担保する
ことは困難である。

z1200018 国土交通省
地方道路公社等における余裕
金運用先範囲の拡大

【道路】
地方道路公社法
第３１条

【住宅】
地方住宅供給公
社法第３４条

【道路】
平成１６年６月所要の法律改正
を実施したところであるが、法律
が未施行であるため、業務上の
余裕金の運用方法が国債又は
地方債の取得、銀行への預金
又は郵便貯金に限られている。

【住宅】
地方住宅供給公社は業務上の
余裕金を
・国債、地方債
・銀行への預金、郵便貯金
以外に運用してはならないことと
されている。

【道
路】
ｂ

【住
宅】
ｂ

【道
路】
Ⅲ

【住
宅】
Ⅰ

【道路】
平成１６年６月所要の法律改正
を実施したところ。　追加すべき
金融機関については地方道路
公社に対する調査を実施し、こ
の結果をふまえ法律施行後（平
成１７年度中の予定）速やかに
大臣指定を行う。

【住宅】
余裕金の運用方法も含め、公社
の業務・組織運営の見直しにつ
いて、平成１７年度までに結論を
得るため検討を行っているところ
である。

（道路）
　平成16年6月の法律改正が既
になされているが、現在の検討
状況を具体的に示されたい。ま
た、法律施行後17年度中の予
定にて大臣指定を行うとある
が、17年度中に措置（a）とすべ
きと考えるが見解をいただきた
い。

（住宅）
　余裕金の運用方法について、
17年度中の検討スケジュールを
具体的に示されたい。その上
で、法令改正を含めた必要な措
置を17年度中に行うべきと考え
るが見解をいただきたい。

【道
路】
b

【住
宅】
ｂ

【道
路】
Ⅲ

【住
宅】
Ⅰ

【道路】
法律施行前に地方道路公社に
対して追加を希望する金融機関
に関する調査を実施しその結果
を踏まえ、法律施行後に速やか
に大臣指定を行う予定。
なお、今回ご要望された団体が
大臣指定されるかどうかについ
ては、現時点で確約できない。

【住宅】
次期通常国会に地方住宅供給
公社法の改正法案の提出を予
定しており、当該案において大
臣が指定した金融機関への余
裕金の運用が可能となるよう改
正を行うことを予定している。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 17/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目
要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200017 国土交通省
建設業許可要件の緩和

5036 50360006 11
（社）日本フランチャイズ
チェーン協会

6
建設業許可要件の緩和

1.　住宅フランチャイズを展開する場合、
小規模店舗であれば店舗毎ではなく地域の
責任者で充分対応出来る為、管理責任者及
び専任技術者の要件を緩和して頂きたい。
2.　建設業者として届出る決算報告書を指
定書式に記載しなければならないが、上場
企業であれば、営業報告書及び有価証券報
告書の提出でそれとみなして頂きたい。

1.　住宅FCのフランチャイズ店の店舗展開
及び直営店展開をより積極的に行うことが
出来る。
2.　申請手続きの簡略化

z1200018 国土交通省
地方道路公社等における余裕金運用先
範囲の拡大

5037 50370023 11
社団法人全国信用組合中央協
会

23
地方道路公社及び地方住宅供給公社等の余
裕金運用について

地方道路公社及び地方住宅供給公社等の余
裕金について取扱いを可能とすること

地方道路公社及び地方住宅供給公社等の余
裕金の運用範囲に信用組合が含まれていな
い。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 18/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
当室からの
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

z1200018 国土交通省
地方道路公社等における余裕
金運用先範囲の拡大

【道路】
地方道路公社法
第３１条

【住宅】
地方住宅供給公
社法第３４条

【道路】
平成１６年６月所要の法律改正
を実施したところであるが、法律
が未施行であるため、業務上の
余裕金の運用方法が国債又は
地方債の取得、銀行への預金
又は郵便貯金に限られている。

【住宅】
地方住宅供給公社は業務上の
余裕金を
・国債、地方債
・銀行への預金、郵便貯金
以外に運用してはならないことと
されている。

【道
路】
ｂ

【住
宅】
ｂ

【道
路】
Ⅲ

【住
宅】
Ⅰ

【道路】
平成１６年６月所要の法律改正
を実施したところ。　追加すべき
金融機関については地方道路
公社に対する調査を実施し、こ
の結果をふまえ法律施行後（平
成１７年度中の予定）速やかに
大臣指定を行う。

【住宅】
余裕金の運用方法も含め、公社
の業務・組織運営の見直しにつ
いて、平成１７年度までに結論を
得るため検討を行っているところ
である。

①（道路）
　平成１６年６月の法律改正が
既になされているが、現在の検
討状況を具体的に示されたい。
　また、法律施行後１７年度中の
予定にて大臣指定を行うとある
が、１７年度中に措置（a)とすべ
きと考えるが見解をいただきた
い。
②（住宅）
　余裕金の運用方法について、
１７年度中の検討スケジュール
を具体的に示されたい。その上
で、法令改正を含めた必要な措
置を１７年度中に行うべきと考え
るが、見解をいただきたい。

【道
路】
b

【住
宅】
ｂ

【道
路】
Ⅲ

【住
宅】
Ⅰ

【道路】
法律施行前に地方道路公社に
対して追加を希望する金融機関
に関する調査を実施しその結果
を踏まえ、法律施行後に速やか
に大臣指定を行う予定。
なお、今回ご要望された団体が
大臣指定されるかどうかについ
ては、現時点で確約できない。

【住宅】
次期通常国会に地方住宅供給
公社法の改正法案の提出を予
定しており、当該案において大
臣が指定した金融機関への余
裕金の運用が可能となるよう改
正を行うことを予定している。

z1200019 国土交通省
現場代理人、監理（主任）技術
者の配置要件の明確化

１．公共工事標
準請負契約約款
第１０条

２．監理技術者
制度運用マニュ
アル（平成１６年
国総建第３１８
号）三（２）

１．建設業法上現場代理人の要
件は定められていない。
２．発注者から直接建設工事を
請け負った建設業者が、監理技
術者等を工事現場に専任で設
置すべき期間は契約工期が基
本となるが、橋梁、ポンプ、ゲー
ト、エレベーター等の工場製作を
含む工事であって、工場製作の
みが行われている期間等につい
ては、工事現場への専任は要し
ない。ただし、発注者と建設業者
の間で当該期間が設計図書もし
くは打合せ記録等の書面により
明確となっていることが必要。

1.e
2.d

1.公共工事標準請負契約約款
においては現場代理人が工事
現場に常駐することを求めてい
るが、これはあくまで契約書の
標準的な形であり、発注者と請
負者の個別契約によって個々の
工事の態様に応じた常勤の要
件を定めることを妨げてはいな
い。
2.「監理技術者制度運用マニュ
アル」三（２）において、「橋梁、
ポンプ、ゲート、エレベーター等
の工場製作を含む工事」と記載
しており、電気通信工事におけ
る工場製作についても含まれる
ことは明らかであり、現行制度
下で対応可能。

回答では『電気通信工事におけ
る工場製作期間についても含ま
れることは明らかであり』とされ
ているが、個々の契約の際に、
発注側の判断が異なる可能性
がある。このような可能性をなく
すため、回答いただいた内容に
ついて、貴省より周知徹底をは
かるための通知もしくは情報の
公開について検討され、示され
たい。また、万が一徹底されて
いない場合の指導監督責任の
部門はどこになるのかを示され
たい。

d

全ての工場製作物について網
羅的に記載して通知することは
不可能であるため、『監理技術
者制度運用マニュアル』では代
表的なものについて例示表記を
しているところである。前回回答
した通り電気通信工事における
工場製作についても含まれるこ
とは明らかである。なお、マニュ
アルの趣旨の徹底については、
必要に応じ適宜行っているとこ
ろではあるが、工事の内容及び
重要性等によってマニュアルに
定める以上の要件を課すことに
ついては、個々の発注者自身の
判断によるものである。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 19/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目
要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200018 国土交通省
地方道路公社等における余裕金運用先
範囲の拡大

5107 51070010 11
全国農協中央会・農林中央金
庫

10
地方道路公社等における資金運用先範囲の
拡大

地方道路公社及び地方住宅供給公社の２地
方公社の資金運用先としてＪＡ及び信連を
追加する。

○それぞれの根拠法において、余裕金の運
用方法が国債・地方債の取得及び銀行への
預け金又は郵便貯金に限定されている。

○組合の貸出適格先であり、かつ残高を有
しているにもかかわらず、貯金の預かりが
できないことにより、債権保全上問題があ
ることに加え、貸出元利金の実行・償還事
務が煩雑となり非効率的な処理となってお
り、実務上の支障も大きい。

z1200019 国土交通省
現場代理人、監理（主任）技術者の配置
要件の明確化

5042 50420001 11 情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ産業協会 1
現場代理人、監理（主任）技術者の配置要件
の明確化

電気通信工事の遂行に当たって配置する、
現場代理人及び主任技術あるいは監理技術
者の配置要
件を明確にしていただきたい。

１．現場代理人の工事現場常駐を、現場稼
動中とすることを、『公共工事標準請負契
約約款』第１０条
　　２に追記いただくか、現場常駐が必要
な期間についての定義を、通達などで明確
にしていただき
　　たい。

２．工事規模により専任とすることが必要
な主任技術者あるいは監理技術者が、専任
を要しない期間
　　を認める工事種別例を、『監理技術者
制度運用マニュアル』三（２）の具体例に
追記いただくか、具
　　体例を通達などで示し、増やしていた
だきたい。

電気通信工事は契約工期の殆どが、工場に
おける機器製造期間及びソフトウエア製作
期間で、現場における実工事期間が著しく
短い事例がほとんどであるが、『公共工事
標準請負契約約款』第１０条２、及び『建
設業法』第２６条３による現場代理人常
駐、及び主任技術者常駐の定義が不明確、
あるいは専任を要しない期間を認める工事
種別例が少ないため、契約工期の期間中建
設現場への常駐を強いられることがある。
現場での建設工事が稼動していない期間を
含む契約期間全般に亘って現場常駐させる
ことは、受注者にとっては人的資源の無駄
使いになるとともに、人材の確保を困難に
している。また発注者にとっては経費の無
駄使いになると思われる。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 20/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
当室からの
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

z1200020 国土交通省
連結親子会社間における「企業
集団」の適用、運用に関する緩

和について

親会社及びその
連結子会社の間
の出向社員に係
る主任技術者及
び監理技術者の
直接的かつ恒常
的な雇用関係の
取扱い等につい
て（平成１５年国
総建第３３５号）

企業集団に属する建設業者の
間（親会社とその連結子会社の
間に限る。）の出向社員を出向
先の会社が工事現場に主任技
術者又は監理技術者として置く
場合に、当該出向社員と当該出
向先の会社との間に直接的か
つ恒常的な雇用関係があるもの
として取り扱う際の要件として
・連結子会社がすべて企業集団
に含まれる者であること
・親会社又はその連結子会社
（その連結子会社が２以上ある
場合には、それらのすべて）の
いずれか一方が経営事項審査
を受けていない者であること
等が定められているほか、出向
社員を主任技術者又は監理技
術者として置く建設工事の下請
負人に当該企業集団を構成す
る親会社若しくはその連結子会
社又は当該親会社の非連結子
会社が含まれていないことが条
件となっている。

c

①本制度は、建設業界の統合・再編を進めるにあたり、監理
技術者及び主任技術者の直接雇用の原則が支障とならな
いよう、適正な施工の確保に悪影響を及ぼさず、かつ不良・
不適格業者の参入を許容しない範囲で、特例として連結関
係にある親子企業間に限り、監理技術者及び主任技術者の
出向を認めたものである。
　本制度を利用するために要件に合致させるか否かは個々
の企業の経営判断に委ねられており、その選択の権利は平
等に与えられているものと承知しており、適用実績と公平さ
を結びつけ、６０万社のうち８社が利用しているので公平さを
欠くとするご指摘は当たらない。
②業界再編に当たっては、不良・不適格業者が排除され、技
術と経営に優れた建設業者が生き残ることが重要であり、
ペーパーカンパニーが公共工事を受注する可能性を排除し
なければならない。本制度はペーパーカンパニーの受注機
会を増やすことなく再編を促進する上で有効であると考えて
いる。その際、監理技術者等の直接雇用の原則が業界再編
の支障とならないようにする必要があり、適正な施工の確保
に悪影響を及ぼさず、かつ不良・不適格業者の参入を許容
しない範囲で、特例として本制度を導入したところである。
　なお、ご指摘の「複合企業に対する考慮」については、具
体的な規制緩和の内容が不明確であり、回答できない。
③本制度は、建設業界の統合・再編を進めるにあたり、監理
技術者及び主任技術者の直接雇用の原則が支障とならな
いよう特例として認めたものであり、経営事項審査を親会社
及び連結子会社の双方が受審していることを認めることは、
建設業界の統合・再編を進める本制度の主旨に逆行するも
のであり認めることはできない。
　また、本制度は建設業法に基づく技術者制度における特
例であり、その判断を発注者に委ねることは適切ではない。
④統合・再編の過程における子会社像は様々であり、企業
集団ごとに検討されるべきものであるが、少なくとも、技術者
の流動性を高める一方で、本制度を悪用してグループ内の
企業が都合よく受注機会を高めることはあってはならないも
のと考える。

特例で導入したとはいえ、利用
率が10ppmレベルである制度は
「制度」と言えないと考える。貴
省ご懸念のペーパーカンパニー
を排除し、かつ、専任技術者の
配置に苦慮している事業者が利
用できる制度への改正を検討す
べきと考えるが、貴省の見解を
示されたい。

c

前回回答した通り、本制度は、
建設業界の統合・再編を進める
にあたり、監理技術者及び主任
技術者の直接雇用の原則が支
障とならないよう、特例として認
めたものであって、単に専任技
術者の配置に苦慮している建設
業者を救うことを目的とするもの
ではない。なお、当然のことなが
ら、技術者を適正に配置するこ
とができない建設業者は建設業
法の趣旨に反することから、不
良・不適格業者として排除される
べきである。また、建設業の許
可を受けている者は約６０万存
在するものの、製造業等建設業
以外の事業を本業としており本
業を営む上で必要なため建設業
許可を受けている事業者や個人
で建設業を営む事業者も多数含
まれており、この制度の特例を
受けることができる企業は６０万
のうちごく一部であるという事実
もあることから、単純に“10ppm”
という利用率をもって「制度」で
はないと言うのは妥当ではない
と考える。

z1200021 国土交通省
電気通信工事業者における専
任技術者要件の緩和

○建設業法第１
５条第２号

○建設業法第１
５条第２号イの国
土交通大臣が定
める試験及び免
許を定める件（昭
和６３年建設省
告示第１３１７号）

電気通信工事における監理技
術者資格は、技術士試験のうち
技術部門を電気・電子部門又は
総合技術監理部門（選択科目を
電子・電気部門にかかるものと
するものに限る。）とするものに
合格した場合、又は学歴に応じ
た実務経験及び指導監督的実
務経験を有する場合となってい
る。

c

　1級電気工事施工管理技士に
ついては、電気通信工事に関す
る出題は若干含まれているもの
の、全体として電気通信工事に
係る知識、技術及び技能を審査
したものとはいえないため、電気
通信工事の監理技術者資格とし
ては適当ではない。また、他の
資格と組み合わせることについ
ても、当該検定が電気通信工事
に関する内容を網羅していない
以上、電気通信工事に係る知
識、技術及び技能を審査したこ
ととはならない。
　一方、電気通信主任技術者に
ついては、現在、主任技術者資
格としての適否を検討中である
が、資格取得に必要な実務経
験、工事の施工管理に係る試験
内容等を他の資格と比較して
も、他の監理技術者資格（１級
施工管理技士、技術士等）と同
等とはいえないため、監理技術
者資格とすることは困難である。

①電気通信主任技術者が監理
技術者資格として適切でないと
考えられる理由について、具体
的に示されたい。
②既存資格「電気通信主任技術
者（１種）、（２種）、（線路）、１級
電気工事施工管理技士」の組み
合わせに対する回答を検討さ
れ、示されたい。

c

①について
　前回回答した通り、電気通信
主任技術者については、現在、
主任技術者資格としての適否を
検討中であるが、資格取得に必
要な実務経験、工事の施工管理
に係る試験内容等が、他の監理
技術者資格（１級施工管理技
士、技術士等）と同等とはいえな
いため、監理技術者資格とする
ことは困難である。
②について
　前回回答した通り、電気工事
施工管理技術検定が電気通信
工事に関する内容を網羅してい
ない以上、電気通信工事に係る
知識、技術及び技能を審査した
こととはならないため、その他い
かなる資格を組み合わせたとし
ても監理技術者資格とはなり得
ない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 21/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目
要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200020 国土交通省
連結親子会社間における「企業集団」の
適用、運用に関する緩和について

5042 50420002 11 情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ産業協会 2
連結親子会社間における「企業集団」の適
用、運用に関する緩和について

本件の再検討要請に対する2次回答を頂いたが、前向きな回答が
頂けず誠に遺憾である。現在の我が国の企業の実態に則し、業
界がよい方向に向かう為に次のような緩和を求める。（貴省２
次回答の項番に対応）
① ６０万社のうち８社の利用にとどまっても直ちに変更の必要
はないとの回答であるが、６０万社のうち８社のみを利するの
では国の制度として公平を欠くのではないか。国が施行する制
度たるためには、広く、多くの企業に平等に利用、非利用の選
択の権利が与えられるべき制度とすべきではないのか。この点
について貴省の考えをお聞かせいただきたい。
② 貴省のご回答は業界再編の為の特例であり、再編の枠組みか
ら脱落する関連会社を出さない為には、企業集団に全ての関連
企業を含める必要があるとしている。それでは、この制度によ
りどの様な淘汰、業界再編を期待しているのかを示されたい。
その期待する再編、淘汰に本制度がどのように有効なのかも合
わせて示されたい。我が国の建設業者には、建設業専業の建設
業者 以外にＩＴ関連企業の様に、建設業の他に販売、サービス
などの営業を行う複合企業が多数ある。業界再編の方針や計画
の策定にあたっては、これら複合企業に対する考慮がなければ
制度としてのバランスを欠くため、 本制度による再編案にも複
合企業の状況、事情に対する配慮を願いたい。
③ 企業集団を申請して経審を１とするか、申請せず各企業個別
とするかは企業の経営判断との回答であり、この意味ではもっ
ともである。しかし、公共工事全体をALL OR NOTHINGとするこ
とは選択肢の範囲が狭くなり過ぎると考える。工事の施工、成
果に関して技術的問題が生じるのであればもっともと判断する
が、本件はそうではないと考える。貴省の直轄工事は貴省判断
で不可としても、貴省の発注ではない、自治体等、他団体は発
注者の判断に任せても良いのではないか。この点について貴省
の考えをお聞かせいただきたい。
④ 本制度を適用したケースの子会社像(親会社が経審を申請し
たケース)について貴省の考えを聞かせて頂きたい。民間工事を
除くと親会社への技術者派遣のみが営業項目となる建設会社
（子会社）は不健全と考えるがいかがか。  また、ペーパーカ
ンパニーの誘発に関しては、適用資格に、資本金、売上高、利
益、従業員数、技術者数等客観的な事項がその恐れの無い規模
以上との制限を加えることで防止可能と考える。一括下請負で
あるか否かを客観的に確認することが困難であることを根拠と
する規制では発注者と受注者 の関係において公平性を損なうので

要望内容に含む

z1200021 国土交通省
電気通信工事業者における専任技術者
要件の緩和

5042 50420003 11 情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ産業協会 3
電気通信工事業者における専任技術者要件
の緩和

「営業所の（電気通信工事の）専任技術者
「＝監理技術者」の申請要件として、電
気・電子技術士に加えて、既存資格の「電
気通信主任技術者（１種）、（２種）、
（線路）、１級電気工事施工管理技士」の
いずれかに該当する事としてほしい。電気
通信主任技術者は電気通信分野の最高位資
格で、ネットワーク全体を管理する総合的
資格である。また、1級電気工事施工管理
技士は電気工事専任技術者の要件ではある
が試験内容は電気通信工事業まで含めたも
のである。」

上記要望に対する２００４年７月の１次回
答では「（前略）主任技術者の要件につい
て、他の既存資格の活用の適否について、
既存資格の試験内容等を踏まえ検討し、平
成16年度中に結論を得る。」との回答をい
ただいているが、遅滞なく要件緩和の結論
が出されるよう御検討願いたい。
また、２次回答では「（前略）現在監理技
術者資格として認めている他の資格と比較
すると、これを監理技術者資格として認め
ることは適切ではない。（後略）」との回
答をいただいているが、電気通信主任技術
者が監理技術者資格として適切でないと考
えられる理由についてご教示願いたい。ま
た、既存資格の「電気通信主任技術者（１
種）、（２種）、（線路）、１級電気工事
施工管理技士」を適宜組み合わせることに
より監理技術者資格の申請要件とすること
の可否について貴省のお考えをお聞かせい
ただきたい。

建設業法の規定に基づく試験資格が許可等
の要件の対象となっている電気工事業など
技術者の育成が容易となっている業種もあ
る中で、一部の事業に課せられた特別な規
制となっている。電気通信工事業者にとっ
て高度かつ専門的な電気・電力業の知識・
実務を必要とする電気・電子技術士資格を
取得することは、事業の機会もほとんどな
く大変困難である。よって、電気通信工事
に必要な有資格者が不足し、IT革命推進に
向けたインフラ整備の大きな障壁となって
る（現実的には実務経験充足による資格取
得をめざすこととなるが、発注工事の小規
模化が続く中、限られた工事の実務経験者
という要件のみでは有資格者の不足は避け
られない状況である）。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 22/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
当室からの
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

z1200022 国土交通省
現場代理人の選任条件運用の
見直しと書面文言削除

現場代理人の要件については、
法律上、元請業者との直接的か
つ恒常的雇用関係を必要としま
せん。また、現場代理人が元請
業者と直接的かつ恒常的な雇
用関係に無い場合においても、
公共工事の入札及び契約の適
正化の促進に関する法律に基
づく施工体制の適正化のための
点検において問題とはなるもの
ではありません。

e

　関東地方整備局以外の地方整備局等においても、関東地
方整備局と同様、現場代理人の要件について、法律上、元
請業者との直接的かつ恒常的雇用関係を必要としないこと
及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法
律に基づく施工体制の適正化のための点検において問題と
なるものではないことを認識した上で、運用を行っているとこ
ろである。
　建設業法においては現場代理人の要件は定められておら
ず、当該要件は発注者と請負者の契約において定められて
いるところであり、発注者たる日本道路公団の判断によるも
のと考えております。
　なお、日本道路公団からは「ＪＨでは、主任（監理）技術者、
専門技術者に加え、現場代理人についても乙に所属するも
のを配置するよう求めておりますが、ご指摘のとおり、建設
業法などにおいて、現場代理人が乙に所属するものでなけ
ればならないとの記載はなく、この点においては、国土交通
省とも同様の認識であることは間違いありません。しかし、Ｊ
Ｈといたしましては、元請会社と契約を締結しているのであっ
て、現場代理人は、契約者が現地に常駐できないために、
自らに代えて職務を代行できる責任ある者を配置して頂くべ
きと認識しております。また、公共工事標準請負契約約款の
解説では、現場代理人の職務と権限において、「発注者は、
次に掲げる権限に係ることを除き、現場代理人に対して、意
思表示等を行えば足りる。」とされているところですが、ＪＨの
発注する工事につきましては、発注者として元請企業に対し
て迅速かつ責任ある対応を求めており、工事全般を取扱う
現場代理人がこれらに十分に応えるためには、責任の所
在、契約上の措置に関する権限の明確化の観点からも、元
請会社に所属するものが配置されることが望ましいと考えて
おります。一方、公共事業では、全ての工事において主任技
術者若しくは監理技術者が配置されますが、公共工事標準
請負契約約款第１０条（ＪＨの契約書も当該部分について同
じ）にも示されているとおり、これらは現場代理人と兼務する
ことが認められております。以上のことから、現場代理人（主
任技術者若しくは監理技術者との兼務は可能）を「乙に属す
るもの」として、契約条件に明記しているものであります。」と
聞いています。

z1200023 全省庁
非常勤公務員採用の際の民間
求人情報事業者の活用

人事院規則８－
１４（非常勤職員
等の任用に関す
る特例）、平成１
５年５月１日付人
企－３４５「非常
勤職員の適切な
採用について（通

知）」

当省の非常勤職員の募集方法
については、左欄規則等に基づ
き、公共職業安定所（ハロー
ワーク）、ホームページへの掲載
等、原則公募によることとしてい
る。

ｃ

現在の募集方法において必要
な人員を確保できていると考え
ており、現時点において、新たに
民間求人情報を活用する必要
はないと考えている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 23/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目
要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200022 国土交通省
現場代理人の選任条件運用の見直しと
書面文言削除

5042 50420004 11 情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ産業協会 4
現場代理人の選任条件運用の見直しと書面
文言削除

本件の再検討要望に対する2次回答を受け
ているが、国土交通省関東地方整備局ホー
ムページで探す事に大変苦労しながらも、
掲載を確認した。他の整備局の確認はして
いないが、関東地方整備局と同様の対応と
解して良いか確認したい。また、当初より
指摘した日本道路公団　共通仕様書に対す
る解釈も同様であるか否かについて国土交
通省の見解を伺いたい。併せて日本道路公
団の見解を伺いたい。当初指摘した日本道
路公団の共通仕様書は、以下の通りであ
り、《　　》内文言の削除を要望したい。
他に規定している公共機関がある場合、同
様処置を要望したい。

・日本道路公団「電気通信工事共通仕様
書」
平成１１年１０月発行第１章第７節１．
７．１
「現場代理人等の設置　（１）契約書第１
０条第１項の規定に基づき設置する《現場
代理人》、主任技術者（中略）は、乙に所
属する者とする。」

・現場代理人の機能は、契約の履行に関し
て、請負人の任務代行者として運営・取締
りを行うもので、監理／主任技術者とは全
く別個のもの（法解説書）。
・左記日本道路公団共通仕様書は、他の官
公庁や地方公共団体等も参考とされる場合
もあり、発注者が混乱する要因ともなって
いる。

z1200023 全省庁
非常勤公務員採用の際の民間求人情
報事業者の活用

5044 50440016 11 社団法人全国求人情報協会 16
非常勤公務員採用の際の民間求人情報事業
者の活用

非常勤公務員の求人について、求職者に対
し広く募集機会を知らせるために、すでに
相当の実績がある求人メディアの活用を図
る。人員の採用部署に適当な募集採用費用
を予算化し、求人情報メディアの活用を図
る一方で、適正な求人情報メディアを選別
するための規程や業者登録制度を整備す
る。

民間の求人情報事業が拡大・一般化する中
で、これを利用する求職者に公務員の求人
情報を提供することは、今まで以上により
公平な就職機会の拡大につながる。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 24/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
当室からの
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

z1200024 国土交通省
特殊車両通行許可申請手数料
の見直し及び通行許可期間の

延長について

道路法第４７条
の２、車両制限
令第１６条、車両
の通行の制限に
ついて（昭和５３
年１２月１日道路
局長通達）、特殊
な車両の通行の
許可に関する具
体的処理につい
て（昭和５３年１２
月１日道路交通
管理課長通達）

【あじさい月間あ
り】

許可に係る協議手数料は、許可
１件につき1,500円。
許可の期間は最長１年間。

ａ・ｂ Ⅱ

　特車許可手数料の額の低減
については、これまで平成１７年
度までに見直すとしてきたところ
であるが、これを早め、実費調
査の結果等を踏まえ、車両制限
令の改正を行い（１２月８日公
布）、平成１７年４月１日の施行
となったところである。これにとも
ない、５経路１パック制の廃止に
ついても、車両制限令の施行ま
でに必要な措置を行い実施する
予定。
　なお、許可期間の延長につい
ては、工事の実施等により道路
の状況等が変化すること等を考
慮する必要があるため、慎重な
対応が必要。

回答では許可期間の延長につ
いて「工事の実施等により道路
の状況等が変化する事等を考
慮する必要がある為、慎重な対
応が必要」とあるが、検討の可
否、実施時期等について具体的
に回答を示されたい。

ｂ

国土交通省としては平成１７年４
月に車両制限令の改正を行い、
手数料の軽減を図るとともに、
昨年３月から電子申請を導入
し、申請の利便性向上に努めて
おり、今後も利用者からの御意
見を踏まえつつシステムの改良
を予定。
許可の期間については、工事の
実施等により道路の状況等が常
に変化することを考慮し、現在
は１年を上限としているところで
あるが、一方では、特殊車両の
５割以上は無許可で走行してお
り、更なる許可期間の延長につ
いては慎重な対応が必要。

z1200024 国土交通省
特殊車両通行許可申請手数料
の見直し及び通行許可期間の

延長について

道路法第４７条
の２、車両制限
令第１６条、車両
の通行の制限に
ついて（昭和５３
年１２月１日道路
局長通達）、特殊
な車両の通行の
許可に関する具
体的処理につい
て（昭和５３年１２
月１日道路交通
管理課長通達）

【あじさい月間あ
り】

許可に係る協議手数料は、許可
１件につき1,500円。
許可の期間は最長１年間。

ａ・ｂ Ⅱ

　特車許可手数料の額の低減
については、これまで平成１７年
度までに見直すとしてきたところ
であるが、これを早め、実費調
査の結果等を踏まえ、車両制限
令の改正を行い（１２月８日公
布）、平成１７年４月１日の施行
となったところである。これにとも
ない、５経路１パック制の廃止に
ついても、車両制限令の施行ま
でに必要な措置を行い実施する
予定。
　なお、許可期間の延長につい
ては、工事の実施等により道路
の状況等が変化すること等を考
慮する必要があるため、慎重な
対応が必要。

回答では許可期間の延長につ
いて「工事の実施等により道路
の状況等が変化する事等を考
慮する必要がある為、慎重な対
応が必要」とあるが、検討の可
否、実施時期等について具体的
に回答を示されたい。

ｂ

国土交通省としては平成１７年４
月に車両制限令の改正を行い、
手数料の軽減を図るとともに、
昨年３月から電子申請を導入
し、申請の利便性向上に努めて
おり、今後も利用者からの御意
見を踏まえつつシステムの改良
を予定。
許可の期間については、工事の
実施等により道路の状況等が常
に変化することを考慮し、現在
は１年を上限としているところで
あるが、一方では、特殊車両の
５割以上は無許可で走行してお
り、更なる許可期間の延長につ
いては慎重な対応が必要。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 25/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目
要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200024 国土交通省
特殊車両通行許可申請手数料の見直
し及び通行許可期間の延長について

5050 50500001 11
（社）日本建設機械
　　　工業会

1
特殊車両通行許可に係わる許可申請手数料
の軽減

特殊車両通行許可申請のオンラインシステ
ム導入による審査業務簡素化成果を取り入
れ、手数料を軽減して頂きたく。

a)５経路１件とする手数料体系及び単価の
見直し等による、総手数料の軽減

b)更新申請手数料の新規申請手数料に対す
る軽減

通行許可の申請件数や申請経路が多い場
合、通行許可申請の費用負担は無視できな
いものとなっている。

z1200024 国土交通省
特殊車両通行許可申請手数料の見直
し及び通行許可期間の延長について

5056 50560191 11 (社)日本経済団体連合会 191
特殊車両の通行許可申請手数料の軽減なら
びに許可期間の延長

　本年６月の規制改革集中受付月間の回答
において「平成17年度までに行うこととし
て検討を進めている」とされた、申請手数
料の見直しを早急に実施すべきである。
　特殊車両の通行許可期間を延長すべきで
ある。

　申請事業者および行政事務に係る事務負
担とコストを軽減できる。

　一般的制限値を超える車両が道路を通行する
場合には、車両の構造または車両に積載する貨
物が特殊であるため道路管理者がやむを得ない
と認める場合には、当該車両を通行させようと
する者の申請に基づいて、車両の通行を許可す
ることとなっている。本年３月から特殊車両通
行許可の「オンライン申請システム」が導入さ
れたことにより、申請手続の簡素化が図られた
が、申請手数料については、本年６月の規制改
革集中受付月間の回答において「見直しを平成
17年度までに行うこととして検討を進めてい
る」とされた。　一旦許可を得ても、許可期間
（６ヶ月～１年）の更新が生じた場合は更新申
請が、また、申請者及び申請経路等の変更が生
じた場合は変更申請が、それぞれ必要となり、
申請費用も別途必要となる。
　トラックヘッドとシャーシの使用に際して
も、両方の許可を得なければならない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 26/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
当室からの
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

z1200024 国土交通省
特殊車両通行許可申請手数料
の見直し及び通行許可期間の

延長について

道路法第４７条
の２、車両制限
令第１６条、車両
の通行の制限に
ついて（昭和５３
年１２月１日道路
局長通達）、特殊
な車両の通行の
許可に関する具
体的処理につい
て（昭和５３年１２
月１日道路交通
管理課長通達）

【あじさい月間あ
り】

許可に係る協議手数料は、許可
１件につき1,500円。
許可の期間は最長１年間。

ａ・ｂ Ⅱ

　特車許可手数料の額の低減
については、これまで平成１７年
度までに見直すとしてきたところ
であるが、これを早め、実費調
査の結果等を踏まえ、車両制限
令の改正を行い（１２月８日公
布）、平成１７年４月１日の施行
となったところである。これにとも
ない、５経路１パック制の廃止に
ついても、車両制限令の施行ま
でに必要な措置を行い実施する
予定。
　なお、許可期間の延長につい
ては、工事の実施等により道路
の状況等が変化すること等を考
慮する必要があるため、慎重な
対応が必要。

回答では許可期間の延長につ
いて「工事の実施等により道路
の状況等が変化する事等を考
慮する必要がある為、慎重な対
応が必要」とあるが、検討の可
否、実施時期等について具体的
に回答を示されたい。

ｂ

国土交通省としては平成１７年４
月に車両制限令の改正を行い、
手数料の軽減を図るとともに、
昨年３月から電子申請を導入
し、申請の利便性向上に努めて
おり、今後も利用者からの御意
見を踏まえつつシステムの改良
を予定。
許可の期間については、工事の
実施等により道路の状況等が常
に変化することを考慮し、現在
は１年を上限としているところで
あるが、一方では、特殊車両の
５割以上は無許可で走行してお
り、更なる許可期間の延長につ
いては慎重な対応が必要。

z1200024 国土交通省
特殊車両通行許可申請手数料
の見直し及び通行許可期間の

延長について

道路法第４７条
の２、車両制限
令第１６条、車両
の通行の制限に
ついて（昭和５３
年１２月１日道路
局長通達）、特殊
な車両の通行の
許可に関する具
体的処理につい
て（昭和５３年１２
月１日道路交通
管理課長通達）

【あじさい月間あ
り】

許可に係る協議手数料は、許可
１件につき1,500円。
許可の期間は最長１年間。

ａ・ｂ Ⅱ

　特車許可手数料の額の低減
については、これまで平成１７年
度までに見直すとしてきたところ
であるが、これを早め、実費調
査の結果等を踏まえ、車両制限
令の改正を行い（１２月８日公
布）、平成１７年４月１日の施行
となったところである。これにとも
ない、５経路１パック制の廃止に
ついても、車両制限令の施行ま
でに必要な措置を行い実施する
予定。
　なお、許可期間の延長につい
ては、工事の実施等により道路
の状況等が変化すること等を考
慮する必要があるため、慎重な
対応が必要。

回答では許可期間の延長につ
いて「工事の実施等により道路
の状況等が変化する事等を考
慮する必要がある為、慎重な対
応が必要」とあるが、検討の可
否、実施時期等について具体的
に回答を示されたい。

ｂ

国土交通省としては平成１７年４
月に車両制限令の改正を行い、
手数料の軽減を図るとともに、
昨年３月から電子申請を導入
し、申請の利便性向上に努めて
おり、今後も利用者からの御意
見を踏まえつつシステムの改良
を予定。
許可の期間については、工事の
実施等により道路の状況等が常
に変化することを考慮し、現在
は１年を上限としているところで
あるが、一方では、特殊車両の
５割以上は無許可で走行してお
り、更なる許可期間の延長につ
いては慎重な対応が必要。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 27/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目
要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200024 国土交通省
特殊車両通行許可申請手数料の見直
し及び通行許可期間の延長について

5061 50610017 11 社団法人　日本自動車工業会 17
特殊車両通行許可申請における手数料設定
の見直し

・個別申請化： 現行の5経路1パックを、1
経路単位での申請に変更して頂きたい。

現行手数料は５経路を１パックとして、１
～５経路＝１，５００円、６～１０経路＝
３，０００円と定められている。

更新（継続）申請も、新規と変わらない手
数料である･････手数(工数)に応じた手数
料になっていない。

・本年６月度の再要望

z1200024 国土交通省
特殊車両通行許可申請手数料の見直
し及び通行許可期間の延長について

5100 51000005 11 （社）全日本トラック協会 5
特殊車両の通行許可申請手数料の軽減につ
いて

特殊車両の通行許可申請手数料の軽減並び
に許可期間の延長について

申請手数料→１,５００円/台、許可期間→
１年

平成１６年３月末より特殊車両通行許可の
「オンライン申請システム」が導入された
ことにより、申請手続きの簡素化が図られ
たが、申請手数料については道路管理者間
協議の時間・費用等の実態並びに手数料計
算方法について調査を実施し検討するとさ
れている。この検討をできるだけ速やかに
実施し手数料を軽減されたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 28/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
当室からの
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

z1200025 国土交通省 保育所の施設基準の見直し
建築基準法第28
条、建築基準法
施行令第19条

成長過程にある者や高齢者等
が利用する施設について、自然
光を確保するため、居室に対し
て一定基準を満たす採光に有
効な開口部を設けることを義務
づけている。

c

建築基準法は、国民の生命、健康
等を保護するため、安全上及び衛
生上等の観点から、建築物の用
途、規模等に応じて、建築物の構造
及び衛生等に関する最低限の基準
を定めているものであり、施行令第
19条で成長過程にある者等が利用
する居室に対して、一定基準を満た
す採光に有効な開口部を設けること
義務づけている。ただし、この基準
については、当該開口部に入射す
る光の量を考慮して、当該開口部に
面する土地（建築敷地、道路等）の
状況に応じて定めているところであ
り、窓等の開口部が道路等に面して
いる場合等は、当該割合は、1/5か
ら1/15（9畳に1㎡の窓等の開口部）
まで緩和することが可能であり、通
常の室であれば、実態として当該基
準がその支障とならないような基準
となっている。
しかし、自然採光が人間にもたらす
身体的な効果を勘案すると、人間の
成長期にある乳幼児等が長時間利
用する施設については、一定の自
然光を確保する必要があるため、
保育所の採光に関する最低限の基
準を撤廃することは出来ない。

z1200026 国土交通省
電気通信工事業者における監
理技術者要件の拡大

○建設業法第１
５条第２号

○建設業法第１
５条第２号イの国
土交通大臣が定
める試験及び免
許を定める件（昭
和６３年建設省
告示第１３１７号）

電気通信工事における監理技
術者資格は、技術士試験のうち
技術部門を電気・電子部門又は
総合技術監理部門（選択科目を
電子・電気部門にかかるものと
するものに限る。）とするものに
合格した場合、又は学歴に応じ
た実務経験及び指導監督的実
務経験を有する場合となってい
る。

c

　新たな検定種目を設けることと
した場合、昭和５８年の第二次
臨時行政調査会最終答申に基
づき指定法人へその事務を委
託することとなるが、「公益法人
に対する行政の関与のあり方の
改革実施計画（平成14年3月29
日閣議決定）」において「公益法
人が国の委託等を受けて行う試
験、講習その他の資格付与等
の事務・事業については、国家
資格としての社会的必要性等に
ついて検証の上、廃止、独立行
政法人による実施等を検討す
る」こととされており、これらの動
向を踏まえると、電気通信工事
に関する新たな技術検定種目を
設けることは困難である。
　なお、電気通信工事において
建設業法に基づき配置すること
とされている主任技術者の要件
について、他の既存資格の活用
の適否について、既存資格の試
験内容等を踏まえ検討し、平成
16年度中に結論を得ることとし
ている。

本要望は監理技術者の資格要
件に関するものであり、この点に
ついての具体的な対応策を改め
て検討され、示されたい。

c

　前回回答した通り、電気通信
工事に関する新たな技術検定
種目を設けることは困難である
が、電気通信工事において建設
業法に基づき配置することとさ
れている主任技術者の要件に
ついて、他の既存資格の活用の
適否について、既存資格の試験
内容等を踏まえ検討し、平成16
年度中に結論を得ることとして
いるところである。
　仮に何らかの主任技術者の要
件が認められることとなれば、そ
の後、発注者から直接請け負っ
た4,500万円以上の工事につい
て2年以上の指導監督的な実務
経験があれば監理技術者の要
件を満たすことから、結果的に
監理技術者の資格要件の緩和
につながるものとなる。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 29/158
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z1200025 国土交通省 保育所の施設基準の見直し 5056 50560039 11 (社)日本経済団体連合会 39 保育所の施設基準の見直し
　保育所の保育室の窓等開口部の総面積
は、保育室の床面積に対して１／５以上と
定める規定は、廃止すべきである。

　現在、自然光のみで室内の明るさを確保
するという設計のビルだけではないため、
保育所を設置する上で窓等の開口部の総面
積が床面積の１／５以上という規定が大き
な障害になっている。昨年11月の規制改革
集中受付月間に提出した本要望に対して、
国土交通省から、「入射する光の量を考慮
して、当該開口部に面する土地の状況に応
じて定めているところであり、窓等の開口
部が道路等に面している場合等は、当該割
合は、１／５から１／15まで緩和すること
が可能であることから、実態として支障と
なるとは考えられない」旨の回答があっ
た。照明設備の設置、有効な採光方法の確
保等の措置を講じることによって基準の緩
和が可能であることに鑑み、一律に１／５
以上という規制をかける必要はないと考え
る。また、保育所の増加は、待機児童問題
の解消にも寄与するものであり、保育所の
設置の妨げにつながるような規制は撤廃す
べきであると考える。

　保育所の保育室の窓など採光に有効な開
口部の総面積は、「保育室の床面積に対し
て１／５以上」と規定されている。

z1200026 国土交通省
電気通信工事業者における監理技術者
要件の拡大

5056 50560073 11 (社)日本経済団体連合会 73
電気通信工事業者における監理技術者要件
の拡大

　監理技術者の申請要件として、従来の電
気・電子部門とは別個に、電気通信工事業
者に対する単独の技術検定を創設・設置す
べきである。

　建設業法の規定に基づく試験資格が許可
等の要件の対象となっている電気工事業な
ど技術者の育成が容易となっている業種も
ある中で、当該要件は一部の事業に課せら
れた特別な規制となっている。電気通信工
事業者にとって高度かつ専門的な電気・電
力業の知識を必要とする資格を取得するこ
とは大変困難であるため、電気通信工事に
必要な有資格者が不足し、ＩＴ革命推進に
向けたインフラ整備の大きな障壁となって
いる（現実的には実務経験充足による資格
取得を目指すこととなるが、発注工事の小
規模化が続く中、限られた工事の実務経験
者という要件のみでは有資格者の不足は避
けられない状況である）。

①建設業法における特定建設業に該当する
許可を受けるにあたり、工事業者は監理技
術者を配置しなければならない。
②その要件としては、イ．国土交通大臣が
定める技術検定又は免許の取得者、ロ．指
導監督的実務の経験者（注）、ハ．大臣が
イ.又はロ.の該当者と同等と認めた者　の
いずれかに該当することとされているが、
電気通信工事業者にはイ.における技術検
定が単独では設置されておらず、代替とし
て電気通信以外の内容も含む「電気・電子
部門」の資格を取得することとされてい
る。（注）電気通信工事の発注者から直接
請け負い、その請負金額が４５百万円以上
である工事に関し２年以上指導監督的な実
務の経験を有する者。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 30/158
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制度の
所管官庁

項目 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
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措置の概要
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z1200027 国土交通省
主任技術者・監理技術者への出
向者の就任制限の緩和

親会社及びその
連結子会社の間
の出向社員に係
る主任技術者及
び監理技術者の
直接的かつ恒常
的な雇用関係の
取扱い等につい
て（平成１５年国
総建第３３５号）

企業集団に属する建設業者の
間（親会社とその連結子会社の
間に限る。）の出向社員を出向
先の会社が工事現場に主任技
術者又は監理技術者として置く
場合に、当該出向社員と当該出
向先の会社との間に直接的か
つ恒常的な雇用関係があるもの
として取り扱う際の要件として
・連結子会社がすべて企業集団
に含まれる者であること
・親会社又はその連結子会社
（その連結子会社が２以上ある
場合には、それらのすべて）の
いずれか一方が経営事項審査
を受けていない者であること
等が定められているほか、出向
社員を主任技術者又は監理技
術者として置く建設工事の下請
負人に当該企業集団を構成す
る親会社若しくはその連結子会
社又は当該親会社の非連結子
会社が含まれていないことが条
件となっている。

c

　本制度は、建設業界の統合・
再編を進めるにあたり、監理技
術者及び主任技術者の直接雇
用の原則が支障とならないよう、
適正な施工の確保に悪影響を
及ぼさず、かつ不良・不適格業
者の参入を許容しない範囲で、
特例として連結関係にある親子
企業間に限り、監理技術者及び
主任技術者の出向を認めたもの
である。
　経営事項審査を親会社及び連
結子会社の双方が受審している
ことを認めることは、本制度の主
旨に逆行するものであり、認め
ることはできない。また、建設業
の許可申請や経営事項審査を
厳格にしても、許可取得後の技
術者の出向を妨げる事はできな
いため、ペーパーカンパニー化
した企業が不当に公共工事の
受注の機会獲得する恐れは残
されることになる。

特例で導入したとはいえ、利用
率が10ppmレベルである制度は
「制度」と言えないと考える。貴
省ご懸念のペーパーカンパニー
を排除し、かつ、専任技術者の
配置に苦慮している事業者が利
用できる制度への改正を検討す
べきと考えるが、貴省の見解を
示されたい。

c

前回回答した通り、本制度は、
建設業界の統合・再編を進める
にあたり、監理技術者及び主任
技術者の直接雇用の原則が支
障とならないよう、特例として認
めたものであって、単に専任技
術者の配置に苦慮している建設
業者を救うことを目的とするもの
ではない。なお、当然のことなが
ら、技術者を適正に配置するこ
とができない建設業者は建設業
法の趣旨に反することから、不
良・不適格業者として排除される
べきである。また、建設業の許
可を受けている者は約６０万存
在するものの、製造業等建設業
以外の事業を本業としており本
業を営む上で必要なため建設業
許可を受けている事業者や個人
で建設業を営む事業者も多数含
まれており、この制度の特例を
受けることができる企業は６０万
のうちごく一部であるという事実
もあることから、単純に“10ppm”
という利用率をもって「制度」で
はないと言うのは妥当ではない
と考える。

z1200028 国土交通省
オフィスビルの住宅転用を目的

とした規制緩和

建築基準法施行
令第121条第1
項、第2項

建築基準法に基づき、一定の建
築物については、火災時の避難
安全性能確保のため、2以上の
直通階段を設けて、2方向に避
難路を確保することを求められ
ている。

c

建築基準法は、国民の生命、健
康、財産を保護するため、安全
上及び衛生等の観点から、建築
物の用途、規模等に応じて、建
築物の構造及び衛生等に関す
る最低限の基準を定めているも
のである。就寝の用に供する建
築物については、火災時に居住
者が安全に避難できる性能を確
保する必要がある。共同住宅の
用途に供する部分が200㎡以上
あるものについては、一旦火災
が起きると、相当程度の人的被
害が生じるおそれがあることか
ら、より一層避難安全性能の確
保が必要なため、2以上の直通
階段を義務付けているところで
ある。従ってご要望の提案の実
現は困難である。

住宅用途においては、200㎡と
いう面積の基準の根拠が不明で
ある。200㎡以上で2方向避難経
路が必要との検証があれば示さ
れたい。400㎡まで緩和すること
が困難であれば、300㎡に緩和
するなどについて、見解を伺い
たい。なお、面積要件の緩和を
する場合に、消防設備（スプリン
クラーや防火扉等）の設置によ
り、面積要件を緩和することにつ
いての見解を伺いたい。

c

共同住宅は避難安全性の確保
の観点から、その居室の床面積
の合計が200㎡を超える場合に2
以上の直通階段の義務付けが
規定されており、技術的な根拠
なしにその要件を緩和すること
はできない。また、スプリンク
ラーや防火扉等の消防設備の
設置は、2方向避難の確保の代
替措置とはなりえないことから、
設置により面積要件を緩和する
ことは困難である。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 31/158
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z1200027 国土交通省
主任技術者・監理技術者への出向者の
就任制限の緩和

5056 50560074 11 (社)日本経済団体連合会 74
主任技術者・監理技術者への出向者の就任
制限の緩和

　監理技術者・主任技術者の親子会社間の
出向について､さらに規制を緩和し、親会
社、子会社がともに経営事項審査を受けて
いる場合でも監理技術者・主任技術者の出
向を認めるべきである。

　当該企業が属する建設業種に要請される
技術者としての技量､経験､ノウハウを十分
に保有する場合で､かつ連結納税制度を適
用している親子間会社における出向者は出
向先企業の指揮命令系統下で管理統率され
ることから､当該企業の技術者として、そ
の職責を全うすることが十分可能である｡
「本規制緩和をするとペーパーカンパニー
が増加する」と国土交通省より見解が示さ
れているが、これは建設業許可申請時の審
査､経営事項審査を厳格にすることで対応
可能な問題と考える。

　企業集団に属する建設業者間(親会社と
その連結子会社)において､出向社員を出向
先が工事現場に主任技術者又は監理技術者
として配置する場合、当該出向社員と該当
出向先の会社との間に直接的かつ恒常的な
雇用関係があるものとして取り扱うことに
ついて平成15年１月に通知された。しか
し、親会社又は連結子会社(その連結子会
社が２つ以上ある場合には、それらのすべ
て)のいずれか一方が経営事項審査を受け
ていない者であることを、その要件の一つ
としている。

z1200028 国土交通省
オフィスビルの住宅転用を目的とした規
制緩和

5056 50560075 11 (社)日本経済団体連合会 75
オフィスビルの住宅転用を目的とした規制緩
和

　共同住宅(耐火構造)についても､オフィ
スビル(耐火構造)同様､５階以下の部分で
は､避難階の直上階については居室の床面
積が400㎡を超える場合についてのみ２方
向避難路の設置を義務付けるべきである。

　防災対策､安全対策が十分取られる必要
性についてはオフィスビルも共同住宅も全
く同じである。よって､共同住宅とオフィ
スビルとで２方向避難路の設置が義務付け
られる要件が同じでしかるべきである。要
は､安全に避難階に達することができるよ
う設備が実質的に整っていることが大事な
のであり､共同住宅(耐火構造)について居
室の床面積が200㎡を超えているというだ
けの理由で２方向避難路の設置を義務付け
るのはあまりにも画一的であると考える。
建築ストックの有効活用が求められるな
か、空室を抱えた既存の事務所ビルを住宅
に転用することは、都市の活性化や省資源
の観点からも有効な方策である。しかも、
現在、都心において中型オフィスビル(200
㎡以上、300㎡以下)の空室率が最も高く
(約８％)、また、この程度のオフィスビル
が規模的にも住宅転用に適している｡オ
フィスビルと共同住宅との防災･安全基準
が異なっていることが転用を妨げることな
いよう､措置すべきである。

　オフィスビル(耐火構造)においては、５
階以下の階で、且つ避難階の直上階にあっ
ては、その階における居室の床面積の合計
が400㎡未満の場合、2方向避難階段を設置
しないでよい｡しかし、共同住宅(耐火構
造)の場合、床面積の合計が200㎡を超える
場合２方向避難階段の設置が義務付けられ
ている｡よって、５階以下の階で、且つ避
難階の直上階の床面積合計が200㎡以上400
㎡未満のオフィスビルはそのままでは共同
住宅への転用ができない｡

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 32/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧
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z1200029 国土交通省 斜線制限の撤廃・緩和
建築基準法第５

６条

建築物の各部分の高さは、都市
計画法に基づく都市計画及び建
築基準法により定められてい
る。

d

斜線制限は沿道建築物の市街
地環境を確保することを目的と
しており、容積率制限の規制値
を充足できないこと等の理由に
より斜線制限を緩和することは
適当でないが、建築基準法等の
一部を改正する法律（平成１４年
法律第８５号）により、従来の斜
線制限と同程度以上の市街地
環境を確保する建築物について
は、斜線制限を適用除外とする
制度を創設したところであり、当
該制度を積極的に活用された
い。

要望者は、都心部の開発におい
て、斜線制限により、容積が使
いきることができないケースがあ
るとのことである。商業地におい
て、一区画の距離を考えると、
斜線の制限を５０ｍまで伸ばし
ても、非現実的であり、制限とし
て機能しないことも多い。また土
地の規模により、高さがまちまち
になるなど、景観上の不整合も
想定されるため、道路斜線制限
の上限距離を３５ｍまでとするこ
とについて、見解を伺いたい。

d

　道路斜線制限は、市街地における
重要な開放空間である道路及び沿
道の建築物の日照、採光、通風等
の環境を確保することを目的とする
制限であり、道路斜線の適用距離
については、道路の環境等に影響
の少ない上部での自由度を向上さ
せ、道路に近い位置における開放
空間の形成を図るため、基準容積
率に応じて定めているものであり、
この適用距離を越える範囲は道路
斜線制限が及ばないこととしている
ものである。
　この適用距離を一律に緩和するこ
とは適当ではないが、建築基準法
等の一部を改正する法律（平成１４
年法律第８５号）により、従来の斜
線制限と同程度以上の市街地環境
を確保する建築物については、斜
線制限を適用除外とする制度を創
設したところであり、当該制度の活
用により対応可能である。また、敷
地内に適当な空地を確保することに
より特定行政庁の許可で道路斜線
制限の緩和を受けることができる総
合設計制度の活用によっても対応
可能である。

z1200030 国土交通省
宅建業法上の仲介手数料の規

制緩和

宅地建物取引業
法第４６条第１項
昭和４５年１０月
２３日建設省告
示第１５５２号

宅地建物取引業者が宅地又は
建物の売買、交換又は賃借の
代理又は媒介に関して受けるこ
とのできる報酬（仲介手数料）の
額は、国土交通大臣の定める告
示において定められている。

Ｃ

 不動産取引の媒介業務等に係
る報酬の上限設定については、
消費者保護の観点から必要不
可欠であると考える。また、媒介
業務以外の関連サービスに係る
報酬については、別途請求する
ことが可能である。

　回答では、「媒介業務以外の
関連サービスに係る報酬につい
ては、別途請求することが可能
である。」とのことであるが、この
点の周知徹底を関連サービスに
係る報酬の事例等も含めて、さ
らに行うべきと考えるが見解を
いただきたい。

Ｃ

宅地建物取引業者が、不動産コ
ンサルティング業務等の媒介業
務以外の不動産取引に関連す
る業務を行う場合には、媒介業
務に係る報酬とは別に当該業務
に係る報酬を受けることができ
る旨を「宅地建物取引業法の解
釈・運用の考え方（平成１３年１
月６日国土交通省総動発第３
号）」において既に周知してい
る。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 33/158
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z1200029 国土交通省 斜線制限の撤廃・緩和 5056 50560076 11 (社)日本経済団体連合会 76 斜線制限の撤廃・緩和

　基準容積率の拡充に伴い最大50mに引き
上げられた商業地域内の道路斜線の適用距
離について､従前どおり35m上限とする、あ
るいは､現在1.5と定められている数値を引
き上げることで容積率の充足を可能とすべ
きである。

　基準容積率が引き上げられたにも関わら
ず､道路斜線適用距離の引き上げによって
容積率の充足が妨げられている。斜線規制
は容積率の充足を妨げ､土地の高度利用を
妨げるばかりか､土地の規模によって建築
物の高さがまちまちになり､景観を損ねる
という弊害を孕んでいるといえる。特に､
50m道路に面した街区がほとんど存在しな
いことに鑑みれば､50m上限自体が非現実的
な数値である。また、道路反対側での採
光､通風確保が可能な場合など､画一的な道
路斜線制限自体が無意味な場合も多々存在
することに留意されたい。

　2003年１月の建築基準法改正により､商
業地域内の建築物の基準容積率が1300％ま
で拡大されている(建築基準法52条１項３
号)。しかし一方で道路斜線の適用距離が
従前の35m上限から、容積率に応じて最大
50mまで引き上げられており(建築基準法56
条､同別表第３)､容積率の充足の妨げと
なっている。

z1200030 国土交通省 宅建業法上の仲介手数料の規制緩和 5056 50560077 11 (社)日本経済団体連合会 77 宅建業法上の仲介手数料の規制緩和
　仲介手数料の上限規制を緩和すべきであ
る。

　「全国規模での規制改革要望に関する当
室からの再検討要請に対する各省庁の回答
（2004年1月29日）」において国土交通省
から示された通り､一定範囲内の報酬を支
払うことで基本的サービスが受けられるこ
とが重要である。しかし、どんなにサービ
ス内容に付加価値をつけても仲介手数料は
頭打ちということでは､仲介業者としても
「仕事の質はともかく数をこなす｣方が有
利ということになり、顧客志向と離れた結
果を招きかねない。そもそも仲介手数料は
サービスの質の対価として市場が決定する
ものであり､仲介業者による不当利得を防
止するための最低限の規制のみで十分であ
ると考える。

　宅地建物取引業者が宅地・建物の売買、
交換、貸借の代理・媒介に関して受けるこ
とのできる報酬の額は、国土交通大臣の定
めるところによる(宅建業法46条１項)とさ
れており､その上限は賃料１ヵ月分であ
る。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 34/158
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z1200031 国土交通省
一団地認定に際しての地権者
全員同意要件の撤廃

建築基準法第８
６条第６項

市街地再開発事業において、一
団地の総合的設計を活用して、
複数建物を建築する場合には、
権利調整手続（組合設立にかか
る地権者の２／３以上の同意・
権利変換・組合決議等）に加え
て、上記建築基準法に基づく地
権者の全員同意要件が課され
る。

ｃ

ご提案の内容については、具体
的な事例が想定できませんが、
一般論としては、建築基準法８６
条第1項及び第2項の規定に基
づき認定がなされた区域内にお
いては、地権者及び借地権者が
将来建築活動を行っていくに当
たり、通常の土地と異なり、建築
の自由が将来にわたって制限さ
れるものとなるため、当該制限
を受ける者について同意が必要
である。

市街地再開発事業において、複
数の建物を計画する場合、良好
な配置計画を行うために一団地
の総合設計を行うことが求めら
れている。第一種市街地再開発
事業の同意率が2/3で方向性が
出るのに対し、複数を同一敷地
に建てることについて、全員同
意を求めることは、地権者が多
い再開発では、非常に困難であ
る。法定再開発事業の事業期間
内での計画変更等については、
全員同意ではなく、再開発の同
意要件に準ずるなどの緩和が求
められているが、見解を伺いた
い。

ｃ

建築基準法第８６条第１項の一団地認定を
受けた場合、①容積率や建ぺい率などの規
制について対象区域内にある建築物は全て
同一敷地内にあるものとみなされ、一般とは
異なる制限を受けることとなる（例えば、当該
用途地域において通常認められる容積率よ
りも大幅に少ない容積率しか認められない敷
地が出てくる）、②対象区域内における認定
後の増築や建替えについては、全て新たに
特定行政庁の認定を受けることが必要にな
る（建築確認のみでは建築できない）といっ
たように、対象区域内の土地が将来にわたり
制限を受けることになる。
　容積率や建ぺい率などの規制は、行政上
の目的を達成するため、都市計画法に定め
る手続きを経て地方公共団体が都市計画を
定めることにより財産権の制限を行うもので
ある。一団地認定制度は、こうした手続きを
経ることなく特定行政庁の認定により容積率
等の規制を変更することが可能となるが、こ
れは、上記のように将来にわたる財産権の
制限を受ける可能性のある関係権利者の全
員同意を前提に、特例として認められている
ものである。
　関係権利者の全員の同意が得ることが困
難な場合は、高度利用地区や再開発等促進
区等の都市計画において、都市計画法に定
める手続きにより容積率の適切な配分等を
行う必要がある。
　なお、事業計画の軽微な変更等への適切
な対応については、「市街地再開発事業の
円滑かつ迅速な実施について」（平成１４年１
月２３日、国都計第２０９－１号、国都市第４
２０－１号、国住街第１９４－１号）により、通
知しているところである。

z1200032 国土交通省
建築物の耐震改修計画の認定

範囲拡大

建築物の耐震改
修の促進に関す
る法律第5条第3
項第3号

耐震改修促進法第5条は、既存
不適格建築物について、大規模
な修繕・模様替、増築（壁のない
部分に壁を設けて建築物の延
べ面積を増加させるものに限
る。）を伴う耐震改修について、
耐震関係規定又はこれに準じた
基準に適合させるほか、交通上
の支障の度、安全上、防火上及
び避難上の危険の度並びに衛
生上及び市街地の環境の保全
上の有害の度が高くならない等
の要件を満たす場合に限り、認
定により耐震関係規定以外の既
存不適格事項への遡及を除外
しているものである。

ｃ
（一部
d）

「隣接する複数の建築物を構造的
に連結する」という工事の詳細が不
明であるが、耐震改修促進法第5条
第3項第3号の「増築」の範囲は、耐
震改修の重要性に鑑み、耐震性の
向上に資する一定の範囲の増築
（危険なピロティ部分を補強すること
により結果的にやむを得ず増築す
る場合を想定）については建築基準
法の耐震関係規定以外の規定を緩
和するという趣旨である。建築基準
法は、国民の生命、財産等を保護
するという観点から、建築物の敷
地、構造及び用途等に関する最低
の基準を定めているものであり、一
定の範囲を超える増築についてま
で建築基準法の耐震関係規定以外
の規定を緩和することは困難であ
る。ただし、建築物の安全性及び市
街地の防災機能の確保等を図るた
めの建築基準法等の一部を改正す
る法律（平成16年法律第67号。平
成16年6月2日に公布され、原則とし
て公布後1年以内に施行）により、
一定規模の増築の場合には、建築
基準法第3条第3項に基づく既存不
適格建築物増築の際の建築基準適
用の合理化が図られることとなった
ので、その範囲内のものについては
ご要望の提案の実現は可能であ
る。

耐震工事については、昨今、緊
急かつ重要な課題である。耐震
改修工事の早期促進を図るた
め、一元的な規制ではなく、耐
震工事における基準等の更なる
検討が求められる。また、平成
16年6月2日に公布された改正
についても、周知を徹底すること
を検討いただきたい。

ｃ

（一部
ｄ）

建築物の安全性及び市街地の
防災機能の確保等を図るため
の建築基準法等の一部を改正
する法律（平成16年法律第67
号。平成16年6月2日に公布さ
れ、原則として公布後1年以内に
施行）により、現行の基準に適
合しない建築物を一部でも増改
築した際に、即座に全基準に適
合させる必要のある現行制度を
合理化し、①増改築等の全体計
画を特定行政庁が認定した場合
には、工事に係る部分から順次
基準に適合させることを可能と
し、また、②エキスパンションジョ
イントで構造的に分離されてい
る建築物を増改築する際に、増
改築部分と構造上一連の部分
についての部分的な改修を可能
とする、などの措置を図る方向
で政令改正等の作業を行ってい
る最中である。改正内容につい
ては、法の施行に併せて各地で
講習会を実施することとしたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 35/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧
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z1200031 国土交通省
一団地認定に際しての地権者全員同意
要件の撤廃

5056 50560079 11 (社)日本経済団体連合会 79
一団地認定に際しての地権者全員同意要件
の撤廃

　都市再開発法に基づく市街地再開発事業
については、建築基準法に基づく地権者の
全員同意要件の適用対象から除外すべきで
ある。

　一団地認定（86条３項）の下､同一敷地
内に複数の建物を建てようとしていたとこ
ろ、地権者全員の同意が得られなかった場
合､都市計画を変更する必要がある。確か
に､平成14年１月23日の通達によって､｢都
市計画の変更等は建築計画に支障のないも
のとする｣よう配慮されており､この点は評
価できる。しかし、都市計画の変更には審
議会に諮ったりする時間を要し､スケ
ジュール的なロスを被ることになる。一団
地認定がそのまま認められれば、そもそも
都市計画の変更手続は不要であり､地権者
全員同意の緩和が望まれる。
　確かに､地権者全員の同意が得られる見
込がないのならば、最初から「同一敷地に
複数の建物を建築する」という一団地認定
ではなく、（「１敷地１建物」という）通
常の都市計画を策定すればよいという議論
がある。しかし､一団地認定の方が自由度
が高く、効率的である。例えば､一団地認
定を受けていれば､都合によって建築計画
を変更したい場合（例えば３棟のビル建設
の予定を２棟の高層ビル建設に変更したい
場合）、容積率等が許容された範囲で自由
に変更できる。
しかし、通常の都市計画の場合､同じよう
な建築計画の変更を行うには審議会を経た
上で都市計画の変更をしなくてはならず、
手続的にも時間的にも厄介である。

　1998年６月の建築基準法改正により、一
団地の総合的設計を行う際にも、全地権者
の同意が必要となった(86条６項)。これに
より、市街地再開発事業において、一団地
の総合的設計を活用して、複数建物を建築
する場合は、権利調整手続に加えて、上記
建築基準法に基づく地権者の全員同意要件
が課せられることとなった。

z1200032 国土交通省
建築物の耐震改修計画の認定範囲拡
大

5056 50560080 11 (社)日本経済団体連合会 80 建築物の耐震改修計画の認定範囲拡大

　純粋な床面積の増大を伴う増築について
も､｢建築物の耐震改修の促進に関する法
律｣５条３項３号の対象とし､耐震関係規定
以外の建築基準法､これに基づく命令､条例
の規定に適合しないでも耐震計画の認定を
可能とすべきである。

　隣接する複数の建築物を構造的に連結し
て耐震改修する場合､一部の建築物に十分
な体制を与える集中工事をすれば、他の建
物が建築基準法等の規定に適合しないでも
連結建築物群としての耐震性能を十分向上
させることができる。むしろ建築物一つ一
つに耐震工事を施すことはコストや使い勝
手の面で非効率である。
にも関わらず､複数の建物の連結工事(応力
伝導を可能とすべく梁のみならず床を設置
する連結工事)は「床面積が純粋に増大｣に
該当してしまうという形式的な理由のた
め、｢建築物の耐震改修の促進に関する法
律｣５条３項３号の適用を受けられず､不合
理である。

　｢建築物の耐震改修の促進に関する法律｣
５条３項３号によると､耐震改修計画が①
壁のない部分に壁を設けることで建築物の
延べ床面積を増加させる増築､②大規模の
改修､③大規模の模様替えを伴うものであ
るときは､耐震関係規定以外の建築基準法､
これに基づく命令､条例の規定に適合しな
いでも認定されうるとしている。しかしな
がら、純粋な床面積の増大を伴う増築につ
いてはその対象外となっている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 36/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
当室からの
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

z1200033 国土交通省
鉄道抵当法に基づき抵当権が
設定された施設への物権設定

の実現【新規】
鉄道抵当法

鉄道事業に一体不可分の施設
等について抵当権を設定するた
め鉄道財団を組成した場合に
は、その一切については、賃借
権・地上権等の第三者に対抗力
のある物権を設定することを禁
止している。これは賃借権等が
設定されると、抵当権が実行さ
れた際、鉄道施設の分断により
鉄道事業に支障をきたすおそれ
があるためである。

d

駅周辺部の市街地開発、上空
利用に関しては、鉄道財団から
一部を分離し、そこに不動産賃
借権を設定して、その不動産賃
借権を鉄道財団に組成すること
で、第三者による所有権を設定
し、市街地再開発事業を行うこと
は可能であり現行制度のもとで
も対応可能である。（鉄道抵当
法第３条第５号）

z1200034 国土交通省
航空法による高さ制限の緩和

【新規】

航空法第２条、
第４９条、第５６
条、第５６の３条

航空法施行規則第２条及び第９
６条は、計器着陸装置を利用し
て行　う着陸又は精密進入レー
ダーを用いてする着陸誘導に
従って行う着陸の用に供する着
陸帯にあっては、進入表面及び
円錐表面の勾配を５０分の１と
規定しており、要望理由に掲げ
られた羽田空港は当該着陸帯
に該当し、その進入表面、延長
進入表面及び円錐表面に関す
る具体的な区域が告示により定
められている。

ｃ

平成１６年３月１９日に閣議決定
された「規制改革・民間開放推
進３か年計画について」に従っ
て、平成１６年度以降、都心部に
近接する５空港（羽田、伊丹、福
岡、宮崎、那覇）について、個別
空港ごとに円錐表面及び外側水
平表面の告示範囲について順
次検証しているところ。羽田空港
については、離着陸の安全性・
効率性を確保するという本来の
政策目的に沿った必要最小限
の区域のみを円錐表面及び外
側水平表面の告示範囲とし、縮
小可能な区域があれば告示範
囲から削除して航空法による高
さ制限を    緩和すべく、国土交
通省において検討中。なお、ＩＣ
ＡＯの国際標準は、我が国の規
制に比べて緩やかな部分がある
一方で、延長進入表面の滑走路
の両方向への設定等の厳しい
部分もあり、ＩＣＡＯの国際標準を
導入する場合、かえって規制強
化を行うことにつながると考えら
れる。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 37/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧
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制度の
所管官庁
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管理番号

要望事項
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要望
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要望内容
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実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200033 国土交通省
鉄道抵当法に基づき抵当権が設定され
た施設への物権設定の実現【新規】

5056 50560082 11 (社)日本経済団体連合会 82
鉄道抵当法に基づき抵当権が設定された施
設への物権設定の実現【新規】

　所有権以外の物権､賃借権等の設定を可
能とすべく､鉄道抵当法４条を改正すべき
である。

　鉄道抵当法に基づき抵当権が設定された
鉄道施設については、賃借権（定期借地権
等）等の権利を設定しても登記ができない
ため形式的に権利が担保されない。定期借
地権が担保されていない状況では、これを
活用した駅前再開発事業等の事業者を募集
することが事実上不可能であり、結果とし
て鉄道施設の高度利用の妨げとなってい
る。なお、これまでに鉄道財団の抵当権が
実行された事例は無く、特に定期借地によ
る期限付きの事業を展開する分には実質上
問題はない｡
また､万一抵当権が実行されても、後順位
の当該定期借地権は抵当権の実行に対抗で
きず、鉄道財団抵当権者は保護されるた
め、改正を行ったとしても問題は無いと考
える｡

　鉄道事業者がその所有する施設等に抵当
権を設定すべく､鉄道抵当法に基づく鉄道
財団を設けた場合､当該鉄道財団に属する
ものについては所有権以外の物権､差押、
仮差押､仮処分の目的とすることができな
い (鉄道抵当法４条)｡

z1200034 国土交通省 航空法による高さ制限の緩和【新規】 5056 50560083 11 (社)日本経済団体連合会 83 航空法による高さ制限の緩和【新規】
　進入表面及び円錐表面の勾配を現状の１
/50からICAO（国際民間航空機関）の国際
標準である１/40に緩和すべきである。

　羽田空港は都心に隣接していることに加
えて航空法による高さ規制が国際標準に比
べて厳しい為に、特に湾岸部などで土地の
高度利用が制限されている。このため制限
表面を国際標準並に緩和することで都心部
での土地有効活用が促進される。本要望に
ついては東京都も航空政策基本方針の中で
取り上げており、また六本木ヒルズや防衛
庁跡地等例外も認めていることから、もは
や国際標準よりも厳しく規制する理由はな
い。
　例）羽田空港から８～９キロ離れた遊休
地で超高層マンションを中心とする再開発
を企画する場合、現行基準に従うと40階建
て（約140m）程度が高さの限界だが、進入
面の角度を1/40に緩和することで47階建て
（約165m）程度にまで高層化し、消化容積
率の向上及び建物計画の自由度の確保を図
ることができる。

　航空法で空港周辺建築物の高さ制限を定
めている制限表面のうち、進入表面及び円
錐表面の勾配が１/50となっている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 38/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
当室からの
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

z1200035 国土交通省
開発行為における公園等の付
置義務に係る規制緩和

都市計画法第29
条、第33条第1項

2号

　主として建築物の建築等を目
的として土地の区画形質の変更
を行おうとする者は、あらかじめ
都道府県知事の許可を受けな
ければならず、当該許可の要件
として、原則として開発区域内に
公園等公共空地の確保が求め
られている。

d、e

　開発行為によって設置された
公共施設の管理権及び当該公
共施設が設置された土地の所
有権は都市計画法上原則として
当該公共施設の存する市町村
に帰属することとされているが
（都市計画法第39条本文及び第
40条第2項）、開発許可申請の
前に実施することとされている公
共施設の予定管理者等との協
議において別段の定めを行った
場合、開発行為を行った者等が
当該公共施設の管理及び当該
土地の所有をすることが現行制
度上可能となっている（都市計
画法第39条但書）。

　回答では、公共施設が設置された
場合の所有権等が原則として当該
市町村に帰属するとあるが、その問
題とは別に、本件は､共同住宅等の
建設に伴い､都市計画法施行令に
基づいて敷地の3％を緑地に充てた
場合､それを公共施設として無償譲
渡しなくてはならない法的根拠がな
いにも関わらず事実上無償譲渡し
ている点を要望者は問題としてお
り、この点に関し回答いただきた
い。また、この点の誤解がある場合
には公共団体等に周知徹底すべき
と考えるが見解を伺いたい。
　さらに、国土交通省の開発許可運
用指針のⅢ‐5‐2第2号関係（公園、
緑地又は広場に関する基準）にお
ける「建築基準法に基づく総合設計
制度又は法に基づく特定街区制度
により、開発区域内に公開空地が
確保され、引続き空地としての管理
がなされることが確実な開発行為に
ついては、公園管理局と協議の上
令25条第6号ただし書きを適用し、
形式的に公園の確保を求めなくても
差し支えないこと」（一部引用）の指
針に、総合設計や特定街区以外の
一般の開発行為に関する記述を加
えられたい。

d、e

　開発行為によって設置された公共
施設の存する土地の所有権につい
ては、都市計画法第４０条第２項の
規定により、開発行為に関する工事
が完了した旨の公告の翌日に原則
として無償で当該公共施設の存す
る市町村に帰属することとなってお
り、公園等の無償譲渡に法的根拠
がないとする要望主体のご意見は
事実誤認である。
　また、開発許可制度運用指針上、
総合設計制度又は特定街区制度の
適用を受ける開発行為について特
段の記述がなされている趣旨は、
かかる場合にあっては都市計画法
及び建築基準法による建築制限に
より、開発行為の完了後における敷
地内の公開空地の保全が制度上担
保されているため、これらに加えて
公園等の設置を一律に求めること
は行き過ぎた規制になると考えられ
ることによるものである。したがっ
て、制度上公開空地について何ら
の担保措置も講じられていない一
般の開発行為について、総合設計
制度又は特定街区制度の適用を受
ける開発行為と同様に捉え、同指
針において特段の配慮を求めること
は妥当でないものと考える。

z1200035 国土交通省
開発行為における公園等の付
置義務に係る規制緩和

都市計画法第29
条、第33条第1項

2号

　主として建築物の建築等を目
的として土地の区画形質の変更
を行おうとする者は、あらかじめ
都道府県知事の許可を受けな
ければならず、当該許可の要件
として、原則として開発区域内に
公園等公共空地の確保が求め
られている。

d、e

　開発行為によって設置された
公共施設の管理権及び当該公
共施設が設置された土地の所
有権は都市計画法上原則として
当該公共施設の存する市町村
に帰属することとされているが
（都市計画法第39条本文及び第
40条第2項）、開発許可申請の
前に実施することとされている公
共施設の予定管理者等との協
議において別段の定めを行った
場合、開発行為を行った者等が
当該公共施設の管理及び当該
土地の所有をすることが現行制
度上可能となっている（都市計
画法第39条但書）。

　回答では、公共施設が設置された
場合の所有権等が原則として当該
市町村に帰属するとあるが、その問
題とは別に、本件は､共同住宅等の
建設に伴い､都市計画法施行令に
基づいて敷地の3％を緑地に充てた
場合､それを公共施設として無償譲
渡しなくてはならない法的根拠がな
いにも関わらず事実上無償譲渡し
ている点を要望者は問題としてお
り、この点に関し回答いただきた
い。また、この点の誤解がある場合
には公共団体等に周知徹底すべき
と考えるが見解を伺いたい。
　さらに、国土交通省の開発許可運
用指針のⅢ‐5‐2第2号関係（公園、
緑地又は広場に関する基準）にお
ける「建築基準法に基づく総合設計
制度又は法に基づく特定街区制度
により、開発区域内に公開空地が
確保され、引続き空地としての管理
がなされることが確実な開発行為に
ついては、公園管理局と協議の上
令25条第6号ただし書きを適用し、
形式的に公園の確保を求めなくても
差し支えないこと」（一部引用）の指
針に、総合設計や特定街区以外の
一般の開発行為に関する記述を加
えられたい。

d、e

　開発行為によって設置された公共
施設の存する土地の所有権につい
ては、都市計画法第４０条第２項の
規定により、開発行為に関する工事
が完了した旨の公告の翌日に原則
として無償で当該公共施設の存す
る市町村に帰属することとなってお
り、公園等の無償譲渡に法的根拠
がないとする要望主体のご意見は
事実誤認である。
　また、開発許可制度運用指針上、
総合設計制度又は特定街区制度の
適用を受ける開発行為について特
段の記述がなされている趣旨は、
かかる場合にあっては都市計画法
及び建築基準法による建築制限に
より、開発行為の完了後における敷
地内の公開空地の保全が制度上担
保されているため、これらに加えて
公園等の設置を一律に求めること
は行き過ぎた規制になると考えられ
ることによるものである。したがっ
て、制度上公開空地について何ら
の担保措置も講じられていない一
般の開発行為について、総合設計
制度又は特定街区制度の適用を受
ける開発行為と同様に捉え、同指
針において特段の配慮を求めること
は妥当でないものと考える。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 39/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧
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z1200035 国土交通省
開発行為における公園等の付置義務に
係る規制緩和

5056 50560084 11 (社)日本経済団体連合会 84
開発行為における公園の無償譲渡が不要で
あることの明確化【新規】

　公園等の公共側への無償譲渡が強制され
ることないよう､各自治体に通達等で徹底
すべきである｡

　そもそも無償譲渡の法的根拠はなく､開
発行為に伴い公園等を整備した場合、自主
管理とすれば十分である｡将来にわたって
公園として利用する旨協定等で定めれば担
保性も確保できるので、無償譲渡の必要性
は見あたらない。開発行為に伴って整備す
る公園を建築敷地に算入できれば、その部
分の容積を利用した建築計画が可能であ
り､土地の有効利用に資する｡なお､国土交
通省｢開発許可制度運用指針｣Ⅲ-5-2は｢大
学等の建設を目的とした開発行為における
公園等の整備については､学生・教員等の
利用を想定した緑地の整備で足り､一般公
共用の利用に供する公園の整備までは要求
しない｣としており､無償譲渡の必要性を否
定している｡この点を共同住宅等の建設を
目的とした開発行為にも類推運用すべきで
ある｡

　都市計画法施行令25条は､開発行為に伴
い､開発区域の敷地の３％以上を公園､緑地
または広場とすることを義務付けている。
しかし、同施行令は公園等を公共側に無償
譲渡することまでは求めていないにも関わ
らず､実際は､公園等の担保性を理由に無償
譲渡が要求されることがある(例えば東京
23区内)｡

z1200035 国土交通省
開発行為における公園等の付置義務に
係る規制緩和

5111 51110012 11 （社）不動産協会 12 開発行為における公園提供の緩和

総合設計や特定街区以外の一般の開発行為
についても開発区域内に公開空地が確保さ
れ、引き続き管理されることが確実な場合
には公園の提供は不要とされたい。

事業者が一体管理することで自治体の負担
がなくなる。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 40/158
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z1200036 国土交通省
住居系用途地域における自動
車車庫等に係る制限の緩和に

ついて

建築基準法第４
８条

各用途地域ごとに建築可能な建
築物の範囲又は建築してはなら
ない建築物の範囲が定められて
いる。

ｃ

住居系用途地域において建築
が可能な建築物に附属する自
動車車庫については、住宅地内
の自動車を収容する自動車車
庫の役割が重要であることを踏
まえつつ、各用途地域に応じた
住居の環境を保護するため、居
住環境に大きな影響を与えるこ
とのない範囲内で立地を許容し
ているものである。したがって、
一律に緩和することは適当では
ない。

都心部では、共同住宅のニーズ
が高く、大規模な共同住宅の開
発が行われている。駐車場面積
について、敷地規模によらず、
上限を定めることは、平置き駐
車場を増やし、緑化などの良好
な計画を妨げることになってい
る。従って、面積の上限を定め
ることの改正を望むものである。

a Ⅳ

共同住宅の附属自動車車庫に
ついては、平成４年の建築基準
法改正において、共同住宅の戸
数分布や確保すべき駐車台数
について調査し、その実態を勘
案して床面積の改正を行ったも
のである。しかしながら、最近、
当時は想定していなかったよう
な大規模な共同住宅の建設が
見受けられるようになってきたこ
とから、このような大規模な共同
住宅で、附属自動車車庫の床面
積の制限を超えるような場合に
ついては、周辺の市街地環境等
に配慮しつつ、建築基準法第４
８条のただし書きによる許可に
ついて弾力的に運用されるよう
通知することとしたい。

z1200036 国土交通省
住居系用途地域における自動
車車庫等に係る制限の緩和に

ついて

建築基準法第４
８条

各用途地域ごとに建築可能な建
築物の範囲又は建築してはなら
ない建築物の範囲が定められて
いる。

ｃ

住居系用途地域において建築
が可能な建築物に附属する自
動車車庫については、住宅地内
の自動車を収容する自動車車
庫の役割が重要であることを踏
まえつつ、各用途地域に応じた
住居の環境を保護するため、居
住環境に大きな影響を与えるこ
とのない範囲内で立地を許容し
ているものである。したがって、
一律に緩和することは適当では
ない。

都心部では、共同住宅のニーズ
が高く、大規模な共同住宅の開
発が行われている。駐車場面積
について、敷地規模によらず、
上限を定めることは、平置き駐
車場を増やし、緑化などの良好
な計画を妨げることになってい
る。従って、面積の上限を定め
ることの改正を望むものである。

a Ⅳ

共同住宅の附属自動車車庫に
ついては、平成４年の建築基準
法改正において、共同住宅の戸
数分布や確保すべき駐車台数
について調査し、その実態を勘
案して床面積の改正を行ったも
のである。しかしながら、最近、
当時は想定していなかったよう
な大規模な共同住宅の建設が
見受けられるようになってきたこ
とから、このような大規模な共同
住宅で、附属自動車車庫の床面
積の制限を超えるような場合に
ついては、周辺の市街地環境等
に配慮しつつ、建築基準法第４
８条のただし書きによる許可に
ついて弾力的に運用されるよう
通知することとしたい。
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z1200036 国土交通省
住居系用途地域における自動車車庫等
に係る制限の緩和について

5056 50560085 11 (社)日本経済団体連合会 85
住居系用途地域における共同住宅の附属駐
車場の面積制限及び階数制限の緩和【新規】

　共同住宅に必要な駐車場を全て確保でき
るよう、住居系用途地域における共同住宅
の附属駐車場の面積制限及び階数制限を緩
和すべきである｡

共同住宅の附属駐車場の面積は建物規模及
び敷地規模にかかわらず絶対面積にて制限
されている。従って共同住宅の規模が大き
い場合、①駐車場の設置率を低くする､②
敷地を細分化して利用する､③延べ面積に
算入されない平面式駐車場を多くする､と
いった計画とせざるを得ない。その結果、
①自動車が収容しきれない､②土地の細分
化が促進される､③敷地の大部分を平面式
駐車場とするため緑地面積が減る､といっ
た弊害が生じている。また、共同住宅の附
属駐車場の階数が２階以下に制限されてい
ることによっても同じ弊害が生じている｡
確かに､一団地認定を取得した場合の緩和
措置はあるものの、緩和された上でも、絶
対面積制限があるため上記の弊害は生じて
いる。もちろん､住環境を保護する上で､共
同住宅等の規模に一定の制限を加えること
は理解できる｡しかし､一定規模の共同住宅
の建設を認めておきながら､駐車場に関す
る独自の規制が存在するために､共同住宅
の規模に見合った駐車場が確保できない､
あるいは無理矢理確保するために土地の利
用効率の悪い平面式駐車場を多くすると
いった事態が生ずることは本末転倒であ
る｡

　住居系用途地域において、共同住宅の附
属駐車場の面積は低層住居系では600㎡以
下、中高層住居系では3000㎡以下に制限さ
れている。また階数についても、低層住居
系では１階のみ、中高層住居系では２階以
下に制限されている。これらの制限によ
り、共同住宅に必要不可欠な駐車場が確保
できなかったり、緑地面積が少なくなる等
の弊害が生じている

z1200036 国土交通省
住居系用途地域における自動車車庫等
に係る制限の緩和について

5111 51110006 11 （社）不動産協会 6
低層住居専用地域内での自動車車庫面積制
限の緩和について

第一種第二種低層住居専用地域で制限され
ている自動車車庫面積（600㎡以下）を、
戸数や面積に応じた制限に緩和する。

建築床面積を無視した不合理な規制である
ため

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 42/158
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z1200037 国土交通省
建築制限等の解除手続の合理

化【新規】
都市計画法第37

条

　開発許可を受けた開発区域内
の土地においては、開発行為に
関する工事が完了した旨の都道
府県知事等の公告があるまで
の間、建築物の建築等が原則と
して制限される。

d

　開発許可を受けた開発区域内
の土地における建築制限につい
ては、開発行為に関する工事が
完了した旨の都道府県知事等
の公告があるまでの間であって
も、開発行為に関する工事用の
仮設建築物の建築その他都道
府県知事が支障がないと認めた
ものは、建築物の建築をするこ
とができ（都市計画法第37条但
書）、予定建築物の用途及び開
発行為の進捗状況に応じた柔
軟な対応が現行制度上可能と
なっている。
　なお、国土交通省では、規制
改革・民間開放三カ年計画に基
づき、上記制限の解除につい
て、各開発許可権者における取
り扱い状況をとりまとめ、情報提
供を行ったところである。

z1200038 国土交通省
開発行為の該当要件の明文化

【新規】
都市計画法第29

条

　主として建築物の建築等を目
的として土地の区画形質の変更
を行おうとする者は、あらかじめ
都道府県知事の許可を受けな
ければならない。

c

　開発許可制度は、土地の造成
に起因する土砂災害の防止、公
共施設の適正な整備により、良
好な市街地環境の整備及び保
全を図ろうとするものであり、か
かる制度趣旨の的確な発現の
ためには、法文の合理的な解釈
を逸脱しない範囲内において、
地形、土質、公共施設の整備状
況等といった地域の実情に応じ
て規制対象行為の細目が定め
られる必要があり、ご提案の措
置は妥当でないものと考える。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 43/158
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z1200037 国土交通省
建築制限等の解除手続の合理化【新
規】

5056 50560086 11 (社)日本経済団体連合会 86 建築制限等の解除手続の合理化【新規】
　開発工事完了の公告を受ける前に建築行
為が認められるよう､都市開発法36条､37条
を改正すべきである。

　そもそも､マンション建設等では開発工
事と建築工事を分けることは現実的ではな
い。仮に開発工事と建築工事を明確に分け
た場合、開発工事の時点で一度、盛土を
し、建築工事でそれを根切る等、無駄な工
事が発生する。また道路の拡幅等について
も、開発工事による整備後、建築工事後の
補修が必要となる。また、36条第３項に基
づき開発工事が完了した旨の公告がないと
建築確認の手続きが進まないため、手続き
に時間がかかる。
なお、開発工事の完了前に建築工事を許可
しても、開発工事が完了しない限り、建築
確認の手続きに基づく検査済証は発行され
ないため、不具合は発生しない。開発工事
完了の公告を受ける前に建築工事を進める
ことができるようにすべきである。

　都市計画法29条に基づく開発が許可され
た際、開発工事が完了した旨都道府県知事
に届出た上で(36条１項)､工事完了の公告
(同３項)を受けるまでは建築物を建築する
ことができない(37条)｡確かに､都道府県知
事が支障ないと認めた場合は例外的に建築
が認められるが(同条但書)､その申請手続
きに時間を要する｡

z1200038 国土交通省 開発行為の該当要件の明文化【新規】 5056 50560087 11 (社)日本経済団体連合会 87 開発行為の該当要件の明文化【新規】

　通達､ガイドラインを発布し､開発行為に
該当する「区画形質の変更」の内容を明文
化すべきである。また、その際､既成市街
地での建替えに伴う小規模な工事は開発行
為から除外すべきである｡

　分譲マンションを建築する際、当該計画
が開発行為に該当するか否かは事業上非常
に重要であり、土地取得段階から明確化す
る必要がある。これにより、ディベロッ
パーの事業リスク回避され、都市の健全な
発展が推進される。現状では、「区画形質
の変更」が明文化されていないため、各行
政毎に基準を設け運用されている。また基
準の内容はまちまちであり、該当行政毎に
調査および事前相談が必要となっている。
「区画形質の変更」が明文化されること
で、行政間の差異が解消されると共に、
ディベロッパーの事業リスクが回避される
こととなる。また、既成市街地の建替え
で、建築工事に伴う土木工事と比較し小規
模な土木工事は、開発行為として独立する
ものではなく建築行為と一体的とみなすべ
きものである。従って、既成市街地での建
替えに伴う小規模な工事は開発行為としな
いものとすべきである。

　開発行為は「主として建築物の建築又は
特定工作物の建設の用に供する目的で行う
土地の区画形質の変更をいう」(都市計画
法４条)と規定されているが、「区画形質
の変更」の具体的内容は都道府県知事の裁
量にまかされており､計画が開発行為に該
当するか否かの判断は行政によりまちまち
である(例えば､神奈川県では２宅地を１宅
地に統合することが区画の変更にあたると
されているが､他の自治体でそのような判
断はない)。
また、「区画形質の変更」の要件が厳しい
行政では、既成市街地の建替えの際にも、
細かな地盤レベルの変更を理由に、開発許
可が必要となる。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 44/158
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z1200039 国土交通省
公共工事標準請負契約約款に
おける現場代理人常駐の定義

の明確化【新規】

公共工事標準請
負契約約款第１

０条

建設業法上現場代理人の要件
は定められていない。

e

公共工事標準請負契約約款に
おいては現場代理人が工事現
場に常駐することを求めている
が、これはあくまで契約書の標
準的な形であり、発注者と請負
者の個別契約によって個々の工
事の態様に応じた常勤の要件を
定めることを妨げてはいない。

公共工事標準請負契約約款が
あくまでも契約書の標準形式で
あり､これにとらわれる必然性が
ない点は了解している｡自治体
によっては同約款を形式的に適
用する傾向が見られるため､自
治体において柔軟な対応が可
能となるような解釈通達等、具
体的に検討され、示されたい。

e

建設工事の請負契約の当事者
は、各々の対等な立場における
合意に基づいて契約を締結する
ものであることから、公共工事標
準請負契約約款は、あくまで契
約書の標準的な形を示している
にすぎず、発注者と請負者の個
別契約によって個々の工事の態
様に応じた常勤の要件を定める
ことを妨げていないことは明らか
である。したがって、これ以上の
解釈通達等は不要。

z1200040 国土交通省
エレベーター昇降路への配管設
備の設置及び構造規制の緩和

【新規】

建築基準法施行
令第129条の2の
5第1項第3号

エレベーターの昇降路内には、
エレベーターに必要な配管設備
を除き、設けてはならないことと
している。

b Ⅱ

光ファイバー等の設置によりエ
レベーターの各種機能に悪影響
を与えず、かつ、エレベーターの
各部により光ファイバー等の機
能に悪影響を与えないものにつ
いて、エレベーターの昇降路内
に設ける場合に安全上、防災上
又は衛生上必要となる技術的基
準の内容について検討し、平成
17年度中に結論を得る。

IT化の進捗に伴い、通信インフ
ラの更新は、ビルにとって必要
不可欠であり、早急に対策しな
ければならない。従って、設備更
新の促進のため、平成17年度中
に、結論を得た上で、何らかの
措置を求めるものである。

a Ⅱ

光ファイバー等の設置によりエ
レベーターの各種機能に悪影響
を与えず、かつ、エレベーターの
各部により光ファイバー等の機
能に悪影響を与えないものにつ
いて、エレベーターの昇降路内
に設ける場合に安全上、防災上
又は衛生上必要となる技術的基
準の内容について平成17年度
中に検討し、結論を得た上で、
措置を行う。
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z1200039 国土交通省
公共工事標準請負契約約款における現
場代理人常駐の定義の明確化【新規】

5056 50560088 11 (社)日本経済団体連合会 88
公共工事標準請負契約約款における現場代
理人常駐の定義の明確化【新規】

　｢公共工事標準請負契約約款｣10条２項に
関する解釈通達を発布し､
①現場代理人は実工事期間のみ｢常駐｣すれ
ばよく、契約工期全般に亘る必要はないこ
と
②｢常駐｣とは､24時間､365日にわたって現
場に張り付くことを要さないこと
を明確にすべきである｡
　公共工事に関する契約の大半が｢公共工
事標準請負契約約款｣に倣って作成されて
いる現状に鑑みれば､同約款の解釈を明確
化する必要がある｡

①契約工期に比べ､現場における実工事期
間が著しく短いケースがある｡例えば､エレ
ベータの設置工事の場合､標準的な契約工
期は1年であるが､そのうちの大半が設計･
工場における機器製作に充てられ､現場に
おけるエレベータ設置の実工事は1ヶ月程
度である｡かかる場合､実工事期間の１ヶ月
間だけ現場代理人を｢常駐｣させれば十分で
あり､何ら具体的な仕事がないにも関わら
ず､契約工期全般に亘って｢常駐｣させるこ
とは､受注者にとって人的資源の無駄遣い
となる｡
②また、携帯電話の普及など連絡手段が発
達した今日､｢常駐｣を24時間･365日現場に
張り付くことを意味すると捉える合理性は
少なくなっている｡＜参考＞｢監理技術者資
格者証運用マニュアル｣(2004年３月改正)
で監理技術者等の配置にあたっての特例装
置として、「請負約款締結後、現場施工に
着手するまでの期間（現場事務所の設置、
資機材の搬入または仮設工事等が開始され
るまでの間。）については、たとえ契約工
期中であっても工事現場への専任は要しな
いとの解釈が示されている。現場代理人に
ついても同様の措置が可能ではないか｡

　｢公共工事標準請負契約約款｣10条２項
は､｢現場代理人は、この契約の履行に関
し、工事現場に常駐し、その運営、取締り
を行う｣としている｡この点に関して､｢常
駐｣の定義が不明確なため､①契約工期全般
にわたって現場代理人の駐在を強いられ
る､②現場代理人が24時間､365日にわたっ
て現場に駐在することを強いられるといっ
た事態が生じている｡

z1200040 国土交通省
エレベーター昇降路への配管設備の設
置及び構造規制の緩和【新規】

5056 50560089 11 (社)日本経済団体連合会 89
エレベーター昇降路への配管設備の設置及
び構造規制の緩和【新規】

　エレベーターに関連しない配管設備で
あっても、安全性が確保できればエレベー
ター昇降路への「その他配管設備」の敷設
を認めるべきである。

　エレベーター昇降路は、建物内の数少な
い縦抗であり、既存の建物の用途変更に伴
う、インフラ整備に伴う配管配線の敷設に
活用できることになれば、光ケーブルの縦
線敷設が容易に、低価格に可能になり、既
存建物におけるＩＴ情報化を加速度的に進
めることが可能になる。
本条項の目的は、エレベーターに必要な配
管設備以外のものの設置によって、エレ
ベーターの安全性を損なうことになること
を懸念したものであるが、エレベーター用
配管設備と同等の敷設構造をもたせること
などで、安全性を確保することは可能であ
り、本条項は不可欠なものではなくなって
いる。

　エレベーター昇降路には、給水,排水
や、その他配管設備を設けてはいけないこ
とになっており、「その他配管設備」には
昇降機に関係の無い電気設備の配管、配
線、風道等が該当するとされており、建物
内の縦抗である事を活かした設備配管の敷
設が禁止されている。
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z1200041 国土交通省
監理技術者等の途中交替の弾

力的運用【新規】

監理技術者制度
運用マニュアル
（平成１６年国総
建第３１５号）

発注者から直接建設工事を請
け負った特定建設業者は、当該
建設工事に係る下請契約の請
負代金の総額が３０００万円以
上になる場合は、当該建設工事
の技術上の管理をつかさどる監
理技術者を置かなければならな
いこととされている。

d

　「監理技術者制度運用マニュ
アル（平成16年3月1日付け国総
建第318号）」において、監理技
術者及び主任技術者の工期途
中における交代に関する考え方
を明確化したところである。
　ご指摘の「一定の基準」につい
ては、マニュアルの考え方に基
づき、個々の工事ごとの状況に
応じ、発注者と受注者との協議
によって定められるべきものと考
えている。

貴省回答の､個々の工事の状況
に応じ､発注者と受注者との協
議によって定められるべき問題
である点は了解している｡自治
体によっては同約款を形式的に
適用する傾向が見られるため､
自治体において柔軟な対応が
可能となるような解釈通達等、
具体的に検討され、示された
い。

d

ご指摘の「同約款を形式的に適
用」という意図が不明であるが、
前回回答した通り、「監理技術
者制度運用マニュアル」におい
て、監理技術者及び主任技術者
の工期途中における交代に関
する考え方を既に明確化したと
ころである。

z1200042
経済産業省、
国土交通省

白色ポルトランドセメント（ホワイ
トセメント）のＪＩＳ規格化【新規】

建築基準法第37
条

コンクリートを建築物の主要構
造部に用いるためには、①国土
交通大臣の指定するJISに適合
する（法37条第1号）、②国土交
通大臣の認定を受ける（法37条
第2号）のいずれかに該当しなけ
ればならない。
現在、ホワイトセメントについて
JIS規格は定められていない。

ⅰ）　e

ⅱ）　c

ⅰ）建築基準法第３７条第２号に
定められているとおり、国土交
通大臣が定める安　全上、防火
上又は衛生上必要な品質に関
する技術的基準に適合するもの
であることについて国土交通大
臣の認定を受けたコンクリートで
あれば、JIS規格品でなくとも、
建築物の主要構造部に用いるこ
とができる。

ⅱ）なお、以下のような理由から
ホワイトセメントのＪＩＳ化は困
難。

①ホワイトセメントの生産量は、
ポルトランドセメント全体の約０．
１％しかなく、ＪＩＳ制定による生
産の合理化、取引の単純公正
化に寄与することが少ないと思
われる。

（参考）年間生産量
普通ポルトランドセメント：５０百
万トン
ホワイトセメント：６０千トン

②製造業者が１社しかなく、その
製品仕様を標準化することは、
JISの公益性から見て問題があ
ると判断する

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 47/158
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z1200041 国土交通省
監理技術者等の途中交替の弾力的運
用【新規】

5056 50560090 11 (社)日本経済団体連合会 90
監理技術者等の途中交替の弾力的運用【新
規】

　一定の基準(例えば当該契約期間中１回､
あるいは､当該事業年度中１回等)を条件
に､監理技術者の工事途中での交代を妨げ
るものではない旨の通達等を発布すること
で監理技術者の交代が弾力的にできるよう
措置すべきである｡

　監理技術者の途中交代が弾力的に行える
ことによって､効率的な人員配置が可能と
なる｡

　監理技術者制度運用マニュアル(平成16
年３月１日)二-二(4)は､監理技術者の途中
交代が認められる場合として､監理技術者
の死亡､傷病または退職により真にやむ得
ない場合に加えて､①受注者の責によらな
い工期の延長の場合､②工場から現地へ工
事現場が移動する時点､③大規模工事で一
つの工期が多年に及ぶ場合が挙げられてい
る｡しかし､これら場合を除いて､発注者が
工事を請け負った建設業者に対して工事途
中での監理技術者交代を認めることは殆ど
ないのが実情である｡

z1200042
経済産業省、
国土交通省

白色ポルトランドセメント（ホワイトセメン
ト）のＪＩＳ規格化【新規】

5056 50560091 11 (社)日本経済団体連合会 91
白色ポルトランドセメント（ホワイトセメント）の
ＪＩＳ規格化【新規】

　ホワイトセメントをＪＩＳ規格化するこ
とで､建築物の主要構造部に使用できるよ
う措置すべきである｡

　ホワイトセメントが主要構造用資材とし
て認可されることで、コンクリート打設と
同時に化粧部の施工が可能となり､工期の
短縮､経費の節減に貢献する｡海外ではカ
ラーコンクリート（ホワイトセメント使
用）を主要構造部である構造壁等にも使用
しており、わが国において主要構造部とし
て使用することを妨げる理由は少ない｡

・主な効果（※要望書P.47参照）

①建築物の主要構造部に使用できるコンク
リート材料（セメント，砂，砂利，混和
剤，水等）は、ＪＩＳ又はＪＡＳＳ規格品
のみである(建築基準法第37条１号)。
②現在ＪＩＳ規格化されているセメント
は､早強ポルトランドセメントほか計９種
類に限られており､白色ポルトランドセメ
ント(ホワイトセメント)はこれに含まれて
いない｡
③よって、ホワイトセメントは、早強ポル
トランドセメントと同等の性能を有しなが
ら、建築物の主要構造部には使用できず､
意匠的な部分のみにしか使用できない｡

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 48/158
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z1200043 国土交通省
エレベーター等に係る容積率不

参入について
建築基準法第５

２条

共同住宅においては、エレベー
ターシャフト等については床面
積に算入されている。一方、共
同住宅における共用の廊下及
び階段の用に供する部分につい
ては容積率算定の基礎となる床
面積に算入されない。

ｃ

建築基準法第５２条第５項の共
同住宅の共用の廊下又は階段
の用に供する部分については、
従来屋外に設けられる場合が一
般的であり、延べ面積に算入し
ないこととされていたので、建築
物の内部にある場合に延べ面
積に算入しないこととしても実態
上の影響は小さいが、エレベー
ターシャフト等については、一般
的に屋内に設けられるものであ
り、延べ面積に算入されてきた
ものであるため、これらを延べ面
積に算入しないこととした場合
は建築物の規模が拡大し市街
地環境の悪化が生じることから
適切でない。
　なお、エントランスホールで共
用のものについては、共用の廊
下の用に供する部分に含まれる
ため延べ面積に含まれない。

以下の点について、見解を示さ
れたい。
①延床面積等は現実に存在し
ている床面積を算定しているも
のであり、存在しない床面積を
算定することは、その概念に相
違している。
②廊下・階段が容積不算入であ
るのに対し、同じ目的を機械の
力に委ねたエレベーターのシャ
フトが容積算入であることは、容
積率制度から説明できない。
③また規模拡大の抑制に関して
は、都市計画において定められ
るものであり、算定方法により抑
制するものではないと考えられ
る。
④最近の都心のマンションで
は、内廊下、内階段の住宅も、
かなり存在しており、建物の内
外だけでは、区別できないもの
である。
⑤バリアフリーなどの要請からも
エレベーターは必要不可欠な設
備であり、これまで設置していな
い共同住宅においても、新たに
設置することが求められること
が想定される。そういった場合に
おいても、容積の不算入で扱う
ことで、設置可能となり、機能更
新が可能となる

ｃ

建築基準法第５２条第５項の共
同住宅の共用の廊下又は階段
の用に供する部分については、
建築物の屋外に設けられる廊下
及び階段について、建築物の床
に該当しないため床面積に算入
されないことから容積率の算定
上も延べ面積に算入されていな
かったが、共用の廊下及び階段
を建築物の内部に設ける形態
の共同住宅に対して、容積率算
定上の取扱いによる不合理が
生じていたため、これを解消す
るために共同住宅について共用
の廊下及び階段を算入しないこ
ととする合理化を図ったもので
ある。したがって、エレベーター
シャフトについてはその形態上
完全に屋内にあるため、不算入
とはしていないものである。
　なお、エレベーターホールにつ
いては、共用の廊下の用に供す
る部分に含まれるため延べ面積
に含まれないこととしている。

z1200043 国土交通省
エレベーター等に係る容積率不

参入について
建築基準法第５

２条

共同住宅においては、エレベー
ターシャフト等については床面
積に算入されている。一方、共
同住宅における共用の廊下及
び階段の用に供する部分につい
ては容積率算定の基礎となる床
面積に算入されない。

ｃ

建築基準法第５２条第５項の共
同住宅の共用の廊下又は階段
の用に供する部分については、
従来屋外に設けられる場合が一
般的であり、延べ面積に算入し
ないこととされていたので、建築
物の内部にある場合に延べ面
積に算入しないこととしても実態
上の影響は小さいが、エレベー
ターシャフト等については、一般
的に屋内に設けられるものであ
り、延べ面積に算入されてきた
ものであるため、これらを延べ面
積に算入しないこととした場合
は建築物の規模が拡大し市街
地環境の悪化が生じることから
適切でない。
　なお、エントランスホールで共
用のものについては、共用の廊
下の用に供する部分に含まれる
ため延べ面積に含まれない。

以下の点について、見解を示さ
れたい。
①延床面積等は現実に存在し
ている床面積を算定しているも
のであり、存在しない床面積を
算定することは、その概念に相
違している。
②廊下・階段が容積不算入であ
るのに対し、同じ目的を機械の
力に委ねたエレベーターのシャ
フトが容積算入であることは、容
積率制度から説明できない。
③また規模拡大の抑制に関して
は、都市計画において定められ
るものであり、算定方法により抑
制するものではないと考えられ
る。
④最近の都心のマンションで
は、内廊下、内階段の住宅も、
かなり存在しており、建物の内
外だけでは、区別できないもの
である。
⑤バリアフリーなどの要請からも
エレベーターは必要不可欠な設
備であり、これまで設置していな
い共同住宅においても、新たに
設置することが求められること
が想定される。そういった場合に
おいても、容積の不算入で扱う
ことで、設置可能となり、機能更
新が可能となる

ｃ

建築基準法第５２条第５項の共
同住宅の共用の廊下又は階段
の用に供する部分については、
建築物の屋外に設けられる廊下
及び階段について、建築物の床
に該当しないため床面積に算入
されないことから容積率の算定
上も延べ面積に算入されていな
かったが、共用の廊下及び階段
を建築物の内部に設ける形態
の共同住宅に対して、容積率算
定上の取扱いによる不合理が
生じていたため、これを解消す
るために共同住宅について共用
の廊下及び階段を算入しないこ
ととする合理化を図ったもので
ある。したがって、エレベーター
シャフトについてはその形態上
完全に屋内にあるため、不算入
とはしていないものである。
　なお、エレベーターホールにつ
いては、共用の廊下の用に供す
る部分に含まれるため延べ面積
に含まれないこととしている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 49/158
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z1200043 国土交通省
エレベーター等に係る容積率不参入に
ついて

5056 50560093 11 (社)日本経済団体連合会 93
容積率算定の際のエレベーター及びエレベー
ターホール部分の延べ面積への不算入

　エレベーター及びエレベーターホール部
分の面積は容積率算定の際に延べ面積に算
入しないよう措置すべきである。

　エレベーターはもはや必要不可欠なイン
フラであるが、エレベーターが容積率算定
時に延べ面積に算入されていることによ
り、例えばペンシルビルでは車イスの入る
余裕もない狭いエレベーターが設置されて
いたり、低層マンション等ではエレベー
ターが設置がされていないといった不都合
が生じている。平成９年の建築基準法改正
では共同住宅の共用の廊下・階段を容積率
算定時の延べ面積に算入しない旨の改正を
行うなど規制緩和の方向にあるが、今後の
一層の高齢化を考えても、階段・廊下とエ
レベーターとは同等に考えるべきであり、
少なくとも住宅については不算入にすべき
である。

　容積率算定の際にエレベーター及びエレ
ベーターホール部分も延べ面積に算入され
る。

z1200043 国土交通省
エレベーター等に係る容積率不参入に
ついて

5111 51110007 11 （社）不動産協会 7
共同住宅のエレベータシャフトの容積不算入
について

共同住宅においてエレベータ設置面積（実
面積）以外の床面積を容積率不参入とす
る。

エレベータ設置率向上とバリアフリーへの
配慮

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 50/158
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z1200044 国土交通省
地下電線の埋設深さの緩和【新

規】

平成11年３月31
日付け「建設省
道政発第３２号、
建設省国道発第

５号」､
平成7年11月27
日付け　事務連
絡　｢電線共同溝
の参考資料につ

いて」

平成11年３月31日付け「建設省
道政発第３２号、建設省国道発
第５号」
車道：舗装厚＋０．３ｍ以上（路
面より０．６ｍ以下とならないこ
と）
歩道：路面より０．５ｍ以上

参考資料｢電線共同溝」
車道：舗装厚＋０．３以上
歩道：舗装厚＋０．２ｍ以上

C

電線共同溝は、道路管理者が
設置管理する道路付属物であ
り、道路本体と一体的に管理さ
れ、その機能確保にも十分配慮
されているところ。
単独地中化の場合の占用物件
については、その管理は占用企
業者に委ねられるため、道路機
能の確保の観点から予め所用
の安全度を確保している。
よって、単独地中化を実施する
際の埋設深度を電線共同溝と
同じ深さに緩和にすることは困
難。

　国が建設する電線共同溝と比
較し、電力会社が実施する単独
地中化する場合の方が条件が
厳しくなるが、なぜ安全度を確保
しなければならないのか理由が
不明である。国の共同溝であ
れ､電力会社単独の埋設であ
れ､同等の施工方法および使用
材料を採用していることを勘案
すれば､機能確保上の問題はな
い｡仮に浅層埋設によって機能
確保上の問題があると予想され
る場合には､明確に占用許可基
準に明記するか、個別具体的な
事例の中で道路管理者の指導
のもと占用企業者が対応を図れ
ば良いと考えられ､地下電線の
敷設者が占用企業者であること
を理由に一律的な埋設深さの差
を設ける必要はないと考えるが
見解をいただきたい｡
　なお､電力会社単独の埋設部
分から国の共同溝へのアクセス
部分については､国が管轄し､電
力会社に委託料を支払っている
が､埋設の深さを統一すること
で､委託料を削減でき､国にとっ
てもメリットがあるといえる｡

b

歩道に車両の乗り入れ等のた
めの切り下げ部が設けられる場
合、切り下げ箇所における防護
工を兼ねた舗装への変更等の
措置が必要となる場合があるこ
とから、このときのリスクが最小
となるよう、所要の安全度を確
保した埋設深さとする必要が生
じている。
　このことから、道路構造の保全
や管路の防護等の観点から実
態調査等を実施し、現在の電線
共同溝の埋設深さの基準の妥
当性を含め、所要の安全度を確
保した埋設の深さについて、平
成１７年度中に結論を得られる
よう技術的な検討を進める。

z1200045 国土交通省
廃棄物処理施設の設置に伴う
都市計画審議会の開催頻度の

増大等

建築基準法51
条、令第130条の
2の2、令第130条

の2の3
都市計画法第７
７条、法第７７条

の２

  ごみ処理場その他の処理施設
の用途に供する建築物は、都市
計画においてその敷地の位置
が決定しているものでなけれ
ば、新築し、または増築すること
ができない。ただし、特定行政庁
が都道府県都市計画審議会等
の議を経てその敷地の位置が
都市計画上支障がないと認めて
許可した場合等においては、建
築が可能。
  都道府県都市計画審議会の
組織及び運営に関し必要な事項
は、都道府県の条例で定めるこ
ととされている。

d

　都市計画審議会の組織及び
運営に関しては、都道府県の条
例で定めることとされており、開
催頻度の増大等については、現
行制度で対応可能である。
　なお、都市計画運用指針にお
いて、「必要に応じて、都道府県
都市計画審議会及び市町村都
市計画審議会の開催間隔の短
縮化や開催予定の事前公表、
手続の短縮化を図ることが望ま
しい」としているところであるが、
都市計画審議会の開催頻度に
ついては、地方公共団体の組織
運営に関わることであり、これ以
上の対応は困難である。

要望者より、「廃棄物処理施設
は、産業活動に必要な施設であ
り、廃棄物処理施設が円滑にせ
いびされるよう、配慮すべきであ
る」という意見であるが、貴省の
見解を伺いたい。

d

前回回答でお示ししたとおり、都
市計画運用指針において、「必
要に応じて、都道府県都市計画
審議会及び市町村都市計画審
議会の開催間隔の短縮化や開
催予定の事前公表、手続の短
縮化を図ることが望ましい」とし
ているところであり、都市施設の
配置などの都市計画が自治事
務であることを踏まえると、これ
以上の対応は困難である。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 51/158
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z1200044 国土交通省 地下電線の埋設深さの緩和【新規】 5056 50560094 11 (社)日本経済団体連合会 94 地下電線の埋設深さの緩和【新規】
　電力会社が実施する単独地中化において
も、国が建設する電線共同溝と同レベルの
浅層埋設化が図れるようにすべきである。

①電線共同溝において採用する管路につい
ては、国交省地方整備局と電力会社が協議
のもと決めているものであり、電力会社が
使用している管路材を広く使用している
が、浅層埋設を行っても道路構造の保全上
支障が発生していないのが現状である。
②当該管路は、電力が単独で管路を敷設す
る場合と同一若しくは同等性能のものであ
ることから、単独地中化の場合の埋設深さ
についても、電線共同溝の場合と同等で全
く問題はない。
③また、電力自由化の進展に伴い電力会社
を取り巻く経営環境がますます厳しさを増
すなかで、今後更に無電柱化を推進してい
くことが必要なことから、より一層のコス
ト縮減を図る必要がある。

　地下電線の埋設深さについては、道路構
造の保全等の観点から車道では0.8m､歩道
では0.6m以下としないよう定められている
(道路法施行令第11条7項)｡これに関連し
て､国が建設する電線共同溝については､道
路部は舗装厚さ0.3ｍ以上､歩道部では舗装
厚さ0.2ｍ以上で足りるとする措置が採ら
れている(電線共同溝マニュアル)｡しかし､
同措置は電力事業者が実施する単独地中化
については適用されない｡
　確かに､平成11年３月31日付け通達「電
線、水管、ガス管又は下水道管を道路の地
下に設ける場合における埋設の深さ等につ
いて｣（建設省道政発第32号、建設省国道
発第５号）に基づき､電力会社が実施する
単独地中化についても、道路部では0．6m
以上かつ舗装厚さ0．3m以上､歩道部では
0．5m以上とすれば足りるとの規制緩和が
行われたが､国が建設する電線共同溝に比
べると条件が厳しい｡

z1200045 国土交通省
廃棄物処理施設の設置に伴う都市計画
審議会の開催頻度の増大等

5056 50560105 11 (社)日本経済団体連合会 105
廃棄物処理施設の設置に伴う都市計画審議
会の開催頻度の増大等

　廃棄物処理施設の設置に伴う都市計画審
議会の開催を定期化するとともに、現状よ
りも開催頻度を増大するよう、環境省なら
びに国土交通省は都道府県に対して、引き
続き指導の徹底を図るなど、廃棄物処理施
設が円滑に整備できるようにすべきであ
る。

　都市計画審議会の開催が不定期で、なか
なか開催されないため、建築基準法に基づ
く諸手続きを経るのに非常に長い時間がか
かり、廃棄物処理施設の建設が円滑に進ま
ない。

 　一定規模以上の廃棄物処理施設の建設
にあたっては、廃棄物処理法に基づく許認
可申請のほかに、建築基準法に基づいて、
都道府県都市計画審議会の承認を得る必要
がある。
　廃棄物処理施設に係る都市計画審議会の
開催が不定期で、なかなか開催されないの
が実情である。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 52/158
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z1200046
経済産業省、
国土交通省

輸入完成LPガス自動車に関す
る相互承認制度の導入【新規】

・道路運送車両
法　75条（平成26
年法律第185号）
・道路運送車両
の保安基準　第
17条（昭和26年
運輸省令第67

号）

道路運送車両の保安基準にお
いては、LPガス自動車のガス容
器等の燃料装置に関する基準
を規定しており、ガス容器につい
ては、容器保安規則第7条及び
第17条に規定する構造及び機
能を有するものであることとされ
ている。

e －

自動車の検査の際においては、
ガス容器を含め部品や装置の
取り外しをすることなく、保安基
準への適合性を確認している。

要望者から下記の再意見が提出されているので、ご回答い
ただきたい。
（要望者再意見）
事業者による安全性の証明を前提とするだけでなく、具体的
に期間を明示し、相互承認制度が導入されるよう措置すべ
きである。根本的な対応には法改正が必要であるが、まず
下記の措置を講じるべきである。
＜経済産業省＞
１．UN-ECE基準67号の容器・容器付属品の例示基準化
UN-ECE基準は、1998年11月24日にわが国として条約を締
結済である。その一部である基準67号 容器・容器付属品に
ついて、早急に例示基準化を行うべきである。（また、例示基
準化した場合も、国連ECE委員会の改定に連動して自動的
に改定されるよう措置すべきである。）
２．UN-ECE基準67号データの受入
現在の容器保安規則で受け入れている容器・容器付属品の
検査データは、米英独等5カ国と国内基準のみであり、UN-
ECE基準は対象となっていない。UN-ECE基準67号のうち容
器及び容器付属品に関する検査データの受け入れにつき早
急に措置すべきである。
３．日本の容器検査・容器付属品検査項目のUN-ECE基準
化
法制上、UN-ECE基準の受入が困難な場合は、政府として
国内検査基準がUN-ECE基準に反映されるよう働きかける
べきである。
４．容器・容器付属品に関する検査省略の検討
なお、高圧ガス保安法では「容器の製造・輸入をした場合に
は容器検査」が求められているが、液化石油ガス保安規則
第45条第5項では「輸入検査を要しない場合」として「LPガス
自動車の容器及び内容物」が挙げられていることをふまえ、
輸入時点では検査を省略し、容器再検査の期限である6年
目に検査を行うことも考えられる。
＜国土交通省＞
１．自動車審査基準でのLPガス自動車等ガス自動車に関す
る除外規定
型式自動車等を審査する規定の「自動車審査基準」におい
て、「製造国で完成された自動車」の規定を、LPガス自動車
等ガス自動車に関しては「製造国で完成された自動車（但し
LPガス自動車等のガス燃料自動車は、国内法規に適合した
容器・付属品に日本において換装したものも含む）」とすべき
である。
２．UN-ECE基準との整合性確保のための措置
UN-ECE基準について、関係各省が理解を深め、例示基準
化や国内認証機関の設立、検査データ受入等を進めるため
の協議を早急に開始すべきである。

e

１．について
　海外メーカーが生産したLPガ
ス自動車にインポーター等が日
本国内において、日本国内法規
に適合した容器・付属品を装着
した自動車であっても、自動車
型式指定等の申請を行うことは
現在でも認められている。ただ
し、申請の際に日本国内におけ
る容器・付属品を自動車に装着
する工場を主たる製作工場とし
て申請する必要がある。
２．について
　「関係省庁の協議」について
は、本件の検討に当たり、経済
産業省原子力安全保安院保安
課とも連絡をとりあっているとこ
ろである。

z1200047 全省庁
国・地方自治体向け金銭債権の
証券化等に係る債権譲渡禁止

特約の解除【新規】

平１４年５月１日以降、物品・役
務の調達契約については、一定
の金額以下等について債権譲
渡禁止特約の解除を行ってい
る。

ｄ

債権譲渡禁止特約については、
平１４年５月１日以降、物品・役
務の調達契約について、「売掛
債権担保融資保証制度」に係る
物品・役務の調達契約の一定の
金額以下等の契約について、債
権譲渡禁止特約の解除を行って
いる。
　債権譲渡禁止特約解除に係る
仕組み作りについては、経済産
業省において実施されているこ
とから、今後、経済産業省よりの
詳細な説明を待って、新たに対
象となる契約及び譲渡対象者の
拡大等に向け検討を行いたい。

平成１６年度中に、債権譲渡禁
止特約の解除の対象となる契約
の拡大（リース契約等）及び譲渡
対象者の拡大（特定目的会社
等）について検討し、結論を得る
ことについて回答いただきたい。

ｄ

債権譲渡禁止特約の解除の対
象となる契約の拡大（リース契
約等）等について結論を得ること
については、経済産業省から行
われる債権譲渡禁止特約解除
に係る仕組み等についての詳細
な説明や、経済産業省おいて実
施された事例等の資料を配布を
受け、これらを基にして、そのリ
スク等も含め慎重に検討し、物
品・役務の調達契約に係る債権
譲渡禁止特約の解除の新たに
対象となる契約及び譲渡対象者
の拡大等の結論を得ることとし
たい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 53/158
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z1200046
経済産業省、
国土交通省

輸入完成LPガス自動車に関する相互
承認制度の導入【新規】

5056 50560124 11 (社)日本経済団体連合会 124
輸入完成LPガス自動車に関する相互承認制
度の導入【新規】

　海外メーカーで生産された完成LPガス自
動車について、国連欧州経済委員会（UN・
ECE）自動車基準67号に基づく承認を受け
た燃料容器・付属品を採用するものについ
ては、輸入時の容器・付属品検査を廃止ま
たは省略すべきである。
　また、LPガス自動車に関する規制につい
て、自動車部分（国土交通省）と燃料容
器・付属品部分（経済産業省）間で、二重
規制が生じないよう調整を行うべきであ
る。

　海外の自動車メーカーがライン生産を
行っているLPガス自動車を輸入しようとす
る場合、国際的な基準認証に合格している
にも関わらず、輸入時点で車両からいった
ん取り外し、日本国内で容器・付属品の検
査を受けなくてはならない。その結果、国
の型式認定が受けられなくなり、事実上輸
入ができなくなっている。海外で生産さ
れ、わが国に輸入される可能性のあるLPガ
ス自動車は、容器・付属品について、国連
欧州経済委員会（UN・ECE）自動車基準67
号に基づいて、生産国で認証を受けてい
る。しかし、世界中の殆どの国がこの基準
で認証を受けた自動車の輸入、型式認定等
を認めている中、日本はこの基準から離れ
て規制を行っているため、消費者の自由な
選択を妨げることとなっている。ECE基準
の認定を受けた自動車部品を使用したLPガ
ス自動車が、日本で保安上、道路交通安全
上問題を生じるとは考えにくい。輸入の実
現により、年間40億円規模のビジネスが創
出されると見込まれるだけでなく、地球環
境の観点からも貢献が期待される。また、
日本製のLPガス自動車の開発促進と、海外
市場を視野に入れたビジネス創出も期待さ
れる。

　海外の自動車メーカーでライン生産され
るLPガス自動車は、日本に輸入する時点
で、燃料容器・容器付属品を取り外し、検
査を受けなくてはならない。
　また、取り外して検査を受けることによ
り、「製造国で完成された自動車」でなく
なり、自動車型式認定を取得して販売する
ことができない。

z1200047 全省庁
国・地方自治体向け金銭債権の証券化
等に係る債権譲渡禁止特約の解除【新
規】

5056 50560144 11 (社)日本経済団体連合会 144
国・地方自治体向け金銭債権の証券化等に
係る債権譲渡禁止特約の解除【新規】

　すべての国の機関及び地方自治体におい
て、速やかに債権譲渡禁止特約を解除すべ
きである。

　債権譲渡禁止特約が資産流動化の適格要
件の障害となっている。このような状況を
改善するため、経済産業省などの一部の国
の機関においては、既に債権譲渡禁止特約
の解除が行われている。

　国の機関及び地方自治体向けの金銭債権
については、譲渡禁止特約が付されている
ため、当該金銭債権の証券化等を行うこと
ができない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 54/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
当室からの
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

z1200047 全省庁
国・地方自治体向け金銭債権の
証券化に関する債権譲渡禁止

特約の解除

平１４年５月１日以降、物品・役
務の調達契約については、一定
の金額以下等について債権譲
渡禁止特約の解除を行ってい
る。

ｄ

債権譲渡禁止特約については、
平１４年５月１日以降、物品・役
務の調達契約について、「売掛
債権担保融資保証制度」に係る
物品・役務の調達契約の一定の
金額以下等の契約について、債
権譲渡禁止特約の解除を行って
いる。
　債権譲渡禁止特約解除に係る
仕組み作りについては、経済産
業省において実施されているこ
とから、今後、経済産業省よりの
詳細な説明を待って、新たに対
象となる契約及び譲渡対象者の
拡大等に向け検討を行いたい。

平成１６年度中に、債権譲渡禁
止特約の解除の対象となる契約
の拡大（リース契約等）及び譲渡
対象者の拡大（特定目的会社
等）について検討し、結論を得る
ことについて回答いただきたい。

ｄ

債権譲渡禁止特約の解除の対
象となる契約の拡大（リース契
約等）等について結論を得ること
については、経済産業省から行
われる債権譲渡禁止特約解除
に係る仕組み等についての詳細
な説明や、経済産業省おいて実
施された事例等の資料を配布を
受け、これらを基にして、そのリ
スク等も含め慎重に検討し、物
品・役務の調達契約に係る債権
譲渡禁止特約の解除の新たに
対象となる契約及び譲渡対象者
の拡大等の結論を得ることとし
たい。

z1200048
国土交通省、
財務省、総務
省、警察庁

自動車保有関係手続のワンス
トップサービスの対象拡大

（１）①道路運送
車両法第59条、
第62条、第97条
の2第1項

③道路運送車両
法第13条、第15

条
（４）①自動車損
害賠償保障法第

９条

自動車保有関係手続は、自動
車の検査登録を受けるために、
運輸支局等の他、市役所等、警
察署、都道府県税事務所等、そ
れぞれの行政機関に出向いて
手続を行う必要がある。

ａ及び
ｂ

自動車保有関係手続（検査・登録、保管場所証明、自動車
関係諸税等の納付等）のワンストップ化については、平成１
７年１２月から、すべての関係機関にまたがるワンストップ
サービスの基本的な手続であり、ワンストップ化による申請
者の利便性向上の効果が大きい新車の新規登録（型式指
定車）を対象として、自動車保有関係手続のワンストップ
サービスを稼動させることとしており、これにより、各種税の
納付手続の電子化や保管場所証明手続の電子化が可能と
なる。
その際、入力項目を集約した申請画面や税・手数料のまと
め払いの機能を持たせることとしているほか、代行申請や申
請自体もまとめて行うための機能についても設ける方向で
検討するなど、大量に自動車を保有する方にも配意したシス
テム構築を行っているところ。
その他の対象手続の電子化については、システムの安定稼
動や関係機関の対応状況等を勘案して、平成２０年を目途
に段階的にワンストップサービス化を進めることとしている。
（１）①軽自動車についてワンストップサービス化する際に
は、軽自動車検査協会でワンストップサービスに対応したシ
ステムを構築する必要があり、また軽自動車税の取扱につ
いても、全国約３，０００団体の市町村の電子化等の対応が
必要であり、登録自動車の進捗状況や安定状況を踏まえて
から調整することとしている。
③システムの安定稼動や関係機関の対応状況等を勘案し
て、段階的に稼動開始することとしている。
（４）①自賠責保険の付保確認は電子的に行うこととしてい
る。
②登録事項等証明書に関する手続の電子化については、平
成１６年度中を目途に、利便性の向上や個人情報の保護等
の観点から検討する。なお、登録事項等証明書がネットワー
ク上で確認できることとなった場合には、必要書類の取付け
に代えることにつき検討する。

ワンストップサービスについて、
①回答では「新車の新規登録を
対象とした自動車保有関係手続
き」以外のワンストップサービス
については平成20年を目途に段
階的に実施とあるが、具体的な
検討時期について示されたい。
②軽自動車のワンストップサー
ビスについて、具体的な検討時
期について示されたい③原付に
ついてもワンストップサービスの
対象化が要望されているが、こ
の点について改めて検討された
い。

ａ及び
ｂ

①平成１７年１２月から開始する
手続は、新車の新規登録（型式
指定車）とし、継続検査等の手
続は、平成１９年から平成２０年
にかけて段階的に行うこととして
いる。
②軽自動車については、登録車
のワンストップサービス化の進
展状況やその運用の安定状況
を見ながら関係機関と調整を行
うこととしている。
③総務省の回答をご参照いただ
きたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 55/158
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z1200047 全省庁
国・地方自治体向け金銭債権の証券化
に関する債権譲渡禁止特約の解除

5086 50860034 11 社団法人リース事業協会 34
国・地方自治体向け金銭債権の証券化に関
する債権譲渡禁止特約の解除

各省庁及び地方自治体において、統一的か
つ早急に債権譲渡禁止特約の解除の対象と
なる契約（リース契約等）及び譲渡対象者
の拡大（特定目的会社等）を望む。

本年6月に同要望を提出したが、各省庁の
対応が異なり、統一的な対応が求められ
る。

z1200048
国土交通省、
財務省、総務
省、警察庁

自動車保有関係手続のワンストップ
サービスの対象拡大

5056 50560189 11 (社)日本経済団体連合会 189
自動車保有関係手続のワンストップサービス
の対象拡大

　自動車保有関係手続のワンストップサー
ビス化は、規制改革・民間開放推進3ヵ年
計画に基づき、平成17年の稼動開始に向
け、検討及び一部で試験運用が行われてい
るが、より利便性の高いサービスを実現す
るため、以下の事項を早急に検討・具体化
していくべきである。(1)検査・登録等諸
手続①軽自動車の検査・届出手続等の電子
化②納税証明書の添付に代わる電子化の検
討③抹消・移転登録手続の電子化④原付の
ワンストップサービス対象化(2)自動車関
連税手続①自動車取得税・自動車税・軽自
動車税・自動車重量税の納付手続等の電子
化および電子化に向けた手続の合理化②納
税に係る行政と所有者の有する電子情報の
交換(3)保管場所証明申請手続
　①保管場所申請手続の電子化及び電子化
に向けた申請手続の全国統一化、添付書類
の簡素化等(4)自賠責保険手続①付保手続
の電子化及び電子化に向けた手続の合理化
②自賠責解約時における当該車両の状況
（滅失・解体など）確認の合理化（具体的
には、保険会社がネットワーク上で確認出
来ることとした上で、当該確認をもって必
要書類（登録事項等証明書や抹消登録証明
書）の取付に代えることを可能とするこ
と。【「規制改革・民間開放推進３か年計
画」Ⅲ分野別措置事項１ＩＴ関係エ⑩ｂ関
連】）

　手続申請の電子化がなされていないた
め、その手続の申請もしくは代行申請をす
る自動車関連業界（自動車リース業界も含
む）に多大な負担を強いている。また、
リース会社の税の申告・納付事務等は膨大
であり、これらの事務作業の効率化、円滑
化の観点から、電子化（書式の全国統一
化）を図る必要がある。 電子化の検討に
際しては、利用者の意見を充分に反映させ
ることによって、電子化による混乱等が生
じないよう配慮する必要がある。平成17年
中のシステム稼働を目指してワンストップ
サービス化が実用化される予定だが、軽自
動車の登録管理に加え、原付車両について
も接続のインターフェースを統一化する
等、ユーザー（申請者）負担の軽減を目指
すべきである。また、年間の自賠責解約手
続きは各保険会社とも膨大な件数となって
いるが、本要望の実現により契約者・保険
会社双方の負担が大幅に軽減される。

　自動車の生産・販売・流通に伴って必要
となる諸行政手続きは、書類により行うと
ともに、複数省庁にまたがるため、極めて
煩雑である。
　現在、政府の「規制改革・民間開放推進
３か年計画」に基づき、平成17年中のシス
テム稼動に向けて、自動車保有関係手続の
ワンストップサービスの推進に係る検討お
よび試験運用が進められているが、地方自
治体への届出制となっている原付などの車
両についてはワンストップサービスの対象
外である等、一定の制限がある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 56/158
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z1200048
国土交通省、
財務省、総務
省、警察庁

自動車保有関係手続のワンス
トップサービスの対象拡大

（１）①道路運送
車両法第59条、
第62条、第97条
の2第1項

③道路運送車両
法第13条、第15

条
（４）①自動車損
害賠償保障法第

９条

自動車保有関係手続は、自動
車の検査登録を受けるために、
運輸支局等の他、市役所等、警
察署、都道府県税事務所等、そ
れぞれの行政機関に出向いて
手続を行う必要がある。

ａ及び
ｂ

自動車保有関係手続（検査・登録、保管場所証明、自動車
関係諸税等の納付等）のワンストップ化については、平成１
７年１２月から、すべての関係機関にまたがるワンストップ
サービスの基本的な手続であり、ワンストップ化による申請
者の利便性向上の効果が大きい新車の新規登録（型式指
定車）を対象として、自動車保有関係手続のワンストップ
サービスを稼動させることとしており、これにより、各種税の
納付手続の電子化や保管場所証明手続の電子化が可能と
なる。
その際、入力項目を集約した申請画面や税・手数料のまと
め払いの機能を持たせることとしているほか、代行申請や申
請自体もまとめて行うための機能についても設ける方向で
検討するなど、大量に自動車を保有する方にも配意したシス
テム構築を行っているところ。
その他の対象手続の電子化については、システムの安定稼
動や関係機関の対応状況等を勘案して、平成２０年を目途
に段階的にワンストップサービス化を進めることとしている。
（１）①軽自動車についてワンストップサービス化する際に
は、軽自動車検査協会でワンストップサービスに対応したシ
ステムを構築する必要があり、また軽自動車税の取扱につ
いても、全国約３，０００団体の市町村の電子化等の対応が
必要であり、登録自動車の進捗状況や安定状況を踏まえて
から調整することとしている。
③システムの安定稼動や関係機関の対応状況等を勘案し
て、段階的に稼動開始することとしている。
（４）①自賠責保険の付保確認は電子的に行うこととしてい
る。
②登録事項等証明書に関する手続の電子化については、平
成１６年度中を目途に、利便性の向上や個人情報の保護等
の観点から検討する。なお、登録事項等証明書がネットワー
ク上で確認できることとなった場合には、必要書類の取付け
に代えることにつき検討する。

ワンストップサービスについて、
①回答では「新車の新規登録を
対象とした自動車保有関係手続
き」以外のワンストップサービス
については平成20年を目途に段
階的に実施とあるが、具体的な
検討時期について示されたい。
②軽自動車のワンストップサー
ビスについて、具体的な検討時
期について示されたい③原付に
ついてもワンストップサービスの
対象化が要望されているが、こ
の点について改めて検討された
い。

ａ及び
ｂ

①平成１７年１２月から開始する
手続は、新車の新規登録（型式
指定車）とし、継続検査等の手
続は、平成１９年から平成２０年
にかけて段階的に行うこととして
いる。
②軽自動車については、登録車
のワンストップサービス化の進
展状況やその運用の安定状況
を見ながら関係機関と調整を行
うこととしている。
③総務省の回答をご参照いただ
きたい。

z1200049 国土交通省
自動車登録情報の電子的開示

について

道路運送車両法
第22条

国土交通省自動
車交通局技術安
全部　平成１３年
１１月６日付通達
名称：「登録事項
等証明書交付請
求者及び自動車
検査証再交付請
求者等に対する
本人確認の実施
について」

　登録事項等証明書は、何人
も、国土交通大臣に対し、その
書面での交付を請求できること
とされている。
　なお、自動車盗難防止等の観
点から、平成１３年１２月３日か
ら、全国の陸運支局及び自動車
検査登録事務所において、登録
事項等証明書の交付請求者及
び自動車検査証の再交付申請
者等に対して、運転免許証の提
示を求める等により、本人確認
を実施することとした。

ｂ Ⅰ

　登録事項等証明書に関する手
続きの電子化については、平成
１６年度中を目途に、利便性の
向上や個人情報の保護等の観
点から検討する。

①現在の検討状況について明ら
かにされたい。検討を開始され
ていない場合は、その開始時期
を明示されたい。
②結論時期の明示、前倒しにつ
いてご回答いただきたい。

ｂ Ⅰ

現在、要望団体等にヒアリング
を行っており、具体的な要望を
踏まえて検討を進めているとこ
ろである。なお、利便性の向上
や個人情報の保護等の観点か
らも慎重な検討が必要であり、
今年度末を目途に検討結果をと
りまとめたいと考えている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 57/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目
要望
管理番号

要望事項
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要望
事項
補助
番号
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要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200048
国土交通省、
財務省、総務
省、警察庁

自動車保有関係手続のワンストップ
サービスの対象拡大

5086 50860035 11 社団法人リース事業協会 35
自動車の生産・販売・流通に伴って必要とな
る諸行政手続の電子化の早期実現等

自動車の生産・販売・流通に伴って必要と
なる諸行政手続（検査・登録～国、車庫証
明・納税～地方、自賠責保険確認～国）等
の電子化は、新車の新規登録については平
成17年12月から稼動とされ、その他の手続
きは平成20年を目途に段階的に進めるとさ
れているが、早急に検討・具体化していく
こと。なお、試験運用を行う際、大量の自
動車を所有するリース会社の事務手続等を
考慮して、その運用に当たっての検討等を
行うこと。

 電子化により、申請項目の共通化・統一
化と申請に必要な添付書類の削減化ができ
れば、自動車関連業界の生産・販売・流通
に係わる申請及び手続代行コストは大幅に
軽減され、その軽減分を直接部門へ投入す
ることで新たな自動車リース市場の開拓が
促進され、経済活性化に資する。

手続申請の電子化がなされていないため、
その手続を申請もしくは代行申請をする自
動車関連業界（自動車リース業界も含む）
に多大な負担を強いている。また、リース
会社の税の申告・納付事務等は膨大であ
り、これらの事務作業の効率化、円滑化の
観点から、電子化（書式の全国統一化）を
図る必要があると考えられる。 電子化の
検討に際しては、利用者の意見を充分に反
映させることによって、電子化による混乱
等が生じないよう配慮する必要がある。

z1200049 国土交通省
自動車登録情報の電子的開示につい
て

5056 50560189 21 (社)日本経済団体連合会 189
自動車保有関係手続のワンストップサービス
の対象拡大

　自動車保有関係手続のワンストップサー
ビス化は、規制改革・民間開放推進3ヵ年
計画に基づき、平成17年の稼動開始に向
け、検討及び一部で試験運用が行われてい
るが、より利便性の高いサービスを実現す
るため、以下の事項を早急に検討・具体化
していくべきである。(5)所有者に対する
所有自動車に係る登録事項等の電子的開示

　手続申請の電子化がなされていないた
め、その手続の申請もしくは代行申請をす
る自動車関連業界（自動車リース業界も含
む）に多大な負担を強いている。また、
リース会社の税の申告・納付事務等は膨大
であり、これらの事務作業の効率化、円滑
化の観点から、電子化（書式の全国統一
化）を図る必要がある。 電子化の検討に
際しては、利用者の意見を充分に反映させ
ることによって、電子化による混乱等が生
じないよう配慮する必要がある。平成17年
中のシステム稼働を目指してワンストップ
サービス化が実用化される予定だが、軽自
動車の登録管理に加え、原付車両について
も接続のインターフェースを統一化する
等、ユーザー（申請者）負担の軽減を目指
すべきである。また、年間の自賠責解約手
続きは各保険会社とも膨大な件数となって
いるが、本要望の実現により契約者・保険
会社双方の負担が大幅に軽減される。

　自動車の生産・販売・流通に伴って必要
となる諸行政手続きは、書類により行うと
ともに、複数省庁にまたがるため、極めて
煩雑である。
　現在、政府の「規制改革・民間開放推進
３か年計画」に基づき、平成17年中のシス
テム稼動に向けて、自動車保有関係手続の
ワンストップサービスの推進に係る検討お
よび試験運用が進められているが、地方自
治体への届出制となっている原付などの車
両についてはワンストップサービスの対象
外である等、一定の制限がある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 58/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
当室からの
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

z1200050 国土交通省
大量車両登録変更のための特

例措置

道路運送車両法
第１２条、第１３
条、第６６条、第

６７条

変更登録及び移転登録の申請
を行うときは、自動車検査証記
入申請を同時にしなければなら
ないこととなっている。

ｂ、c、
ｄ

（６）について
自動車関係手続きについては、
平成１７年１２月より、一部地域
において、新車新規登録手続き
を対象として、オンラインで申請
できるワンストップサービスシス
テムを導入することとしている
が、平成２０年までに、移転登録
（所有者の変更の場合）、変更
登録（所有者以外の登録事項の
変更の場合）も含め、全ての手
続きについて、全国でワンストッ
プサービスシステムを導入する
ことを目指している。

ワンストップサービスシステムの
運用により、全国どこからでもオ
ンラインで申請が可能となる。

なお、仮に、自動車検査証記載
事項変更申請を変更登録及び
移転登録とは別途おこなえるよ
うにした場合、自動車検査証で
は正しい（最新の）所有者や使
用者の氏名、住所等が把握でき
ないこととなり、その結果、車両
の街頭検査等の取締りや安全
かつ円滑な取引に支障を生じる
こととなるため、対応は困難であ
る。

要望元からの下記意見を踏まえ、具体的な
対応策を改めて検討され、示されたい。「現
行法に基づく自動車登録手続は、比較的短
期間に成長してきた自動車リース業の実態
に則していない。特に、経済活性化に資する
会社の合併、業界再編、組織変更などの際
に大きな障害となっている。
　すなわち、現行の車両登録変更手続は、
リース会社にとって、その再編、組織変更の
日から15日以内に、全ての顧客からリース車
両に備え付けられてる自動車検査証原本を
回収して行うことを求めており、リース会社１
社が全国各地に10万人以上の車両運転者
を有している例も珍しいものでは無いことを
踏まえると、現実的には対応が極めて困難
である。
　第1次回答では、「自動車車検証では正し
い … 使用者の氏名、住所等が把握できな
い」とされているが、本要望は、自動車使用
者の情報の変更手続について改正を要請し
ているものでも、また、リース会社が行う少数
の変更手続を含め、全ての所有者の全ての
変更手続について改正を要請しているもの
でもなく、大量車両所有者が行う大量の変更
手続等について特例的な措置を検討するよ
う要望するものである。
　さらに、①車両の街頭検査等の取り締まり
に支障を生じる、②安全かつ円滑な取引に
支障を生じる、との事由により、対応は困難
とされているが、本要望の範囲は、そうした1
次回答の想定する前提よりも遥かに狭いも
ののため、警察官による車両の街頭検査及
び安全かつ円滑な中古自動車の取引に与え
る影響は極めて小さく、また寧ろ、手続の遅
滞が解消されることにより、正確な登録情報
が直ちに関係機関に共有され、車両の街頭
検査等の取締りや安全かつ円滑な取引に資
するようになるとも考えられる。」

ｃ

大量の自動車を所有している者
にだけ、変更登録等の手続きと
自動車検査証記載事項変更の
手続きを切り離すよう制度改正
することについては、特例が認
められるためには何台の自動車
を所有していれば良いかという
数値上の基準を設けることが困
難であることに加え、所有者と使
用者が同一の場合と異なる場合
（リースや所有権留保車両等の
場合）とで取扱いを異ならせるこ
とが合理的かどうか、そもそも国
民全体のうち大量の自動車を所
有している一部の者にだけ法令
上の特例を認めることとなり、公
平性の観点から問題がある。
また、現在、我が国における登
録自動車の保有台数は約５２０
０万台あり、そのうちリース車両
数は約３００万台といわれてい
る。
こうした現状でリース車両につい
て自動車検査証の記載事項の
変更手続きを切り離した場合、
中古自動車の取引や街頭検査
等の取締りに支障があるものと
考えられる。

z1200050 国土交通省
大量車両登録変更のための特

例措置

道路運送車両法
第１２条、第１３
条、第６６条、第

６７条

変更登録及び移転登録の申請
を行うときは、自動車検査証記
入申請を同時にしなければなら
ないこととなっている。

ｂ、c、
ｄ

①及び②について
仮に、自動車検査証記載事項変更申請
を変更登録及び移転登録とは別途行え
るようにした場合、自動車検査証では正
しい（最新の）所有者や使用者の氏名、
住所等が把握できないこととなり、その
結果、車両の安全かつ円滑な取引や街
頭検査等の取締りに支障を生じることと
なるため、対応は困難である。
また、自動車関係手続きについては、
平成１７年１２月より、一部地域におい
て、新車新規登録手続きを対象として、
オンラインで申請できるワンストップ
サービスシステムを導入することとして
いるが、平成２０年までに、移転登録
（所有者の変更の場合）、変更登録（所
有者以外の登録事項の変更の場合）も
含め、全ての手続きについて、全国でワ
ンストップサービスシステムを導入する
ことを目指している。

③について
上記のワンストップサービスシステムの
運用により、全国どこからでもオンライ
ンで申請が可能となる。

④について
登録事項等証明書は、全国どこの運輸
支局等においても入手可能である。

要望元からの下記意見を踏まえ、具体的な
対応策を改めて検討され、示されたい。「現
行法に基づく自動車登録手続は、比較的短
期間に成長してきた自動車リース業の実態
に則していない。特に、経済活性化に資する
会社の合併、業界再編、組織変更などの際
に大きな障害となっている。
　すなわち、現行の車両登録変更手続は、
リース会社にとって、その再編、組織変更の
日から15日以内に、全ての顧客からリース車
両に備え付けられてる自動車検査証原本を
回収して行うことを求めており、リース会社１
社が全国各地に10万人以上の車両運転者
を有している例も珍しいものでは無いことを
踏まえると、現実的には対応が極めて困難
である。
　第1次回答では、「自動車車検証では正し
い … 使用者の氏名、住所等が把握できな
い」とされているが、本要望は、自動車使用
者の情報の変更手続について改正を要請し
ているものでも、また、リース会社が行う少数
の変更手続を含め、全ての所有者の全ての
変更手続について改正を要請しているもの
でもなく、大量車両所有者が行う大量の変更
手続等について特例的な措置を検討するよ
う要望するものである。
　さらに、①車両の街頭検査等の取り締まり
に支障を生じる、②安全かつ円滑な取引に
支障を生じる、との事由により、対応は困難
とされているが、本要望の範囲は、そうした1
次回答の想定する前提よりも遥かに狭いも
ののため、警察官による車両の街頭検査及
び安全かつ円滑な中古自動車の取引に与え
る影響は極めて小さく、また寧ろ、手続の遅
滞が解消されることにより、正確な登録情報
が直ちに関係機関に共有され、車両の街頭
検査等の取締りや安全かつ円滑な取引に資
するようになるとも考えられる。」

ｃ

大量の自動車を所有している者
にだけ、変更登録等の手続きと
自動車検査証記載事項変更の
手続きを切り離すよう制度改正
することについては、特例が認
められるためには何台の自動車
を所有していれば良いかという
数値上の基準を設けることが困
難であることに加え、所有者と使
用者が同一の場合と異なる場合
（リースや所有権留保車両等の
場合）とで取扱いを異ならせるこ
とが合理的かどうか、そもそも国
民全体のうち大量の自動車を所
有している一部の者にだけ法令
上の特例を認めることとなり、公
平性の観点から問題がある。
また、現在、我が国における登
録自動車の保有台数は約５２０
０万台あり、そのうちリース車両
数は約３００万台といわれてい
る。
こうした現状でリース車両につい
て自動車検査証の記載事項の
変更手続きを切り離した場合、
中古自動車の取引や街頭検査
等の取締りに支障があるものと
考えられる。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 59/158
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z1200050 国土交通省 大量車両登録変更のための特例措置 5056 50560189 31 (社)日本経済団体連合会 189
自動車保有関係手続のワンストップサービス
の対象拡大

　自動車保有関係手続のワンストップサー
ビス化は、規制改革・民間開放推進3ヵ年
計画に基づき、平成17年の稼動開始に向
け、検討及び一部で試験運用が行われてい
るが、より利便性の高いサービスを実現す
るため、以下の事項を早急に検討・具体化
していくべきである。(6)自動車大量所有
者の事務手続等を踏まえた運用

　手続申請の電子化がなされていないた
め、その手続の申請もしくは代行申請をす
る自動車関連業界（自動車リース業界も含
む）に多大な負担を強いている。また、
リース会社の税の申告・納付事務等は膨大
であり、これらの事務作業の効率化、円滑
化の観点から、電子化（書式の全国統一
化）を図る必要がある。 電子化の検討に
際しては、利用者の意見を充分に反映させ
ることによって、電子化による混乱等が生
じないよう配慮する必要がある。平成17年
中のシステム稼働を目指してワンストップ
サービス化が実用化される予定だが、軽自
動車の登録管理に加え、原付車両について
も接続のインターフェースを統一化する
等、ユーザー（申請者）負担の軽減を目指
すべきである。また、年間の自賠責解約手
続きは各保険会社とも膨大な件数となって
いるが、本要望の実現により契約者・保険
会社双方の負担が大幅に軽減される。

　自動車の生産・販売・流通に伴って必要
となる諸行政手続きは、書類により行うと
ともに、複数省庁にまたがるため、極めて
煩雑である。
　現在、政府の「規制改革・民間開放推進
３か年計画」に基づき、平成17年中のシス
テム稼動に向けて、自動車保有関係手続の
ワンストップサービスの推進に係る検討お
よび試験運用が進められているが、地方自
治体への届出制となっている原付などの車
両についてはワンストップサービスの対象
外である等、一定の制限がある。

z1200050 国土交通省 大量車両登録変更のための特例措置 5056 50560192 11 (社)日本経済団体連合会 192 大量車両登録変更のための特例措置【新規】

　大量車両所有者の行う車両登録変更等を
効率化する観点から、以下の措置を講じる
べきである。
①申請時の車検証原本の提出を不要とする
とともに、電子的な方法による申請を認め
ること。
②上記の点を踏まえ、先行して変更登録や
移転登録を行った車両については、次回車
検時までに車検証の記載事項を変更すれば
よいとすること。
③自動車登録番号の変更を伴わなければ、
各自動車の登録地に関係なく、現所有者の
最寄の陸運事務所にて申請可能とするこ
と。
④真の所有者を即座に確認し得るように、
変更登録などの情報が全国どこの運輸局で
も即座に入手できるような全国統一的なデ
－タベ－スを構築すること。

　リース車の台数は、近年増加しているも
のの、現行道路運送車両法に基く登録関係
諸手続きは、自動車リース会社のような大
量車両所有者による変更登録、もしくは移
転登録を想定したものとはなっていない
【注】。
　最近の経済情勢により、リース会社や自
動車ディーラーのように大量に車両を所有
する会社においても、企業統合、会社移
転、名称変更などが増加し、それに伴い車
両登録変更もしくは移転登録申請などを行
わなければならないケースが増えている。
　現在、自動車リース会社のような大量車
両所有者が、移転などにより車両の変更登
録や移転登録を大量に行わなければならな
い場合、各地に散在する車両使用者（借
主）から車検証原本を回収しなければなら
ず、なおかつ、15日以内に登録申請も行わ
なければならないため、膨大な事務的な労
力を要している。
　昨今のＩＴ分野の目覚しい進展を踏ま
え、全国的なデ－タベ－スの活用を図るこ
とにより、車両の真の所有者を即座に特定
することは十分可能と思われる。また、こ
うした取組みは、e-政府の方針に一致する
ものである。
【注】　・リース車両数（国土交通省調
査）1980年　18万台　1990年　119万台
2000年　236万台　2003年　267万台 ・
リース車両を5千台以上保有する会社（日
本自動車ﾘｰｽ協会連合会会員調査）2000年
75社　　　　2003年　71社

　車両所有者が、社名変更や住所変更をお
こなったり、車両を他企業に譲渡した場
合、事由発生から15日以内に、変更登録の
申請（道路運送車両法12条１項）、または
移転登録の申請（道路運送車両法13条１
項）を行わなければならない。所有者によ
る上記申請は、申請時に自動車検査証の原
本を提出して行われる車両の使用者による
自動車検査証記載事項変更の申請と同時に
行うことが義務づけられている（道路運送
車両法12条.２項、13条３項及び67条）。
　一方車両を道路上において運行する場合
は、常に車両内に自動車検査証原本を保管
することが義務づけられている（道路運送
車両法66条）。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 60/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧
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z1200050 国土交通省
大量車両登録変更のための特

例措置

道路運送車両法
第１２条、第１３
条、第６６条、第

６７条

変更登録及び移転登録の申請
を行うときは、自動車検査証記
入申請を同時にしなければなら
ないこととなっている。

c

大量に自動車を所有している者
にだけ、変更登録等の手続と自
動車検査証記載事項変更手続
を切り離すよう制度改正すること
は、どの程度から「大量」とする
かという論理的説明の困難性に
加え、公平性の観点から問題が
ある。
また、リース車両は約３００万台
といわれる中で、これらの車両
について自動車検査証の記載
事項の変更手続を切り離した場
合、中古自動車の取引や街頭
検査等の取締りに何ら影響がな
いとはいえない。

要望元からの下記意見を踏まえ、具体的な
対応策を改めて検討され、示されたい。「現
行法に基づく自動車登録手続は、比較的短
期間に成長してきた自動車リース業の実態
に則していない。特に、経済活性化に資する
会社の合併、業界再編、組織変更などの際
に大きな障害となっている。
　すなわち、現行の車両登録変更手続は、
リース会社にとって、その再編、組織変更の
日から15日以内に、全ての顧客からリース車
両に備え付けられてる自動車検査証原本を
回収して行うことを求めており、リース会社１
社が全国各地に10万人以上の車両運転者
を有している例も珍しいものでは無いことを
踏まえると、現実的には対応が極めて困難
である。
　第1次回答では、「自動車車検証では正し
い … 使用者の氏名、住所等が把握できな
い」とされているが、本要望は、自動車使用
者の情報の変更手続について改正を要請し
ているものでも、また、リース会社が行う少数
の変更手続を含め、全ての所有者の全ての
変更手続について改正を要請しているもの
でもなく、大量車両所有者が行う大量の変更
手続等について特例的な措置を検討するよ
う要望するものである。
　さらに、①車両の街頭検査等の取り締まり
に支障を生じる、②安全かつ円滑な取引に
支障を生じる、との事由により、対応は困難
とされているが、本要望の範囲は、そうした1
次回答の想定する前提よりも遥かに狭いも
ののため、警察官による車両の街頭検査及
び安全かつ円滑な中古自動車の取引に与え
る影響は極めて小さく、また寧ろ、手続の遅
滞が解消されることにより、正確な登録情報
が直ちに関係機関に共有され、車両の街頭
検査等の取締りや安全かつ円滑な取引に資
するようになるとも考えられる。」

ｃ

大量の自動車を所有している者
にだけ、変更登録等の手続きと
自動車検査証記載事項変更の
手続きを切り離すよう制度改正
することについては、特例が認
められるためには何台の自動車
を所有していれば良いかという
数値上の基準を設けることが困
難であることに加え、所有者と使
用者が同一の場合と異なる場合
（リースや所有権留保車両等の
場合）とで取扱いを異ならせるこ
とが合理的かどうか、そもそも国
民全体のうち大量の自動車を所
有している一部の者にだけ法令
上の特例を認めることとなり、公
平性の観点から問題がある。
また、現在、我が国における登
録自動車の保有台数は約５２０
０万台あり、そのうちリース車両
数は約３００万台といわれてい
る。
こうした現状でリース車両につい
て自動車検査証の記載事項の
変更手続きを切り離した場合、
中古自動車の取引や街頭検査
等の取締りに支障があるものと
考えられる。

z1200050 国土交通省
大量車両登録変更のための特

例措置

道路運送車両法
第１２条、第１３
条、第６６条、第

６７条

変更登録及び移転登録の申請
を行うときは、自動車検査証記
入申請を同時にしなければなら
ないこととなっている。

ｂ、c

自動車関係手続きについては、
平成１７年１２月より、一部地域
において、新車新規登録手続き
を対象として、オンラインで申請
できるワンストップサービスシス
テムを導入することとしている
が、平成２０年までに、移転登録
（所有者の変更の場合）、変更
登録（所有者以外の登録事項の
変更の場合）も含め、全ての手
続きについて、全国でワンストッ
プサービスシステムを導入する
ことを目指している。

仮に、自動車検査証記載事項
変更申請を変更登録及び移転
登録とは別途おこなえるようにし
た場合、自動車検査証では正し
い（最新の）所有者や使用者の
氏名、住所等が把握できないこ
ととなり、その結果、車両の街頭
検査等の取締りや安全かつ円
滑な取引に支障を生じることとな
るため、対応は困難である。

また、変更登録及び移転登録の
申請を行うべき期間を延長する
ことについては、上記と同様の
理由から困難である。

要望元からの下記意見を踏まえ、具体的な
対応策を改めて検討され、示されたい。「現
行法に基づく自動車登録手続は、比較的短
期間に成長してきた自動車リース業の実態
に則していない。特に、経済活性化に資する
会社の合併、業界再編、組織変更などの際
に大きな障害となっている。
　すなわち、現行の車両登録変更手続は、
リース会社にとって、その再編、組織変更の
日から15日以内に、全ての顧客からリース車
両に備え付けられてる自動車検査証原本を
回収して行うことを求めており、リース会社１
社が全国各地に10万人以上の車両運転者
を有している例も珍しいものでは無いことを
踏まえると、現実的には対応が極めて困難
である。
　第1次回答では、「自動車車検証では正し
い … 使用者の氏名、住所等が把握できな
い」とされているが、本要望は、自動車使用
者の情報の変更手続について改正を要請し
ているものでも、また、リース会社が行う少数
の変更手続を含め、全ての所有者の全ての
変更手続について改正を要請しているもの
でもなく、大量車両所有者が行う大量の変更
手続等について特例的な措置を検討するよ
う要望するものである。
　さらに、①車両の街頭検査等の取り締まり
に支障を生じる、②安全かつ円滑な取引に
支障を生じる、との事由により、対応は困難
とされているが、本要望の範囲は、そうした1
次回答の想定する前提よりも遥かに狭いも
ののため、警察官による車両の街頭検査及
び安全かつ円滑な中古自動車の取引に与え
る影響は極めて小さく、また寧ろ、手続の遅
滞が解消されることにより、正確な登録情報
が直ちに関係機関に共有され、車両の街頭
検査等の取締りや安全かつ円滑な取引に資
するようになるとも考えられる。」

ｃ

大量の自動車を所有している者
にだけ、変更登録等の手続きと
自動車検査証記載事項変更の
手続きを切り離すよう制度改正
することについては、特例が認
められるためには何台の自動車
を所有していれば良いかという
数値上の基準を設けることが困
難であることに加え、所有者と使
用者が同一の場合と異なる場合
（リースや所有権留保車両等の
場合）とで取扱いを異ならせるこ
とが合理的かどうか、そもそも国
民全体のうち大量の自動車を所
有している一部の者にだけ法令
上の特例を認めることとなり、公
平性の観点から問題がある。
また、現在、我が国における登
録自動車の保有台数は約５２０
０万台あり、そのうちリース車両
数は約３００万台といわれてい
る。
こうした現状でリース車両につい
て自動車検査証の記載事項の
変更手続きを切り離した場合、
中古自動車の取引や街頭検査
等の取締りに支障があるものと
考えられる。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 61/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧
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z1200050 国土交通省 大量車両登録変更のための特例措置 5086 50860036 11 社団法人リース事業協会 36
変更登録及び移転登録に係る特例措置の創
設について

・大量の車両を所有する者が変更登録・移
転登録を行うことを前提として、「所有者
に係る自動車検査証の記載事項に変更事由
（所有者の合併、名称・住所変更等）が生
じた場合、特段の理由がある限りにおいて
は、特例として大量一括処理を効率的に行
えるための申請手続きについて認める。」
等の措置を講じること。

・厳しい経済環境に対応等するための企業
の組織再編等が容易となる。・リース会社
の申請及び自動車検査証を収集するための
過重な事務負担と経済的負担等が緩和され
る。

・リース車両数は急速に拡大※１している
が、道路運送車両法における登録関係諸手
続き等はリース会社のような大量の車両を
所有する者※２を想定した手続きが講じら
れていない。・厳しい経済環境の中、リー
ス会社においても企業の組織再編等が増加
※３、また、経費削減等の観点から本社移
転が行われている。・これら経済環境の変
化が著しいなか、大量の車両を所有する
リース会社に合併、名称・住所変更等の変
更登録・移転登録の事由及び自動車検査証
の記載事項の変更事由が生じた場合、変更
登録・移転登録の申請及び自動車検査証を
収集するため過重な事務負担と経済的負担
等がかかる。・自動車の登録制度について
高く評価するため、リース会社のような大
量の車両を所有する者に変更事由が生じた
場合、特段の理由がある限りにおいては、
特例として大量一括処理を効率的に行える
ための申請手続きについて認める等の措置
を講じること。※１ リース車両数（国土
交通省調査）    1966年 1,489台  1980年
18万台  1990年 119万台  2003年 267万台
※２  リース車両を１万台以上保有する会
社数とシェア（日本自動車リース協会連合
会調査）    1992年 37社・71.3％  2003
年 41社・82.7％※２  社団法人リース事
業協会の会員数    1998年度末 370社
2003年度末 294社  減少（退会）の要因は
合併・営業譲渡等

z1200050 国土交通省 大量車両登録変更のための特例措置 5122 51220017 21 米国 17 IT分野：電子商取引を妨げる規制の撤廃

対面および書面取引要件といった電子商取
引を阻害する既存の法律および規制や、そ
の他電子商取引やオンライン・サービスの
発展を妨げている障壁を除去する。現在、
電子通知および電子取引が禁止されている
分野において、電子通知や電子取引が可能
となるよう必要に応じ法律や規制を改正す
る。
②大量の自動車の登録所有者が、電子政府
のオンライン制度を通して、自動車登録の
変更および所有権移転登録を、自動車検査
証記載事項変更の申請とは別途行えるよう
にすると同時に、これらの変更がより妥当
な期間で行えるよう道路運送車両法を改正
する。

「e-Japan重点計画―2004」（重点計画
2004）は電子商取引の促進が日本の優先課
題であることを明らかにしている。日本
は、民間および公的部門での手続のオンラ
イン化に向けて大幅な前進を図ったが、法
的あるいはその他の規制障壁のため、ITの
潜在力をいまだ十二分に活用できていな
い。重点計画 2004は、構造改革の推進
が、日本経済の健全性を取り戻すための一
つの鍵であり、e-Japan戦略 IIの重要な柱
であることを確認すると同時に、政府が自
由かつ公正な競争の促進を通して民間部門
を適切に支援すべきことを明確にしてい
る。こうした政策と目標にそって、日本政
府が以下の措置を講ずることを米国は要請
する。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 62/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目 該当法令等 制度の現状
措置の
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措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
当室からの
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措置の
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措置の概要
（対応策）

z1200051 国土交通省 駆動軸重の軸重規制緩和

車両制限令第３
条第１項第２号
ロ、海上コンテナ
用セミトレーラ連
結車に係る取扱
について（平成１
５年５月９日道路
交通管理課長通
達）、特殊車両の
通行許可に係る
許可限度重量の
特例措置につい
て（平成１５年３
月２０日道路交
通管理課長通
達）、道路運送車
両法第４０条（道
路運送車両の保
安基準第４条の

２）

【あじさい月間あ
り】

軸重の一般的制限値は１０トン
以下。
フル積載海上コンテナを積載し
たトレーラを牽引するトラクタの
うち、エアサスペンションを装着
するものの駆動軸重は、１１．５
トンまで特殊車両通行許可及び
基準緩和の対象。

ｂ －

　エアサスペンションを装着する
トラクタで、フル積載対応海上コ
ンテナ用トレーラーを牽引するも
のについては、自動車産業界等
との協力の下、道路構造物への
影響について技術的検討を行っ
た結果、一定の緩和効果が認め
られたため、必要な条件を満た
す車両について通行を許可して
いる。
　なお、エアサス駆動軸重の緩
和拡大については、床版の疲労
への影響から長期耐久性に与
える影響が極めて大きいため、
重量違反車両が無くなることが
確実に担保されることが必要。
　車両の構造または積載する貨
物が特殊であることから軸重１
１．５ｔであることがやむを得ない
と認められ、技術的検討を行
い、一定の緩和効果が認められ
た場合には、対象とすることは
可能。技術検討は、個別の車両
について行う必要があり、対象と
なる車両の構造または積載する
貨物が特殊であってやむを得な
いと認められるか等を含めて、
平成１７年度までに緩和の可能
性について検討を行う。

実施困難とされる理由があれば
具体的に示された上で、実施時
期についても具体的に示された
い。また、平成16年度中に結論
を出すことの可否についても検
討されたい。

ｂ

　技術検討は、実験などを行う
必要があり、実験方法の検討、
準備、実施、結果の評価等を行
い、対象となる車両の構造又は
積載する貨物が特殊であってや
むを得ないと認められるか等を
含めて検討を行う必要があり、
平成１６年度中に結論を出すこ
とは困難である。

z1200051 国土交通省 駆動軸重の軸重規制緩和

車両制限令第３
条第１項第２号
ロ、海上コンテナ
用セミトレーラ連
結車に係る取扱
について（平成１
５年５月９日道路
交通管理課長通
達）、特殊車両の
通行許可に係る
許可限度重量の
特例措置につい
て（平成１５年３
月２０日道路交
通管理課長通
達）、道路運送車
両法第４０条（道
路運送車両の保
安基準第４条の

２）

【あじさい月間あ
り】

軸重の一般的制限値は１０トン
以下。
フル積載海上コンテナを積載し
たトレーラを牽引するトラクタの
うち、エアサスペンションを装着
するものの駆動軸重は、１１．５
トンまで特殊車両通行許可及び
基準緩和の対象。

ｂ －

　エアサスペンションを装着する
トラクタで、フル積載対応海上コ
ンテナ用トレーラーを牽引するも
のについては、自動車産業界等
との協力の下、道路構造物への
影響について技術的検討を行っ
た結果、一定の緩和効果が認め
られたため、必要な条件を満た
す車両について通行を許可して
いる。
　なお、エアサス駆動軸重の緩
和拡大については、床版の疲労
への影響から長期耐久性に与
える影響が極めて大きいため、
重量違反車両が無くなることが
確実に担保されることが必要。
　車両の構造または積載する貨
物が特殊であることから軸重１
１．５ｔであることがやむを得ない
と認められ、技術的検討を行
い、一定の緩和効果が認められ
た場合には、対象とすることは
可能。技術検討は、個別の車両
について行う必要があり、対象と
なる車両の構造または積載する
貨物が特殊であってやむを得な
いと認められるか等を含めて、
平成１７年度までに緩和の可能
性について検討を行う。

実施困難とされる理由があれば
具体的に示された上で、実施時
期についても具体的に示された
い。また、平成16年度中に結論
を出すことの可否についても検
討されたい。

ｂ

　技術検討は、実験などを行う
必要があり、実験方法の検討、
準備、実施、結果の評価等を行
い、対象となる車両の構造又は
積載する貨物が特殊であってや
むを得ないと認められるか等を
含めて検討を行う必要があり、
平成１６年度中に結論を出すこ
とは困難である。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 63/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目
要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200051 国土交通省 駆動軸重の軸重規制緩和 5056 50560190 11 (社)日本経済団体連合会 190 駆動軸重の軸重規制緩和

　
　２軸トラクタの軸重規制について、「２
軸トラクタの駆動軸重に関する試験及び判
定方法」により適合したトラクタについて
は、フル積載対応海上コンテナけん引用か
否かの別に関係なく、軸重制限を11.5トン
までとすべきである。
　この点、2004年６月の規制改革集中月間
の回答によれば、「平成17年度までに緩和
の可能性について検討を行う」とされてい
るが、早急に検討・実施すべきである。

　フル積載対応海上コンテナけん引の２軸
トラクタは、「２軸トラクタの駆動軸重に
関する試験及び判定方法」により適合した
場合、軸重11.5トンまで走行が認められて
いる。
　軸重制限の緩和により、物流効率化の促
進及び物流コストの低減が期待できる。

　現在、軸重の制限値は、フル積載対応海
上コンテナけん引の２軸トラクタを除き、
「２軸トラクタの駆動軸重に関する試験及
び判定方法」により適合した場合でも、10
トン以下とされている。

z1200051 国土交通省 駆動軸重の軸重規制緩和 5061 50610029 11 社団法人　日本自動車工業会 29
ISO海上ｺﾝﾃﾅﾌﾙ積載緩和と分割可能な貨物
を輸送するｾﾐﾄﾚｰﾗへの基準緩和の法規制の
整理統合化

海コンフル積載緩和とバラ積み緩和の保安
基準及び車限令の整理統合を進め、届出業
務の効率化を図ることを要望する。
また、物流効率化の観点からも、少なくと
も海コンフル積載と車両仕様が同一なら
ば、バラ積み緩和車の通行条件の向上が図
れるよう要望する。

保安基準上、海コンフル積載緩和はエアサ
スに限り駆動軸重を１１．５ｔまで緩和が
認められる。　一方、バラ積み緩和につい
てはコンテナを含む特例８車種について、
サスペンション型式に拘らず（実質エアサ
スのみ届出可）トレーラＧＶＷ３６ｔまで
緩和が認められている。以上の２つの緩和
は法規上の条件は異なるが、実際の運用上
では、トレーラＧＶＷ、ＧＣＷ、軸重等は
ほぼ同様の緩和内容が該当車両に与えられ
る。
また、車限令上、海コンフル積載とバラ積
みの貨物は同様な重量、寸法ながら、実際
の通行許可は、海コンフル積載の方が有利
な通行条件が認められる。逆に言えば、バ
ラ積みを海コンフル積載と同等の通行条件
にするには約３～７トンの積載量が減トン
となる。

・ 保安基準：メーカーサイドから見れ
ば、トラクタは同一車型にも拘らず届出の
分類が異なる事により、類別の増加、ト
レーラとの連結検討の増加等、非効率な届
出業務が発生している。
・車限令：駆動軸重、軸間距離、懸架装置
等の車両仕様が同一（＝道路への被害度が
同一）であるにも拘わらず、積載物品によ
り通行条件が異なる。その結果、バラ積み
緩和車は減トンする必要があり、バラ積み
緩和メリットを十分に生かしきれていな
い。

・重点要望項目
・<参考資料>参照

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 64/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
当室からの
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

z1200051 国土交通省 駆動軸重の軸重規制緩和

車両制限令第３
条第１項第２号
ロ、海上コンテナ
用セミトレーラ連
結車に係る取扱
について（平成１
５年５月９日道路
交通管理課長通
達）、特殊車両の
通行許可に係る
許可限度重量の
特例措置につい
て（平成１５年３
月２０日道路交
通管理課長通
達）、道路運送車
両法第４０条（道
路運送車両の保
安基準第４条の

２）

【あじさい月間あ
り】

軸重の一般的制限値は１０トン
以下。
フル積載海上コンテナを積載し
たトレーラを牽引するトラクタの
うち、エアサスペンションを装着
するものの駆動軸重は、１１．５
トンまで特殊車両通行許可及び
基準緩和の対象。

ｂ －

　エアサスペンションを装着する
トラクタで、フル積載対応海上コ
ンテナ用トレーラーを牽引するも
のについては、自動車産業界等
との協力の下、道路構造物への
影響について技術的検討を行っ
た結果、一定の緩和効果が認め
られたため、必要な条件を満た
す車両について通行を許可して
いる。
　なお、エアサス駆動軸重の緩
和拡大については、床版の疲労
への影響から長期耐久性に与
える影響が極めて大きいため、
重量違反車両が無くなることが
確実に担保されることが必要。
　車両の構造または積載する貨
物が特殊であることから軸重１
１．５ｔであることがやむを得ない
と認められ、技術的検討を行
い、一定の緩和効果が認められ
た場合には、対象とすることは
可能。技術検討は、個別の車両
について行う必要があり、対象と
なる車両の構造または積載する
貨物が特殊であってやむを得な
いと認められるか等を含めて、
平成１７年度までに緩和の可能
性について検討を行う。

実施困難とされる理由があれば
具体的に示された上で、実施時
期についても具体的に示された
い。また、平成16年度中に結論
を出すことの可否についても検
討されたい。

ｂ

　技術検討は、実験などを行う
必要があり、実験方法の検討、
準備、実施、結果の評価等を行
い、対象となる車両の構造又は
積載する貨物が特殊であってや
むを得ないと認められるか等を
含めて検討を行う必要があり、
平成１６年度中に結論を出すこ
とは困難である。

z1200051 国土交通省 駆動軸重の軸重規制緩和

車両制限令第３
条第１項第２号
ロ、海上コンテナ
用セミトレーラ連
結車に係る取扱
について（平成１
５年５月９日道路
交通管理課長通
達）、特殊車両の
通行許可に係る
許可限度重量の
特例措置につい
て（平成１５年３
月２０日道路交
通管理課長通
達）、道路運送車
両法第４０条（道
路運送車両の保
安基準第４条の

２）

【あじさい月間あ
り】

軸重の一般的制限値は１０トン
以下。
フル積載海上コンテナを積載し
たトレーラを牽引するトラクタの
うち、エアサスペンションを装着
するものの駆動軸重は、１１．５
トンまで特殊車両通行許可及び
基準緩和の対象。

ｂ －

　エアサスペンションを装着する
トラクタで、フル積載対応海上コ
ンテナ用トレーラーを牽引するも
のについては、自動車産業界等
との協力の下、道路構造物への
影響について技術的検討を行っ
た結果、一定の緩和効果が認め
られたため、必要な条件を満た
す車両について通行を許可して
いる。
　なお、エアサス駆動軸重の緩
和拡大については、床版の疲労
への影響から長期耐久性に与
える影響が極めて大きいため、
重量違反車両が無くなることが
確実に担保されることが必要。
　車両の構造または積載する貨
物が特殊であることから軸重１
１．５ｔであることがやむを得ない
と認められ、技術的検討を行
い、一定の緩和効果が認められ
た場合には、対象とすることは
可能。技術検討は、個別の車両
について行う必要があり、対象と
なる車両の構造または積載する
貨物が特殊であってやむを得な
いと認められるか等を含めて、
平成１７年度までに緩和の可能
性について検討を行う。

実施困難とされる理由があれば
具体的に示された上で、実施時
期についても具体的に示された
い。また、平成16年度中に結論
を出すことの可否についても検
討されたい。

ｂ

　技術検討は、実験などを行う
必要があり、実験方法の検討、
準備、実施、結果の評価等を行
い、対象となる車両の構造又は
積載する貨物が特殊であってや
むを得ないと認められるか等を
含めて検討を行う必要があり、
平成１６年度中に結論を出すこ
とは困難である。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 65/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目
要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200051 国土交通省 駆動軸重の軸重規制緩和 5067 50670009 11 石油化学工業協会 9
ISO規格コンテナフル積載時の内外格差の整
合

３０．４８トン積載時、外貨はトラクター
２軸（駆動軸１１．５トン）、内貨は３軸
（駆動軸１０．０トン）であるので、内貨
についてもEU諸国並みの駆動軸重１１．５
トンにし、内外格差を是正する。

内貨であるか外貨であるかは貨物の実態と
は関係なく、判別の根拠も乏しいといえ
る。そのため貨物の実態とは関係のない内
貨、外貨で異なる車輌を使わざるをえない
のは整合性に欠ける。
内貨と外貨を運ぶ際の駆動軸重に差が設け
られており、いわゆるダブルスタンダード
が認められてしまっている。

z1200051 国土交通省 駆動軸重の軸重規制緩和 5100 51000003 11 （社）全日本トラック協会 3 駆動軸重の軸重規制緩和 駆動軸重の軸重規制緩和 自動車の軸重→最大１０トン

軸重規制については、今般フル積載対応海
上コンテナ用トレーラをけん引するトラク
タのうち、必要な条件を満たす２軸トラク
タについては、駆動軸重１１．５トン以下
まで認められたところであるが、物流効率
化の促進及び物流コストの低減に資する観
点から、フル積載対応海上コンテナけん引
以外の２軸トラクタの軸重規制について
も、「２軸トラクタの駆動軸重に関する試
験及び判定方法」による判定に適合したト
ラクタについては、フル積載対応海上コン
テナけん引用２軸トラクタと同様の取扱い
としていただきたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 66/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
当室からの
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

z1200051 国土交通省 駆動軸重の軸重規制緩和

車両制限令第３
条第１項第２号
ロ、海上コンテナ
用セミトレーラ連
結車に係る取扱
について（平成１
５年５月９日道路
交通管理課長通
達）、特殊車両の
通行許可に係る
許可限度重量の
特例措置につい
て（平成１５年３
月２０日道路交
通管理課長通
達）、道路運送車
両法第４０条（道
路運送車両の保
安基準第４条の

２）

【あじさい月間あ
り】

軸重の一般的制限値は１０トン
以下。
フル積載海上コンテナを積載し
たトレーラを牽引するトラクタの
うち、エアサスペンションを装着
するものの駆動軸重は、１１．５
トンまで特殊車両通行許可及び
基準緩和の対象。

ｂ －

　エアサスペンションを装着するトラ
クタで、フル積載対応海上コンテナ
用トレーラーを牽引するものについ
ては、自動車産業界等との協力の
下、道路構造物への影響について
技術的検討を行った結果、一定の
緩和効果が認められたため、必要
な条件を満たす車両について通行
を許可している。
　なお、エアサス駆動軸重の緩和拡
大については、床版の疲労への影
響から長期耐久性に与える影響が
極めて大きいため、重量違反車両
が無くなることが確実に担保される
ことが必要。
　海上コンテナの場合と同様に、ト
レーラーを牽引するエアサスペン
ションを装着するトラクタについて、
車両の構造または積載する貨物が
特殊であることから軸重１１．５ｔであ
ることがやむを得ないと認められ、
技術的検討を行い、一定の緩和効
果が認められた場合には、対象とす
ることは可能。技術検討は、個別の
車両について行う必要があり、対象
となる車両の構造または積載する
貨物が特殊であってやむを得ないと
認められるか等を含めて、平成１７
年度までに緩和の可能性について
検討を行う。

実施困難とされる理由があれば
具体的に示された上で、実施時
期についても具体的に示された
い。また、平成16年度中に結論
を出すことの可否についても検
討されたい。

ｂ

　技術検討は、実験などを行う
必要があり、実験方法の検討、
準備、実施、結果の評価等を行
い、対象となる車両の構造又は
積載する貨物が特殊であってや
むを得ないと認められるか等を
含めて検討を行う必要があり、
平成１６年度中に結論を出すこ
とは困難である。

z1200139 国土交通省
繁忙期における営業時間の弾

力化

通達「貨物自動
車運送事業に係
る繁忙期におけ
る営業所間の車
両移動の弾力化
について」

（H５年11月10日
自貨　第97号）

　繁忙期におけるトラック輸送対
策として、通達で指定された繁
忙期のうち、一定期間(30日以
内）に限り、事業計画変更の事
前届出や、道路運送車両法に
基づく変更登録の申請を伴わず
に、一定の要件のもとで同一事
業者の他の営業所に事業用自
動車を配車することが認められ
ている。（引越しシーズン：３月15
日～４月15日、夏季繁忙期：６月
20日～８月20日、秋期繁忙期：９
月１日～11月30日、年末年始繁
忙期：11月10日～１月10日）

c

　繁忙期における営業所間の車
両移動の弾力化とは、輸送需要
が極端に増加し、輸送力の確保
が困難となっている時期におい
て、輸送サービスを確保し、一
定期間に限って業務の応援のた
め同一事業者の他の営業所に
事業用自動車を配車する場合
には、運行管理及び車両管理を
引き続き配車元の営業所で行う
場合に限り、増減車に係る事業
計画の変更の事前届出を不要
とする運用を行うものである。
　当該運用は、利用者が必要と
する輸送サービスを確保する観
点から、繁忙期において限定的
な運用を行うものであり、適用す
る時期を追加した場合、車両移
動の弾力化に見せかけて違法
な車両運用等が行われるおそ
れがあることから、車両の納期
などの事業者の事情を理由とし
て運用を変更することは困難で
ある。

要望は、自動車業界の繁忙期と
通達により設定された繁忙期と
が異なること等から弾力運用を
活用できないと主張しており、平
成５年以来、当該運用期間を見
直していないことも踏まえ、平成
１７年度に、事業者の業務（繁
忙）実態の調査を行い、弾力的
運用を行う時期・期間の見直し
について検討することについて、
ご回答いただきたい。

c

当該運用は、利用者が必要とす
る輸送サービスを確保する観点
から、繁忙期において限定的な
運用を行うものであり、事業者
の事情を理由として貨物自動車
運送業界全体の運用を変更す
ることは困難である。
なお、「自動車業界の繁忙期」は
２～３月としているが、国土交通
省では、陸運統計要覧（国土交
通省総合政策局情報管理部）に
より毎月のトラックによる貨物輸
送量を把握しており、平成１５年
における輸送トン数について
は、１月が410,853千トン、２月が
400,731 千トン、３月が465,350
千トン、一方、輸送トンキロにつ
いては１月が 24,797百万トンキ
ロ、２月が24,621百万トンキロ、
３月が27,127百万トンキロとなっ
ており、運送業界全体として２月
に特段の輸送需要の増加は認
められない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 67/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目
要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200051 国土交通省 駆動軸重の軸重規制緩和 5061 50610030 11 社団法人　日本自動車工業会 30 軸重規制の緩和等

欧州等と同様に、
・全車（ﾄﾗｯｸ・ﾄﾗｸﾀ・ﾊﾞｽ）　駆動軸重≦
11.5ﾄﾝ（ｴｱｻｽに限らず）
又は、せめて
・全車（ﾄﾗｯｸ・ﾄﾗｸﾀ・ﾊﾞｽ）　ｴｱｻｽ軸重≦
11.5ﾄﾝ
を要望する。
その場合、輪荷重≦5.75ﾄﾝとする。（今後
のｽｰﾊﾟｰｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾔ普及を想定）

・軸重≦10ﾄﾝ
・隣接軸重計≦19ﾄﾝ（軸距≧1.3m、1軸重
≦9.5ﾄﾝ）
・輪荷重≦5ﾄﾝ
・海ｺﾝ用２軸ﾄﾗｸﾀ（ｴｱｻｽ）軸重≦11.5ﾄﾝ
（ｻｽ性能基準あり；周波数、減衰比）

欧州等での駆動軸重≦11.5ﾄﾝ（ｴｱｻｽに限ら
ず）に比べ、駆動時・制動時ともに軸重配
分が不利。また、合理的な車両ﾚｲｱｳﾄが不
可能で、性能・ｺｽﾄ面で不利。
例1；　6×2前2軸車では、車両総重量限度
の25ﾄﾝまで取れない。
例2；　4×2ﾘｱｴﾝｼﾞﾝﾊﾞｽでは、後部重量の
制約大（ｴﾝｼﾞﾝ・駆動系、吸排気系、客室
等）および環境安全装備追加への重量制約
大

z1200139 国土交通省 繁忙期における営業時間の弾力化 5056 50560193 11 (社)日本経済団体連合会 193
繁忙期における営業所間の車両移動の更な
る弾力化【新規】

　通達の「繁忙期」に、「年度末繁忙期」
として、「２月５日～４月５日」を追加す
べきである。
　また、「一定期間」に関しても、「30日
以内」から「60日以内」へ延長すべきであ
る。

　自動車業界では、２～３月にかけての年
度末納期が最も多いが、通達の範囲外であ
るため、配車前と、配車後に、事業計画変
更の事前届出や、道路運送車両法に基づく
変更登録を行っている。
　そのため、当期間が通達で指定する繁忙
期と認められれば、需要に即した機敏な応
受援が各所で可能となる。
　また、この期間は、２ケ月間を通して繁
忙期となるため、30日以内しか認められな
いと、当制度のメリットが生かしきれない
状況にある。当制度の更なる効果的運用の
ためにも、一定期間の期間延長が必要であ
る。

　繁忙期におけるトラック輸送対策とし
て、通達で指定された繁忙期のうち、一定
期間(30日以内）に限り、事業計画変更の
事前届出や、道路運送車両法に基づく変更
登録の申請を伴わずに、同一事業者の他の
営業所に事業用自動車を配車することが認
められている。（引越しシーズン：３月15
日～４月15日、夏季繁忙期：６月20日～８
月20日、秋期繁忙期：９月１日～11月30
日、年末年始繁忙期：11月10日～１月10
日）

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 68/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
当室からの
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

z1200139 国土交通省
繁忙期における営業時間の弾

力化

通達「貨物自動
車運送事業に係
る繁忙期におけ
る営業所間の車
両移動の弾力化
について」

（H５年11月10日
自貨　第98号）

　繁忙期におけるトラック輸送対
策として、通達で指定された繁
忙期のうち、一定期間(30日以
内）に限り、事業計画変更の事
前届出や、道路運送車両法に
基づく変更登録の申請を伴わず
に、一定の要件のもとで同一事
業者の他の営業所に事業用自
動車を配車することが認められ
ている。（引越しシーズン：３月15
日～４月15日、夏季繁忙期：６月
20日～８月20日、秋期繁忙期：９
月１日～11月30日、年末年始繁
忙期：11月10日～１月11日）

c

　繁忙期における営業所間の車
両移動の弾力化とは、輸送需要
が極端に増加し、輸送力の確保
が困難となっている時期におい
て、輸送サービスを確保し、一
定期間に限って業務の応援のた
め同一事業者の他の営業所に
事業用自動車を配車する場合
には、運行管理及び車両管理を
引き続き配車元の営業所で行う
場合に限り、増減車に係る事業
計画の変更の事前届出を不要
とする運用を行うものである。
　当該運用は、利用者が必要と
する輸送サービスを確保する観
点から、繁忙期において限定的
な運用を行うものであり、適用す
る時期を追加した場合、車両移
動の弾力化に見せかけて違法
な車両運用等が行われるおそ
れがあることから、車両の納期
などの事業者の事情を理由とし
て運用を変更することは困難で
ある。

要望は、自動車業界の繁忙期と
通達により設定された繁忙期と
が異なること等から弾力運用を
活用できないと主張しており、平
成５年以来、当該運用期間を見
直していないことも踏まえ、平成
１７年度に、事業者の業務（繁
忙）実態の調査を行い、弾力的
運用を行う時期・期間の見直し
について検討することについて、
ご回答いただきたい。

c

当該運用は、利用者が必要とす
る輸送サービスを確保する観点
から、繁忙期において限定的な
運用を行うものであり、事業者
の事情を理由として貨物自動車
運送業界全体の運用を変更す
ることは困難である。
なお、「自動車業界の繁忙期」は
２～３月としているが、国土交通
省では、陸運統計要覧（国土交
通省総合政策局情報管理部）に
より毎月のトラックによる貨物輸
送量を把握しており、平成１５年
における輸送トン数について
は、１月が410,853千トン、２月が
400,731 千トン、３月が465,350
千トン、一方、輸送トンキロにつ
いては１月が 24,797百万トンキ
ロ、２月が24,621百万トンキロ、
３月が27,127百万トンキロとなっ
ており、運送業界全体として２月
に特段の輸送需要の増加は認
められない。

z1200052 国土交通省
繁忙期における貨物自動車運
送事業者によるレンタカー使用

制限の緩和【新規】

道路運送法第８
０条２、貨物自動
車運送事業法第
４条３、貨物自動
車運送事業法施
行規則第２条４、
自動車局長通達
（昭和44年10月6
日付・自貨第231
号・自通第143
号）、自動車交通
局貨物課長通達
（平成12年２月８
日付・自貨第17

号）

年度末及び年度当初において
人事異動等に伴う引越輸送が
極端に増大し、事業用自動車の
みではその輸送力の確保が困
難となっているため、引越に係る
輸送力を確保し、利用者のニー
ズに的確に対応するために、貨
物自動車運送事業者が、３月15
日から４月15日までの間に限
り、15日未満の借受け期間で、
且つ延長しないことを条件に、
引越輸送にレンタカーを使用す
ることが認められている。

c

　レンタカーは自家用自動車であるが、自家
用自動車を貨物自動車運送事業の用に供
することは、貨物自動車運送事業を許可制と
している趣旨を没却することとなるため、基
本的に認められるものではない。また、レン
タカーをトラック事業の用に供する場合は、
事業用自動車として登録しなければならず、
そのためには自動車の使用権限を有するこ
とが必要であるが、レンタカーは使用者がレ
ンタカー会社であるため、事業用自動車とし
て登録することがそもそも不可能である。
　引越シーズンにおけるレンタカーの使用と
は、年度末及び年度当初においては、人事
異動等に伴う引越輸送が極端に増大し、事
業用自動車のみではその輸送力の確保が
困難となる現状にかんがみ、特に引越輸送
が集中すると考えられる三月十五日から四
月十五日までの間に限り、一般貨物自動車
運送事業者が引越輸送にレンタカーを使用
することを例外的に認める運用を行うものに
すぎず、レンタカーによる事業行為を認めた
場合、運送会社が使用する車両に営業用ナ
ンバーを付けたものと自家用ナンバーを付け
たものが混在すること等により、白トラック行
為の増加等輸送秩序が乱されるおそれがあ
ることから、要望に対応することは困難であ
る。
　また、「事故修理及び整備・点検の代車に
おけるレンタカー利用を認めるべきである」と
挙げられているが、これは事故修理及び整
備・点検の代車に関し、レンタカーの時期を
限定しない使用を意味すると解されるとこ
ろ、これも上記と同様の理由から、要望に対
応することは困難である。

①要望者から、下記の再意見が提出されており、当
該意見を踏まえて再度検討の上、回答をいただき
たい。
（要望者再意見）
貨物運送業界の競争が激化する今日では、運送事
業者の効率的な経営体質への転換が急務であるこ
とから、短期的な需要や臨時の需要が発生した場
合にレンタカーの使用が認められれば、増車による
固定費の増加を防止でき、スリムな経営が実現可
能となる。
　また、物流の需要が極端に増大し、事業用自動車
のみではその輸送力の確保が困難となる時期は、
年度末及び年度当初の引越シーズン（引越シーズ
ン自体も分散化している）だけではなく、夏期及び年
末年始の贈答シーズン、秋の収穫シーズンなどの
時期にもあてはまる。
　本要望は、貨物自動車運送事業者に1年中レンタ
カー使用を認めて欲しいというものではなく、現行認
められている「引越シーズン」と同程度に、事業者に
とって供給が逼迫する時期に限って、レンタカーの
一時的な使用を認めて欲しいというものであり、そう
した観点から、再検討をお願いしたい。
　また、「白トラック行為の増加等輸送秩序が乱され
るおそれがある」という点については、臨時的に認
めた白ナンバーとその他の白ナンバーとを外形上
一見明白に識別できるような工夫を検討すべきであ
る。
　事故修理及び整備・点検の代車としてのレンタ
カー利用についても、時期を定めるなどにより、認
めていくべきである
②既に引越シーズンについてのみ、利用者のニー
ズに的確に対応するためにレンタカーの一時的な
使用を認めたとのことであるが、本件要望者の意見
を踏まえ、平成１７年度に事業者、利用者の繁忙期
における車両確保の状況やニーズ等を調査し、レン
タカーの一時的使用を認める期間を拡大することの
可否を検討することについて、ご回答いただきた
い。

c

①について
引越シーズンにおけるレンタカーの使用
は、年末年始繁忙期、夏期繁忙期及び
秋期繁忙期という他の繁忙期とは異な
り、引越シーズンにおいては、人事異動
等の人流移動に伴う引越輸送という性
格上、通年期では想定できない輸送需
要が発生すると考えられるため、特に引
越輸送が集中すると考えられる三月十
五日から四月十五日までの間に限り、
一般貨物自動車運送事業者が引越輸
送にレンタカーを使用することを特別に
例外的に認める運用を行うものである。
「臨時的に認めた白ナンバーとその他
の白ナンバーとを外形上一見明白に識
別できるような工夫を検討すべきであ
る」とあるが、上記の例外措置を拡大す
るための検討は、制度趣旨に反する。
　また、「事故修理及び整備・点検の代
車としてのレンタカー利用についても、
時期を定めるなどにより、認めていくべ
きである」とあるが、事故修理及び整
備・点検の代車であるということを如何
に証明するかという問題がある。
②について
　①より、引越シーズンにおけるレンタ
カー使用は人事異動等の人流移動に
伴う引越輸送という性格上、通年期では
想定できない輸送需要を念頭においた
ものであり、レンタカーの一時的使用を
認める期間を拡大する必要はない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 69/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目
要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他
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z1200139 国土交通省 繁忙期における営業時間の弾力化 5061 50610019 11 社団法人　日本自動車工業会 19 繁忙期における営業時間の更なる弾力化

・通達の運用を実情に合わせて
１）繁忙期の時期の追加
毎年２月５日から同年４月５日までと追加
２）繁忙期の期間延長
３０日以内を６０日以内と延長

以上をお願いしたい。

・２．３月の繁忙期に、一部の地域では車
両（トレーラー）が不足するため、他の余
剰地区の営業所から車両を移動させる等の
応受援体制を実施する。
しかしながら、期間が二ヶ月であっても、
各営業所において増車・減車の届出を所轄
の運輸支局に行うと共に、登録ナンバーを
変更、終了時には、叉同様の手続きを行う
必要がある。

・営業所間で車両を移動させる必要がある
期間は、限られているが増減車の手続きを
都度実施しなければならない。

z1200052 国土交通省
繁忙期における貨物自動車運送事業者
によるレンタカー使用制限の緩和【新
規】

5056 50560194 11 (社)日本経済団体連合会 194
繁忙期における貨物自動車運送事業者によ
るレンタカー使用制限の緩和【新規】

　貨物自動車運送事業者が、引越シーズン
だけでなく、夏期及び年末年始の贈答シー
ズン、秋の収穫シーズンを含め、毎年の繁
忙期にレンタカーを使用できるよう認める
べきである。また、事故修理及び整備・点
検の代車におけるレンタカー利用を認める
べきである。

　物流の需要が極端に増大する時期に対応
するためには、事業用自動車の臨時増車な
どもあるが、短期的な需要に対応するため
には、レンタカーを簡便な手続きにより調
達し利用するほうが容易である。現在、短
期的な需要や臨時の需要が発生した場合に
対応するために、貨物自動車運送事業者と
レンタカー事業者は、多大な負担を強いら
れてる。具体的には、レンタカーのナン
バーを廃止（減車）し、その車を貨物自動
車運送事業者への短期リース車として青ナ
ンバーを取得し、使用後にレンタカーのナ
ンバーに戻す（増車）、ということが各地
で行われており、車検の取り直し、許可申
請手続き、任意保険の付保変更を含め、多
くの手数と費用がかかっている。
　貨物運送業界の競争が激化する今日で
は、運送事業者の効率的な経営体質への転
換が急務であることから、短期的な需要や
臨時の需要が発生した場合にレンタカーの
使用が認められれば、増車による固定費の
増加を防止でき、スリムな経営が実現可能
となる。
　レンタカーの貨物車は、事業用貨物車と
同一の点検基準により点検整備が実施され
ており、安全面での問題はないと考えられ
る。
　物流の需要が極端に増大し、事業用自動
車のみではその輸送力の確保が困難となる
時期は、年度末及び年度当初の引越シーズ
ンだけではなく、夏期及び年末年始の贈答
シーズン、秋の収穫シーズンなどの時期に
もあてはまる。

　年度末及び年度当初において人事異動等
に伴う引越輸送が極端に増大し、事業用自
動車のみではその輸送力の確保が困難と
なっているため、引越に係る輸送力を確保
し、利用者のニーズに的確に対応するため
に、貨物自動車運送事業者が、３月15日か
ら４月15日までの間に限り、15日未満の借
受け期間で、且つ延長しないことを条件
に、引越輸送にレンタカーを使用すること
が認められている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 70/158
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z1200053 国土交通省
レンタカーにおける貸渡簿への
走行キロ数記載規制の廃止【新

規】

「貸渡人を自動
車の使用者とし
て行う自家用自
動車の貸渡し（レ
ンタカー）の取扱
いについて（平成
７年６月１３日付
け自旅第１３８号

通達）

「貸渡人を自動車の使用者とし
て行う自家用自動車の貸渡し
（レンタカー）の取扱いについて
（平成７年６月１３日付け自旅第
１３８号通達）により貸渡簿に走
行キロを記載しなければならな
い。

C

　レンタカー事業については、関
係通達（平成７年６月１３日付
け、自旅第１３８号）により、貸渡
し内容について貸渡簿に記載す
ることを求めているが、これは主
として、個々の貸渡し状況、整備
状況等車両の状況を適確に把
握し、貸渡し行為が自動車運送
事業の経営類似行為とならない
ことを確保するために必要なも
のである。さらに、走行キロ数の
記載については、従来から借受
人による手書きの記載等も認め
られており、事業者にとって過大
な負担とは考えられない。
なお、構造改革特区における
「環境にやさしいレンタカー型
カーシェアリング」の場合には、
導入効果を評価する上でも必要
なものであると考える。

走行キロ数の記載が借受人に
よる手書きの記載等も認められ
るとのことであるが、このことに
ついて周知徹底することについ
てご回答いただきたい。

C

借受人による手書きの記載につ
いては、これを禁ずるものでは
ないものの、IT等の活用により
可能な限り正確に記載すること
が望ましく、あえて積極的に周
知徹底するべき事項とは考えて
いない。

z1200054 国土交通省
運行管理者制度に係る規制の

緩和【新規】

①貨物自動車運
送事業法第１８
条第１項　貨物
自動車運送事業
輸送安全規則第
１８条第１項　貨
物事業者運送事
業輸送安全規則
の解釈及び運用
について（平成１
５年３月１０日
付、国自総第５１
０号、国自貨第１
１８号、国自整第
２１１号）

②貨物自動車運
送事業輸送安全
規則第２３条第１
項　貨物事業者
運送事業輸送安
全規則の解釈及
び運用について
（平成１５年３月１
０日付、国自総
第５１０号、国自
貨第１１８号、国
自整第２１１号）

①貨物事業者は営業所におい
て、車両数に応じた運行管理者
を選任しなければならないことと
なっている。なお、運行管理者
は営業所単位で実施することが
基本となっており、運行管理者
の責任意識をより明確化し、安
全な運行を確保するため、運行
管理者は他の営業所の運行管
理者を兼務することができない。
②貨物事業者は支局長等から
研修の通知を受けたときは、運
行管理者に研修を受けさせなけ
ればならないこととなっている。
なお、運行管理者に選任されて
いる者は、最近の事故状況を踏
まえ、より実践的な運行管理を
行う必要があることから、運行管
理者の質を維持するため少なく
ても２年に１回受講させるよう事
業者に通知を行っているところ
である。

①ｃ、
②ｃ

①運行管理は各事業者が責任
をもって行うことが基本であり、
そのための管理組織が事業毎
に必要と判断しているところであ
る。仮に、運行管理業務を一部
の営業所において他事業者に
委ねてしまうことは、運転者に対
する継続的な指導監督が均一
に維持されなくなること、また、
運行管理の責任関係や事故時
の責任関係が明確にされなくな
ることから実施は困難である。
②一般講習は法令改正等の周
知及び事故防止対策等の手法
等の講習である。近年、事業用
自動車の事故発生状況は増加
傾向にあり、このような中で運送
事業者は、安全・確実・迅速に
輸送を行う指導を行うとともに、
交通事故の発生を未然に防ぐこ
とは必須である。運転者の輸送
安全を確保するため運行管理
者は常に新しい情報を講習等に
より入手し事故防止に活用して
いるところである。よって、受講
間隔の延長は困難である。ま
た、一般講習は２年に１回の受
講なので貨物自動車運送事業
者の過度の負担になっていると
は考えられない。

要望元からの以下の意見を踏ま
え、具体的な対応策を改めて検
討され、示されたい。「市場競争
が激化する産業界では、コスト
削減要請は極めて厳しいもので
あり、たとえ2年に1日の人件費
及び講習費用でも、基本的には
コスト削減の対象である。この
点、安全性を軽視してまで効率
性を優先するものではないもの
の、運行管理業務の受委託は、
運行管理業務の効率化と、それ
に伴う運行管理コストの低減化
を促進できるだけではなく、安全
面でも危険情報などの共有化が
期待できることから、こうした点
を踏まえて、再検討すべきであ
る。」

①ｃ、
②ｃ

①ご指摘のとおり、危険情報などの
共有化が期待できることも考えられ
る。しかしながら、運行管理者が運
転者に行う点呼や指導監督を他の
事業者に委ねてしまった場合には、
運転者に対する継続的な指導監督
が均一に維持できなくなり、結果とし
て、情報が共有化されても安全面で
有効に活用されることはない。もし、
危険情報を共有するのであれば、
現行制度を維持した上で更にお互
いの情報を共有するような体制をと
ることにより、より安全が向上し、事
故防止が図られることになる。
②２年に１回から４年に１回にした
場合、逐次更新される関係法令へ
の習熟・対応が不十分となる等の不
都合が想定される。また、事故防止
を維持するためにはある程度の投
資が必要になると考える。
①、②共通事項
近年、事業用自動車の事故発生状
況は増加傾向にあり、むしろ、運行
管理を強化すべき状況であると考え
る。しかし、これら運行管理制度に
係る規制の緩和は、結果的に輸送
の安全性の低下につながることとな
る。運行管理の重要性を今一度検
討していただきたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 71/158
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z1200053 国土交通省
レンタカーにおける貸渡簿への走行キ
ロ数記載規制の廃止【新規】

5056 50560195 11 (社)日本経済団体連合会 195
レンタカーにおける貸渡簿への走行キロ数記
載規制の廃止【新規】

　貸渡簿への走行キロ数の記載規制を廃止
すべきである。

　「環境にやさしいレンタカー型カーシェ
アリング特区」制度が創設され、その中で
無人の事務所における自家用車の貸渡しが
認められたが、無人で走行キロ数を把握す
るためには、貸渡す自家用車１台ずつ全て
に相当の走行キロ数管理システムを搭載す
る必要が生じ、初期投資が多大となるた
め、事業参入への障壁の一つとなってい
る。

　レンタカーにおいては、貸渡簿を備え、
貸渡しの状況を的確に記録するとともに、
少なくとも２年以上保存しなければならな
い、とされているが、この貸渡簿の記載事
項として借受人の氏名又は名称及び住所や
運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び
運転免許証の番号などと並んで、走行キロ
数があげられている。

z1200054 国土交通省
運行管理者制度に係る規制の緩和【新
規】

5056 50560197 11 (社)日本経済団体連合会 197 運行管理者制度に係る規制の緩和【新規】

①別陸運会社の別営業所であっても、管理
業務が同様で、営業所が隣接している等の
条件を充たしていれば、車両台数を限定し
て、運行管理業務を受委託できる様にすべ
きである。
②運行管理者の一般講習受講間隔の期間を
２年に１度から４年に１度に延長すべきで
ある。

　運行管理業の受委託により、運行管理業
務の効率化と、それに伴う運行管理コスト
の低減化を促進できると共に、安全面にお
いて危険情報などの共有化も図られる。
　運行管理者の一般講習受講日には業務代
行者を充てる必要があることから、受講頻
度を減らすことにより業務代行者の手配や
業務への負荷軽減を図られる。
※受講間隔の延長により以下の効果が期待
される。①運行管理者が受講に係る拘束時
間が減少する。（現状、平日昼間８時間／
回／２年）②運行管理者受講時における業
務代行者の手配軽減③受講費用の軽減
（一般講習費用　3,000円／回／人）一般
講習の内容は、行政動向等の周知や運転者
の健康管理等であり、受講期間延長に伴う
弊害は少ないと思われる。

　現在、運行車両が例え１台であっても、
当該車両が稼動している限り、営業所毎に
所定数の運行管理者を選任しなければなら
ない（貨物自動車運送事業法第18条）。
　運行管理者は、自動車事故対策機構
（旧、自動車事故対策センター）が開催す
る一般講習を、２年間に１度受講しなけれ
ばならない（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第23条、独立法人自動車事故対策機構
法第13条）。
＜一般講習の受講対象者＞
　既に運行管理者として選任されている方
又は運行管理者の補助者として運行管理の
業務をされている方を対象。
①運行管理者（前年度に実施した一般講習
の未受講者）
②当年度中に初めて選任届出をした運行管
理者の方

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 72/158
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z1200055 国土交通省 道路占用料金の適正化【新規】 道路法第３９条

　道路管理者は、道路の占用に
つき占用料を徴収することがで
きる。
　占用料の額及び徴収方法は、
道路管理者である地方公共団
体の条例（指定区間内の国道に
あっては、政令で定める。）。

ｂ

現在、全国各地において、市町村合併に向
けた合併協議会が設置され、１，７６０もの市
町村が合併に向けた検討や手続を進めてい
るところ、道路占用料の単価は、所在地区分
（甲地、乙地、丙地）毎の固定資産税評価額
の平均値等を基に算出されており、市町村
合併によって当該所在地区分毎の平均値が
変動することとなることから、市町村合併の
動向により占用料単価も変動することにな
る。しかしながら、道路占用料の単価の見直
しの必要性は認識していることから、当該単
価の見直しについての検討を進めつつ、市
町村合併の動向をある程度把握するための
目安となると考えられる「市町村の合併の特
例に関する法律」の経過措置の期限である
平成１７年度末における市町村合併の状況
を踏まえて結論を得る。
また、平成８年に発出された通達に規定され
ている「政令に定める占用料の額と均衡を失
しないよう努めること」の部分については、地
方自治法の改正を受けて発出された「道路
法に基づく法定受託事務の処理基準等につ
いて」（平成１３年２月２１日国道政第８号道
路局長通知）により、従前の通達等における
法令に基づかない関与又は事務の義務付け
等の規定の効力は失効していることから、普
通地方公共団体を拘束するものではないも
のとなっている。
なお、指定区間内国道においては、市町村
合併による所在地区分の格上げに伴う継続
占用物件の占用料の値上げに関し、各地方
整備局等において、占用料の額を前年度の
１．１倍を上限とするなどの経過措置を講じ
ているが、指定区間内国道以外の道路にお
いて上記のような経過措置を講じるかどうか
については、道路管理者である地方公共団
体の判断に委ねられている。

要望者より下記の再意見が提出さ
れており、本意見を踏まえ、
①平成１８年までに、道路占用料を
最新の地価を反映させた適正な対
価となるよう検討し、結論を得ること
について回答いただきたい。
②平成１７年度までに、地方公共団
体に対して、道路占用料の適正化
に向けた指導、助言等を行うことに
ついて回答いただきたい。
（要望者再意見）
　1次回答では、「17年度末における
市町村合併の状況を踏まえて結論
を得る」とされているが、道路占用
料が道路の使用の対価であるとの
観点から、最新の地価を反映させた
適正な単価となるよう検討願いた
い。
　道路法３９条の２但書では、「全国
にわたる事業で政令に定めるもの
については、政令で定める基準の
範囲を超えてはならない」とされて
おり、道路占用料の適正化は、国だ
けでなく地方公共団体においても道
路法の趣旨に則った運用がなされ
るべきである。そうした観点から、国
は、地方公共団体に対し、道路占用
料の適正化を図るよう指導徹底す
べきである。

b、a

①道路占用料の単価の見直し
については、今後の市町村合併
の状況にもよるが、平成１８年中
に結論を得ることを目途として検
討を進める。
②平成８年に発出された通達
は、地方自治法の趣旨に基づ
き、地方公共団体を拘束するも
のではなく、同法第２４５条の４
の規定に基づく技術的助言とし
て位置付けられているところで
あるが、平成１７年度中に再度
周知徹底を図る。

z1200056 国土交通省
車両乗入幅に係る審査基準の

徹底【新規】

道路法第２４条
の承認及び第９
１条第１項の許
可に係る審査基
準について

　「道路法第２４条の承認及び第
９１条第１項の許可に係る審査
基準について」（平成６年９月３０
日付け建設省道政発第４９号道
路局長通達。以下「通達」とい
う。）により示した承認工事審査
基準（案）は、各道路管理者が
それぞれの基準を定めるに当
たって参考とするための一般的
な審査基準となっている。

ａ Ⅳ

　「道路法第２４条の承認及び第
９１条第１項の許可に係る審査
基準について」（平成６年９月３０
日付け建設省道政発第４９号道
路局長通達。以下「通達」とい
う。）により示した承認工事審査
基準（案）は、各道路管理者が
それぞれの基準を定めるに当
たって参考とするための一般的
な審査基準であるところ、通達
本文に記載されているとおり、地
方の特殊性、工事の態様等に
応じて、当該基準と異なった基
準を定めることは差し支えない
ものであり、いわゆる承認工事
の審査に当たっては、道路管理
者たる地方公共団体において、
それぞれ一般的な運用基準を
定めつつ、歩行者の安全、沿道
施設への車両の出入りの円滑
等のバランスを考慮しながら、個
別具体の箇所に応じて各道路
管理者が適切に対応するもので
あるが、安全性の確保等の観点
から歩道の乗入れ幅等の適切
な審査について周知徹底する。

回答にある周知徹底について時
期を具体的に示されたい。

a
前回回答の周知徹底については、今年
度中に行うことを考えている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 73/158
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z1200055 国土交通省 道路占用料金の適正化【新規】 5056 50560198 11 (社)日本経済団体連合会 198 道路占用料金の適正化【新規】

　2003年度が固定資産税評価額の評価替の
年であったのを機に、最新の地価を反映さ
せた（評価替後評価額にもとづいた）占用
料とすべく、単価の見直しを図るべきであ
る。
　地方公共団体の市、区によっては、占用
料金が政令に定める国道の占用料金に対し
て著しく高い占用料金となっており、平成
８年に出された通達の内容に明らかに反し
ていることから、その見直しを図るべく、
各自治体に対し、道路関係法令および通達
の周知徹底を図るべきである。

　現在の道路占用料単価は、地価公示価額
の７割評価となった平成６年の固定資産税
評価額を基に定められ、以降見直しされて
いないが、近年の地価（固定資産税評価
額）動向は、平成６年当時と比べ、大きな
乖離が生じているものと考えられる。
　【参考】固定資産評価額の推移
（円/㎡）
　　　　　  　　　　     　平成６年
平成12年   平成15年   変動率※
  　全国計平均価額　   8,729
5,768    　   4,910   　  △43.8%
  　宅地平均価額       86,168
53,362   　　44,731     　△48.1%
　 ※平成６年から平成15年迄の変動率
　地方自治体の占用料は、条例で定められ
ているが、近年、国道などの占用料に比べ
ると、著しく高額の占用料を設定している
地方自治体がある。本来、道路占用料は、
道路占用の適切な対価であるべきとの観点
から、政令に定める占用料と均衡を失しな
いよう取り扱うべきである。
　政府においても、天然ガス普及促進のた
めのパイプライン整備が重要事項とされて
いることから、今後の天然ガスインフラの
整備促進を図るためにも、占用料金を適正
に見直すべきである。
　市町村合併によって所在地区分が格上げ
されるケースが増えてきており、以前と同
じ場所で継続して占用していても、所在地
区分の格上げに伴い占用料金が値上げと
なってしまう。

　道路法第39条の２（占用料の徴収）により、
占用料の額及び徴収方法は、道路管理者である
地方公共団体の条例で定める、ただし、（中
略）全国にわたる事業で政令で定めるものにつ
いては、政令で定める基準の範囲を超えてはな
らないとされ、道路法施行令第19条の２（指定
区間内の国道に係る占用料の額）が、指定区間
内の国道に係る占用料の額を定めている。現在
の道路占用料単価は、平成６年の固定資産評価
額を基にしている。
　通達｢道路法施行令及び道路整備特別措置法
施行令の一部を改正する政令の施行についての
一部改正等について（平成８年１月26日建設省
道政発第２号の４）」で、水道事業、ガス事
業、電気事業、第一種電気通信事業の占用物件
に係る占用料については、政令に定める占用料
の額と均衡を失しないよう努めることとされて
いる。しかしながら、所在区分地（市、区、
町）によっては、政令に定める占用料の額と著
しく乖離している場合がある。

z1200056 国土交通省
車両乗入幅に係る審査基準の徹底【新
規】

5056 50560199 11 (社)日本経済団体連合会 199 車両乗入幅に係る審査基準の徹底【新規】

　個別地域の特殊性は踏まえつつも、車両
出入り及び道路通行上の安全を図る観点か
ら、各自治体の行う車両出入口の乗り入れ
幅に関する審査基準の作成、あるいは承認
にあたっては、トレーラートラックやタン
クローリー等大型車両の安全な進入を十分
考慮の上取扱うべく、各自治体へ通達（一
般的な審査基準）の周知徹底を図るべきで
ある。

　国が示した一般的審査基準を下回る基準
を採用する地域においては、トレーラート
ラックやタンクローリー等大型車両の給油
所への安全な進入という点で、十分な乗入
幅が確保できていないケースが見られる。
その結果、以下のような安全上の不具合事
例が報告されている。①トレーラートラッ
クやタンクローリー等大型車両が歩道部に
乗り上げて進入せざるをえない事例。②車
両前方からの進入が困難なため、バックか
らの進入を余儀なくされ、車両と給油所側
施設との接触が生じた事例。③道路セン
ターラインを超えての進入を余儀なくされ
る事例（対面通行車との衝突事故のリスク
が生じる）。幸い人身事故の報告はない
が、ガソリン等可燃性危険物を取扱うタン
クローリーが給油所乗入口周辺において物
損事故を起せば火災・爆発事故につながり
かねないことから、安全な進入を確保し、
物損事故、人身事故の危険性を低減すべき
である。
車両制限令等の改正（平成５年11月25日施
行）及び消防法の改正（平成６年４月１日
施行）により、タンクローリーの大型化が
図られるようになり、業界の物流合理化は
進展したものの、他方で、十分な乗入幅が
確保できない自治体管理道路においては、
規制改革の成果を具体化するにあたり、安
全上の支障が生じている。トレーラート
ラックやタンクローリー等大型車両の安全
な進入という観点から、給油所への大型車
両の進入に関しては、全国的に第49号通知
と同等レベルの審査基準が適用されるべき
である。

　道路管理者以外の者(給油所運営者等）
が、給油所への車両の出入口を目的とする
歩道改築工事を行う場合は、道路法（第24
条：道路管理者以外の者の行う工事）に基
づき、各々の道路の道路管理者から承認を
受けることとされている。
　車両出入口の乗入幅については、平成６
年９月30日付建設省道政発第49号「道路法
第24条の承認及び第91条第１項の許可に係
る審査基準について」（以下、第49号通知
と略）にて、一般的な審査基準が示されて
いるものの、自治体（都道府県、市町村）
が定める承認審査基準には、第49号通知の
基準値を下回っているものも多く、給油所
が行う車両出入り口の歩道改築工事にあ
たって、十分な乗り入れ幅が確保できない
ケースが少なからず発生している。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 74/158
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z1200057 国土交通省
危険物積載船舶の特定港入港
におけるＧＲＴ（総トン数）制限の

撤廃

港則法第23条第
１項

港則法施行規則
第14条第1項
危険物積載船舶
の停泊場所指定
および危険物荷
役許可基準につ
いて（昭和49年4
月2日　保警安第

66号）

港則法第２３条に基づく危険物
荷役を許可するにあたって、危
険物の荷役に使用するバース
のうち、専用岸壁としての取扱
いを受けようとするバースにつ
いては、事業所から「専用岸壁
承認願」の提出を受け、その中
で最大荷役船舶の要目として載
貨重量トン数及び総トン数が記
載されており、危険物の荷役許
可に際して考慮しているところで
ある。

ｂ Ⅳ

危険物荷役を許可するに際し、
審査事項である船舶の要目から
GRT（総トン数）を除いても適正
に審査可能であるか否かを検討
し、平成16年度中に結論を出す
予定。

前回同様、平成16年度中に結
論を出す予定とされているが、
可及的速やかに検討状況の情
報を公開し、実行に移すべきで
ある。また、実施困難とされる理
由があれば具体的に示された
い。

ａ Ⅳ

危険物荷役を許可するに際し、
審査事項である船舶の要目から
GRT（総トン数）を除いても適正
に審査可能であるか否かを確認
し、平成16年度中に対応する予
定。

z1200058 国土交通省
内航海運暫定措置事業の早期

解消

内航海運組合法
第８条、第12条、

第57条
内航海運暫定措
置事業規程第30

条

　内航海運暫定措置事業は、ス
クラップ・アンド・ビルド方式によ
る船腹調整事業の解消により、
事実上の経済的価値を有してい
た引当資格が無価値化する経
済的影響を考慮したソフトラン
ディング施策であるとともに、内
航海運の構造改革を推進する
観点から、船腹需給の適正化と
競争的市場環境の整備を図る
ための事業である。同事業は、
平成10年5月に導入されている
が、その際、船舶の平均的使用
期間を踏まえ、解撤等交付金の
交付を15年間実施し収支相償っ
た時点で終了することとしてい
る。

ｃ ―

①　現時点で内航海運暫定措置
事業を解消した場合、ソフトラン
ディング施策としての役割が未
だ果たせていないことに加え、
内航海運業者間の公平性の確
保の問題が発生するとともに、
同事業に係る残存債務の処理
の問題が生じることとなる。

②　早期に内航海運暫定措置
事業を解消するため、船舶建造
に対する納付金徴収が早期に
終了するよう、交付金の額（単
価)を毎年逓減（事業開始時の
交付金：㌧当たり１１万円→現
在：同８．１万円。約３割低下)さ
せ、交付金総額の圧縮を図ると
ともに、事業に係る資金調達の
一部に政府保証を行うことによ
る金利負担の軽減を行っている
ところである。

要望主体からも「本事業の先き
行きを不安視する関係者は多
く、これまでもそうした認識に基
づいて幾つかの取組みが行わ
れているものの、残念ながら将
来への懸念を払拭するまでに
至っていない。国は、短期的な
対応ではなく、抜本的な解決策
を検討し提示すべきである。」と
ある。見直しの可否についても
再検討され、示されたい。

ｃ ―

そもそも本事業は、新規参入の
障害となっていた船腹調整事業
を解消し、要望理由にあるような
船舶建造の際に建造費以外の
費用が必要のない環境へ移行
するためのソフトランディング策
である。
本事業のスキームを抜本的に
見直すこととした場合、内航海
運業者間の公平性の確保の問
題、残存債務の処理の問題が
生じることとなるため、見直しは
困難である。
また、交付金交付対象船舶は、
平成１０年に廃止された船腹調
整事業下で建造された船齢１５
年以下の船舶であり、交付金支
出は限られる一方、納付金は納
付金総額が１５年間の交付金等
総額に達した時点で終了するこ
ととされており、スキーム上本事
業の先き行きに問題があるとは
考えていない。
なお、事業の早期終了について
は、交付金の額の逓減、政府保
証による金利負担の軽減を行っ
ているところである。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 75/158
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z1200057 国土交通省
危険物積載船舶の特定港入港における
ＧＲＴ（総トン数）制限の撤廃

5056 50560203 11 (社)日本経済団体連合会 203
危険物積載船舶の特定港入港におけるＧＲＴ
（総トン数）制限の撤廃

　危険物積載船舶の特定港への入港時の港
長の許可を受けるための規制項目から、総
トン数（ＧＲＴ）の制約を外すべきであ
る。

　平成16年３月の「規制改革・民間開放推
進３か年計画」では、本件に関し、平成16
年中に検討・結論を得ることとなっている
が、以下の点を踏まえて、早急に対応すべ
きである。
　総トン数は、船舶の大きさを示す標準的
なトン数であるが、主に各種の手数料や税
金の算定基準として用いられているもので
ある。危険物積載船入港時の安全について
は、最大載貨重量数、最大積載量、喫水、
各種船型長等の定められた制限を遵守する
ことで確保できる。

　危険物積載船舶が特定港に入港・荷卸を
する場合には、港長の許可を受けることが
必要とされている（港則法第23条）。許可
を受けるための遵守必要事項として、全
長・船巾・載貨重量トン数・喫水・積載量
等の制限とともに総トン数（GRT: Gross
Registered Tonnage）も制約事項のひとつ
として運用されている。

z1200058 国土交通省 内航海運暫定措置事業の早期解消 5056 50560205 11 (社)日本経済団体連合会 205 内航海運暫定措置事業の早期解消 　暫定措置事業を早期に解消する施策を検
討すべきである。

　計算上は納交付金の収支の目処は立つも
のの、建造状況の如何によっては、同事業
の解消ができないことも考えられる。
　新規参入時に多額の納付金が必要なた
め、コストが高くなり参入の障害となって
いること、また既存業者のﾘﾌﾟﾚｰｽ時も納付
金の差額納付が必要とされﾘﾌﾟﾚｰｽの障害と
なっていることから、ｺｽﾄ競争力のある事
業者が生まれにくくなっている。
　また、同事業をこのまま実施すると全船
ﾘﾌﾟﾚｰｽした場合は余剰金発生が見込まれる
が、実際は、ﾘﾌﾟﾚｰｽ時に支払う納交付金差
額が平成14年度以降漸増し、船主の建造時
の負担が大きくなると見込まれるため、ﾘ
ﾌﾟﾚｰｽ建造費が確保できずに廃業する船主
が多数発生し、輸送能力不足に陥る懸念が
ある。先の国会において審議された「海上
運送活性化3法案」の付帯決議の中で、
「暫定措置事業の円滑かつ着実な実施」が
謳われていたが、このままでは抜本的な解
決にならない。

　船腹調整事業の解消に伴い、平成10年５
月から、内航総連が船舶を解撤する船主に
解撤交付金を支払うとともに、新規に建造
する船主からは建造納付金を徴収すること
を柱とする「暫定措置事業」が認可され
た。
　同事業は納交付金の収支が相償った時点
で解消することとなっているが、多数の解
撤に対して建造が少なく、事業解消時期の
目処がたっていない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 76/158
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z1200059 国土交通省 沿海船航行可能海域の拡大

船舶安全法施行
規則第１条７項
船舶職員及び小
型船舶操縦者法
第１８条

船舶安全法及び船舶職員及び
小型船舶操縦者法体系では、航
行区域として平水区域、沿海区
域、近海区域等の航行区域を定
め、かつ、航行区域に応じた船
舶の構造、設備基準及び船舶
職員の配乗基準を定めている。

ｃ -

船舶の構造、設備基準及び船舶職員の
配乗基準は、船舶の堪航性及び人命の
安全の保持を担保するため、航行区域
の気象・海象の状況、避難・救助の容易
さ等を考慮し航行区域に応じて定めて
おり、経済的理由のみにより沿海区域
を拡大することは船舶の安全上不可能
である。
沿海区域については、規制緩和の一環
として内航船の輸送効率化等を図る観
点から、全国的に大幅に見直すため、
船主、学識経験者等からなる検討会を
立ち上げ、その結果を踏まえ、気象・海
象の状況等を考慮し安全上問題のない
海域については平成８年に拡大を実施
済みである。
さらに、本州～沖縄航路等の安全上沿
海区域への拡大が不可能な海域につ
いても、主要内航航路を含む区域（距岸
100海里程度）を限定近海区域として新
たに設定し、当該海域の状況等を踏ま
えた安全性を検討の上、平成７年から
平成１３年にかけて近海区域の構造、
設備基準から大幅に緩和するなど、船
舶の安全性及び輸送効率化を踏まえた
航行区域の規制緩和は実施済みであ
る。また、船舶職員の配乗基準につい
ても、平成１５年１２月１１日に産業界関
係者、学識経験者等の意向も踏まえ取
りまとめられた交通政策審議会答申「内
航海運の活性化による海上物流システ
ムの高度化について」を受け、上記限定
近海区域に相当する区域について、近
海区域の配乗基準を緩和することとし、
今年度中に措置する予定である。

検討会等の実施やそれによる
緩和策を講じてからすでに年月
も経過しており、通信機器等の
インフラ整備は更に進んでいる
と思料する。見直しの可否につ
いて改めて検討され明らかにさ
れたい。

ｃ -

船舶の構造、設備については、
航行区域の気象・海象の状況、
避難・救助の容易さ等を総合的
に考慮し、航行区域に応じて船
舶の堪航性及び人命の安全の
保持を担保するために最低限必
要な様々な基準（復原性等の船
舶の構造基準及び通信設備、
救命設備、防火・消防設備、航
行設備等の基準）を定めてお
り、仮に通信機器等の一部の設
備の整備があるとしても、航行
区域を拡大することは船舶の安
全上不可能である。
なお、例示の通信機器に関して
は、平成４年にＧＭＤＳＳ（海上
における遭難及び安全の世界
的なシステム）が導入され通信
の確実性が向上したが、その後
は大きな進展はない。

z1200060 国土交通省
船舶の検査期間の延長及び検
査内容の簡素化【新規】

船舶安全法第５
条第１項、第１０
条第１項

船舶は５年毎（一部６年毎）の定
期検査とその間に簡易な中間検
査を受けることが義務付けられ
ている。

ｃ

　海上人命安全（ＳＯＬＡＳ）条約
等において、船舶検査の間隔は
「主管庁の定める５年を超えな
い間隔」で実施すること等が定
められている。一方、我が国に
おいては、ロシアや韓国など近
隣諸国への航行区域における
気象・海象条件が、国内の沿岸
や南西諸島の航行区域におけ
る気象・海象条件と同等である
ことに鑑み、内航船であっても国
際条約に準拠した検査を実施す
ることが適当である。よって、す
べての内航船についてご要望に
お応えすることは困難である。
　なお、平穏な気象・海象条件
下にある平水区域を航行する内
航船については、定期検査の間
隔が６年毎とされている。

定期検査及び中間検査には、多
くの費用と日数を要することか
ら、物流コスト削減の妨げとなっ
ている。
　また、船舶機器の改善等によ
り、船舶の耐久性は飛躍的に向
上しており、検査期間を５年に１
回から６年に１回としても安全確
保は十分に可能であると考えら
れることから、定期検査を6年毎
でよいとされる区域の拡大を検
討していくべきである。見直しの
可否について改めて検討され示
されたい。

ｃ -

　我が国は国際約束の誠実な履行
の観点から、５年を超えない間隔で
船舶検査を行っている。近年、船舶
の安全及び保安の確保並びに海洋
環境の保全については国際的に強
化される方向にあり、海上人命安全
（ＳＯＬＡＳ）条約等が改正され、新た
な技術基準が次々に導入されてい
るところであるが、船舶検査の間隔
の改定について国際的な動きは今
のところない。また、船舶に関する
重大事故についても、減少傾向に
はない。
　このような状況を踏まえ、現時点
で定期検査の間隔の延長は非常に
困難である。しかしながら、エンジン
の解放について分割検査を行うな
ど船体等の耐久性の向上による検
査内容の簡素化はすでに実施して
きているところであり、受検者の負
担軽減の観点から、引き続き検討し
て参りたい。
　航行区域については沿岸から近
い順に平水、沿海、近海、遠洋の大
きく４つがあるが、このうち平水区域
は気象・海象条件等に応じて設定し
ているものであり、同条件に特段の
変化がないため見直しは困難であ
る。また、沿海区域以遠については
ロシアや韓国との国際航海を含む
ものであることから、国際条約に準
拠した検査を実施することが必要で
ある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 77/158
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z1200059 国土交通省 沿海船航行可能海域の拡大 5056 50560206 11 (社)日本経済団体連合会 206 沿海船航行可能海域の拡大

①沿海船の航行可能海域の拡大を実施し、
最短距離による航行を可能とすべきであ
る。
②本州～沖縄航路において沿海船による航
行を可能とすべきである。

　海岸から２０海里以内の沿海に沿ってジ
グザグ航海となるため、距離が長くなり、
その分多くの時間と燃料を必要とし、物流
効率化の妨げとなる。近海船の建造、また
は沿海船から限定近海船への改造は、船舶
設備及び救命・消防設備の仕様が沿海船に
比べ過大となり、建造費または改造費が多
額となる。近海船及び限定近海船の船員の
配乗は、沿海船の配乗より上級免状保有職
員の配乗が必要となり、船員費用が増大す
る。
　規制緩和により、以下の効果が見込まれ
る。①要望海域まで沿海区域が拡大された
場合の航行コスト削減効果②設備費のコス
ト低減効果③船員数削減による人件費の削
減効果
　通信設備のインフラ整備が進むなど、航
海機器の発達と船舶の堪航能力アップによ
り、沿海船においても、近海区域の航海は
十分可能である。

　船舶はその船舶の保有する資格により航
海できる海域が制限されており、「沿海資
格船（沿海船）」は、沿海岸から20海里ま
でを線で囲んだ海域より遠い海域は航海で
きない（但し、平成８年12月に（ｲ）内浦
湾沖，（ﾛ）石巻湾沖，（ﾊ）伊勢湾沖，
（ﾆ）紀伊水道，（ﾎ）土佐湾沖，（ﾍ）豊
後水道沖，（ﾄ）若狭湾沖の7沿海区域の境
界については直線化が実施済み）。なお、
本州～沖縄間には「近海」海域があるた
め、沿海船での航海はできない。
　国際航海に従事しない船舶として、平成
８年７月に新規に「限定近海船」が創設さ
れ、沖縄、八丈島，宮古～襟裳岬間（青森
県東岸沖）の航行が可能となるとともに、
近海船に比し、防火構造要件、消防設備、
非常電源・電話などの安全基準が簡素化さ
れたたが、まだ一定の安全設備は具備しな
ければならない。

z1200060 国土交通省
船舶の検査期間の延長及び検査内容
の簡素化【新規】

5056 50560208 11 (社)日本経済団体連合会 208
船舶の検査期間の延長及び検査内容の簡素
化【新規】

　造船技術の向上、船舶機器の改善による
船舶の耐久性向上に対応し、内航船の検査
期間を定期検査６年毎、中間検査３年毎に
延長すべきである。
　検査内容の見直しを行い、簡素化すべき
である。

　船舶の定期検査証書の有効期間は内航・
外航及び航行区域の区別なく５年毎に、ま
た中間検査は定期検査と定期検査の間に１
回行うと定められているため、定期検査及
び中間検査に多くの費用と日数を要するこ
とから、物流コスト削減の妨げとなってい
る。船舶機器の改善等により、船舶の耐久
性は飛躍的に向上しており、検査期間を５
年に１回から６年に１回としても安全確保
は十分に可能である。検査項目についても
現状にそぐわないものがあることから、簡
素化に向けて検査項目の見直しをはかるべ
きである。　規制緩和により、以下の効果
が期待できる。 ①検査申請費用等の削減
効果②ドック入り日数減少による機会損失
低減効果

　船舶は５年に１回定期検査を、また定期
検査と定期検査の間に中間検査を受けなけ
ればならない。
　外航船には、船舶の定期検査等の検査間
隔は「主官庁の定める５年を超えない間
隔」にて実施することとするＳＯＬＡＳ条
約の適用があるが、内航船に同条約の適用
は無い。
〈参考〉
ア．船舶の定期検査について
　1997年７月より、船舶検査証書の有効期
間は４年から５年に延長された。また中間
検査についても中間検査の時期に一定期間
を設け、その受検の時期の弾力化が図られ
た。
イ．検査内容の見直し、簡素化について
　推進用機関及び発電用機関については、
1997年６月より、中間検査における開放検
査に代えて、保守整備記録及び効力試験に
よることとなった。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 78/158
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z1200061 国土交通省
夜間入港制限対象船の総トン数

の緩和【新規】

港則法第６条、
港則法施行規則

第４条

函館港、京浜港、大阪港、神戸
港、門司港、長崎港、佐世保港
においては、500トン以上の船舶
（関門港若松区においては300ト
ン以上）は、港長の許可のある
場合又は海難を避けようとする
場合を除いて日没から日出まで
の間は入港してはならないとし
ている。

ｂ Ⅲ

許可が必要な船舶の基準（総ト
ン数500トン）の緩和について
は、規制緩和推進３カ年計画
（平成10年3月閣議決定）に盛り
込まれたことから、学識経験者、
海事関係者等の意見を聴取し
検討を行った結果、平成13年４
月23日から包括許可制度を導
入したところであるが、港内交通
環境の変化等に鑑み再検討を
行う。

z1200062 国土交通省
港湾関係工事手続の合理化【新

規】

港湾法第37条第
１項

港湾法施行令第
14条

港則法第31条、
港則法37条の
３、港則法施行
規則第16条

【港湾管理者への工事・作業許
可申請】
港湾区域内又は港湾隣接地域
内において、占用、土砂採取等
をしようとする者は、港湾管理者
の許可を受けなければならな
い。

【港長への工事・作業許可申請】
港内又は境界付近において工
事又は作業が行われる場合に
は、一定の水域が占有され、船
舶交通の安全及び港内の整と
んを阻害する可能性があるの
で、港長の許可を必要としてい
る。

c
d
e

－

港湾法、港則法の法目的、審査内容、
当該事務の運用主体が異なることか
ら、窓口の一本化は困難である。

【港湾管理者への工事・作業許可申請】
①港湾法及び各港湾管理者の条例等
の規定で、港長より先に手続きを行わ
なければならないとはなっておらず、実
態上も、港長への申請の有無に関わら
ず各港湾管理者において処理されてい
る。
②当該事務は自治事務に該当し、港湾
管理者が、港湾の適正な管理運営を図
る観点から行われているものであり、許
可に当たって必要な事項は、各港の実
情を踏まえて各港湾管理者が定める条
例等で規定されているものである。

【港長への工事・作業許可申請】
①工事・作業許可申請は港湾管理者許
可を得ずとも可能である。
②国土交通省オンラインシステムにお
いて、工事作業許可申請の電子申請の
受付は可能である。
③当該工事が船舶交通及び港内の整
とんを阻害するか否かは港内の状況等
により異なるため、軽微な海上作業の
基準を策定し、一律に不要とすることは
困難である。

行政の諸手続においては、輸出入・港湾手
続のシングルウィンドウ化・ワンストップサー
ビス化などが導入され、あるいは刷新検討の
取り組みがなされている。本要望の港湾工
事・作業許可手続等も、基本的には同様のコ
ンセプトの下、電子手続の拡大とシングル
ウィンドウ化・ワンストップ化の促進を図り、
ユーザーの視点に立った手続きの簡素化に
取り組むべきである。具体的には、手続及び
項目を必要最小限のものに簡素化し、関係
省庁（地方自治体含む）で様式の統一を図る
こと、そうした申請情報は一回の入力で関係
省庁に届くようなシステムとすべきである。
　また、第一次回答では、『当該工事が船舶
交通及び港内の整とんを阻害するか否かは
港内の状況等により異なる』との理由で一律
に軽微な作業の基準を作成できないとのこと
であるが、例えば、①既設設備上あるいは小
型船舶による簡易作業(目視確認、測量)程
度の工事、②工事期間が７日程度以内の工
事、 ③海上汚染、落下等の恐れのない工
事、のような軽微な作業であれば、個々の港
の状況等が異なったとしても、船舶交通及び
港内の整頓を阻害することなく、実施可能と
考えられるため、そうした届出は一律不要と
すべきである。
　それでも一律に軽微な作業の基準を策定
できないなら、例えば各港のルール（届出が
不要な工事・作業等を規定する、事後の一
括報告で可とする 等）を条例、ガイドライン
等に規定するよう検討すべきである。

c
d －

【港湾管理者への工事・作業許可申
請】
①当該事務は自治事務に該当し、
港湾管理者が、港湾の適正な管理
運営を図る観点から行われている
ものであり、許可に当たって必要な
事項は、各港の実情を踏まえて各
港湾管理者が定める条例等で規定
されているものである。よって、各港
湾管理者が各港の実情を踏まえて
手続きの簡素化等を図ることは問
題ない。
②なお、手続きの統一化・電子化に
ついては、工事に伴う申請が反復
性・継続性に欠けること、電子化に
要する費用等を考慮すると、現時点
において、導入することは妥当では
ないと考える。

【港長への工事・作業許可申請】
・港長への申請手続きは、国土交通
省オンラインシステムにおいて既に
電子化している。
・当該工事が船舶交通及び港内の
整とんを阻害するか否かは、港の
利用状況等により異なるため、工事
の内容や期間等で一律の基準を策
定することは困難である。
　なお、明らかに船舶交通に支障が
ない工事（岸壁上の工事であって、
資機材等の海上落下・流出の可能
性がないもの）については、許可は
不要である。
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z1200061 国土交通省
夜間入港制限対象船の総トン数の緩和
【新規】

5056 50560209 11 (社)日本経済団体連合会 209
夜間入港制限対象船の総トン数の緩和【新
規】

　入港制限の対象船を750総ﾄﾝ以上とすべ
きである。

①安全性については、499総ﾄﾝ、749総ﾄﾝも
変わりなく、問題は無い。
②夜間入港船の港外待機時間削減により運
航効率が向上する。
③平成13年４月の規制緩和で、運輸局へ事
前届出にて入港は可能となっているが、毎
回の事務処理が頻繁となり、事務ｺｽﾄ増に
繋がっているため、事前届出の廃止によ
り、事務処理業務の削減が期待できる。

＜参考＞（※要望書P.107参照）

　特定港（函館、京浜、大阪、神戸、関
門、長崎、佐世保）の7港では、総トン数
500トン以上（関門港若松区は300総トン以
上）の船舶は、夜間（日没から日出まで）
の入港が原則禁止されている。
　平成13年４月23日から包括許可制度が導
入され、事前届出により、入港は可能と
なった。港によって運用の違いはあるが、
以下の条件をクリアしていれば夜間入港は
可能である。
〈参考〉夜間入港条件
　関門　　　・・・　同港への入港実績
（１回／半年or３回／１年）
　大阪・堺　・・・　荷主からのお願い書
（工場を停止しない為等）

z1200062 国土交通省 港湾関係工事手続の合理化【新規】 5056 50560210 11 (社)日本経済団体連合会 210 港湾関係工事手続の合理化【新規】

　港湾関係工事の届出窓口を一本化すべき
である。
　申請書類の締切日を１ヶ月前程度（６０
→３０日）に短縮させ、さらに電子申請等
の導入により届出業務を簡素化すべきであ
る。
　届出対象工事を明確にし、例えば次のよ
うな軽微な海上作業の届出は不要とする等
の合理化を図るべきである。
①既設設備上あるいは小型船舶による簡易
作業(目視確認、測量)程度の工事
②工事期間が７日程度以内の工事
③海上汚染、落下等の恐れのない工事

　桟橋、バース、護岸等工事の届出回数
は、１社の例をあげると年40～50回程度に
及んでおり、届出に出向くために要する往
復の移動時間も含め３～４時間／回を要し
ている。届出窓口が一本化され、さらに電
子申請等が導入されれば、届出に要する人
件費あるいは業務委託費を削減できる。

　港湾区域内で工事を行う際、工事発注者
と受注者は、同内容の工事許可申請資料を
異なる様式で作成し、港湾管理者（港湾事
務所）と海上保安庁（海上保安部）へそれ
ぞれ届け出なければならない（＊届出資料
のボリュ－ムとしては１案件作成に付き、
１人区×１～２週間（内容・規模により違
いがある。））。また、先に港湾管理者の
許可を得てから、海上保安部の許可を受け
なければならないため、両者の許可を得る
までに60日程度のリードタイムを余儀なく
されている。
　工事内容によっては、届出先が追加さ
れ、異なる申請書類を作成することが必要
となる場合がある。（例えば、浚渫作業で
は埠頭公社建設発生土受入事務所、埠頭事
務所、航行安全管理事務所が追加され
る。）
　届出対象となる工事の範囲が明確ではな
いため、軽微な海上作業も含めて全て届け
出なければならない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 80/158
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z1200063 国土交通省
危険物容器検査及び手数料徴

収の方法の見直し

危険物船舶運送
及び貯蔵規則第
１１３条

危険物の容器については、破損
等により重大な事故につながる
可能性があるため、地方運輸局
長等は登録検査機関による検
査が義務付られている。検査
は、登録検査機関である（財）日
本舶用品検定協会が実施して
いる。

ｄ

危険物容器の検査において１
年間の検査有効期間という概念
はなく、登録検査機関である
（財）日本舶用品検定協会が１
年毎に製品毎の生産方法や品
質管理などに関する検査を実施
しているものであり、安全性を確
保するために必要な間隔である
と考えている。
　また、同協会が定める手数料
は、一定期間に製造される危険
物容器の種類と量に応じて、検
査を実施するために必要な費用
をもとに計算されているところで
あり、最近では平成１６年１月に
関係業界に説明を行い同意を
得た上で改定されているところ
である。
　さらに、危険物容器検査証の
交付については、新たに業務支
援システムの導入による電子化
を行っており、検査終了後、概
ね一週間以内に対応していると
ころである。
　なお、払い戻しについては、申
請に当たって申請者と同協会の
間で十分な事前調整を行うこと
によって払い戻しが生じないよう
にすることが可能であり、同協
会に対してその旨指導して参り
たい

１年以内に危険物容器に変更があ
るケースは少なく、1年という検査期
間が実態に則しているかは疑問で
あることから、検査有効期間の延長
を検討すべきである。
　検査と検査手数料との相関関係
が明確でないため、透明性の高い
検査体系に見直すべきである。
　現在は、検査申請個数に応じた手
数料でありながら、検査申請個数に
充たない場合に、払い戻しがないと
の認識だが、この点一次回答では、
「払い戻しについては、申請に当
たって申請者と同協会の間で十分
な事前調整を行うことによって払い
戻しが生じないようにすることが可
能」とされている。この意味するとこ
ろは必ずしも明確ではないが、少な
くとも制度上は、そうした事前調整
などが必要ない、合理的で、透明性
の高い手数料体系を整備すべきで
ある。
 なお、検査証の交付について、1週
間以内に対応している旨回答が
あったが、直近の事例では、受検か
ら検査証の受領まで約1ヶ月かかっ
ており、実態との乖離が生じてい
る。
以上、事実関係も再度確認された
上、見直しの可否について改めて
検討されたい。

ｄ（一
部ｂ）

-

　危険物容器の検査は、容器の使
用の変更による検査を行っている
のではなく、仕様が同じものについ
て同一品質で生産されていることを
一定間隔で性能試験により確認す
る必要があり検査を行っているもの
である。検査は登録検査機関であ
る（財）日本舶用品検定協会が１年
毎に実施しているが、１年毎の期間
においても、基準を満たさない製品
が相当数検出されており、本期間を
延長することは適切ではないと考え
ている。
　また、「検査申請個数に充たない
場合の手数料の払い戻し」について
は、措置する方向で検討し、透明性
の高い検査体系を構築するよう指
導して参りたい。
　なお、危険物容器検査証の交付
については、新たに業務支援システ
ムの導入による電子化を行ってお
り、検査終了後、概ね１週間以内に
対応しているところである。ご指摘
のような遅延が行われた事例につ
いては、検査証に添付する図面の
差し替えが必要なものについて、受
検者側からの提出が遅れたことに
起因したものと承知している。

z1200063 国土交通省
危険物容器検査及び手数料徴

収の方法の見直し

危険物船舶運送
及び貯蔵規則第
１１３条

危険物の容器については、破損
等により重大な事故につながる
可能性があるため、地方運輸局
長又は登録検査機関による検
査が義務付られている。検査
は、登録検査機関である（財）日
本舶用品検定協会が実施して
いる。

ｄ

危険物容器の検査において１
年間の検査有効期間という概念
はなく、登録検査機関である
（財）日本舶用品検定協会が１
年毎に製品毎の生産方法や品
質管理などに関する検査を実施
しているものであり、安全性を確
保するために必要な間隔である
と考えている。
　また、同協会が定める手数料
は、一定期間に製造される危険
物容器の種類と量に応じて、検
査を実施するために必要な費用
をもとに計算されているところで
あり、最近では平成１６年１月に
関係業界に説明を行い同意を
得た上で改定されているところ
である。
　さらに、危険物容器検査証の
交付については、新たに業務支
援システムの導入による電子化
を行っており、検査終了後、概
ね一週間以内に対応していると
ころである。
　なお、払い戻しについては、申
請に当たって申請者と同協会の
間で十分な事前調整を行うこと
によって払い戻しが生じないよう
にすることが可能であり、同協
会に対してその旨指導して参り
たい

１年以内に危険物容器に変更があ
るケースは少なく、1年という検査期
間が実態に則しているかは疑問で
あることから、検査有効期間の延長
を検討すべきである。
　検査と検査手数料との相関関係
が明確でないため、透明性の高い
検査体系に見直すべきである。
　現在は、検査申請個数に応じた手
数料でありながら、検査申請個数に
充たない場合に、払い戻しがないと
の認識だが、この点一次回答では、
「払い戻しについては、申請に当
たって申請者と同協会の間で十分
な事前調整を行うことによって払い
戻しが生じないようにすることが可
能」とされている。この意味するとこ
ろは必ずしも明確ではないが、少な
くとも制度上は、そうした事前調整
などが必要ない、合理的で、透明性
の高い手数料体系を整備すべきで
ある。
 なお、検査証の交付について、1週
間以内に対応している旨回答が
あったが、直近の事例では、受検か
ら検査証の受領まで約1ヶ月かかっ
ており、実態との乖離が生じてい
る。　　　　　　　　以上、事実関係も
再度確認された上、見直しの可否
につぃて改めて検討されたい。

ｄ（一
部ｂ）

-

　危険物容器の検査は、容器の使
用の変更による検査を行っている
のではなく、仕様が同じものについ
て同一品質で生産されていることを
一定間隔で性能試験により確認す
る必要があり検査を行っているもの
である。検査は登録検査機関であ
る（財）日本舶用品検定協会が１年
毎に実施しているが、１年毎の期間
においても、基準を満たさない製品
が相当数検出されており、本期間を
延長することは適切ではないと考え
ている。
　また、「検査申請個数に充たない
場合の手数料の払い戻し」について
は、措置する方向で検討し、透明性
の高い検査体系を構築するよう指
導して参りたい。
　なお、危険物容器検査証の交付
については、新たに業務支援システ
ムの導入による電子化を行ってお
り、検査終了後、概ね１週間以内に
対応しているところである。ご指摘
のような遅延が行われた事例につ
いては、検査証に添付する図面の
差し替えが必要なものについて、受
検者側からの提出が遅れたことに
起因したものと承知している。
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z1200063 国土交通省
危険物容器検査及び手数料徴収の方
法の見直し

5056 50560211 11 (社)日本経済団体連合会 211
危険物容器検査及び手数料徴収の方法の見
直し【新規】

　検査有効期間を延長すべきである。
　検査手数料の設定根拠（何のために徴収
するのか）を明確化し、透明性の高い手数
料体系に見直すべきである。例えば、申請
型式当りの検査料又は一回の検査当り検査
料とする、または、現在の検査料体系のも
とで、出荷実績にもとづいた実績払いとす
るなどの検討を行うべきである。

　１年以内に危険物容器に変更があるケー
スは少なく、検査有効期間を延長しても問
題ない。
　検査手数料の設定根拠が明確でない。本
来は、申請個数に応じた手数料体系ではな
く、検査内容に応じた手数料体系とする
か、検査が検査個数に殆ど関係ない場合
は、検査回数や検査日数に応じた一定額の
手数料体系とした方が合理的である。
　現在は、検査申請個数に応じた手数料で
ありながら、検査申請個数に充たない場合
に、払い戻しがない。

　危険物を船舶運送するときに使う容器（危険
物容器）については、地方運輸局または(財)日
本舶用品検定協会が検査（性能試験及び工場検
査）を行うこととなっており、危険物の種類に
応じて必要な強度を確保していなければならな
い。この検査は、１年間または検査申請時に申
請した個数を製造終了したときのいずれか早い
時期までに行うこととされている（１年のうち
に申請個数を超えて容器を使用するときは、再
び検査申請を行い検査を受けなければならな
い）。
　検査申請個数に応じて検査手数料（検査手数
料は容器100個当たり284円・手数料が25,000円
未満/回の場合は25,000円が最低料金）及び旅
費相当額（交通費、日当、宿泊費等）を前払い
しなければならない。
　１年間の使用個数が検査申請個数に満たない
場合でも、前払いした費用の払い戻しはされな
い。
　検査申請から検査証交付までに最低でも２週
間以上を要する。

z1200063 国土交通省
危険物容器検査及び手数料徴収の方
法の見直し

5061 50610018 11 社団法人　日本自動車工業会 18
危険物容器検査及び手数料徴収の方法の見
直し

検査期間を延長してほしい。
検査手数料の設定根拠（何のために徴収す
るのか）を明確化し、透明性の高い手数料
体系としてほしい。

危険物を出荷するときに使う容器（危険物
容器）については、地方運輸局または(財)
日本舶用品検定協会が検査（性能試験及び
工場検査）を行うこととなっており、危険
物の種類に応じて必要な強度を確保してな
ければならない。
この検査は、１年間または検査申請時に申
請した個数を製造終了したときのいずれか
早い時期までに行うこととされている（１
年のうちに申請個数を超えて容器を使用す
るときは、再び検査申請を行い検査を受け
なければならない）。
検査申請個数に応じて検査手数料（検査手
数料は容器100個当たり284円・手数料が
25,000円未満/回の場合は25,000円が最低
料金）及び旅費相当額（交通費、日当、宿
泊費等）を前払いしなければならない。１
年間の使用個数が検査申請個数に満たない
場合でも、前払いした費用の払い戻しはさ
れない。
検査申請から検査証交付までに最低でも２
週間以上を要する。

１年以内に危険物容器に変更があるケース
は少なく、検査期間を延長しても問題ない
と思われる。
検査手数料の設定根拠は明らかにされてい
ない。仮に検査手数料が検査官の人件費で
あれば、一定額を徴収すべきであり、検査
申請個数に応じて料金設定すべきではな
い。また検査手数料は前払いしか認められ
ず、使用実績が全く考慮されないことは納
得しがたい。
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z1200064 国土交通省
中型航空機の事業運航基準の

見直し

航空法第104条、
航空法施行規則
第213条、第214
条、運航規程審
査要領

航空法令等において、航空運送
事業者に対して課せられている
運航上の安全基準は、原則とし
て当該航空機の最大離陸重量
が5.7t（回転翼機にあっては
9.08t）を境に異なるものとなって
いる。

c

航空法令等で定める技術上の
基準は、国際民間航空条約附
属書に定める国際標準に準拠し
たものであるが、当該国際標準
では航空運送事業の航空機の
最大離陸重量5.7ｔ（回転翼機に
あっては9.08t）で安全基準の区
分けがなされている。したがっ
て、国際標準との整合性を維持
する観点から、運航基準の区分
を含めた安全規制の見直しを行
うことは困難。

平成15年５月の内閣府「各府省
等における規制改革に関する内
外からの意見・要望等に係る対
応状況」では、当要望に関して
検討の必要が回答されており、
民間サイドから具体的緩和要求
事項を文書にて当局に提出した
ものの、その後、検討の状況や
結論に関して、何ら明らかにさ
れていないことから、国は検討
状況を明らかにすべきである。
また、実態に即した基準の細分
化を図ることは、国際標準の趣
旨に反するものではないと考え
られる。経済的な効率性や、ビ
ジネスチャンスの拡大という観
点を踏まえ、実態に即した基準
の細分化を検討すべきある。見
直しの可否について改めて検討
され示されたい。

ｃ

平成15年2月に要望主体から当
時の要望をヒアリングしたもの
の、実際に問題となるような具
体的要望が示されなかったため
当省は対応しないとの結論を出
したが、今後新たに具体的な要
望が出てくれば、それには引き
続き対応する旨、平成15年5月
に当省より回答したところであ
る。今回も要望主体から具体的
な要望が出ていないため、見直
しを行うことは困難であるが、今
後新たに具体的要望があれば
引き続き国際標準との整合性及
び安全運航確保の観点から検
討することとしたい。

z1200065 国土交通省
航空機の航行援助施設利用料

の見直し【新規】

航行援助施設利
用料に関する告

示

我が国の航行援助施設利用料
（以下「航援料」という。）は、我
が国が担当する北西太平洋上
空を含む飛行情報区（ＦＩＲ）を航
空機が安全かつ効率的に航行
するために必要な航行援助サー
ビスの対価として利用者から徴
収しているものであり、国際民間
航空条約（シカゴ条約）及び国際
民間航空機関（ＩＣＡＯ）の理事会
声明等、国際的に認められた徴
収原則に準拠し、かつ国際的な
利用者との協議を経た上で創設
されたものである。

e ―

航行援助施設利用料は、航行
援助サービスの対価として徴収
しているものであること、国が一
方的に決めているものでなく、国
際航空運送協会（ＩＡＴＡ）と協議
をして設定されたものであること
から、規制改革の問題として論
じるべきものではない。
なお、当該航援料は、航空機の
重量に関係なく同じ内容の航行
援助サービスが提供されている
ことから一律としているものであ
り、航行援助サービスに見合っ
た適切なものと考えている。
米国は、米国内に着陸する場合
には航空機から航援料を徴収し
ていないが、今後、上空通過機
からは航援料を徴収する予定で
ある。一方で、その一部を航行
援助サービスの経費に充てるた
め、旅客から通行税を徴収して
いる。
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z1200064 国土交通省 中型航空機の事業運航基準の見直し 5056 50560212 11 (社)日本経済団体連合会 212 中型航空機の事業運航基準の見直し
　事業運航基準を飛行機の重量・座席数・
運航目的等によって細分化し、より運航実
態に則したものすべきである。

　中型機には、あまりにも過大な事業運航
基準を要求され、実態にそぐわない。わが
国航空法令の立場は、必ずしも国際標準を
完全に準拠しているというものではなく、
国際標準を踏まえつつも、実情に応じた取
扱をしているものと考えられる。本件に関
しても、シカゴ条約附属書に定める国際標
準を踏まえつつも、実態に即した基準の細
分化を図ることは国際標準の趣旨に抵触す
るものではない。
　平成15年５月の内閣府「各府省等におけ
る規制改革に関する内外からの意見・要望
等に係る対応状況」では、当要望に関して
検討の必要が回答されており、民間サイド
から具体的緩和要求事項を文書にて当局に
提出したものの、その後、検討の状況や結
論に関して、何ら明らかにされていない。

　2000年の法改正により、不定期航空運送
事業が無くなり、航空運送事業に統一され
たため、5.7ｔ以上の旅客機については、
大型旅客機か中型ビジネスジェット機かを
問わず、同一の基準が一律に適用されてい
る。
　シカゴ条約附属書に定める国際標準に航
空機の最大離陸重量5.7ｔで安全基準の区
分けがなされている。

z1200065 国土交通省
航空機の航行援助施設利用料の見直
し【新規】

5056 50560213 11 (社)日本経済団体連合会 213
航空機の航行援助施設利用料の見直し【新
規】

　15ｔ以上100t未満の重量カテゴリーを細
分化し、きめ細かい料金設定をすべきであ
る。

　30ｔクラスの中型航空機への負担が大き
過ぎる。
　座席数の少ないビジネスジェット機の航
行援助施設利用料の利用者負担を軽減し、
需要の拡大を図る必要がある。
　シカゴ条約やＩＣＡＯの理事会声明など
の徴収原則には、重量カテゴリーまでの取
り決めはなく、各国できめ細かな料金設定
は可能である。
　米国等に於いては、航行援助施設利用料
は一切徴収していない。

　国際運航の航行援助施設利用料は、15ｔ
未満120円／回、15～100ｔ未満180,000円
／回となっており、最大離陸重量15ｔ以上
～100ｔ未満が一律基準となっている。
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z1200066
文部科学省、
経済産業省、
国土交通省

使用済み燃料輸送容器等の事
業所外運搬時の原子力災害対
策特別措置法による通報義務

の適用除外

原子力災害対策
特別措置法施行
規則第９条及び
第２１条

A型輸送物、ＩＰ－２型輸送物、Ｉ
Ｐ－３型輸送物については、放
射線量の観点から、火災、爆発
等により一定の放射線量を検出
した場合には、原子力緊急事態
となり得るため、放射性物質の
漏えいに関しても通報基準を定
めている。

ｃ

原子力災害対策特別措置法に定める
原子力緊急事態のうち、事業所外運搬
に係る事象は、放射性物質の漏えいに
関するもののほか、放射線量に関する
ものがある。
「放射性物質の漏えい」の観点からは、
原子力災害対策特別措置法施行規則
第２１条第２号において、Ａ２値の放射
性物質が容器から漏えい又は漏えいす
る蓋然性が高い状態にあることを原子
力緊急事態に該当する事象としている。
これに関し、A型輸送物については、収
納している放射性物質の量がＡ２値以
下であることから原子力緊急事態には
なり得ず、また、ＩＰ－２型、ＩＰ－３型輸
送物については、Ａ２値以上収納されて
いても漏えいした放射性物質から一定
以上の被ばくを受けないような収納物で
あることから、施行規則第２１条第２号
において原子力緊急事態の対象から除
外されているところ。
一方、「放射線量」の観点からは、原子
力災害対策特別措置法施行令第６条第
３項第３号において、輸送容器の型によ
らず、容器から１メートル離れた場所に
おいて、１０ｍＳｖ／ｈ以上の放射線量が
測定された場合を原子力緊急事態に該
当する事象としている。
つまり、Ａ型輸送物、ＩＰ－２型輸送物、Ｉ
Ｐ－３型輸送物のいずれについても、事
故等の状況によっては原子力緊急事態
になり得ると想定されており、この観点
から、これらの輸送物に関し「放射性物
質の漏えい」に関する通報基準を定め
ることは原子力災害対策特別措置法の
目的を超えるものではない。

z1200068 国土交通省
都市公園における22（33）キロボ
ルト配電用変圧器の地上設置

の容認

都市公園法第７
条、都市公園法
施行令第１２条、
第１６条

都市公園法の地下に都市公園
法施行令第１２条第２号の２に
規定する変電所を設置する場
合、地下に設け、変電所頂部と
地面との距離は、原則として３
メートル以下としないことと規定
されている。

c

公園施設以外の都市公園の占
用については、公共性の強いも
の、公園の機能との関連を有す
るものや公園のオープンスペー
スとしての特性を生かしたもの
等の必要やむをえないものに限
定して認めており、変電所につ
いては地下に設け、変電所頂部
と地面との距離は、原則として３
メートル以下としないという条件
を満たす場合には占用が認めら
れる。22（33）キロボルト配電用
変圧器については、こうした公
園のオープンスペースとしての
機能や占用許可が可能なもの
が公園機能と関連の深いもの等
に限定されていること等に照ら
し、たとえ規模が小さくとも、地
上に設置することは難しいと考
える。また、子供を始めとした一
般の用に広く供する公園の地上
に22（33）キロボルトの変圧器を
設けることについては、安全性
の確保上懸念が生じ、適切では
ないと考える。

要望者から下記の通り再意見が提出されており、この意見
を踏まえた回答をいただきたい。

（要望者再意見）
１．安全性の確保の懸念について
　変電所については、公益性の強いもの、公園の機能との
関連を有するものや公園のオープンスペースとしての特性を
生かしたもの等の必要やむをえないものという、この限定条
件の中で、既に、地下という条件ではあるが設置を認められ
ている。その上で原則３メートル以下としないというのは、安
全性を考慮しての措置と考える。
　しかしながら、例えば公園施設である運動施設などについ
ては、通常電気設備を有しており、容易に人が触れないよう
な措置を講じるなど安全性が確保されていると思われるが、
要望している22(33)キロボルト変圧器については、一般電気
事業者が設置するものとして、技術員の技術員駐在箇所へ
の常駐や設備の運転状況の監視、設備異常時の警報装置
や保護装置（設備異常時の自動遮断）の設置など安全対策
を講じており、これらと同等以上の措置が施されていること
から、地下に設置しなくても安全性の確保上の問題は発生し
ない。実際に、22(33)キロボルト変圧器については、子供も
含めた公衆の往来が激しい道路に隣接して設置している事
例も多く、これらは電気設備の技術基準（経済産業省令）に
基づき設置しているものであり、安全性の確保上問題とした
場合、国の安全基準を否定することになるのではないか。
２．公園のオープンスペースとしての機能について
　22(33)キロボルト変圧器は、例えば都市公園法施行令第１
６条で規定される派出所の占用面積の上限値に比べて十分
小さい非常にコンパクトなものであり、地上設置により、都市
公園法第７条の「公衆のその利用に著しい支障を及ぼす」こ
とにはならず、公園の機能が阻害されることはない。
　なお、今回のご回答の中でも規模は小さいものと認識して
いただいていると考えている。
３．公園施設との関連性について
　公園施設は、都市公園法第２条に、野球場・陸上競技場な
どの運動施設、植物園・野外劇場などの教養施設や管理事
務所などが規定されているが、それら公園施設の機能を果
たすためには電気の供給が不可欠であり、、電気設備との
関連性は非常に強いものと考える。更には、公園には街灯
が常設されていること考慮すると、電気設備は公園施設と関
連性はないとはいい難い。

c

都市公園は、都市を緑化して都市
環境の向上を図るとともに、空地を
確保して、避難、防火等の災害の防
止に資することを目的として設置さ
れる都市の貴重なオープンスペー
スであることから、都市公園のオー
プンスペースとしての機能を阻害す
る占用物件の設置については、たと
え規模が小さいものであっても、極
めて慎重な判断が必要と認識して
おり、都市公園における22(33)キロ
ボルト配電用変圧器の地上設置を
認めることは困難である。
また、22(33)キロボルト配電用変圧
器については、その施設の性質上、
地下や都市公園以外の場所に設置
することが十分可能であり、当該施
設の地上設置が必要やむをえない
ものであるとは言えない。
さらに、都市公園は、子供を始めと
した一般の用に広く供するものであ
り、その安全性については特段の
配慮が必要と考えている。
なお、22(33)キロボルト配電用変圧
器は、都市公園以外の場所へも電
力供給を行うものであると認識して
いる。
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z1200066
文部科学省、
経済産業省、
国土交通省

使用済み燃料輸送容器等の事業所外
運搬時の原子力災害対策特別措置法
による通報義務の適用除外

5056 50560222 11 (社)日本経済団体連合会 222
使用済み燃料輸送容器等の事業所外運搬時
の原子力災害対策特別措置法による通報義
務の適用除外

　原子力緊急事態に該当する漏えいが理論
的に発生しないA型輸送物と原子力災害対
策特別措置法施行規則第21条第２号で原子
力緊急事態から除外されている低比放射性
物質（IP-2型輸送物及びIP-3型輸送物）の
運搬についても、L型とIP-1型輸送物と同
様に、原子力災害対策特別措置法第10条の
通報対象から除外すべきである。

　原子力災害対策特別措置法は、原子力災
害から国民の生命、身体及び財産を保護す
ることを目的としており、事態が進展して
も原子力災害が発生しない事象にまで通報
を求めるのは法の目的を超えるものであ
る。
　「『全国規模での規制改革要望』に対す
る各省庁からの再回答について」（平成16
年1月29日内閣府）において、「A型輸送
物、IP-2型輸送物、IP-3型輸送物について
は、漏えいが100％ありえないとは言い切
れないので除外することは困難」であると
いう回答があったが、要望理由は、原子力
災害対策特別措置法第10条の通報基準（漏
えいのおそれがある）に該当する可能性を
否定しているのではない。原子力災害対策
特別措置法第15条の原子力緊急事態（一定
以上の漏えいのおそれがある）に該当する
可能性がない輸送物に対してまで、通報義
務を課すことは、法の目的の範囲を超える
規制であると考えるから、上記の要望を行
なっている。
　なお、A型輸送物にはA2値（原子力緊急
事態となる漏えい量）を超える放射性物質
は含まれていないため、万が一漏えいが
あったとしても原子力災害が発生する可能
性はない。また、IP型からの漏えいについ
ても、もし漏えいが発生したとしても、法
令上、原子力緊急事態に該当しない。

　原子力緊急事態（原子力災害対策特別措
置法の第15条で定義）に至る恐れのない、
低レベル放射性廃棄物や中に使用済み燃料
が入っていない使用済み燃料輸送容器を輸
送する場合にも、原子力災害対策特別措置
法第10条に基づく関係機関への通報が義務
付けられている。特に、事業所外運搬の際
には、周辺に影響のない極微量の放射性物
質の漏えいであっても、通報をすることと
なっている。

z1200068 国土交通省
都市公園における22（33）キロボルト配
電用変圧器の地上設置の容認

5056 50560225 11 (社)日本経済団体連合会 225
都市公園における22（33）キロボルト配電用
変圧器の地上設置の容認

　都市公園における22（33）キロボルト配
電用変圧器の地上設置を認めるべきであ
る。

　「『全国規模での規制改革要望』に対す
る各省庁からの再回答について」（平成16
年１月29日内閣府）において、都市公園
は、都市を緑化して都市環境の向上を図る
とともに、空地を確保して、避難、防火等
の災害の防止に資することを目的として設
置される都市の貴重なオープンスペースで
あり、①公園施設については、建蔽率は原
則として2％以内とされているところであ
り、公園施設以外の占用物件については、
必要やむを得ないものに限定、②変電所に
ついては、それ自体の危険性等を考慮し
て、地下に設け、変電所頂部と地面との距
離は、原則として３メートル以下としな
い、という回答があった。22（33）キロボ
ルト配電用変圧器は、占用面積は約４㎡と
非常にコンパクトであり、かつ電気設備の
技術基準に基づいて設置されており安全性
も担保される（現に、不特定多数が往来す
る場所にも設置されている）。したがっ
て、必ずしも、保安上、地下設置の必要性
はない。また、都市公園法施行令第12条
で、公園への地上占用が認められている派
出所（30㎡以内）、天体､気象又は土地観
測用施設（10㎡以内）に加え、占用可能と
なっている高架道路や高架鉄道などの橋脚
については、当該変圧器に比べると占用面
積が大きくなることが予想されるが、これ
らについては公園面積の下限規定はない。
このように22（33）キロボルト配電用変圧
器の占用面積については、他に認められて
いる施設と同等以下と十分コンパクトであ
り、一律に公園面積の下限を設けて制限す
る必要がない。なお、22（33）キロボルト
配電用変圧器を都市公園に設置するには、
都市公園が５ヘクタール以上の敷地面積を
有することとされているが 占有面積は約

　都市公園法第７条では、「工作物その他
の物件又は施設の都市公園への占用が、公
衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、か
つ、必要やむをえないと認められるもので
あって、政令で定める技術的基準に適合す
る場合に限っては許可を与えることができ
る」となっており、22（33）キロボルト配
電用変圧器についてもこの対象となってい
る。
　但し、都市公園法施行令第12条、第16条
では、都市公園への22（33）キロボルト配
電用変圧器の占用に関する制限として、①
地下に設けること、②変電所頂部と地面と
の距離が原則として３メートル以下としな
いこと、が定められている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 86/158
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z1200069 国土交通省
「電気事業の運営に利用するた
めの気象の観測」に用いる気象
測器の検定有効期間の見直し

気象業務法（昭
和27年法律第
165号）第31条

気象測器検定規
則（平成14年国
土交通省令第25
号）第15条

　気象の観測は原則自由である
が、その成果を発表するための
観測、災害の防止に利用するた
めの観測、電気事業の運営に
利用するための観測等を行う者
は、正確な観測の実施及び観測
方法の統一性確保のため、一定
の構造及び性能を有する必要
がある気象測器について、気象
庁長官の登録を受けた者が行う
検定に合格したものを使用しな
ければならない。
　検定の有効期限は原則として
無期限であるが、その構造、使
用条件、使用状況等からみて一
定期間使用することなどにより
精度が低下するおそれのある電
気式気圧計等１２種類の気象測
器については、検定の有効期限
を定めている。

ｂ Ⅲ

　要望項目の「電気事業の運営
に利用するための気象の観測」
に用いる気象測器の検定有効
期間の見直しについては、その
理由として、省令で検定の有効
期限が設定されている気象測器
についても、観測機器の性能が
向上したこと、また、事業者が実
施する点検で校正することに
よって、事業者が要求する観測
精度を十分担保できること、が
挙げられている。
　省令に規定する検定の有効期
間は、実際の使用状況、検定等
の実績に基づいて定められてい
るものであり、平成14年にもパブ
リックコメント手続を経て見直し
を行ったところである。また、製
造技術や使用実態の変化に応
じて、広く測器使用者その他一
般の知見も踏まえて適宜検討し
てきており、今回の要望の詳細
を把握したうえで、改正の必要
が認められれば、省令改正（パ
ブリック・コメント手続を含め３月
程度）による対応を検討したい。

「要望の詳細を把握したうえで、
改正の必要が認められれば、省
令改正（パブリック･コメント手続
を含め3月程度）による対応を検
討したい」とあるが、今後の検討
スケジュールについて具体的に
示されたい。

ｂ Ⅲ

検定の有効期間の見直しが要
望される種類の気象測器につい
て、製造技術が改善されたと思
われる部位及び測定精度の性
能向上の詳細並びに点検時に
実施されている観測機器の校正
内容について検討に必要なデー
タが示されれば、速やかに対応
し、改正の必要が認められるも
のについては省令改正手続きに
入るものである。

z1200070 国土交通省
農業用ガラス温室の建設に係る

適用基準の緩和

建築基準法第2
条第1号、建築基
準法第37条

建築基準法は、国民の生命、財
産等を保護するため、建築物に
ついて、安全上、防火上等の観
点から、その敷地、構造及び用
途等に関する最低基準を定めて
いる。

c

建築基準法は、国民の生命、財
産等を保護するという観点から、
建築物の敷地、構造及び用途
等に関する最低の基準を定めて
いるものである。したがって、ご
要望に係る農業用温室について
も、当該建築物の所有者の財産
保護、作業従事者の人命の安
全確保や周辺への延焼防止の
観点から、建築物として構造や
防火避難等に係る最低基準へ
の適合性について確認する必要
があるものであり、ご要望の提
案の実現は困難である。なお、
農業用温室が建築物に該当す
るか否かについては、屋根、壁
等を有するか否か、その構造、
機能等の実態を総合的に勘案し
て判断されるものである。

要望者は、要望内容の②のとお
り、建築基準法において、一般
の建築物とは、別の基準を要望
している。農業用ガラス温室に
ついては、通常の建物と同一条
件というのは、農家への負担が
大きいと思われる。面積要件な
どを付したうえでの緩和など検
討されたい。

c

農業用ガラス温室について、そ
の構造方法、利用の形態等に
関する知見が蓄積されていない
ことから、早急な対応は困難で
ある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 87/158
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z1200069 国土交通省
「電気事業の運営に利用するための気
象の観測」に用いる気象測器の検定有
効期間の見直し

5056 50560229 11 (社)日本経済団体連合会 229
「電気事業の運営に利用するための気象の
観測」に用いる気象測器の検定有効期間の
見直し

　気象測器検定規則の第15条において、指
定する機器について「検定の有効期間」が
設定されているが、定期的な点検により校
正を実施していれば、検定の有効期間を設
けないこととすべきである。

　気象測器を検定する際には、観測の継続
を確保するため、検定期間中に代替の機器
を設置するか、新規観測機器に更新すると
いった対応を実施しており、検定に要する
手間・コストを余計に費やしているのが実
態である。
　気象業務法においては、直近の法改正に
より、原則として検定の有効期間を設けな
いことになったが、国土交通省令で定める
気象測器については、未だ検定の有効期限
が設定されている。　省令で検定の有効期
限が設定されている気象測器についても、
観測機器の性能が向上したことにより、事
業者が実施する点検で校正することによっ
て、事業者が要求する観測精度を十分担保
できることから、検定の有効期限を設ける
必要はない。

　電気事業の運営に利用するための気象の
観測装置は、気象業務法において設置の届
出が必要であり、省令で指定する機器につ
いては、定められた頻度（５年に１回程
度）の検定が義務付けられている。

z1200070 国土交通省
農業用ガラス温室の建設に係る適用基
準の緩和

5056 50560247 11 (社)日本経済団体連合会 247
農業用ガラス温室の建設に係る適用基準の
緩和

①少なくとも農地に建てられる農業用ガラ
ス温室については、大規模のものであって
も、建築基準法（第２条第１項、第37条）
が適用されないことを明確にすべきであ
る。
②仮に建築基準法が適用されるのであれ
ば、建築基準法において、一般の建物とは
別に農業用ガラス温室向けの基準を定める
べきである。

①について
　農業用ガラス温室は屋根及び柱を有して
いるが、人間が常時生活する空間ではな
く、しかも、使われる部材のサイズ・重量
が一般の建物と比べ、格段に軽薄なため、
万一の災害時にも人間の生命・身体への危
険性はほとんどない。また、平屋であるた
め、万一倒壊しても、公道をふさいだり、
第三者へ危害を与える怖れはない。よっ
て、一般の建物に対する基準を適用する必
要はない。
②について
　仮にどうしても建築基準法の適用を免れ
ない場合には、一般の建物と同等の基準を
一律に適用するのではなく、農業用ガラス
温室として必要な基準を別途定めるべきで
ある。
　現状の建築基準法がそのまま適用される
ことによって、農業用温室の建設コストが
かさむとともに、海外の優れたシステムの
導入の障害となり、輸入野菜に対して国産
農作物の競争力が損なわれる。優れた温室
のシステムが普及すれば、低農薬で安定し
た価格の農産物の供給につながる。また、
天候等に左右されない安定した農業経営が
可能となり、　しかも、作業環境も改善さ
れるため若者の就農の増加が見込まれる。

　農業用ガラス温室は、最近の行政判断として
は建築物として取り扱われている。しかし、適
用法規である建築基準法には、農業用ガラス温
室を想定した基準が設けられておらず、一般の
建物に関する基準（建築基準法第2条第1号、第
37条）が適用される可能性がある。本件につき
国土交通省からは、「建築基準法は、国民の生
命、財産等を保護するため、安全上及び防火上
等の観点から、建築物の用途、規模等に応じ
て､建築物の敷地、構造及び用途等に関する最
低基準を定めているものである。
したがって、ご要望に係る農業用温室について
も、当該建築物の所有者の財産保護、作業従事
者の人命の安全確保や周辺への延焼防止の観点
から、建築物として構造や防火避難等に係る最
低基準への適合性について確認する必要がある
ものであり、ご要望の提案の実現は困難」との
見解が示された。なお、最近の行政判断では、
ガラスを使用しない農業用温室については、建
築物ではない、という取り扱いになっている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 88/158
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z1200071 ①国土交通省
農業用設備の設置に係る適用

基準の緩和【新規】

○建設業法第２
条第１項

○建設業法第２
条第１項の別表
の上欄に掲げる
建設工事の内容
（昭和４７年建設
省告示第３５０

号）

①建設工事の完成を請け負う営
業を行おうとする者は建設業法
に基づき建設業の許可を取得し
なければならないこととされてい
る。

d

①建設業法第２条第１項の別表
の上欄に掲げる建設工事の内
容（昭和４７年３月８日建設省告
示第３５１号）において、当該工
事のように給排水のための設備
を設置する工事については、
「管工事」に該当する旨、既に明
示しているところ。

z1200072 国土交通省
住宅着工統計公表時期の前倒

し【新規】

建築動態統計調
査規則第７条、
第11条

全国における着工建築物のう
ち、住宅の着工状況（戸数、床
面積）を月ごとに、構造、建て
方、利用関係、資金別等に分類
し、集計したもの。毎月、都道府
県から調査表を収集、翌月末ま
でに集計し、公表している。

ｃ

住宅着工統計については、民間
等への開放が可能な作業につ
いて、現在既に外注を実施して
いるところである。
　また、電子化については、現時
点で可能な部分について電子化
が導入されているところであり、
今後、現状の作業の流れ（フ
ロー）の中で、電子化されていな
い部分については電子化を導入
したとしても作業時間の短縮に
は寄与せず、公表時期の半月
程度の前倒しの実現は困難で
ある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 89/158
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z1200071 ①国土交通省
農業用設備の設置に係る適用基準の
緩和【新規】

5056 50560248 11 (社)日本経済団体連合会 248
農業用設備の設置に係る適用基準の緩和
【新規】

①潅水設備工事が、建設業法上の「建設工
事」に該当するか否かを明確にすべきであ
る。
②海外の温室システム導入の際には、日本
の建設業許可を取得した者の監督を前提と
して、海外の作業員が直接施行作業に携わ
ることを認めるべきである。

①について
　潅水工事業者の中には「建設工事」の許
可を取得していない者もおり、法遵守を慎
重に考える事業者は、潅水工事の発注に際
して技術力を最優先できない。
②について
　海外の優れたシステムを導入するために
は、施工まで一体的に取り扱う必要があ
る。現状は、日本の作業員が施行に携わっ
ているが、当該システムを熟知していない
ため作業の効率が悪く、危険性が高い。コ
ストも高くなり、その結果、消費者に安価
な農産物を提供することが出来ない。
　オランダの農業用温室は、現在、世界の
最先端の技術を備えたシステムである。こ
の温室の施行には専用の施行機械・工具が
使われる等、高度に専門的な作業が必要で
あり、施行も含めた一体的なシステムとし
て完成している。よって、これを導入する
際には、施工も含めて専用の体制で取り組
むことができるようにすべきである。

①農業用設備の内、潅水設備（作物に水や
肥料を施すための設備）の設置工事は、建
設業法第2条第1項に定める建設工事に該当
するかどうか明らかでない。
②海外の温室システムの一式導入は、建屋
や暖房設備の施行等があるため、一般的に
は「建設工事」とみなされており、施行者
は建設業許可の取得が必要となる。よっ
て、海外の専門の作業員による施行を行な
うことができない。

z1200072 国土交通省
住宅着工統計公表時期の前倒し【新
規】

5056 50560249 11 (社)日本経済団体連合会 249 住宅着工統計公表時期の前倒し【新規】

　集計作業の電子化や民間開放等により、
集計作業の一層の効率化をはかり、住宅着
工統計の公表時期を半月程度、前倒しすべ
きである。

　市場動向や市場における自社の位置付け
を把握するためには、住宅着工統計のより
迅速な集計・公表が望まれる。
　規則上、各都道府県知事から国土交通大
臣への調査票の提出締切は翌月13日、国土
交通大臣による集計・公表締切は翌月末と
なっているが、電子化の進展した現在、集
計作業の民間開放等を通じて集計期間を短
縮することは可能と考えられる。

　住宅着工統計は、国土交通大臣が都道府
県の建築主事等経由で調査票を収集し、毎
月分について翌月末までに集計を行ない、
公表している。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 90/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁
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（対応策）

その他
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措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

z1200073 国土交通省
住宅困窮者円滑入居賃貸住宅

の登録・閲覧制度

高齢者の居住の
安定確保に関す

る法律

高齢者の入居を拒否しない賃貸
住宅を貸主が登録し、その情報
を広く高齢者に提供するための
体制を整備。（都道府県知事又
はその指定した機関が実施）

ｄ

　「高齢者の居住の安定確保に
関する法律」は、高齢者の居住
の安定の確保を目的として高齢
者の円滑な入居を促進するため
の賃貸住宅の登録制度を設け
ているものであり、障害者、外国
人、母子家庭等他の住宅困窮
者については、同法の趣旨とは
異なるため同法に基づく登録制
度の対象に追加することはでき
ない。

ただし、地方公共団体が独自に
登録・閲覧制度を設けることは
可能である。

　回答では、地方公共団体が独
自に登録・閲覧制度を設けるこ
とは可能であるとあるが、要望
内容は、高齢者以外の住宅困
窮者についても全国的に統一さ
れた形で情報提供ができるよう
な体制の整備を提案しており、
例えば、登録住宅の情報を検索
するホームページに、障害者等
の住宅困窮者に係る情報を追
加掲載して、検索機能を付加す
るといったことは可能であるか回
答いただきたい。
　なお、先日公表された「住宅政
策改革要綱」（国土交通省住宅
局）の中で、高齢者居住支援セ
ンターによる家賃債務保証制度
について、「平成17年度中に高
齢者に加え、障害者を対象に追
加する」との対応方針が示され
た旨要望者より指摘されている
が、障害者等の住宅困窮者へ
の情報提供の方法についても、
再度検討いただきたい。

d

　現在の高齢者の登録制度は、
各都道府県知事に登録を行って
いるものであり、国に登録してい
るものではない。
　なお、地方公共団体が、自主
性と創意工夫を活かして、登録
住宅の情報を検索するホーム
ページに、障害者等の住宅困窮
者に係る情報を追加掲載して、
検索機能を付加することは可能
である。

　また、この度行う家賃債務保
証制度の対象に障害者を追加
することについては、幅広く情報
提供してまいりたい。

z1200074 国土交通省
住宅困窮者円滑入居賃貸住宅

に係る家賃債務保証

高齢者の居住の
安定確保に関す

る法律

高齢者円滑入居賃貸住宅に登
録された賃貸住宅を対象とする
滞納家賃の債務保証を高齢者
居住支援センター（指定された
法人）が実施し、大家の不安を
解消。

ｆ

　「高齢者の居住の安定確保に
関する法律」は、高齢者の居住
の安定の確保を目的として高齢
者の円滑な入居を促進するため
の家賃債務保証制度を設けて
いるものであり、障害者、外国
人、母子家庭等他の住宅困窮
者については、同法の趣旨とは
異なるため同法に基づく家賃債
務保証制度の対象に追加するこ
とはできない。

　また、新たな家賃債務保証制
度の創設には、新たな財政措置
が必要となる。

　回答では、新たな家賃債務保
証制度の追加は困難とあるが、
先日公表された「住宅政策改革
要綱」（国土交通省住宅局）の中
で、高齢者居住支援センターに
よる家賃債務保証制度につい
て、「平成17年度中に高齢者に
加え、障害者を対象に追加す
る」との対応方針が示された旨
要望者より指摘されており、同
家賃債務保証制度の具体的な
検討状況、スケジュールについ
て回答いただきたい。

f

　障害者についての家賃債務保
証は、障害者世帯の一般住宅で
の居住を支援するため、現在高
齢者居住支援センターにより行
われている高齢者世帯に対する
家賃債務保証制度による保証
制度の対象となる入居者に、障
害者を追加するための平成１７
年度予算措置を講ずる予定。
　スケジュールについては、平成
17年度中に措置を講ずる。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 91/158
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管理コード
制度の
所管官庁
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要望理由
その他

（特記事項）

z1200073 国土交通省
住宅困窮者円滑入居賃貸住宅の登録・
閲覧制度

5057 50570004 11 長野県 4
住宅困窮者円滑入居賃貸住宅の登録・閲覧
制度

住宅困窮者のうち、高齢者については、
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」
に基づき、高齢者円滑入居賃貸住宅の登
録・閲覧制度により、賃貸住宅に関する情
報提供がなされている。
しかし、障害者、外国人、母子家庭等他の
住宅困窮者については、同様の制度がない
ため、高齢者円滑入居賃貸住宅の登録・閲
覧制度における登録事項に、他の住宅困窮
者に係る事項を自治体独自で追加できるよ
うにする。

高齢者円滑入居賃貸住宅登録簿に、自治体
独自の判断で住宅困窮者に係る事項を付け
加え、高齢者以外の住宅困窮者にも情報提
供を行う。

高齢者以外にも、賃貸住宅への入居を一律
に拒まれる住宅困窮者がおり、賃貸住宅に
係る情報提供の必要性があることから、高
齢者への情報提供と合せて実施できるよう
にしたい。

z1200074 国土交通省
住宅困窮者円滑入居賃貸住宅に係る
家賃債務保証

5057 50570005 11 長野県 5
住宅困窮者円滑入居賃貸住宅に係る家賃債
務保証

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」
に基づき高齢者居住支援センターが実施す
る家賃債務保証制度において、対象となる
入居者の要件を拡大し、住宅困窮者円滑入
居賃貸住宅に入居する住宅困窮者のうち一
定の者を対象とすることができるようにす
る。

住宅困窮者円滑入居賃貸住宅に登録する賃
貸住宅の賃貸人の不安を解消するため、高
齢者円滑入居賃貸住宅と同様の家賃債務保
証制度を利用できるようにする。

住宅困窮者円滑入居賃貸住宅制度を実効あ
るものとするためには、高齢者円滑入居賃
貸住宅制度と同様、制度に協力する賃貸人
が家賃債務保証制度を利用できるように
し、賃貸人の不安を解消する必要があるた
め。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 92/158
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管理コード
制度の
所管官庁
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措置の
内容

措置の概要
（対応策）
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当室からの
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措置の
内容

措置の概要
（対応策）

z1200076
国土交通省、
警察庁

盗難自動車対策の強化
道路運送車両法
第２２条

現在、運輸支局等の窓口におい
て、登録事項等証明書交付請求
者に対する運転免許証等による
本人確認を行っており、加えて
監視カメラも設置し、防犯対策を
しているところである。

ｂ（一
部実
施済
み）

「国際組織犯罪等対策に係る今
後の取組み」（平成13年8月29日
国際組織犯罪等対策推進本部
決定）に基づき、運輸支局及び
自動車検査登録事務所におい
ては、交付に当って申請者又は
申請代理人について、運転免許
証、パスポート、保険証等により
身分を明らかにできる書面の提
示を求めることとし、提示の拒否
等その言動等から不審と認めら
れる場合は、所轄警察に直ちに
通報し対応について相談するこ
ととしており、こうした対策によっ
て相当程度、不正な証明書の取
得防止が図られているものと考
える。

要望元からの下記意見を踏ま
え、具体的な対応策を改めて検
討され、示されたい。④登録事
項等証明書の交付にあたり、請
求者等の本人確認が強化され
一定の防止効果が表れているこ
とは喜ばしいことであるが、最近
では窃盗団の書類偽造技術も
向上しているやに聞き及んでお
り、常に先んじた対応を取る必
要がある。不正な申請を極力排
除するためにさらなる対策（本人
確認書類のコピー保存および窓
口への監視カメラの設置など）
について改めて検討願いたい。

ｂ（一
部実
施済
み）

登録事項等証明書請求者等に
対する本人確認については、現
在でも厳格に行っているところで
あるが、このうえ更に運転免許
証等の本人確認書類をコピー・
保存することは請求者及び申請
窓口において相当の手間と時間
を要することとなり、その効果に
ついて慎重に検討する必要があ
る。
また、監視カメラについては、全
国の運輸支局等に設置されてい
る（沖縄総合事務局運輸事務所
の宮古支所及び八重山支所を
除く。）。

z1200077 国土交通省
自賠責保険異動処理手続の柔

軟化

自動車損害賠償
保障法第７条第
２項、第８条

保険契約者は、自動車損害賠
償責任保険証明書の記載事項
について変更があったときは、
自動車損害賠償責任保険証明
書にその変更についての記入を
受けなければならなく、当該証
明書を備え付けなければ、自動
車は運行の用に供してはならな
い。

Ｃ

自動車は、自動車損害賠償保
障法に基づく責任保険の締結義
務を履行しているか否かの確認
を容易にする等の理由から自動
車損害賠償責任保険証明書を
備え付けなければ運行の用に
供してはならないこととしている
が、証明書である限りは、一般
的に、一枚の形態で証明内容が
わかりやすく表示されているも
のをいうものと考えている。

自賠責保険以外の保険におい
て、契約期間中に異動事由が生
じた場合には、異動承認書を発
行する実務を行っており、特段
の問題は生じておらず、この実
務は実務として長年定着してい
る。自賠責保険に限って、「一枚
の形態」である必然性はない。
証明内容が明確にかつ分かり
やすく表示されていることを前提
として①あらためて実施に向け
た具体的な対応策を検討され、
示されたい。②また、異動処理
期間中でも車両の運行を可能と
することについて、併せて実施
に向けた具体的な対応策を検討
され、示されたい。

c

任意保険は、証明書の携帯義務及び第
三者への提示義務がないため、契約期
間中に異動事由が生じた場合には、異
動承認書を後日に発行すれば足りる。
  一方、自賠責保険は、強制保険である
ため、その加入を担保するために、自賠
責保険の加入を証明する自賠責保険証
明書を備え付けていなければ、自動車
の運行ができないこととしている（自賠
法第８条）。さらに、自賠責保険契約を
締結し、証明書を備え付けているかどう
かを行政がチェックするために、自賠責
保険証明書の提示義務も定められてい
る（自賠法第８５条）。
  こうしたことから、契約期間中に異動
事由が生じた場合には、保険の証明内
容と当該自動車に関する実態を符合さ
せ、保険証明書の記載の真正を確保す
る趣旨から、当該異動事由についての
記入を受けた後でなければ、自動車の
運行はできないこととしている（自賠法
第７条第２項）。
  したがって、保険会社は、証明書の変
更の申し出を受けた場合は、当該自動
車の運行が阻害されるようなことのない
よう、できる限り速やかに処理しなけれ
ばならないこととなっている（自賠法第７
条第３項）。
  異動承認書を後日に発行することを認
めた場合、当該承認書が契約者に届く
までの間において、不真正の証明書で
の自動車の運行を認めることになり、適
当ではない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 93/158
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z1200076
国土交通省、
警察庁

盗難自動車対策の強化 5060 50600006 21 （社）日本損害保険協会 6 盗難自動車対策の強化

盗難自動車対策については、政府の国際組
織犯罪等対策推進本部の下、関係省庁と民
間団体による官民合同プロジェクトチーム
が発足し、不正輸出防止対策など様々な対
策が取られつつある。こうした対策の実効
性をさらに上げるために、法整備、イモビ
ライザの普及促進等に加え、以下のような
制度の見直し等を図ることが必要である。
④登録事項等証明書交付請求者等の本人確
認の強化（偽造書類の発見方法の確立、本
人確認書類のコピー保存および窓口への監
視カメラの設置）
⑤インターネットオークションにおける盗
難自動車の流通阻止（古物営業法21条の3
の申告義務違反に対する行政処分の制度
化）
⑥政府において決定されている「犯罪に強
い社会の実現のための行動計画（平成15年
12月 犯罪対策閣僚会議）」において、重
点課題とされている自動車盗難関連事項に
ついて、可能な限り数値目標化するととも
に、自動車盗難年間台数について数値目標
を設けていただきたい。

これらの盗難防止対策を施すことにより、
自動車盗難件数が減少すれば社会的損失の
低減に大きく寄与することになる。（定量
的評価は困難であるが、03年度の自動車盗
難保険金は約583億円であり、車両保険の
普及率35％で単純に計算すると日本全体で
およそ1,600億円の被害と推定できる。仮
に被害が1%削減された場合でも、約16億円
の効果となる。）

2003年（暦年）の自動車盗難件数は64,000件を
数え、ここ3年続けて60,000件を超えて高止ま
りの傾向を示している。また、自動車盗難に関
する支払保険金は毎年600億円弱に達し、経済
的な面からも深刻な社会問題となっている。
①旅具通関においては、手荷物扱いとして持ち
出される中古自動車のほとんどがビジネスとし
ての輸出用途であり、旅具通関本来の趣旨から
外れている。ついては、検討中の旅具通関制度
の見直しについて、自動車盗難阻止を効果的に
推進できるよう、早期に実施に向けた検討、配
慮をいただきたい。
②申請された抹消登録証明書と輸出される中古
自動車が同一のものであるか、現車をチェック
しないと、実際どの車が輸出されているかを正
確には把握できない。例えば、１．特に盗難の
多い車種の選定（例：「ランドクルーザー」、
「セルシオ」、「アリスト」等）、２．特定仕
向地の選定、３．特定業者の選定（例：登録以
降２年未満の業者）を行うなど、限定して輸出
車の現物チェックを実施することでも、大幅な
改善が図られる。現在でも「提示された抹消登
録証明書原本と当該中古自動車の車台番号等と
の照合を可能な限り行っている」とのことであ
るが、一定基準以上のチェックを制度化して実
施していただきたい。
③コンテナーへの積み込みに際し、盗難車を他
の貨物と偽って、または車両本体を解体して積
み込むことにより、不正輸出する手口がある。
コンテナーを使用する不正輸出を防ぐために
は、コンテナーの内容物を確認して、盗難自動
車が紛れ込んでいないかどうかを厳重に確認す
ることは極めて効果的である。例えば、仕向
地、輸出業者(不特定多数の荷主を扱うなど)を
限定して公認検数検定機関によるコンテナー確
認の徹底（公認検数検定機関の確認があったコ
ンテナーの通関事務を迅速化する運用も考えら
れる。）をすることでも、大幅な改善が図られ
るものと考えられる。

（要望理由より続き）
④登録事項等証明書の交付請求者、自動車検査証再交
付申請者等の本人確認のため、交付請求者に対し、
ア.運転免許証、イ.被用者保険証、国民健康保険被保
険者証、ウ.パスポート、外国人登録証明書、エ.顔写
真付き身分証明書、いずれかの提示が求められている
が、窃盗団は巧妙な偽造証明書等で不正に登録事項等
証明書等を取得し、盗難のねらいを定めた自動車の保
管場所割り出しに利用している可能性がある。チェッ
ク機能を強化する手段として、本人確認書類のコピー
保存および全窓口への監視カメラの設置等について、
具体的に検討いただきたい。
⑤インターネットオークションに、書類や車台番号の
ない自動車が出品されており、盗難車流通経路の一つ
となっている。自主規制的なものではなく強制的に盗
難車を流通させないような手段を講じさせるため、
オークション事業者の申告義務違反に対する罰則を強
化していただきたい。
⑥経済財政運営と構造改革に関する基本方針2004（平
成16年6月4日閣議決定）」において、「当該計画につ
いて（中略）成果目標を可能な限り数値化しつつ（以
下略）」とされている。

z1200077 国土交通省 自賠責保険異動処理手続の柔軟化 5060 50600016 11 （社）日本損害保険協会 16 自賠責保険異動処理手続の柔軟化

異動申請を受けた場合、保険証明書に直接
異動事項を記載するのではなく、後日異動
承認書を交付することを可能として欲しい
（契約者はオリジナルの証明書と当該異動
承認書を携行する）。

契約者は異動処理期間中でも車両の運行が
可能となり、利便性を高めることができ
る。

異動処理の際、自賠責保険では証明書本紙
を必要としているが、他の保険と同様に本
紙なしでの処理を可能にしたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 94/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
当室からの
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

z1200078 国土交通省
自賠責保険重複契約解約規定

の緩和

自動車損害賠償
保障法第２０条
の２第１項第３号

自賠責保険は、強制保険である
ため、無保険車の発生を防止す
るため、その解約は一定の場合
にのみ認められおり、重複契約
の場合、当該自動車について他
に終期が当該自動車保険契約
と同一あるいは遅い自賠責保険
が締結されている場合に解約で
きる。

ｄ

重複契約解約規定の趣旨は、
終期の到来が遅い方を解約でき
るとすると、自動車損害賠償保
障法第９条との関係により、無
保険車が発生する可能性が生
じるため、これを防止するもので
ある。　自動車損害賠償責任保
険の契約締結時に、各保険会
社間で契約状況に係る情報の
共有化を図る、または、保険会
社において、保険契約者に対し
て、他に当該保険契約を締結し
うる者に当該保険契約を締結す
る旨を通知する等の要請を行え
ば、重複契約の発生は未然に
防げると考える。

本要望は、やむなく重複契約が
発生した場合の解約処理手続き
について要望しているものであ
る。また回答中「終期の到来が
遅い方を解約できるとすると、自
動車損害賠償保障法第９条との
関係により、無保険車が発生す
る可能性が生じるため」とある
が、終期の到来が早い方が残る
ことになっても、車検満了日より
も遅いことを条件とすれば、無保
険車が発生する可能性はない。
①この点を踏まえたうえ、あらた
めて実施に向けた具体的な対
応策を検討され、示されたい。
②上記①を踏まえた実施時期に
ついて、その時期となる理由も
含め具体的に示されたい。

c

保険契約の終期にかかわらず、
他の契約の終期が車検満了日
よりも遅いことを条件に当該契
約を解約できることとすると、一
度、行政庁の処分により車検満
了日を満たす適正な自賠責保
険契約の締結が担保されたにも
かかわらず、再度、他の契約が
車検期間を満たしているかどう
かを、保険会社の判断に委ねて
しまうため、無保険車の発生を
防ぐために、車検満了日を満た
す自賠責保険契約が締結され
ていることを車検の適合要件と
している趣旨が損なわれてしま
い、適当ではない。
　なお、一次回答にもあるとお
り、各保険会社の対応により重
複契約は、未然に防げるものと
考える。

z1200079
国土交通省、
警察庁

高さ指定道路の拡充

道路交通法第５
７条、道路交通
法施行令第２２
条、道路法第４７
条、道路法第４７
条の２、車両制
限令第３条

【あじさい月間あ
り】

【道路交通法】

【車両制限令】車高の一般的制
限値は、道路管理者が高さにつ
いて指定した道路については
４．１メートル、それ以外の道路
については３．８メートル。

ａ Ⅲ

【道路交通法関係】
 

【車両制限令関係】
　　平成１６年２月に車両制限令
の改正を行い、一律３．８メート
ルとされていた車高の制限につ
いて、道路管理者が指定した道
路については４．１メートルまで
引き上げる措置をしたところであ
り、業界等からの要望を踏まえ、
３月には全国で延長約３万２千ｋ
ｍの指定を行ったところである。
　　今年度についても、物流の効
率化を図るため、業界等から要
望のあった約１千ｋｍの道路に
ついて、現在、各道路管理者が
上空障害の有無等の調査を実
施しているところであり、この調
査結果を踏まえ、各道路管理者
による指定の手続きを行い、車
高４．１メートルの自動車が通行
可能な道路が新たに指定され、
指定道路の拡充が図られる予
定である。

今年度についても、各都道府県
警察において指定道路の更なる
拡充が図られる予定とあるが、
公安委員会規則の改正を含め
た全体的なスケジュールについ
て具体的に示されたい。

a

再検討要請の内容は警察庁所
管である。
なお、車両制限令関係では、前
回回答しているとおり、現在、運
送業界、自動車業界等から要望
のあった道路について、各道路
管理者において上空障害の有
無等の調査を実施しているとこ
ろであり、本年１月末までに各道
路管理者の調査結果を国土交
通省で取りまとめ、警察庁と必
要な調整を行った上で、本年４
月当初の施行を目途に各道路
管理者が公示を行い、指定道路
の拡充を図る予定。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 95/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目
要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200078 国土交通省 自賠責保険重複契約解約規定の緩和 5060 50600017 11 （社）日本損害保険協会 17 自賠責保険重複契約解約規定の緩和

当該契約の終期にかかわらず、他の契約の
終期が車検満了日よりも遅ければ、当該契
約を解約できることとして欲しい。また、
原付、軽外等の車検の無い車両は、いずれ
の契約でも解約できることとして欲しい。

契約者意思による選択肢が増えるため、利
便性を高めることができる。

契約者が終期の遅いほうの契約を解約する
ことを希望するケースがある。また、車検
のある車両の場合、解約されない自賠責保
険の終期が車検期間満了日より遅いことが
前提なので、車検制度との関係上も問題が
ない。

z1200079
国土交通省、
警察庁

高さ指定道路の拡充 5061 50610016 11 社団法人　日本自動車工業会 16
車高規制緩和による高さ4.1m走行ルートの更
なる拡充

今後とも、4.1ｍ走行ルートの更なる拡充
をお願いしたい。

本年3月の道路交通法施行令及び車両制限
令改正により、都道府県公安委員会又は、
道路管理者が指定する道路については、高
さ4.1ｍの車両の自由走行が認められ、昨
年度、海上コンテナ特認ルート及びキャリ
アカー走行100ルート弱が通行可能となっ
た。

昨今のユーザーニーズの多様化により、RV
車及び大型車の出荷量は年々増加してお
り、セダンタイプも含めて背高・大容量化
傾向にある。同時に、車両輸送分野におい
ても、積載車両・トレーラーの積載効率を
図る為に、高さ4.1mルートの更なる拡大が
必要。

・平成14年度の再要望

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 96/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
当室からの
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

z1200079
警察庁、国土
交通省

高さ指定道路の拡充

道路交通法第５
７条、道路交通
法施行令第２２
条、道路法第４７
条、道路法第４７
条の２、車両制
限令第３条

【あじさい月間あ
り】

【道路交通法】

【車両制限令】車高の一般的制
限値は、道路管理者が高さにつ
いて指定した道路については
４．１メートル、それ以外の道路
については３．８メートル。

ａ Ⅲ

【道路交通法関係】
 

【車両制限令関係】
　　平成１６年２月に車両制限令
の改正を行い、一律３．８メート
ルとされていた車高の制限につ
いて、道路管理者が指定した道
路については４．１メートルまで
引き上げる措置をしたところであ
り、業界等からの要望を踏まえ、
３月には全国で延長約３万２千ｋ
ｍの指定を行ったところである。
　　今年度についても、物流の効
率化を図るため、業界等から要
望のあった約１千ｋｍの道路に
ついて、現在、各道路管理者が
上空障害の有無等の調査を実
施しているところであり、この調
査結果を踏まえ、各道路管理者
による指定の手続きを行い、車
高４．１メートルの自動車が通行
可能な道路が新たに指定され、
指定道路の拡充が図られる予
定である。

今年度についても、各都道府県
警察において指定道路の更なる
拡充が図られる予定とあるが、
公安委員会規則の改正を含め
た全体的なスケジュールについ
て具体的に示されたい。

a

再検討要請の内容は警察庁所
管である。
なお、車両制限令関係では、前
回回答しているとおり、現在、運
送業界、自動車業界等から要望
のあった道路について、各道路
管理者において上空障害の有
無等の調査を実施しているとこ
ろであり、本年１月末までに各道
路管理者の調査結果を国土交
通省で取りまとめ、警察庁と必
要な調整を行った上で、本年４
月当初の施行を目途に各道路
管理者が公示を行い、指定道路
の拡充を図る予定。

z1200080 国土交通省
営業所毎に配置する最低車両

台数の緩和

・貨物自動車運
送事業法　第４
条第１項、第３項
・貨物自動車運
送事業法　施行
規則　第２条第３

項
・通達：（平１５．
２．１４国自貨７

７）
「一般貨物自動
車運送事業及び
特定自動車運送
事業の許可及び
事業計画変更認
可申請などの処
理について　１
（２）①②　　と　４

（２）③

一般貨物自動車運送事業を経
営する場合、その営業所には事
業用自動車を最低5台以上の配
置が必要（許認可の条件）

c

　貨物自動車運送事業法上、営
業所は運行管理者を配置する
など輸送の安全を確保するため
の運行管理の拠点として位置付
けられており、運行管理及び車
両管理は営業所ごとに行うこと
とされている。しかし、要望のよ
うに複数の営業所についての最
低車両台数という考え方を採用
することとなれば、貨物自動車
運送事業法で定める営業所ごと
の確実な運行管理及び車両管
理に関する組織・体制を確保す
ることが難しくなるので、要望に
対応することは困難である。

要望にある様に２営業所の事業
用自動車の合計で見るなどの緩
和策が取れないか改めて検討さ
れ、示されたい。

c

前回要望の措置の概要でも述
べたとおり、複数の営業所につ
いての最低車両台数という考え
方を採用することとなれば、貨
物自動車運送事業法で定める
営業所ごとの確実な運行管理及
び車両管理に関する組織・体制
を確保することが難しくなるの
で、要望に対応することは困難
である。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 97/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目
要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200079
警察庁、国土
交通省

高さ指定道路の拡充 5100 51000004 11 （社）全日本トラック協会 4 高さ指定道路の延長拡充について 高さ指定道路の延長拡充について 指定道路については、4.1ｍまで

平成１６年３月２２日付車両制限令改正に
より、主に今までの国際海上コンテナ陸
上輸送に係る通行指定経路（約２６００
ルート）が「高さ指定道路」として公表さ
れ、国際海上コンテナ車両以外の車両につ
いても通行が可能となった。しかし、新た
に９フィート６インチ国際海上コンテナを
取り扱う港が増えており、国際海上コンテ
ナ陸送業者からは、更なる「高さ指定道
路」の延長が求められている。また、新た
な輸送ニーズの開拓に繋がるとして、他の
陸送業者も同様に延長を求めていることか
ら、「高さ指定道路」の延長・拡充を図ら
れたい。

z1200080 国土交通省
営業所毎に配置する最低車両台数の
緩和

5061 50610020 11 社団法人　日本自動車工業会 20 営業所毎に配置する最低車両台数の緩和

・営業所毎に最低車両台数の規制をするの
では無く、エリア内（各運輸支局管轄内）
の複数の営業所、で同一の運輸支局内であ
れば、２営業所の事業用自動車の和が１０
台以上であれば認めるような、寛大な措置
をお願いしたい。

・一般貨物自動車運送事業を経営する場
合、その営業所には事業用自動車を最低5
台以上の配置が必要（許認可の条件）

・荷量変化に対応のため営業所間で、増減
手続きをする場合、１営業所当たりの事業
用車両が5台以下になる場合は、手続きを
許可されない。
結果として、費用が余分にかかる。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 98/158
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管理コード
制度の
所管官庁

項目 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
当室からの
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

z1200081 国土交通省 危険物収納検査料の見直し
危険物船舶運送
及び貯蔵規則第
１１２条

危険物を収納するコンテナにつ
いては、収納状態によっては重
大な事故が発生する可能性が
あるため、地方運輸局等又は登
録検査機関による検査が義務
付けられている。検査は、登録
検査機関である（社）日本海事
検定協会が実施している。

　ｃ

　危険物を収納するコンテナに
ついては、コンテナ内における
危険物と混載されるその他の物
品の配置や隔離などに関する技
術基準が定められており、コン
テナ内のすべての物品の収納
状態について基準への適合性
を検査する必要がある。このた
め、当該検査の手数料はコンテ
ナ１つずつを検査する費用と１
回の検査に必要な交通費などを
合わせた実費としており、適切
なものであると考えている。

経費低減の観点から、収納検査
自体の簡略化を含めた見直しの
可否について検討された上、具
体的に示されたい。

c -

　当該検査は、国際条約に基づ
く技術的要件の適合性確認のた
めに実施されているところであ
り、その項目を削除・簡略化する
ことは国際約束の誠実な履行の
観点から困難である。
　また、近年、国際条約において
技術的要件が強化されたことに
伴い、検査項目が増加し、それ
により検査コストも増大している
ところであるが、オンラインシス
テムの導入など検査実施の効
率化及びコスト削減等により、手
数料が増加しないよう努めてい
るものと認識している。

z1200082 国土交通省
ﾊｲｷｭｰﾌﾞｺﾝﾃﾅ（背高ｺﾝﾃﾅ）への

対応

道路法第４７条、
車両制限令第３

条

【あじさい月間あ
り】

一般的制限値（高さに関しては
３．８メートル（高さ指定道路に
あっては４．１メートル））を超え
る車両については、特殊車両の
通行許可が必要

ｂ Ⅳ

　特殊車両通行許可の審査にお
いては、通行を予定している車
両の重さや寸法などの諸元と通
行する経路の道路構造との照
査を行い通行の可否及び必要
な通行条件を判断する必要があ
り、車両及び経路の情報が必
要。
　国土交通省としては、平成１６
年３月にオンラインによる申請シ
ステムを導入したところであり、
今後も利用者からの御意見を踏
まえつつ、システムの改良を行
い、手続きの簡素化や利便性の
向上に努める。
　背高海上コンテナが通行可能
な高さ指定道路については、業
界等からの要望を踏まえ平成１
６年３月には全国で延長約３万２
千ｋｍについて、指定を行ったと
ころである。さらに、今年度につ
いても、背高車両（高さ４．１ｍ）
の通行可能な道路のネットワー
クの追加指定を行うこととしてお
り、これは、背高海上コンテナの
申請の際に必要な手続きの軽
減にも資する。

今年度についても、各都道府県
警察において指定道路の更なる
拡充が図られる予定とあるが、
公安委員会規則の改正を含め
た全体的なスケジュールについ
て具体的に示されたい。

a

現在、運送業界、自動車業界等
から要望のあった道路につい
て、各道路管理者において上空
障害の有無等の調査を実施して
いるところであり、本年１月末ま
でに各道路管理者の調査結果
を国土交通省で取りまとめ、警
察庁と必要な調整を行った上
で、本年４月当初の施行を目途
に各道路管理者が公示を行い、
指定道路の拡充を図る予定。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 99/158
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管理コード
制度の
所管官庁
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要望
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要望事項
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要望
事項
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要望主体名
要望

事項番号
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（事項名）
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具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200081 国土交通省 危険物収納検査料の見直し 5061 50610022 11 社団法人　日本自動車工業会 22 危険物収納検査料の見直し

１．危険物船舶運送及び貯蔵規則を改定
し、引火性液体類の少量危険物の場合、ｺﾝ
ﾃﾅ収納検査の廃止
２．１が困難な場合、最低基本料金及び交
通費の軽減

コンテナ収納検査が必要な貨物はコンテナ
収納時に検査機関の立会検査が実施され検
査料及び交通費を支払う。

・補修ペイント等の少量貨物であっても最
低基本料金と交通費が掛かり、経費増と
なっている。
・検査機関の拡大及び申請料の軽減（IT申
請の場合）は実施されているが、基本料の
軽減がなされていない。

z1200082 国土交通省 ﾊｲｷｭｰﾌﾞｺﾝﾃﾅ（背高ｺﾝﾃﾅ）への対応 5061 50610023 11 社団法人　日本自動車工業会 23 ﾊｲｷｭｰﾌﾞｺﾝﾃﾅ（背高ｺﾝﾃﾅ）への対応

･国際コンテナであるので背高コンテナの
申請が出されたら速やかに、国内運送をお
認めいただきたい。（道路・橋梁・トンネ
ルなどに支障のないルートについて）

・ＩＳＯ規格国際コンテナ４０ＦＥＵは、
本年の規制緩和で、ほぼ初期の目的を達成
した（３．８Ｍ　⇒　４．１Ｍ）
欧米の一部で使用されている背高コンテナ
（４０ＦＥＵコンテナより全高が３０ＣＭ
高い）は、道路、橋梁、トンネルなどの整
備が完全でなく国内を自由に走行できな
い。（日本では普及が遅れている）

･特殊車両通行許可書の申請等の事務手続
きが煩雑である。
・道路・橋梁・トンネルなどの整備が必要

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 100/158
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管理コード
制度の
所管官庁

項目 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
当室からの
再検討要請

措置の
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措置の
内容

措置の概要
（対応策）

z1200083 国土交通省
二輪独自の高速道路通行料金

設定

道路整備特別措
置法第２条の４、

１１条
道路整備特別措
置法施行令第１
の５、第１の６

高速道路料金の車種区分につ
いては、より負担の公平を図る
観点から、昭和６３年の道路審
議会答申を受けて、平成元年の
料金改定において、それまで二
輪車からマイクロバスや８トン未
満の貨物自動車までが含まれ
ていた普通車の区分を「中型
車」、「普通車」、「軽自動車等」
の３車種に分け、自動二輪車に
ついては、「軽自動車等」に区分
している。

ｃ

自動二輪車については、走行時
に他の車両と同様に１車線を占
有し、交通安全上必要な車間距
離を確保する必要があること（占
有者負担）、また法定の最高速
度は他の車種と同様に１００㎞
であること（受益者負担）、さらに
照明、標識等に要する費用や道
路巡回費用等に関して、他の車
種と同様の負担を行うべきもの
と考えられること（原因者負担）
から総合的に勘案すると軽自動
車との差異はほとんどなく、同一
の車種区分とすることは適正で
あると認識している。

回答では軽自動車との差異は
ほとんどないとの事であるが、
四輪車と比較して道路損傷度が
小さいという観点からの指摘に
ついて、見直しの可否について
改めて検討され、示されたい。

c

高速道路料金の車種区分につ
いては、道路損傷度のみによっ
て決定されているものではなく、
車種間の負担の公平を図る観
点から、占有者負担、受益者負
担及び原因者負担という考え方
を総合的に勘案して決定してい
るものである。自動二輪車につ
いては、道路損傷度に関しては
他の車両と比べて小さい場合も
考えられるが、照明、標識、防災
設備の設置・維持に要する費用
や道路巡回に要する費用等に
関しては他の車種と同様の負担
を行うべきものと考えられ同一
の車種区分とすることは適正で
あると認識している。

z1200084 国土交通省 自動二輪車の駐車場整備
駐車場法第２条

第４号

駐車場法第２条第４号は、同法
における用語の定義を規定した
ものに過ぎず、自動二輪車の受
け入れが可能な駐車施設の整
備を規制するために設けられた
ものではない。

d

駐車場法には、自動二輪車の
駐車場への受け入れを妨げるよ
うな規制はないため、現行駐車
場法で十分対応可能であると認
識している。
なお、駐車場の附置義務制度に
ついては、具体的内容は条例に
より定められている。

６月の集中受付月間の貴省回
答で、「駐車場法では、駐車場
に受け入れる車種を制限してい
ないが、必要があればこの旨周
知することは差し支えない。」と
あったが、この周知徹底をご検
討いただきたい。

d

昨年１０月に開催された全国駐
車場政策担当者会議で周知し
たところ。今後とも周知をして参
りたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 101/158
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制度の
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事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
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実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200083 国土交通省 二輪独自の高速道路通行料金設定 5061 50610026 11 社団法人　日本自動車工業会 26 二輪独自の高速道路通行料金設定

二輪車と四輪車とを車両占有面積や道路損
傷度の面から比較し、その結果を反映した
二輪独自の通行料金を設定されることを要
望。

二輪車の高速道路通行料金は軽自動車と同
額になっている。

四輪車と比較して、占有面積・道路損傷度
の小さい二輪車が、高速道路通行料金の根
拠である「車種区分」ならびに「車種間料
金比較」に二輪車区分がないため、二輪車
専用料金の設定がない。
これは二輪車ユーザーに必要以上の経済的
負担を強いている。

・重点要望項目
・本年6月度の再要望

z1200084 国土交通省 自動二輪車の駐車場整備 5061 50610027 11 社団法人　日本自動車工業会 27 自動二輪車の駐車場整備
駐車場法の対象に大型自動二輪車、普通自
動二輪車を含ませていただきたい。

自動二輪車（５０ｃｃを超えるもの）を受
け入れる駐車場が僅少である。

原動機付自転車（５０ｃｃ以下）は、平成
５年の自転車法の改正で自転車に原付自転
車が含まれることになったため、自転車駐
輪場への受け入れが可能になり、駐車ス
ペースは徐々に増えつつある。しかし、自
動二輪車（５０ｃｃを超えるもの）は、
「自転車法」の対象外であるだけではな
く、「駐車場法」からも除外されているた
め、自動二輪車の駐車可能な駐車場の設置
及び改善が進まず、自動二輪車のユーザー
の多くは、心ならずも路上駐車を余儀なく
されるなど、その行動を阻害する要因と
なっている。

・重点要望項目
・本年6月度の再要望

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 102/158
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管理コード
制度の
所管官庁

項目 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
当室からの
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

z1200085 国土交通省
港湾法３７条に基づく川崎市の
占用水域内等での工事許可の

運用

港湾法第３７条
第１項

港湾法施行令第
１４条

・港湾区域内又は港湾隣接地域
内において、占用等をしようとす
る者は、港湾管理者（川崎市）の
許可を受けなければならない。

d －

当該事務は自治事務に該当し、
港湾管理者が、港湾の適正な管
理運営を図る観点から行われて
いるものであり、許可に当たって
必要な事項は、各港の実情を踏
まえて各港湾管理者が定める条
例等で規定されているものであ
る。
なお、川崎市に対して確認した
ところ、系列企業による水域占
用物件の維持管理行為に係る
工事申請については、あらかじ
め、川崎市に対してその旨申請
を行い、承認を得たものについ
ては、これを受理するよう、平成
１７年度から措置するとのことで
あった。

－

z1200086 国土交通省
・臨港道路、農道、林道におけ
る、建築基準法の接道規制の緩

和。

建築基準法第４
２条、同第４３条

建築基準法上の道路とは、原則
として幅員４メートル以上で、道
路法による道路、都市計画法等
による道路、法の規定が適用さ
れるに至った際、現に存在する
道、事業計画のある道路、特定
行政庁から位置の指定を受けた
道に該当するものをいう。
建築物の敷地は、建築基準法
上の道路に２ｍ以上接していな
ければならない。

d

建築基準法上の道路は、単に
通行の場というにとどまらず、建
築物の利用、災害時の避難路、
消防活動の場、建築物等の日
照、通風、採光等の確保など安
全で良好な環境の市街地を形
成する上で重要な機能を有して
おり、こうした観点から道路内建
築制限、道路斜線制限といった
規制をかけているものである。
臨港道路、農道、林道について
は、こうした機能を有することが
必ずしも求められていないもの
であり、一律に建築基準法上の
道路としておらず、その場合は
上記規制もかかっていない。こ
れらの道路については、建築基
準法第４２条第１項第５号に基
づき、特定行政庁が位置指定す
ることにより、建築基準法上の
道路とすることが可能である。

　臨港道路、農道、林道については、別途法律に基
づく規定があり、道路法上の道路等と、機能・構造
的にほとんど変わりないにもかかわらず、現状で
は、建築基準法第42条第１項第5号の特定行政庁
からの位地の指定を受けなければ、接道対象の道
路とは認められない状況にある。この位地の指定を
受けるためには、審査会の開催件数が少ないこと
から長期間を要するとともに、申請手続きの負担も
大きいことから、別途、法令上の位置づけを明確に
し、道路法上の道路等と変わらないようにする必要
があると考えるが見解をいただきたい。
　なお、本件に関して要望者より以下のとおり再意
見がきており、この点を考慮の上、上記を回答いた
だきたい。
『本県では、平成１１年度から平成１５年度までに臨
港道路、農道等の建築基準法第４３条第一項の許
可申請につきましては７２件ありましたが全て許可さ
れています。また、許可条件つきましても災害時の
避難路、消防活動の場、建築物等の日照、通風、
採光等の確保などを満足しており、何ら建築基準法
第４２条に基づく道路と変わりない空地（道路）と
なっています。さらに、許可後建築確認申請に於い
ても同様な審査をおこなっており、実質、二重審査
をおこなっていることになっています。現実許可手続
きから建築確認済証発行までには相当の日数を要
している状況です。広域農道等については、主要幹
線道路並の使用状況であり、他の農道、臨港道路
も住民等の生活道路として活用されているのが現
状です。そのような中、建築基準法第４２条第１項
第五号に基づく特定行政庁の位置指定で建築基準
法の道路とすることは土地を建築物の敷地として利
用するために築造する者（対象は民間が主となると
思われる）が特定行政庁から位置の指定を受ける
もので、臨港道路や農道等について位置指定を受
けるとなれば区域の制限が広くなり、道及びこれに
接する敷地内の排水に必要な側溝、街渠その他の
施設を整備することや各権利者の承諾書（指定道
路に隣接する土地の各権利者の承諾等）を添付す
るなどの条件があるため不可能と思われます。(※
幅員４ｍ以上を対象とします)』

d

臨港道路、農道、林道等については、それぞれ他の法律等
により港湾の整備や農業、林業の利便の増進等を目的と
し、それぞれに求められる機能・構造等を満足するように築
造された道である。これらの道を全国一律に建築基準法上
の道路とすることは、これらの道に沿って建築物が建築され
ることを一律に認めることであり、それぞれの道に本来期待
されている目的や機能を阻害し、道の利用者や管理者に過
度の負担を強いることとなる。
　また、建築基準法により、道路内には建築制限が、道路に
隣接する建築物に対して道路斜線制限が適用されるなど、
過度の制限がかかることになりかねない。
　よって、建築基準法上の道路とする必要がある場合は、そ
の道を①道路法上の道路とするか、②建築基準法第４２条
第１項第５号の規定に基づき、特定行政庁が位置指定する
ことにより、建築基準法上の道路とすることが適当である。
　また、建築基準法上の道路としない場合でも建築基準法
第４３条第１項ただし書により、個別に特定行政庁の許可に
より建築することが可能である。この許可の運用について
は、「建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行につ
いて」（平成１１年４月２８日、建設省住指発第２０１号、建設
省住街発第４８号）の別紙３「建築基準法第４３条第１項ただ
し書の規定による許可の運用指針」において、建築審査会
の効率的な運営や開催回数の増加等を行うことにより迅速
な事務処理に努めることとするよう通知しているところである
が、許可手続きを迅速に行うため、包括同意基準を設けるこ
とが望ましい。
　なお、建築基準法第４２条第１項第５号の規定に基づき、
特定行政庁が道路の位置を指定する際、建築審査会の開
催は必要ない。また、指定を受けようとする道路の敷地とな
る土地の所有者、その土地又はその土地にある建築物若し
くは工作物に関する権利者の承諾書を必要とするが、和歌
山県からの再意見にある「指定道路に隣接する土地の各権
利者等の承諾」も不要である。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 103/158
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z1200085 国土交通省
港湾法３７条に基づく川崎市の占用水
域内等での工事許可の運用

5067 50670015 11 石油化学工業協会 15
港湾法３７条に基づく川崎市の占用水域内等
での工事許可の運用

工事等により水域占用面積に変更が生じる
場合を除き、使用者名義による工事許可申
請を認めていただきたい。

自然災害ならびにその他の突発事故に起因
する復旧工事等で緊急を要する場合に、許
可受人名義でしか申請できないとすれば速
やかに復旧工事に着手することが出来ず、
それが二次災害を生む危険性がある。よっ
て、水域占用面積に変更を生じない場合に
限り、使用者名儀での工事許可申請を要望
するものである。

港湾法第37条では、港湾区域内並びに港湾
隣接地域内において水域占用等行為には港
湾管理者（地方自治体）の許可を要件とし
ている。川崎市では、占用水域内の工事に
関して「川崎港港湾区域内及び港湾隣接地
域内における工事等の規制等に関する規
則」を定め、対象区域内の工事は占用許可
受人名義の工事許可申請を指導している。
これは、占用許可受人が港湾施設の使用者
であることを想定しているためと推察する
が、実際にはＡ社が設置した桟橋に、賃貸
借契約を結んだうえでＢ社が出荷設備を設
置する場合もあり（その逆もあり)、占用
許可受人が使用者ではないｹｰｽがある。

z1200086 国土交通省
・臨港道路、農道、林道における、建築
基準法の接道規制の緩和。

5068 50680001 11 和歌山県 1
・臨港道路、農道、林道における、建築基準
法の接道規制の緩和。

・港湾法、漁港漁場整備法、土地改良法、
森林林業基本法並びに森林法による道路に
ついては、特定行政庁の許可を経ずに建築
確認ができるよう、建築基準法に基づく道
路として、法第42条第１項に付加された
い。

・建築基準法第42条第１項に付加されるこ
とによって、申請者にとっては、建築確認
申請手続きが速やかにおこなわれる。

・建築基準法に規定する道路は、道路法、
都市計画法、土地区画法等による道路等
で、４ｍ以上の幅員が必要。
・臨港道路、農道、林道については、建築
基準法で規定している道路に該当しないた
め、農林業用施設、戸建住宅等を建築する
場合であっても、建築ができない。
・建築する場合は、建築確認とは別に、個
別建築物ごとに特定行政庁の許可が必要で
ある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 104/158
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z1200087
国土交通省、
財務省

不要な国有財産を関係自治体
に無償譲渡出来るよう法規制の

改革を行うこと

国有財産法
第２８条

地方公共団体等が普通財産を
公共性のある一定の用途に供
する場合又は財産の管理費用
を負担した場合には、譲与がで
きる。

ｆ ―

提案のあった解体予定の建物
については、譲与はできない
が、経年劣化等を勘案した適正
な対価による売却が可能である
ことから、新たに庁舎を建設する
場合等に比較して、大幅に財政
負担が軽減されるものと考え
る。

z1200088
財務省、総務
省、国土交通

省

港湾関係諸税ならびに諸料金
の適正化

港湾法第４４条
第１項

港湾法第４４条
の２第１項

地方自治法第２
２５条

地方自治法第２
３８条の４第４項

入港料、港湾施設使用料につい
ては港湾管理者がその徴収の
有無も含め料率を条例により定
めている。さらに、それら料金に
係るインセンティブ(減免措置）
が、港湾管理者の政策的な判断
により、条例に基づき、かつ、利
用者に対し不平等な取扱いとな
らないような公正な対応により
積極的に導入されているところ
である。

d －
制度の現状にも記述している通
り、現行の制度により対応可能
となっている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 105/158
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z1200087
国土交通省、
財務省

不要な国有財産を関係自治体に無償譲
渡出来るよう法規制の改革を行うこと

5072 50720001 11
・隠岐広域連合
（・島根県）

1
不要な国有財産を関係自治体に無償譲渡出
来るよう法規制の改革を行うこと

隠岐空港では、現在実施中の空港整備事業
に併せた新航空局庁舎建設が進められてお
り、この供用後は、現在の航空局庁舎が不
要となるため、平成１７年度に国において
取り壊される計画である。当該庁舎を関係
自治体である隠岐広域連合が無償で譲り受
け、連合の機能集中化整備構想に合わせた
消防庁舎として有効活用を図りたいと希望
している。そのため、現在当庁舎を所管す
る大阪航空局と協議を重ねているが、国有
財産法では、建物の存置による無償譲渡を
認めていないため、協議が行き詰まってい
るため、規制改革をお願いしたい。

日本海に浮かぶ隠岐島は先般合併により誕
生した隠岐の島町を中心に４ヶ町村で構成
され、少子高齢化が進行し、地域の財政状
況も疲弊している。この状況の下、隠岐
４ヶ町村と島根県が広域連合を結成し,病
院の運営、介護保険、消防などの事務を
行っている。この中核施設である消防庁舎
をはじめ、各庁舎が狭隘・老朽化による建
て替えなどが必要となっているが、離島故
の立地場所の制限や経済的理由から困難を
極めている。そのため、隠岐空港整備事業
完成後の現空港跡地に各機能を集中させる
ことにより合理的な連合運営が可能とな
る。

当該庁舎は平成１７年度に国において取り
壊される予定となっているが、左記の通り
隠岐広域連合が無償譲渡を受け消防庁舎と
して有効利用を希望している。要望が実現
すれば、連合としては庁舎建設費が節約出
来るばかりでなく、国においても取り壊し
費用が不要となり、経済的である。なお、
当庁舎は島根県有地にあり、用途廃止後は
更地で返還することになっているが、島根
県としては現状による返還を了解すること
としているにもかかわらず、国有財産法で
は存置を認めていないため、この規制を改
革して欲しい。

当該庁舎の取り壊しには相当規模の費用が
必要であると聞いており、また、連合が計
画している消防庁舎建設には約６億円必要
と見込まれている。要望が実現した場合、
連合としては機能に合わせた改修費程度で
済むことになり、国、連合ともに経費節減
となり、規制改革の意義が広く説明出来る
と考えられる。

z1200088
財務省、総務
省、国土交通省

港湾関係諸税ならびに諸料金の適正化 5076 50760001 11 社団法人日本船主協会 1 港湾関係諸税ならびに諸料金の適正化

港湾関係諸税（とん税、特別とん税、船舶
固定資産税）並びに諸料金（入港料、公共
岸壁使用料等）の徴収の目的ならびに考え
方を明確にした上で、諸外国と同等となる
よう制度の適正化を図ること。

外航船はわが国港湾への入港毎に港湾関係
諸税である「とん税」、「特別とん税」、
「固定資産税」（固定資産税は日本籍船の
みに負荷）を負担している。このうち、と
ん税は諸外国ではその徴収目的が港湾の維
持・改修費用など使途が明確であるが、わ
が国では、一般財源に繰り入れられ、目的
も使途も不明確である。また、わが国にお
いて、例えば神戸港・名古屋港・東京港の
3港に外航船が入港する場合、それら3港全
てでとん税が都度徴収されるが、米国など
においては、とん税の徴収は最初に寄港し
た港のみで、次港以降は徴収されていな
い。さらに、「入港料」などの港湾諸料金
も負担しており、港湾入港に伴う経費は著
しく割高で、わが国港湾の国際競争力喪失
の一因となっているので、徴収の目的なら
びに考え方を整理し、諸外国と水準が同等
となるよう制度を適正にすべきである。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 106/158
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z1200089 国土交通省
外貿埠頭公社の埠頭等貸付料

の適正化

外貿埠頭公団の
解散及び業務の
承継に関する法
律施行規則第５
条第１項

外貿埠頭公社における岸壁等
の貸付料の額は減価償却、修
繕費、管理費、災害復旧引当
金、貸倒引当金、支払利息等の
費用額の合計を基準とし、か
つ、岸壁等に係る外貿埠頭の建
設に要した資金の償還を考慮し
て、埠頭公社が定めている。

e －

公社埠頭の貸付料は、埠頭公
社と船社等との間で結ぶ岸壁等
賃貸借契約による民間契約で決
定されている。しかし、公社が原
価を大きく下回る岸壁等貸付料
を設定することは、公社の経営
を危うくし、埠頭整備に係る債務
償還に支障を来すおそれがあ
る。また、原価を上回る貸付料
を設定することは、公益法人の
本来の目的を逸脱するばかり
か、船社等の経営を不当に圧迫
するおそれがある。
このような観点から、国は岸壁
等貸付料の算定基準を定めると
同時に、国土交通大臣に届けら
れた貸付料については、是正が
必要な場合には、変更命令が担
保されているところである。
なお、国において、国際競争力
の強化・確保を図るため、岸壁
整備への国費の投入、無利子
貸付の拡充、税制等の支援施
策を実施しており、公社埠頭の
貸付料の低減に寄与していると
ころである。

z1200090

国土交通省、
財務省、法務
省、厚生労働
省、農林水産

省

港湾・輸出入手続き等の一層の
簡素化

港則法
港湾法

　港内における船舶交通の安全
及び港内の整とんを図るため、
特定港に入出港等する船舶は、
港則法に基づいた各種申請等
を港長に対して行わなければな
らない。
　港湾の適切な運営・管理のた
め、港湾に入出港等する船舶
は、条例等に基づいた各種申請
等を港湾管理者に対して行わな
ければならない。

b Ⅰ

１．手続の見直しについては、規
制改革・民間開放推進3か年計
画において、シングルウィンドウ
化の成果と問題点を踏まえ、申
請手続や申請書類の徹底した
省略、簡素化を図り、速やかに
ワンストップサービスの一層の
推進を図ることとしており、関係
者の意見をふまえて、業務・シス
テムの最適化計画を平成17年
度末までのできる限り早期に策
定するよう、関係府省と検討を
進めているところである。

２．また、手続の簡素化、国際標
準への準拠の一環として、外国
船舶の入出港に関する手続や
必要書類の簡易化を図ることを
内容とする「国際海上交通の簡
易化に関する条約（仮称）（FAL
条約）」の早期締結に向け関係
省庁は一体となって取り組んで
いるところであり、FAL条約の対
象となる港湾管理者の手続につ
いて、画一化できるように港湾
法を改正する等の措置を実施す
る予定である。

FAL条約の平成16年度中の批
准に向けて、とあるが、具体的
なスケジュールについて示され
たい。また、最適化計画につい
ても、策定に至る具体的なスケ
ジュールを明確に示されたい。

b Ⅰ

　FAL条約の締結については、
本年の通常国会に条約批准案
を提出すべく、関係府省と連携
して検討作業中である。また、条
約の締結とあわせて、港則法に
基づく夜間入港規制の廃止や港
湾法の改正による港湾管理者
手続の簡易な国際標準様式へ
の画一化等の措置を実施し、本
年秋頃を目処に施行できるよう
鋭意調整作業を行っているとこ
ろである。
　最適化計画については、税関
システム等のレガシーシステム
刷新可能性調査と連動した形
で、適宜パブリックコメント等を
通じて利用者の意見を聴取しつ
つ見直し方針を策定し、平成17
年度末までのできる限り早期に
最適化計画を策定すべく、関係
府省と連携して検討作業を進め
ているところである。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 107/158
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z1200089 国土交通省
外貿埠頭公社の埠頭等貸付料の適正
化

5076 50760002 11 社団法人日本船主協会 2 外貿埠頭公社の埠頭等貸付料の適正化

原価主義に基づく料金の妥当性の検証及
び、荷動きの実態や公共埠頭料金との格差
等を勘案した、より弾力的で国際競争力の
ある料金設定を可能とすること

外貿埠頭公社における岸壁等の貸付料の額
は減価償却、修繕費、管理費、災害復旧引
当金、貸倒引当金、支払利息等の費用額の
合計を基準とし、かつ、岸壁等に係る外貿
埠頭の建設に要した資金の償還を考慮し
て、埠頭公社が定めている。

昭和55年12月16日の港湾審議会答申では外
貿埠頭公団の業務の移管に関して、
『・・・・・外貿埠頭の管理運営という公
共的かつ国家的に重要な業務を行うもので
あるので前述の通りこれを適切かつ確実に
運営していくことが出来るような財団法人
を国が指定するとともに、指定された財団
法人に対しても法人の指定に伴う通常の監
督のほか、国の海運政策及び港湾政策との
整合性の取れた外貿埠頭の整備及び管理が
行われるよう国の監督措置が必要となる。
たとえば、貸付料の適正な水準の確保、外
貿埠頭施設の処分などの制限、需給バラン
スと港湾間の機能分担を考慮した外貿埠頭
の整備などの為の措置が挙げられる。』と
した。国はこの答弁を充分尊重し、原価主
義に基づく料金の妥当性の検証、及び荷動
きの実態や公共埠頭料金との格差等も充分
勘案、弾力的で国際競争力を有する料金設
定とするように各埠頭公社を指導すべきで
ある。

z1200090

国土交通省、財
務省、法務省、
厚生労働省、農
林水産省

港湾・輸出入手続き等の一層の簡素化 5076 50760003 11 社団法人日本船主協会 3 港湾・輸出入手続き等の一層の簡素化

全ての港湾・輸出入関連手続を対象とし
て、申請の必要性が失われたもの、申請の
中で削除できる項目、さらに省庁間に共通
する項目の標準化、統一化できるものを抽
出した上で、申請手続を徹底的に削減・簡
素化するよう要望する。

2003年7月23日より輸出入・港湾諸手続の
シングルウィンドウ化が関係省庁により実
現されてはいるが、実態は各種申請・手続
の見直しや簡素化がなされず、単に既存の
システムが接続されただけのものであるた
め、利便性の向上には結びついていない。
従って、全ての関連手続を対象として、申
請の必要性が失われたもの、申請の中で削
除できるも項目、更に省庁間に共通する項
目の標準化、統一化できるものを抽出した
上で、申請手続きを徹底的に削減・簡素化
することを要望する。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 108/158
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z1200091 国土交通省
内航輸送用トレーラー・シャーシ

の車検制度の緩和
道路運送車両法
第６１条

車両総重量８トン以下の貨物自
動車は、初回の車検有効期間
が２年で、以後１年ごとの車検
有効期間となっている。一方、車
両総重量８トンを超える貨物自
動車は、１年ごとの車検有効期
間となっている。

ｃ

車検有効期間については、安全
で環境等の調和のとれた車社
会の実現を目指すという車検・
点検整備制度本来の目的を念
頭に置き、必要なデータ等を収
集の上、安全確保、環境保全、
技術進歩の面から有効期間の
延長を判断するための調査を平
成１６年度中にとりまとめ、その
結果に基づき速やかに所要の
措置を講ずることとしている。

有効期間の延長を判断するた
めの調査状況について示された
い。

ｃ

平成１７年１月１７日に開催した
「第５回自動車の検査・点検整
備に関する基礎調査検討会」に
おいて、車検有効期間の延長を
行うことは、自動車の安全確保
と環境保全に対して大きな悪影
響を及ぼすとのデータが取りま

とめられた。

z1200092
国土交通省、
警察庁

内航輸送用トレーラー・シャーシ
の車庫に関する規定の見直し

車庫法第3条、貨
物自動車運送事
業法第4条

　自動車の保有者は、当該自動
車の保管場所を確保しなければ
ならないこととされている。貨物
自動車運送事業者の保有する
車庫の確保状況の確認は、車
庫の概要を貨物自動車運送事
業の事業計画記載事項とするこ
とにより行っている。

c

　船内及び港頭地区の駐車場に
あるシャーシの数は、景気変
動、季節波動、トラック事業者の
内航輸送の利用状況等により変
動するものであり、その数をあら
かじめ特定することはきわめて
困難であるため、その数を見込
んで車庫１か所あたり複数の
シャーシの使用を認めることは
できない。
　仮に、船内及び港頭地区の駐
車場にあるシャーシの数を特定
することができたとしても、車庫
１か所あたり複数のシャーシの
使用を前提とする事業計画は、
自動車の保管場所の確保等に
関する法律の趣旨に反するもの
であり、貨物自動車運送事業法
上も認められない。

特定の港について、複数台登録
を可能にするなど、一部で緩和
する事の可否について改めて検
討され、示されたい。

c

１．仮に、特定の港について複
数台登録を可能にする場合、当
該港に複数台登録したシャーシ
が集中したときには駐車スペー
スを確保できない事態が生じ、
貨物自動車による違法駐車等を
引き起こし得るという問題がある
ことから、要望に対応することは
困難である。
２．そもそも、自動車の保管場所
の確保等に関する法律の規制
について措置が手当てされない
限り、貨物自動車運送事業法の
運用の変更のみでは本件提案
の実現は不可能である。
３．なお、フェリー会社等が確保
している船内及び港頭地区の駐
車場については、貨物自動車送
事業者が当該土地の所有者と
賃貸借契約を締結する等により
車庫として使用する権原を取得
すれば、事業計画上の車庫とし
て認められ、その分については
別途車庫を確保する必要はなく
なる。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 109/158
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z1200091 国土交通省
内航輸送用トレーラー・シャーシの車検
制度の緩和

5076 50760006 11 社団法人日本船主協会 6
内航輸送用トレーラー・シャーシの車検制度
の緩和

内航輸送用のトレーラー・シャーシに対す
る車検制度を現行の1年から3年にする。ま
た、国土交通省では、平成16年度中に安全
確保、環境保全、技術進歩の面から有効期
間の延長を判断する調査を実施することと
なっているが、これを早急に取りまとめ、
その結果に基づき所要の措置を講じられた
い。

内航輸送用のトレーラー・シャーシに対す
る自動車検査証の有効期限は、毎日陸上輸
送している一般のトラック同様1年であ
る。主に海上輸送用であるトレーラー・
シャーシは、本船船内または港頭地区駐車
場に停車している状態が長く、陸上走行距
離が短いものとなっている。また、シャー
シ自体は動力を持たず、トレーラー（ヘッ
ド）に牽引されるだけである。このような
使用実態に即し、内航輸送用のトレー
ラー・シャーシに対する車検制度を現行の
1年から3年にすべきである。

z1200092
国土交通省、警

察庁
内航輸送用トレーラー・シャーシの車庫
に関する規定の見直し

5076 50760007 11 社団法人日本船主協会 7
内航輸送用トレーラー・シャーシの車庫に関
する規定の見直し

内航輸送用シャーシ運用上においては、登
録用車庫確保の負担が所有者に強いられる
一方、その車庫はほとんど利用されておら
ず、現在の規制は利用実態にそぐわない。
ため、内航輸送用シャーシについては、車
庫一台のスペースで複数台登録できるよう
にするべきである。

自動車の保有者は車庫法により保管場所を
確保しなくてはならないが、海上輸送用ト
レーラー・シャーシについても一般のト
ラック同様、同法が適用されている。しか
し、内航輸送用シャーシの車庫の利用実態
は、船内及び港頭地区の駐車場に限られ、
かつ運用上常時海上輸送のものもある。ト
レーラーヘッド、シャーシ夫々1台ずつの
車庫取得に加え、港頭地区におけるヤード
の確保が仕出し地／仕向け地両方で必要と
なり、実質取扱いトレーラー・シャーシの
約4倍の車庫の確保が必要となる。このた
め、内航輸送用に利用されるシャーシにつ
いては、利用実態に合せて車庫に関する規
制を見直し、車庫一台のスペースで複数台
数登録できるようにすべきである。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 110/158
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z1200093 国土交通省
都市計画法に基づく開発許可に
おける道路の基準の弾力化

都市計画法第29
条、第33条第1項

2号
都市計画法施行
令第25条第4号

　主として建築物の建築等を目
的として土地の区画形質の変更
を行おうとする者は、あらかじめ
都道府県知事の許可を受けな
ければならず、当該許可の要件
として、予定建築物の敷地への
幅員6m又は9m以上の道路の接
道が原則として求められてい
る。

d

　予定建築物の敷地へ接する道
路の幅員については、小区間で
通行上支障がない場合につい
ては4mまで緩和することが可能
となっており（都市計画法施行令
第25条第2号括弧書き）、周辺区
域における既存道路の整備状
況等を勘案した上で「小区間」の
判断基準を定めることによる柔
軟な対応が現行制度上も可能と
なっている。

　回答では、現行制度の説明に止まってい
る。都道府県知事許可の例外が都市計画法
施行令第25条第2号括弧書きにより明記さ
れ、都市計画法施行規則第20条の２により
緩和措置が講じられているが、限定的であ
り、現場において事実上許可しにくい状況に
ある。基準を大枠とし明確にすることにより、
地元の裁量に委ねるべきと考えるが見解を
伺いたい。
　なお、本件に関して要望者より以下のとお
り再意見がきており、この点を考慮の上、上
記を回答いただきたい。
『・要望理由補足説明資料のケース１及び２
については、いずれも道路幅員が４ｍ未満
の事例であり、国土交通省から示されている
対応策では対応できない。
・要望理由補足説明資料のケース３及び４に
ついては、小区間でないと判断される場合の
事例であり、国土交通省から示されている対
応策では対応できない。
　　ケース１：幅員６ｍの既存道路（一部区間
が４ｍ未満）
             に接して行われる一敷地の開発
　　ケース２：幅員４ｍ未満の一方通行の既
存道路に接して
　　　　　　　行われる一敷地の開発
　　ケース３：小区間でない幅員４ｍの既存道
路に接して行
             われる複数敷地の開発
　　ケース４：小区間でない幅員４ｍの既存道
路に接して行
             われる開発道路の整備を伴う開発
』

d

予定建築物の敷地に接する道
路の幅員要件については、環境
の保全、災害の防止及び利便
の増進上支障がない場合にあっ
ては都市計画法施行令第２５条
第２号括弧書又は但書の規定
にかかわらず地方公共団体の
条例により、４ｍまで緩和するこ
とが現行制度上可能となってお
り（都市計画法第３３条第３項、
都市計画法施行令第２９条の２
第２項）、要望主体におかれて
は、上記の条例制定のご検討を
進められたい。

z1200094
国土交通省、
金融庁

不動産特定共同事業契約締結
に係る説明義務の撤廃

不動産特定共同
事業法第２４条
第１項

不動産特定共同事業者は、不
動産特定共同事業が成立する
までの間に、不動産特定共同事
業契約の内容及びその履行に
関する事項であって主務省令で
定めるものについて、書面を交
付して説明しなければならない。

ｃ

不動産特定共同事業商品の契
約の申込者が、契約の内容等
について十分知らないままに契
約締結を行うと、後々のトラブル
の原因となる可能性があること
から、適切に情報が開示されて
いることが不可欠であり、契約
成立前にその内容等について
書面を交付して説明すること
が、消費者保護やトラブル未然
防止の観点から必要と考えられ
る。
また、不動産特定共同事業商品
は不動産としての性格が強い商
品であることから、契約内容に
関する説明は、金融商品販売法
上要求される説明事項に加え
て、不動産特定共同事業法上要
求される個々の対象不動産に関
する事項（賃貸状況等）について
適切に実施されることが不可欠
である。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 111/158
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z1200093 国土交通省
都市計画法に基づく開発許可における
道路の基準の弾力化

5082 50820001 11
大阪府開発指導行政協議会開
発許可等権限市連絡調整会議

1
都市計画法に基づく開発許可における道路
の基準の弾力化

開発許可の基準で、開発区域内の敷地が接
する道路については、施行令第25条第2号
により最低幅員が規定されており、当該道
路が既存道路である場合は、ただし書に基
づく施行規則第20条の2により緩和措置が
講じられている。しかしながら、当該緩和
措置は、限定的であるので、許可権者が地
域の実情に応じた対応が可能となるよう改
正していただきたい。

施行令第25条第2号ただし書は、敷地が接
する道路が既存道路である場合に、周辺に
すでに建築物が建ち並んでいるなど、道路
拡幅整備が著しく困難であることが想定さ
れることから措置されたものであるが、具
体的な取扱いを定めた施行規則は、最低幅
員を４ｍとするなど極めて限定的であり、
様々な事例（例えば、他の道路に至るまで
に部分的に４ｍ未満の箇所がある場合）に
対応できない。
結果として、開発行為の規制を避けるため
の小規模な開発を生じせしめることとな
り、かえって都市の秩序ある整備に支障を
及ぼすおそれがあると考えられる。

要望理由補足説明資料

z1200094
国土交通省、
金融庁

不動産特定共同事業契約締結に係る
説明義務の撤廃

5086 50860017 11 社団法人リース事業協会 17
不動産特定共同事業契約締結に係る説明義
務の撤廃

｢金融商品の販売等に関する法律｣に列挙さ
れる金融商品においては、読んで聞かせる
説明義務を課しておらず、不動産特定共同
事業法の説明義務の過度な規制を緩和すべ
きである。

不動産特定共同事業商品の販売の効率化と
マーケットの拡大に寄与する。

「説明」の概念の定義が法律上存在しない
が、現在の運用は宅地建物取引業法第３５
条の重要事項説明と同等と解釈されている
のが一般的となっており、実務上のコスト
は多大なものである。本年6月、同要望に
対して国土交通省及び金融庁から「不動産
特定共同事業商品の契約の申込者が、契約
の内容等について十分知らないままに契約
締結を行うと、後々のトラブルの原因とな
る可能性があることから、適切に情報が開
示されていることが不可欠であり、契約成
立前にその内容等について書面を交付して
説明することが、消費者保護やトラブル未
然防止の観点から必要と考えられる。ま
た、説明内容に関しても不動産特定共同事
業商品は不動産としての性格が強い商品で
あることから、金融商品販売法上要求され
る説明事項に加えて、不動産特定共同事業
法上要求される個々の対象不動産に関する
独自の説明（賃貸状況等）がなされること
が消費者保護の観点からも不可欠である。
との回答が示された。「金融商品の販売等
に関する法律」においては説明義務を販売
業者に課しているが、対面による説明まで
要求しているものではない。REITを含めた
投資信託や商品ファンド等他の金融商品を
販売する場合には書面の交付義務こそあ
れ、読んで聞かせるような説明義務までは
課していない。多数の不動産をパッケージ
している不動産特定共同事業はREITを含め
た投資信託や商品ファンドと同様に金融商
品であり、同等の書面の交付義務を課すこ
とで投資家保護は図られる。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 112/158
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管理コード
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措置の概要
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z1200094
国土交通省、
金融庁

不動産特定共同事業契約締結
に係る説明義務の撤廃

不動産特定共同
事業法第２４条
第１項

不動産特定共同事業者は、不
動産特定共同事業が成立する
までの間に、不動産特定共同事
業契約の内容及びその履行に
関する事項であって主務省令で
定めるものについて、書面を交
付して説明しなければならない。

ｃ

不動産特定共同事業商品の契
約の申込者が、契約の内容等
について十分知らないままに契
約締結を行うと、後々のトラブル
の原因となる可能性があること
から、適切に情報が開示されて
いることが不可欠であり、契約
成立前にその内容等について
書面を交付して説明すること
が、消費者保護やトラブル未然
防止の観点から必要と考えられ
る。
また、不動産特定共同事業商品
は不動産としての性格が強い商
品であることから、契約内容に
関する説明は、金融商品販売法
上要求される説明事項に加え
て、不動産特定共同事業法上要
求される個々の対象不動産に関
する事項（賃貸状況等）について
適切に実施されることが不可欠
である。

z1200095 国土交通省
自動車登録情報の電子的開示

について

道路運送車両法
第22条

国土交通省自動
車交通局技術安
全部　平成１３年
１１月６日付通達
名称：「登録事項
等証明書交付請
求者及び自動車
検査証再交付請
求者等に対する
本人確認の実施
について」

　登録事項等証明書は、何人
も、国土交通大臣に対し、その
書面での交付を請求できること
とされている。
　なお、自動車盗難防止等の観
点から、平成１３年１２月３日か
ら、全国の陸運支局及び自動車
検査登録事務所において、登録
事項等証明書の交付請求者及
び自動車検査証の再交付申請
者等に対して、運転免許証の提
示を求める等により、本人確認
を実施することとした。

ｂ Ⅰ

　登録事項等証明書に関する手
続きの電子化については、平成
１６年度中を目途に、利便性の
向上や個人情報の保護等の観
点から検討する。

①現在の検討状況について明ら
かにされたい。検討を開始され
ていない場合は、その開始時期
を明示されたい。
②結論時期の明示、前倒しにつ
いてご回答いただきたい。

ｂ Ⅰ

現在、要望団体等にヒアリング
を行っており、具体的な要望を
踏まえて検討を進めているとこ
ろである。なお、利便性の向上
や個人情報の保護等の観点か
らも慎重な検討が必要であり、
今年度末を目途に検討結果をと
りまとめたいと考えている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 113/158
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管理コード
制度の
所管官庁
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要望
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要望事項
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要望
事項
補助
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要望事項
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具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200094
国土交通省、
金融庁

不動産特定共同事業契約締結に係る
説明義務の撤廃

5092 50920017 11 オリックス株式会社 17
不動産特定共同事業契約締結に係る説明義
務の撤廃

｢金融商品の販売等に関する法律｣に列挙さ
れる金融商品においては、読んで聞かせる
説明義務を課しておらず、不動産特定共同
事業法の説明義務の過度な規制を緩和すべ
きである。

不動産特定共同事業商品の販売の効率化と
マーケットの拡大に寄与する。

「説明」の概念の定義が法律上存在しない
が、現在の運用は宅地建物取引業法第３５
条の重要事項説明と同等と解釈されている
のが一般的となっており、実務上のコスト
は多大なものである。本年6月、同要望に
対して国土交通省及び金融庁から「不動産
特定共同事業商品の契約の申込者が、契約
の内容等について十分知らないままに契約
締結を行うと、後々のトラブルの原因とな
る可能性があることから、適切に情報が開
示されていることが不可欠であり、契約成
立前にその内容等について書面を交付して
説明することが、消費者保護やトラブル未
然防止の観点から必要と考えられる。ま
た、説明内容に関しても不動産特定共同事
業商品は不動産としての性格が強い商品で
あることから、金融商品販売法上要求され
る説明事項に加えて、不動産特定共同事業
法上要求される個々の対象不動産に関する
独自の説明（賃貸状況等）がなされること
が消費者保護の観点からも不可欠である。
との回答が示された。「金融商品の販売等
に関する法律」においては説明義務を販売
業者に課しているが、対面による説明まで
要求しているものではない。REITを含めた
投資信託や商品ファンド等他の金融商品を
販売する場合には書面の交付義務こそあ
れ、読んで聞かせるような説明義務までは
課していない。多数の不動産をパッケージ
している不動産特定共同事業はREITを含め
た投資信託や商品ファンドと同様に金融商
品であり、同等の書面の交付義務を課すこ
とで投資家保護は図られる。

z1200095 国土交通省
自動車登録情報の電子的開示につい
て

5086 50860037 11 社団法人リース事業協会 37 自動車登録情報の電子的開示について

自動車登録情報について、所有者に限定し
て、電子的に開示すること。また、6月に
同要望を行った際の回答として、「16年度
中を目途に検討結果をとりまとめる」とさ
れているが、電子的開示を行う方向で検討
されることが望まれる。

リース会社が自動車登録情報を活用するこ
とにより、自動車に係る環境対策・安全対
策等の公益の増進に資する。

「規制改革・民間開放推進3ヵ年計画」
（平成16年3月19日閣議決定）において、
利便性の向上、個人情報の保護の観点から
その方法、範囲について検討し、結論を得
る（平成17年度中）とされている。個人情
報の保護の観点については、所有者自身が
電子的な情報開示を望んでいること、使用
者については、例えば、リース契約と同時
にユーザー＝使用者本人の同意を得ること
ができるなど懸念は極めて少ないと考えら
れる。また、本件が「自動車ワンストップ
サービスシステム」の機能の一つとして盛
り込まれることにより、「自動車ワンス
トップサービスシステム」の利便性がさら
に向上すると思われる。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 114/158
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z1200096

経済産業省、
厚生労働省、
環境省、総務
省、国土交通

省

化学物質の名称に必ずＣＡＳ番
号を併記する。

海洋汚染及び海
上災害の防止に
関する法律施行

令

船舶安全法第２
８条

危険物船舶運送
及び貯蔵規則

港則法第21条第
２項、港則法施
行規則第12条、
港則法施行規則
の危険物の種類
を定める告示

航空法第８６条
航空機による爆
発物等の輸送基
準等を定める告

示

（海洋汚染及び海上災害の防止に関す
る法律関係）
海洋汚染及び海上災害の防止に関す
る法律施行令

（船舶安全法関係）
危険物の海上輸送においては、国際条
約に基づき危険物の種類に応じて国連
番号の表示が義務付けられている。
ＣＡＳ番号の併記は国際条約において
要求されていない。

（港則法関係）
港則法上の危険物は、危険物船舶運送
及び貯蔵規則第２条第１号に定める危
険物及び同条第１号の２に定めるばら
積み液体危険物のうち、これらの性状、
危険の程度等を考慮して告示で定める
こととしている。

（航空法関係）
国際規則（危険物輸送に関する国連勧
告、国際民間航空機関の危険物輸送規
則）に準拠して、国内の航空輸送規則
が制定されているところであるが、これ
らにおいては化学物質に限らず危険物
に該当するものは国連番号（ＵＮ＋4桁
の数字）によって、分類・整理が行われ
ており、ＣＡＳ番号は使用されていない。

c

ＣＡＳ番号は米国科学会のＣＡＳ
が独自に付した番号であり、条
約や国内法で一般的に用いら
れているものとは認められない
ことから、現段階において、同番
号の併記が必要であるとは考え
られない。

z1200097 全省庁
クレジットカード決済による支払

業務
  現在、導入していない。 　　ｂ 　　Ⅳ

　クレジットカード支払について
は、現行会計法令等で対応しう
る範囲内で、導入に向けた検討
を早期に開始することとし、検討
の結果対応しうるものについて
は、省内における会計規則等の
整備等を行い、17年度中に導入
することとしたい。

要望の趣旨は、職員の個人所
有のクレジットカードの利用促進
ではなく、貴省がカード会社と契
約し、クレジットカードを職員に
交付するまたはそのカードで物
品購入を行うといった民間企業
で使用されているいわゆる「コー
ポレートカード」の使用を求めて
いるものである。
この点についても明示して回答
願いたい。

　　ｂ 　　Ⅳ
　前回回答のとおり、いわゆる
「コーポレートカード」について検
討を進めていくこととしている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 115/158
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z1200096

経済産業省、
厚生労働省、
環境省、総務
省、国土交通

省

化学物質の名称に必ずＣＡＳ番号を併
記する。

5089 50890004 11 社団法人　日本化学工業協会 4
化学物質の名称に必ずＣＡＳ番号を併記す
る。

法律に規制されているリスト等に掲載され
ている化学物質の名称に必ずＣＡＳ番号を
併記すること。
対象の法律は化学物質名称を記載されてい
る全ての法律である。

ＣＡＳ番号併記により、化学物質の調査と
検索が容易になり、調査時間の短縮ととも
に間違いが少なくなる。
社内で化学物質一覧表等を作成し管理する
場合、ＣＡＳ番号を付与することで管理が
し易く、間違いが少なくなる。

化学物質の名称表記は数文字の短い物質を
除き１通りではなく幾つもある場合が多
い。現在は化学物質名称だけで照合してお
り、化学物質の同定等の調査に長時間を要
する上に間違いも発生している。
他社も同じで、ＣＡＳ番号併記ではないた
め調査･検索に苦労している。
ＩＴ時代にＣＡＳ番号での検索は必須であ
る。

z1200097 全省庁
クレジットカード決済による支
払業務

5095 50950002 11
株式会社クレディセゾン・株
式会社富士通総研

2 クレジットカード決済による支払業務

各省庁で発生する出張旅費や物品購入
などの支払いを職員による立替精算や
請求書支払でなく、クレジットカード
支払で行うことに対する規制緩和をし
ていただきたい。

出張旅費や物品購入等の支払業務をク
レジットカード払いで行い、仮払・立
替払や請求書払いなどの業務処理を各
職員にクレジットカードを配布し、業
務を効率化・簡素化する。

これまで各職員が個別に行っていた精
算業務をクレジットカード支払で行う
ことで会計処理の簡素化と事務の効率
化を図ることができる。具体的には職
員の精算業務の効率化、仮払・立替等
の出納業務の削減、決算の簡素化、振
込手数料の削減などが実現できると考
えているため、クレジットカードによ
る支払業務を行いたい。現在の各省庁
の会計規則上問題があれば、行えるよ
うに緩和していただきたい。制度上問
題がなければ、その旨を明示していた
だきたい。現在、内閣府、財務省、経
済産業省、警察庁で部分的に導入され
ている。したがって実務的に問題がな
いと考える。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 116/158
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z1200098 国土交通省
「中型運転免許」創設に伴う各
種規制の見直しについて

【道路】
道路整備特別措
置法第２条の４、

１１条
道路整備特別措
置法施行令第１
の５、第１の６

【車両】
道路運送車両の
保安基準第１８
条の２・第４１条・
第４４条・第４８条

の２

【道路】
高速道路料金の車種区分は、
道路運送車両法等の区分により
規定しており、普通貨物自動車
については、道路交通法の区分
による車両総重量８トンを１つの
区分としている。

【車両】
道路運送車両法では、普通自動
車に対する車両総重量の上限と
して８トンという設定は行ってい
ない。保安基準では､交通事故
の発生状況等に基づき､大型ト
ラックの事故防止を目的とした
一部の規定において､車両総重
量８トンを規制対象の区分として
いる。

【道
路】
ｂ

【車
両】
ｂ

【道路】
高速道路料金の車種区分につ
いては、「中型運転免許」創設を
踏まえた道路運送車両法等の
関係法令の改正の動向を見な
がら、負担の公平の観点も踏ま
えて検討する。

【車両】
道路運送車両の保安基準では、
事故実態等を考慮し、様々な基
準をそれぞれの基準の趣旨に
対応した規制区分（1.7ｔ、2.5ｔ、
3.5ｔ、7ｔ、８ｔ等）で設けしている。
このうち車両総重量８ｔを規制区
分としている基準については、
車両総重量が大きくなるに従っ
て事故の発生割合が大きくなる
傾向にあることから設けているも
のであり、運転免許の区分と
は、直接関連はしないが、運転
免許制度の改正のより、使用実
態や事故実態が変化することも
考えられることから、改正後のこ
れらの実態を注視し、必要に応
じ見直しを行う。

回答では高速道路料金の車種
区分について関係法令の改正
の動向を見ながら、負担の公平
の観点も踏まえて検討するとさ
れているが、検討時期について
示されたい。また、車両について
も見直しの目途等あれば示され
たい。

b

【道路】
回答では高速道路料金の車種
区分について関係法令の改正
の動向を見ながら、負担の公平
の観点も踏まえて検討するとさ
れているが、検討時期について
示されたい。また、車両について
も見直しの目途等あれば示され
たい。

【車両】
　事故分析を毎年行っており、
分析結果として、事故実態等の
変化が現れてきた場合に検討す
ることとしている。

z1200099 国土交通省 ３軸車２５トンまでの規制緩和

道路法第４７条
第１項及び第２
項、車両制限令
第３条第１項第２
号イ、車両の通
行の許可の手続
等を定める省令
第１条、道路運
送車両法第４０
条（道路運送車
両の保安基準第

４条）

【あじさい月間あ
り】

車両総重量は、車長及び軸距に
応じて最大２５トン。

Ｃ

　車両総重量については、平成５年
度に、車長１１メートル以上及び最
遠軸距７メートル以上の車両は２５ト
ンまで緩和したところであるが、車
長及び軸距の短い車両について総
重量を緩和した場合には橋梁の単
位面積当たりの荷重が大きくなり、
橋梁に対する影響が極めて大きくな
る。そのため、橋梁を健全な状態で
利用者にサービス提供するために
は、橋梁に対する影響を一定以下
に制限することが必要である。
　例えば、現在の車長１１メートルを
９メートルに緩和した場合、主げた
に対する車両の影響が１．２倍程度
以上に増加すると試算され、この影
響を緩和するためには多くの橋梁
の主げたを短期間に補強する必要
が生じる。その場合には、莫大な費
用（平成５年度以降に２５トン対応の
橋梁補強を行った場合は１橋当たり
６０～８０百万円の費用を要した事
例もあるが、直轄国道の橋長が１５
メートル以上の橋梁は約１万橋存
在）がかかることや、主要な道路の
橋梁の通行止め若しくは通行制限
に伴う渋滞を引き起こすことなどか
らその社会的損失は少なくないと考
えられるため、当該規制を緩和する
ことは、将来的にも慎重な対応が必
要。

本要望については引き続いての
要望でもある事から、見直しの
可否について再検討され、示さ
れたい。

c

ご要望の規制を緩和するために
は、前回回答のように数多くの
橋梁主桁の補強が必要となり、
橋梁維持修繕費の大幅な増加
及び主要道路の通行規制など
による社会的損失が少なくない
と考えられるため、将来的にも
慎重な対応が必要。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 117/158
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z1200098 国土交通省
「中型運転免許」創設に伴う各種規制の
見直しについて

5100 51000002 11 （社）全日本トラック協会 2
「中型運転免許」創設に伴う各種規制の見直
しについて

「中型運転免許」創設に伴う各種規制の見
直し

普通免許→車両重量５トン、車両総重量８
トン

道路交通法改正により、貨物自動車に係る
運転免許制度は、「大型免許」を車両総重
量１１トン以上とし、同じく５トンから１
１トンを「中型免許」として創設されまし
たが、運転免許制度の基準と同様にその他
の規制及び有料道路の通行料金区分等につ
いて、「大型」は車両総重量１１トン以上
とするよう見直しをされたい。

z1200099 国土交通省 ３軸車２５トンまでの規制緩和 5100 51000006 11 （社）全日本トラック協会 6 ３軸車２５トンまでの規制緩和 ３軸車２６トンまでの規制緩和
軸重５.５m未満の自動車の車両→総重量２
０トン

公共事業等の建設資材等の運搬を行ってい
るダンプカー、コンクリートミキサー車等
については、輸送の効率化等に資するた
め、車長、軸距にかかわらず３軸車２５ト
ンまでの車両総重量規制の緩和を図られた
い。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 118/158
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z1200100 国土交通省
事業用の土砂等運搬大型自動
車に関する表示番号制度の廃

止

土砂等を運搬す
る大型自動車に
よる交通事故の
防止等に関する
特別措置法第３
条第２項・第４
条、第６条

土砂等を運搬する大型自動車を
使用する者は、当該車両につい
て表示番号の指定を受け、ま
た、表示番号を自動車の外側に
見やすいように表示しなければ
ならない。

c

　運賃負担力の小さいもの等を
運搬する土砂等運搬大型自動
車は、速度制限違反、積載制限
違反及び過労運転を生じやす
く、一旦事故を起こした場合は
重大事故となる可能性が高い。
したがって、土砂等を運搬する
大型自動車による交通事故の
防止等に関する特別措置法に
おいては、道路運送法により義
務付けられている使用者の表示
に比べて、より見やすい表示番
号を表示することにより運転者
の無謀な運転に対する自戒自
粛を促すこととしている。一方、
貨物自動車運送事業輸送安全
規則等による運行管理等とは第
三者が運行を適正なものとする
よう管理するものである。つま
り、両制度が設けられている趣
旨はそれぞれ異なっており、要
望の理由に基づいて表示番号
制度を廃止することは困難であ
る。
　なお、営業用ダンプカーの事
故発生率（車両数当たりの事故
件数）は自家用ダンプカーより高
くなっている等の事情も考慮す
る必要がある。

本要望については引き続いての
要望でもある事から、見直しの
可否について再検討され、示さ
れたい。

c

速度制限違反、積載制限違反
及び過労運転を生じやすく、一
旦事故を起こした場合は重大事
故となる可能性が高い営業用ダ
ンプカーについて、より見やすい
表示番号を表示することにより
運転者の無謀な運転に対する
自戒自粛を促すという目的に加
えて、営業用ダンプカーの事故
発生率（車両数当たりの事故件
数）は自家用ダンプカーより高く
なっている等の事情も考慮すれ
ば、当該表示番号制度の必要
性は引き続き認められることか
ら、廃止は困難である。

z1200101 国土交通省
土砂等運搬大型車に関する積
載重量の自重計の取付け義務

の廃止

土砂等を運搬す
る大型自動車に
よる交通事故防
止等に関する特
別措置法第３条
第３条第２項、第
４条、第６条

土砂等を運搬する専ら貨物を運
搬する構造となっている道路交
通法第３条に規定する大型自動
車を使用する者は、技術上の基
準に適合する積載の重量計を
当該土砂等運搬大型車両に取
り付けなければならないことと
なっている。

ｃ -

ダンプカーの過積載は、依然と
して厳しい状況にあることから、
仮に自重計の取付義務を廃止
する場合には、これに変わる過
積載防止装置の備え付けを規
定する必要があり、現在考えら
れる装置としては、過積載を
行った場合に走行を不能にする
装置があるものの、自重計より
遙かに高額であることから現実
的ではなく、自動車使用者負担
増及び物流コストの増加となる
ことから自重計の取付義務規定
を廃止することは困難である。

本要望については引き続いての
要望でもある事から、見直しの
可否について再検討され、示さ
れたい。

c

　前回回答したとおりダンプカー
の過積載は、依然として厳しい
状況にあることから、貨物自動
車運送事業輸送安全規則等に
よるソフト面及び自重計の取付
けによる車両構造的なハード面
における規制が必要とされてい
る。ご要望のような自重計の取
付義務を廃止する場合には、こ
れに変わる過積載防止装置の
備え付けを規定する必要があ
り、現在考えられる装置として
は、過積載を行った場合に走行
を不能にする装置があるもの
の、自重計より遙かに高額であ
ることから現実的ではなく、自動
車使用者負担増及び物流コスト
の増加となることから自重計の
取付義務規定を廃止することは
困難である。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 119/158
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z1200100 国土交通省
事業用の土砂等運搬大型自動車に関
する表示番号制度の廃止

5100 51000007 11 （社）全日本トラック協会 7
土砂等を運搬する大型自動車に係る規制の
緩和

土砂等を運搬する大型自動車に係る規制の
緩和

土砂等を運搬する大型自動車を使用するも
のは、当該車両について表示番号の指定を
受け、また表示番号を表示しなければなら
ない。           土砂等を運搬する大型
自動車を使用するものは、当該車両に積載
重量の自重計を取り付けなければならな
い。

「土砂等を運搬する大型自動車による交通
事故の防止等に関する特別措置法（ダンプ
規制法）」等に基づく以下の規制につい
て、物流コストの軽減等を図る観点から、
早期に緩和されたい。（１）貨物自動車運
送事業法において営業用貨物自動車には、
使用者の名称等の表示が義務付けらてお
り、さらに、ダンプ規制法による「表示番
号の指定」及び「表示番号の表示」の表示
番号制度の義務がなされており二重規制と
なり、これの車体への表示に１台約数万円
の費用負担が必要となる。また、表示番号
制度は運転者・使用者の無謀な運転に対す
る自戒自粛を促すことが主旨とされている
が営業用ダンプカーについては、貨物自動
車運送事業輸送安全規則等による運行管理
等が義務付けられ遵守をしていることか
ら、営業用ダンプカーについては「表示番
号の指定」及び「表示番号の表示」義務に
ついて廃止されたい。（２）ダンプカーへ
の「積載重量の自重計」の取付け義務につ
いて、営業用については貨物自動車運送事
業輸送安全規則等による過積載の防止など
運行管理等の規程を遵守しており、また、
物流コストの低減を図る観点からも積載重
量の自重計取付け義務を早期に廃止された
い。
国土交通省よりダンプカーの過積載義務違
反の多さが指摘されているが、営業用、自
家用別に義務違反件数を公表されたい。

z1200101 国土交通省
土砂等運搬大型車に関する積載重量
の自重計の取付け義務の廃止

5100 51000007 21 （社）全日本トラック協会 7
土砂等を運搬する大型自動車に係る規制の
緩和

土砂等を運搬する大型自動車に係る規制の
緩和

土砂等を運搬する大型自動車を使用するも
のは、当該車両について表示番号の指定を
受け、また表示番号を表示しなければなら
ない。           土砂等を運搬する大型
自動車を使用するものは、当該車両に積載
重量の自重計を取り付けなければならな
い。

「土砂等を運搬する大型自動車による交通
事故の防止等に関する特別措置法（ダンプ
規制法）」等に基づく以下の規制につい
て、物流コストの軽減等を図る観点から、
早期に緩和されたい。（１）貨物自動車運
送事業法において営業用貨物自動車には、
使用者の名称等の表示が義務付けらてお
り、さらに、ダンプ規制法による「表示番
号の指定」及び「表示番号の表示」の表示
番号制度の義務がなされており二重規制と
なり、これの車体への表示に１台約数万円
の費用負担が必要となる。また、表示番号
制度は運転者・使用者の無謀な運転に対す
る自戒自粛を促すことが主旨とされている
が営業用ダンプカーについては、貨物自動
車運送事業輸送安全規則等による運行管理
等が義務付けられ遵守をしていることか
ら、営業用ダンプカーについては「表示番
号の指定」及び「表示番号の表示」義務に
ついて廃止されたい。（２）ダンプカーへ
の「積載重量の自重計」の取付け義務につ
いて、営業用については貨物自動車運送事
業輸送安全規則等による過積載の防止など
運行管理等の規程を遵守しており、また、
物流コストの低減を図る観点からも積載重
量の自重計取付け義務を早期に廃止された
い。
国土交通省よりダンプカーの過積載義務違
反の多さが指摘されているが、営業用、自
家用別に義務違反件数を公表されたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 120/158
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z1200102 国土交通省
都市計画決定主体の選択制の

導入
都市計画法第１
５条、令第９条

一の市町村の区域を超える広
域の見地から決定すべき都市
施設や根幹的都市施設につい
ては、都道府県が都市計画を定
める。

d

  都市計画の決定主体について
は、都市行政上の基礎的な単位
である市町村を中心的な決定主
体としつつ、広域的な観点から
の調整が必要とされる市町村の
区域を越える広域的・根幹的な
都市計画については、都道府県
が関係市町村の意見を聴き、一
定の場合には国土交通大臣の
同意を得て定めることとしてい
る。都市計画ごとの都市計画決
定主体の選択制は、市町村の
区域を超える広域的な都市計画
についても、市町村決定とする
こととなり、適当ではない。
　なお、都市再生特別措置法の
規定により、都市再生整備計画
に記載された事業の実施のため
に必要な都市施設等に関する
都市計画で、市町村が決定等を
することができるものとして都市
再生整備計画に記載され、都道
府県知事の同意を得たものにつ
いては、市町村が決定すること
が可能である。４車線以上の道
路に関する都市計画について
も、都市再生整備計画に記載す
ることにより市町村決定とするこ
とが可能である。

　回答いただいた「なお書き」部
分は、要望者も今回初め承知し
たものである。このため、都市計
画再生特別措置法の規定によ
り、都市再生整備計画に記載さ
れた事業の実施のために必要
な都市施設等に関する都市計
画で、市町村が決定等をするこ
とができるものとして都市再生
整備計画に記載され、都道府県
知事の同意を得たものについて
は、市町村が決定することが可
能であることについて、改めて地
方公共団体に周知徹底すべきと
考えるが見解を伺いたい。

d

都市計画の決定等に係る権限
の移譲等、平成１５年の都市再
生特別措置法の改正により設け
られた制度については、平成16
年4月16日（国都まち第10号、国
道政第5号、国住備第27号）に、
既に通知済みである。

z1200103 国土交通省
道路内不法占用物件の簡易除

却制度の創設

道路法第７１条
第１項

道路法第１００条
第１号

道路法第１０２条
第４号

　道路管理者は、道路法第３２
条第１項の規定に違反して道路
に物件を設け、道路を継続して
使用している者に対し、当該物
件を除却することを命ずることが
できる。

　道路管理者による道路法第３
２条第１項の規定による許可を
得ず、道路に物件を設け、継続
して使用している者は、１年以下
の懲役又は２０万円以下の罰金
に処する。

　道路法第７１条第１項の規定
による道路管理者の命令に違
反した者は、３０万円以下の罰
金に処する。

ｄ

　商店等において、道路にはみ
出して商品を陳列している者に
対しては、道路法第７１条第１項
の規定による監督処分を行うこ
とができ、当該処分に従わない
場合には、行政代執行を行うこ
とにより、商品の撤去等を行うこ
とが可能とされている。さらに、
行政代執行を行った後、再度、
道路に商品を陳列するような悪
質な者に対しては、告発して、道
路法第１００条第１号又は同法
第１０２条第４号の規定による罰
則を適用することにより、ご要望
の違反行為への効果的な対応
を可能としている。
　なお、他人の所有物等の撤去
にあたっては、憲法上の要請で
ある財産権の保護との均衡を図
る観点から慎重な対応が求めら
れることにより、前記のような手
続が必要とされているのである
から、要望の簡易除却制度の創
設は困難であるものと考える。

　回答では、罰則規定等を適用する場合で
あって、その適用には時間が掛かるものであ
る。また、道路法第44条の２（違法放置物件
に対する措置）が氏名・住所を知ることがで
きない場合に限定されているが、知ることが
出来る場合も緩和すべきとの要望趣旨であ
り、このため、「交通への危険を防止するた
めの緊急避難的に必要な措置を行うことを
妨げるものではないこと。」（課長通知）の基
準の枠を広げ明確にするとともに現場の裁
量に委ねることについてガイドライン等を作
成することについて見解を伺いたい。
　なお、本件に関して要望者より以下のとお
り再意見がきており、この点を考慮の上、上
記を回答いただきたい。
『今回の提案の主旨は、適正に許可を受け
ていた者や通報した市民に対し、指導に従
わない違法放置物件の撤去を従来の代執行
によって撤去作業したのでは時間が掛かり
すぎて理解を得られないこと。また、道路内
に放置される期間が長くなることにより、道路
利用者の安全性の確保や事故発生の原因
にもなるということから提案しました。
　回答にあるように罰則規定を適用する場合
であっても、その適用には、警察への告発か
ら始まり、検察で起訴するか判断し、裁判に
て罰金等が確定するようになるため、代執行
よりも更に時間が掛かることが考えられま
す。
　今回の簡易除却は返却することが前提で
あるので、使用し収益を上げ処分する財産
権には抵触しないと思われることから、道路
法第４４条の２の所有者がわからない道路落
下物等を即時撤去できる規定を緩和し、所
有者がわかっている場合であっても、ある一
定の条件のもと、簡易除却できる制度の創
設をお願いしたい。
　また、違反指導の経験から「置かしてくれる
のなら罰金を払います。」と答える違反者が
いるのも現実であります。』

d

道路法第４４条の２第１項に規定する
「違法放置物件」とは、道路を通行して
いる車両から落下して道路に放置され
た積載物その他の物件で、具体的に
は、道路上に放置された鋼材、土砂、木
材等を想定しているものであるところ、
ご要望の簡易除却の対象として想定さ
れている店先の商品は、その所有者に
よる一定の管理の下で道路上に置かれ
ている物件であり、このような物件はい
わゆる不法占用物件に該当するものと
思料され、放置されている状態にあると
はいえないことから違法放置物件には
該当せず、道路法第４４条の２第１項に
基づく措置の対象とはならないものと考
える。
ご要望の簡易除却の対象として想定さ
れている店先の商品は、一定の財産的
価値が認められるものと思料されること
から、道路管理者が所有者の意志にか
かわらず除却等の措置を講じることは、
憲法上の要請である財産権の保護の
観点から困難であるが、仮に簡易除却
によって当該物件を一時的に除却した
としても、結局は当該物件の所有者等
に返還せざるを得ないことから、簡易除
却が繰り返しの不法占用に対しての効
果的な措置とは考えられず、告発によ
り、道路法第１００条又は第１０２条に基
づく罰則を科すことが、繰り返しの不法
占用に対しての措置としては最も効果
的な対応であるものと考えられる。
なお、道路上への物件の放置により、
道路の交通に支障を与えていると認め
られる場合には、緊急避難的に道路管
理者による当該物件の撤去が可能であ
り 現に同様の措置が講じられているも
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z1200102 国土交通省 都市計画決定主体の選択制の導入 5102 51020002 11 松山市 2 都市計画決定主体の選択制の導入
都道府県決定のうち、市町村の意向を踏ま
え、都道府県が支障のないものと判断した
事業は、市町村決定とする。

計画手続が簡素化されることにより事業着
手までの期間が短縮され、速やかな事業進
捗を図ることができる。
都道府県の同意は必要であることから、都
道府県による広域的判断は可能と考える。
平成１７年度都市計画決定予定の松山駅周
辺土地区画整理事業地内の都市計画道路
は、市施工となるが、４車線以上ある４本
の都市計画道路を、県決定から市決定の県
同意とし、手続きの簡素化を図りたい。

都市計画事業の円滑な推進を図るために、
施工者が市町村である都市施設について
は、市町村決定とする。また、管理をして
いる施設の変更決定も同様とする。

添付資料２－１
都市計画法
添付資料２－２
都市計画法施行令
添付資料２－３
概要説明

z1200103 国土交通省
道路内不法占用物件の簡易除却制度
の創設

5102 51020003 11 松山市 3 道路内不法占用物件の簡易除却制度の創設

道路管理者が、道路の構造に損害を及ぼ
し、又は交通に危険を及ぼしていると判断
した場合で、占有者等が撤去指導に従わな
かったとき、道路管理者自ら違法放置物件
を撤去できる簡易除却制度が必要である。

違法放置物件の占有者、所有者その他当該
違法放置物件について権限を有する者の氏
名及び住所を知ることができないときに
限っている道路管理者自らが撤去できる場
合を、道路管理者が違法放置物件により道
路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険
を及ぼしていると判断した場合で、占有者
等に撤去指導し、これに従わなかった場合
も道路管理者が自ら撤去できるよう規制を
緩和する。

現行道路法では、違法放置物件に対し、占
有者等を知ることが出来ないときは、道路
管理者自ら当該違法放置物件を除去できる
という規定がある。一方、占有者等の氏名
及び住所を知ることができた場合には、
『交通への危険を防止するための緊急避難
的に必要な措置を行うことを妨げるもので
ないこと。』（課長通知）と、限定的かつ
必要最小限の行為を行うことしか認められ
ていない。
氏名等が判明した場合は、弁明の付与後、
除去命令を行い、占有者等が撤去しない場
合に行政代執行法の手続にて除去すること
がはじめて可能となる。
仮に代執行を行うとしても、違法放置物件
が、移動可能なものであれば、代執行後再
度放置される可能性が高く、そうなれば、
悪質で度重なる違反行為への効果的対応が
できない。
市民からの苦情に即応できず、適法に占用
許可を受けた者からは不満が発生し、現地
指導に支障が生じるなど、市民からの信頼
を失うこととなる。

添付資料３－１
道路法
添付資料３－２
概要説明

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 122/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
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z1200104 国土交通省
建築基準法の規定による工作
物への準用規定の適用除外に

ついて

建築基準法第88
条第1項、建築基
準法施行令第
138条

高さ2mを超える擁壁、高さ15m
を超える鉄柱、高さ4mを超える
広告塔等の築造に際しては、建
築主事又は指定確認検査機関
の建築確認を受けなければなら
ない

d

都市計画法に基づく開発許可を
受けた擁壁に関する事務処理
の一本化のご提案については、
現行制度下において、開発許可
申請の進捗にあわせて、申請者
に工作物の確認を申請してもら
い、技術的な審査を同時進行で
進めることにより、事務処理の
迅速化、合理化を図ることが出
来る。なお、労働安全衛生法の
クレーン、道路交通法の道路標
識については、一般的に建築基
準法の規定が準用される工作
物に該当しないものと考えられ
る。

z1200105 国土交通省
２級河川及び準用河川などの小
規模河川の縦断占用許可基準

の緩和

河川法第26条第
1項、第27条第1

項
河川敷地占用許
可準則第八―２

―五
工作物設置許可
基準　第１７

河川区域内に管類等を設置す
る場合は縦断方向に設置しない
ことを原則としています。

ｄ -

管路(下水道管渠等)の縦断占
用を容認する場合の例示につい
ては、平成１５年の規制改革集
中受付月間（あじさいキャラバ
ン）で同様の要望があったところ
です。（政府決定Ｎｏ.61）
その対応として、河川を縦断占
用し管路を設置した事例集を作
成し、国土交通省河川局のホー
ムページにおいて「工作物設置
に関する事例集」として公表して
いるところです。

-

回答では、河川を縦断占用し管路
を設置した事例集を作成、公表した
とあるが、事例では堤防式の大規
模河川の場合がほとんどで、2級河
川及び準用河川などの小規模河川
で、掘り込み河川の例がないとの要
望内容である。このような場合につ
いての縦断占用許可の考え方、事
例についても具体的に回答された
い。また、同様の事例集についても
追加して周知すべきと考えるが見解
をいただきたい。
　なお、本件に関して要望者より以
下のとおり再意見がきており、この
点を考慮の上、上記を回答いただき
たい。
『今回の措置の概要(対応策）につ
いては前年度回答により承知してお
りますが、当事例集は堤防を有する
大河川の事例と見受けられます。措
置状況が「ｄ：現行制度下で対応可
能」となっていることから判断して、
今回本市が提案した中小河川での
措置においては、地方自治体が個
別に対応が可能と判断してよろしい
か。具体的に、本要望では、主に河
川幅が１０～２０ｍ以下の中小河川
で掘込河道の場合を考えており、添
付資料６-３，６-４の場合(事例集に
はない)、具体的に占用の可否が判
断できるような回答が欲しい｡また、
占用を受ける側ではなく占用許可
者が判断できる条件提示を要望す
るものです 』

縦断
占用
の許
可基
準の
緩和：
ｃ、
縦断
占用
許可
の判
断基
準に関
する相
談：ｄ

-

　縦断占用を許可する場合には、地
域の実情に応じて、各河川管理者
が治水上の支障とならない範囲内
で、個々の河川の形状、川幅や流
量及び設置しようとする工作物の構
造等、対象河川それぞれの個別の
条件を勘案し、各河川管理者が十
分な検討を重ねて対処すべきものと
認識しております。
　原則的に禁止としている河川の縦
断占用についての許可基準は、全
国に存在する他の河川等に統一的
に活用できる基準として策定しうる
ものではなく、ご提案にあるように、
国自らが地域の判断にあたっての
個別基準を策定することは、現実的
ではありません。

　なお、今回ご提案にあるような中
小河川（特に掘込河道）に関して
は、河川管理施設等構造令第２０条
第１項ただし書き、第２１条第１項た
だし書き及び第７６条の小河川の特
例において、その河川管理施設の
あり方を規定しており、それを適用
して当該事案を判断することが適切
と考えます。
　実際に縦断占用を許可するか否
か判断する際、疑義がある場合に
は別途個別にご相談下さい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 123/158
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z1200104 国土交通省
建築基準法の規定による工作物への準
用規定の適用除外について

5102 51020004 11 松山市 4
建築基準法の規定による工作物への準用規
定の適用除外について

建築基準法施行令第138条第1項に定める工
作物の内、他法令により審査・検査等の措
置がなされるものについては、建築基準法
第6条から第7条の5まで、第18条（第1項及
び第14項を除く。）及び第89条の適用を除
外する。

現在、適用除外となる工作物は、建築基準
法第88条第4項に規定する宅地造成等規制
法第8条第1項の規定による許可を受けなけ
ればならない擁壁のみである。しかし、都
市計画法に基づく開発許可の擁壁、労働安
全衛生法の規定によるクレーン（鉄柱）、
道路交通法に基づく道路標識などが工作物
の申請対象となっている。他法令での許
可・規制等の対象となるものについては、
これらを適用除外としても、安全性の確保
は可能と考える。

申請者の負担や事務処理の軽減が図られ
る。

添付資料４－１
建築基準法
添付資料４－２
建築基準法施行令
添付資料４－３
概要説明

z1200105 国土交通省
２級河川及び準用河川などの小規模河
川の縦断占用許可基準の緩和

5102 51020006 11 松山市 6
２級河川及び準用河川などの小規模河川の
縦断占用許可基準の緩和

河川敷地占用許可準則第八－２－五で｢工
作物は,原則として河川の縦断方向に設け
ない｣としているが、河川管理上の支障と
住民生活の向上とを比較考慮し、一定条件
下で規制の緩和を要望する｡
できれば一定条件を例示していただきた
い。

河川管理用道路が唯一の管路(下水道管渠
等）接続経路となっている家屋へのサービ
スが可能となる｡

現状では管路(下水道管渠等)の縦断占用が
基本的に認められないため,河川管理用道
路が唯一の接続経路となっている家屋への
サービスが困難となっている。公共下水道
事業認可区域内であるにもかかわらず整備
できない状況にあり苦慮している。
そこで、下記のような一定条件を満たす案
件について緩和を要望するものである。
（一定条件の例）
１.河川幅10～20ｍ以下等の中小河川
２.他に埋設場所がない
３．河川改修済み又は河川管理者の撤去命
令に応じる
４．無堤部河川（掘込河道等）
５．道路法上の道路である
　その他

当提案は、再提出案件である。
・今回は主に河川計画堤防内への埋設の要
望であると共に、主に河川幅が10～20ｍ以
下の中小河川について緩和を要望してい
る。
また、河川管理者側が許可しやすい条件提
示を要望している。

添付資料６－１
河川法
添付資料６－２
河川敷地占用許可準則
添付資料６－３
河川縦断占用の参考図
添付資料６－４
概要説明
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z1200106 国土交通省
｢私道｣への公共下水道施設の

保護規定の創設

民法第２０６条、
第２０７条

下水道法第１０
条、第１１条

下水道法第１０条、第１１条によ
り、排水設備設置義務者は、土
地の状況によりやむを得ない場
合は事前通告及び損失補償を
行った上で、他人の土地又は排
水設備の使用するできる旨規定
されているところ。

d

下水道法上、排水設備の設置
義務は、建築物の所有者等に
課せられており（第１０条）、当該
義務が課されている者について
は、一定の要件を満たす場合
は、他人の土地に排水設備を設
置することが認められている（第
１１条）ことから、当該規定の適
用で足りるものと考えている。
また、下水道管理者が、私道へ
の公共下水道の設置のために、
不同意の土地の所有者に当該
土地の使用を受忍すべき旨の
規定を設けることについては、
財産権、所有権との調和の観点
から不適切であると考えている。

　回答では、排水設備の設置等
（下水道法第10条）、排水に関す
る受忍義務等（同法第11条）の
規定の適用で足りるとのことで
あるが、要望者より以下のとおり
再意見がきており、再度、貴省
からの回答をいただきたい。
『排水設備設置は，私道に敷設
するための工事金額が高いとこ
ろで100万円以上かかること及
び，私道所有者との設置承諾他
に関することでの係争が考えら
れるため，下水道法10条、11条
の規定の適用実例は今現在あ
りません。　係争の結果，法定
導管路として認められるケース
が多いことから，私道所有者の
所有権の行使を抑制する法（下
水道法・民法）の規定が望まれ
るころです。私道が法定導管路
として無条件で認められ、法定
導管路としての認定の係争をし
なくても、法（下水道法，民法）に
おいて規定ができないか民法を
所管している担当官庁の判断も
伺いたい。』

d

前回の回答の通り、下水道法第
１０条、第１１条の規定の適用に
よって対応可能である。
また、公共事業において同意が
得られない土地の収用又は使
用を行う場合は、土地収用法の
規定に基づき、事業認定、収用
委員会の裁決等慎重な手続き
を踏むこととなっており、公共下
水道についても対象事業となっ
ているため、土地収用法の適用
によって対応可能である。

z1200107 国土交通省
河川管理計画による水利使用
規則の弾力的な運用緩和

河川法第２３条

河川法の運用上、豊水の水利
使用については、個別具体の事
案ごとに総合的に検討を行った
うえで、許可を与えているもので
ある。

ｄ -

　新たに水利使用を行おうとするとき
は、河川管理者による審査を経たうえで
その審査基準に照らして適正であれ
ば、許可を受けることが可能です。　す
なわち、水利使用の目的及び事業内容
が公共の福祉の増進に資するものであ
ること、実行の確実性が確保されている
こと、河川の流況等に照らし流水の正
常な機能の維持等に支障を与えること
なく安定的に取水を行えること、治水上
その他の公益上の支障を生じるおそれ
がないことについて河川管理者が審査
し、適正であれば許可がなされることと
なります。　河川の流水は限られた公共
の資産であり、河川の適正な利用の観
点から、水利使用は河川管理者の判断
により目的が公共・公益性を有するもの
に限って許可されています。そのため、
その許可水量は目的に応じた必要最小
限度の量である必要があり、地下水等
の自己水源が存在する場合において
は、河川水を取水することのやむを得な
い合理性について総合的に判断する必
要があります。　また、要望に係る豊水
の水利使用については、一般に、不安
定取水の下での事業目的の実現可能
性、他の水利使用者との公平、河川環
境への影響等多くの課題の検討が必要
であり、これらを総合的に検討のうえで
判断する必要があります。同様な豊水
の水利使用については、構造改革特区
の第２次提案に対する回答（管理コード
1204070）にも記載しております。　具体
的な事業計画等があるのであれば、四
国地方整備局等にご相談ください。

-
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z1200106 国土交通省
｢私道｣への公共下水道施設の保護規
定の創設

5102 51020007 11 松山市 7
｢私道｣への公共下水道施設の保護規定の創
設

下水道法第１０条の規定により,私道への
下水道整備は個人施工が原則であるが、松
山市においては、私道所有者の承諾及び隣
接関係者の同意等を条件に、申請により下
水道整備を公費にて実施しているところで
あるが、私道の権利形態が一様でなく私道
所有者の同意が得られない箇所があり、私
道の隣接関係者が全員下水道利用を希望し
ても下水道整備ができない状況が存在して
いる。
私道への下水道整備を隣接関係者（排水設
備設置義務者を含む、いわゆる土地所有
者・家屋所有者・居住者）全員の同意だけ
で整備できるように下水道事業者の権原を
強化し、私道所有者の了承がなくても公共
下水道施設を設置し、公益施設である下水
道施設の保護の規定が適用されるよう要望
するものである。なお、下水道施設の所有
権は市にあり，下水道使用者が存在してい
る間は、敷設されていることへの私道所有
者の不同意は受けつけないものとする。

私道への下水道整備における保護規定が適
用されると、下水道の受益を受け、下水道
を使用する住民の要望で下水道の計画、実
施が可能となり、水洗化率の向上に寄与す
るものである。

（事例）私道への下水道整備を要望してい
る地区があり、隣接関係者の全員の同意が
得られているにもかかわらず、私道の共有
所有者の中で、２７人のうち２名の同意が
得られず、下水道の整備を断念している例
がある。
私道の所有者が法人の場合で、承諾をしな
い場合・所在不明で商業謄本に記載されて
いる住所に役員が不在の場合・私道所有者
が故人となっており、相続されておらず法
定相続人が不明、もしくは、多数存在して
おり、承諾が得られない場合等もある。

添付資料７－１
民法
添付資料７－２
下水道法
添付資料７－３
イメージ図
添付資料７－４
概要説明

z1200107 国土交通省
河川管理計画による水利使用規則の弾
力的な運用緩和

5102 51020008 11 松山市 8
河川管理計画による水利使用規則の弾力的
な運用緩和

水利使用規則で最大取水量のほか、月毎の
月平均取水量が定められている河川におい
て、降雨による河川増水時には、最大取水
量を上限として月平均取水量を超える取水
を可能とする。

一級河川石手川からの大雨時の割増取水が
可能となる。

降雨による河川増水時には、最大取水量の
範囲内で月平均取水を超えた取水が可能と
なれば、海に流れている河川水の有効利用
が図られる。
事故時における水の相互融通や安価な水源
の使用による電力量の削減が期待できる。

添付資料８－１
河川法
添付資料８－２
水利使用規則
添付資料８－３
概要説明
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z1200108
国土交通省
（厚生労働省）

身体障害者等の有料道路割引
手続の簡素化

c

有料道路の障害者割引を受ける際
には、料金所において、割引対象要
件である障害者本人の乗車、登録
された自動車ナンバー、障害の程
度、割引の有効期間の確認が必要
であり、これらの確認を必要事項が
記載された手帳により一体的に行う
ことで、利用の都度発生する手間や
料金所での所要時間を削減し、利
用者の利便性の向上及び渋滞の抑
制を図っている。
このため、障害者の居住地に所在
し、障害者に対する援護の窓口であ
る福祉事務所等において、手帳へ
の記載などの登録手続を行ってい
ただいている。
　また、ＥＴＣの利用申請について
も、ＥＴＣカードの名義人や車載器の
セットアップ情報など、割引を受ける
ために必要な要件について、不正
利用防止の観点からも、障害者割
引の登録と一連の手続として、福祉
事務所等において直接確認してい
ただいている。
昨年１２月から割引証を廃止するな
ど、これまでも手続の簡素化を進め
てきているところであるが、今後と
も、有料道路事業者と連携して福祉
事務所等の事務負担の軽減と利用
者の利便性の向上に努めてまいり
たい。

身体障害者等の利便性から、例
えば郵送等による受付・発送な
どにより、有料道路割引手続の
簡素化が図られるよう検討され
たい。

Ｃ

障害者割引のための事前手続（必要書
類の確認による要件の審査、障害者手
帳への必要事項の記載等）にあたって
は市町村福祉事務所等の協力を得て、
その窓口において実施しているところで
あるが、これらの事前手続を郵送で実
施することとした場合、事務手続が増大
（書類不備に伴う本人への電話確認あ
るいは不備書類の返送等）し、かえって
福祉事務所等の負担が増加することが
懸念される。
また、現在の手続きでは、障害者手帳
に必要事項を記載する必要があること
から、窓口において障害者手帳原本の
提出を求めているが、郵送による場合
には、郵送に伴うき損や紛失等のリスク
が新たに生ずることとなる。仮に障害者
手帳が紛失等した場合は、障害者に手
帳の不携帯期間が生じることとなるた
め、障害者の日常生活に影響を及ぼす
ことが懸念される。なお、障害者団体か
らは、窓口に行くのが大変で郵送にして
欲しいとの要望はないと聞いている。
以上のことから、現在は郵送での手続
を行わず、福祉事務所等における事務
の軽減及び障害者の利便性を考慮の
上、生活に身近な窓口である市町村福
祉事務所等に申込手続等をお願いして
いるところである。
なお、これまでにおいても割引証を廃止
し、必要事項の記載を受けた障害者手
帳のみでの割引を適用するなど、福祉
事務所等と障害者双方の手続きの簡素
化を進めてきているところであり、今後
とも、福祉事務所等の事務負担の軽減
と障害者の方の利便性の向上に配慮し
てまいりたい

z1200109 国土交通省
都市再生特別地区の区域設定

について
都市計画法施行
令第８条

都市再生特別地区の区域を、地
形、地物により区分する旨の規
定はない。

d

　都市計画法施行令第８条にお
いて、区域区分のための土地の
境界は、原則地形、地物等土地
の範囲を明示するのに適当なも
のにより定めることとされている
ところである。都市再生特別地
区等地域地区についても、境界
を地形、地物等土地の範囲を明
示するのに適当なものにより定
めることが望ましいことはいうま
でもないが、必ずしも地形、地物
に拠らず、都市計画決定権者で
ある都道府県が都市再生特別
地区として適切であると判断し
た境界を定めることが可能であ
り、状況に応じ筆界等をもって地
区界とするなど弾力的な対応を
とることも考えられる。

状況に応じ筆境等をもって、地
区境とするなど弾力的な対応が
できる旨、都市計画決定者に対
し、周知徹底をしていただきた
い。

d

前回の回答のとおり、都市再生
特別地区については、境界を地
形、地物により定めることとして
いる法令上の規定はない。
地方公共団体の自治事務であ
る都市計画において、法令上の
規定がなく、解釈に疑義が生じ
ないような事項についてまで助
言等を行う必要はない。
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z1200108
国土交通省
（厚生労働
省）

身体障害者等の有料道路割引手続の
簡素化

5104 51040002 11 稲城市 2 身体障害者等の有料道路割引手続の簡素化

身体障害者等に対して、有料道路等の割引
の制度があるが、当制度においては身体障
害者手帳の中に市町村の福祉事務所長等の
確認印を必要としているために、身体障害
者等は市町村に出向く必要が生じているの
で、これを不要とし、身体障害者等の利便
の向上を図られたい。ETC利用の場合も前
もって市町村の証明印を押印した証明書を
道路事業者に送付することを要している
が、手帳の写しなどを証明書に添付するの
みで要件を満たすようにされたい。

市町村などにおける確認、押印作業を省略
し、身体障害者等の利便の向上と市町村の
事務の簡素化によるコスト低減を図りた
い。

有料道路の通行料の割引制度の要件は、料
金所における身体障害者手帳などの提示と
車検証の提示などで確認できるにもかかわ
らず、市町村での確認を条件としているた
めに身体障害者などは市町村に出向く必要
が生じている。これにより利便が悪くなっ
ており、また市町村の負担がその他福祉事
務の負担になっている。

z1200109 国土交通省
都市再生特別地区の区域設定につい
て

5111 51110001 11 （社）不動産協会 1 都市再生特別地区の区域設定について

当該地区において、隣接地の所有者の意向
も踏まえ、地形地物や区画道路の境を区域
設定としてこだわらず、早期に事業実施で
きる範囲で、一定要件がみたされているの
であれば、行政手続きを進めていくよう自
治体に指導することを要望する。

区域の設定を弾力的に設定することによ
り、事業推進に同意している関係権利者の
意向を反映し、早期の事業化を推進でき
る。

緊急整備地区は、殆どが従来からの既成市
街地となるため、限られた時間の中で関係
権利者の合意を得ていくことは、個々の資
産の共有化に関して、相互の価値観の差な
どから合意形成までに時間がかかってしま
うことが多い。また、必ずしも、隣接地を
含めることで、事業性が上がらない場合も
あり、早くできるところから実行し、隣地
については、状況次第で段階的に整備する
ことも考えられる。
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z1200110 国土交通省
市街地再開発事業における施
行区域要件について

都市再開発法第
３条

市街地再開発事業の施行区域
要件のうち、区域内の建築物に
係るものとしては、区域内の耐
火建築物の建築面積の合計
が、当該区域内にある全ての建
築物の建築面積の合計のおお
むね三分の一以下であること又
は区域内の耐火建築物の敷地
面積の合計が当該区域内の全
ての宅地の面積の合計のおお
むね三分の一以下であることを
原則としているところであるが、
地階を除く階数が二以下である
耐火建築物等については、上記
の要件の算定にあたり耐火建築
物として扱わないこととされてい
るところである。
　なお、本回答における「旧耐震
基準」とは、昭和５６年（１９８１
年）６月１日以前の基準のことを
さす。

c

市街地再開発事業の施行区域要件のうち、
区域内の建築物に係るものとしては、区域内
の耐火建築物の建築面積の合計が、当該区
域内にある全ての建築物の建築面積の合計
のおおむね三分の一以下であること又は区
域内の耐火建築物の敷地面積の合計が当
該区域内の全ての宅地の面積の合計のお
おむね三分の一以下であることを原則として
いるところであるが、地階を除く階数が二以
下である耐火建築物等については、上記の
要件の算定にあたり耐火建築物として扱わ
ないこととされているところである。
　このように、市街地再開発事業の施行区域
要件における耐火建築物の扱いについて
は、市街地再開発事業の目的が「市街地の
土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機
能の更新とを図る」ことである（都市再開発
法第二条第一号）ことに鑑み、個別の建築物
の建替えの必要性ではなく、区域全体の土
地利用状況からみて市街地再開発事業によ
る面的整備が必要か否かという観点から、施
行区域要件に含めるか否かを判断している
ものである。
　旧耐震基準に基づいて建築された建築物
は、新耐震基準に基づいて建築された建築
物と比較すると、個別の建築物としての耐震
性は十分ではないが、耐火性能に問題があ
るわけではなく、また旧耐震建築物が存在す
ることによって直ちに当該建築物の存在する
区域全体からみて都市機能の低下、土地の
低度利用等が発生しているとは判断できな
いことから、旧耐震建築物であることのみを
もって、施行区域要件の判断にあたり非耐火
建築物と同様に扱うことは適当でない。

要望者からの次の意見に対する
見解を伺いたい。『旧耐震基準
の建築物の耐震性が十分でな
いことにより、施行区域の耐火
性能等の安全性が確保できる
かどうかが問題である。震災の
可能性が高い日本において、都
市再開発法の目的である「都市
機能の更新」を進めるにあたり、
旧耐震建築物のうち耐震性が十
分でない建築物は、その壁等の
毀損・倒壊により当初の想定耐
火性能が著しく低下する惧れが
ある点に鑑み非耐火建築物と同
様に扱うようにされたい。』

c

　建築物の耐震基準については
建物の耐震性の指標を示すも
のであり、建物の耐火性の指標
を示すものではない。また、旧耐
震建築物のうち耐震性が十分で
ない建築物であっても、耐火建
築物であればその構造材はコン
クリート等の不燃材料であること
が一般的であり、毀損・倒壊によ
り一律に耐火性能が著しく損な
われるという必然性はない。
　従って、旧耐震基準の建築物
であることのみをもって非耐火
建築物と同様に取り扱うことは
適当でない。

z1200111 国土交通省 特定建築者について

都市再開発法第
９９条の２、第９９
条の３及び第１１
８条の２８

　市街地再開発事業において
は、施行者は、一定の施設建築
物について施行者以外の他の
者に行わせることができ、この建
築を行う者を特定建築者として
都市再開発法第９９条の２等に
位置づけているところである。
特定建築者制度においては、市
街地再開発事業の公共性に鑑
み、公募原則の下、事業計画及
び権利変換計画（管理処分計
画）に適合し、かつ、当該市街地
再開発事業の目的を達する上
で最も適切な計画を提出した者
を特定建築者に選定することと
しているところである。

c

　特定建築者制度においては、市街地
再開発事業の公共性に鑑み、公募原則
の下、事業計画及び権利変換計画（管
理処分計画）に適合し、かつ、当該市街
地再開発事業の目的を達する上で最も
適切な計画を提出した者を特定建築者
に選定することとしているところである。
このような公平かつ透明な手続に対す
る要請については、公共事業に対する
一般的な要請として近年ますます高
まっているところである。
　このように、特定建築者の選定は、あ
くまで事業者が提出した計画を客観的
に審査することにより行うのであって、
ご提案のように、選定時以前の協力の
程度をもって特定建築者の選定手続を
弾力化することは、上記のような要請に
逆行するものであり、そもそも不適切で
ある。
　なお、現行制度においては、施設建築
物の一部等の譲受けを希望する旨の申
出を行った従前権利者の権利の帰属先
は、管理処分計画により初めて明らか
になるため、従前権利者の権利を保全
する観点から、特定建築者の選定は管
理処分計画の決定後に行う必要があ
り、それ以前の段階において選定を行う
ことはできない。

要望者は、施行者や権利者の
同意（意向）と、公平かつ透明性
のある手続きを踏むことを前提
に、特定建築者の決定時期を弾
力的に早めることなどを望んで
いる。特に改正特建者制度にお
いては、管理処分（床の配置）が
決まってしまうと、権利床と保留
床が同一建物に存するため、建
築プランの変更を行う余地はほ
とんどなくなってしまうため、特
建者は施行者に代わって工事を
行い、施行者の資金的負担を軽
減するだけとなってしまう。施行
者に民間の優れたノウハウを
使ってより良い計画にしていくと
いうニーズがあるのであれば、
その実現には早期特建者の選
定が必要ではないかと考えられ
るが見解を伺いたい。

d

　第二種市街地再開発事業にお
いて民間事業者のノウハウ等を
活かす制度としては、権利変換
計画認可後に当該計画を前提
に事業へ参画する特定建築者
制度のほか、権利変換計画認
可前から事業へ参画しその意向
を反映させる特定事業参加者制
度が存在するところである。さら
に、民間事業者が事業の計画
から工事まで一貫して参画する
ことができるよう、平成１４年の
都市再開発法の改正により、民
間事業者（再開発会社）も第二
種市街地再開発事業の施行者
となることが可能となったところ
である。
　また、一部施行者においては、
事業の早期段階において事業
参加意欲を有する事業者を募
り、応募者との意見交換の中で
特定事業参加者制度、特定建
築者制度等民間参画手法のい
ずれを採用するかも含めて検討
を進めていく運用がなされてお
り、このような運用上の工夫に
よっても、民間事業者の積極的
な参画のもとで施行者との適切
な役割分担による事業の推進を
図ることが可能と考える。
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制度の
所管官庁
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実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200110 国土交通省
市街地再開発事業における施行区域要
件について

5111 51110002 11 （社）不動産協会 2
市街地再開発事業における施行区域要件に
ついて

市街地再開発事業の目的に鑑み、施行区域
要件である耐火建築物から旧耐震建築物を
除く

防災面を配慮した再整備促進

z1200111 国土交通省 特定建築者について 5111 51110003 11 （社）不動産協会 3 特定建築者について

東京都など自治体は、第二種市街地再開発
事業において、民間のノウハウを活用し、
事業の円滑な推進を図るため、事業協力者
を選定している地区が多い。事業協力者
は、特定建築者になることを目標・前提と
して、事業に参画し、施設計画へのノウハ
ウの提供に留まらず、自治体ではなかなか
対応が困難な、代替地の斡旋や移転先ビル
の建設、権利者の対応などを行い、事業の
推進に協力しているが、その地位は不安定
である。
事業協力者がさらに積極的に事業に関わる
ことを可能とするため、管理処分（権利変
換）の決定時期によらず、施行者や権利者
の同意（意向）により、弾力的に決められ
るようにするべきである。

事業を確実に実現するためには、運営者な
どの早期事業参画が必要であり、特定建築
者をできるだけ早期に確定することによ
り、事業の目途をつけ、また魅力的な施設
計画とすることができる。

事業を推進するにあたり、事業協力者の積
極的な参画は欠かせないものであり、また
第二種市街地再開発事業においては、事業
推進段階において、民間と自治体および権
利者の信頼関係が構築されていくものであ
る。施行者である自治体と権利者の意向に
より、事業協力者が特定建築者になること
を可能とすることが事業を円滑に進めてい
くために必要である。
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管理コード
制度の
所管官庁
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措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
当室からの
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

z1200112 国土交通省
管理処分計画時の資産評価の

早期確定について

都市再開発法第
６条、都市計画
法第６９条、第７
０条、第７１条、
第７２条、第７３
条、土地収用法
第３１条、第３４
条、第３６条

　都市計画事業である第二種市
街地再開発事業においては、都
市再開発法第６条第４項及び同
法施行令第１条の６において読
み替えられた都市計画法第７０
条第１項の規定により土地収用
法第２６条第１項の事業の認定
の告示とみなされる都市再開発
法第１１８条の２第1項各号に掲
げる公告があった後、施行者
は、土地調書及び物件調書を作
成しなければならない。

d

　都市計画事業である第二種市
街地再開発事業における土地
調書及び物件調書の作成手続
は、都市計画法第６９条の規定
により適用される土地収用法第
３６条等の規定により、収用手続
の一環として行われるものであ
り、都市計画法第６９条の規定
により適用される土地収用法第
３１条の規定により収用の手続
が保留された場合はこれを行う
ことができないが、調書の作成
手続を行う必要がある場合は、
施行者の判断により、都市計画
法第６９条及び同法第７３条第２
号の規定により適用される土地
収用法第３４条の規定により手
続開始の申立てを行うことに
よって対応することが可能であ
る。

要望者は、収容の手続きを保留
した状態で、土地調書、物件調
書を確定することが必要である
ために、吏員立会を実施する時
期の弾力的な運用を求めるもの
である。部分的な保留解除も可
能だが、それは工事工程等に合
わせて必要な場所を解除してい
くのであれば受け入れられ易い
が、非協力的な権利者の土地周
辺だけを限定的に解除していく
ことは、権利の乱用にもつなが
ると思われる。従って、事業の進
捗に従って、弾力的に吏員立会
いを可能とすることについて、見
解を伺いたい。

d

　第二種市街地再開発事業にお
ける管理処分計画では、従前の
資産については、その見積額を
参考的に記載するものであり、
管理処分計画作成の前提として
土地調書及び物件調書の作成
は必要とされていない。
　この見積額の算定にあたって
は、都市計画法第６９条の規定
により適用される土地収用法第
１１条等により、他人の土地に立
ち入って測量又は調査をするこ
とも可能である。

z1200113 国土交通省
都市計画事業に伴う道路の新
設・廃止の場合の議会承認の見

直しについて
道路法第7、10条

都道府県道の路線の認定・変
更・廃止をしようとする場合、都
道府県知事は、あらかじめ当該
都道府県の議会の議決を経な
ければならない。

C

都道府県道の路線の認定とは、
道路法上の道路を新設するた
めの前提行為であり、併せて、
その道路の道路管理者が決定
することである。当該道路管理
者には、当該道路の管理権限、
管理責任（当該道路を適切に管
理する費用負担を含む）が発生
することとなるので、都道府県道
の路線の認定は、慎重に判断さ
れる必要があり、その認定に当
たっては、都道府県議会の議決
を経て、都道府県知事が認定す
ることとされている。したがって、
都道府県道の路線の認定にあ
たって、都道府県議会の議決を
廃止することは困難と考える。

都市計画決定に際して、道路行
政担当の了解を得、さらに都市
計画の専門家で構成される都市
計画審議会の承認も得ている点
を鑑みると、指摘のあった道路
管理上の問題、維持管理費用
等の問題も事前に詳細に考慮さ
れていると考えるのが自然であ
る。都市計画事業を円滑に推進
するために行政手続を一元化す
る観点から、規制改革＝合理的
行政手続に照らし検討をお願い
したい。なお、都市計画の決定
時期と道路法にもとづく議会承
認の時期は、連携されておら
ず、都市計画決定後に議会の
承認がとれない場合、事業の進
捗に大きな支障をきたすことに
なる。従って、再開発事業等都
市計画手続きを経た場合におけ
る議会での取り扱いについて、
検討をお願いしたい。

c

都市計画は、都市の将来の姿を
決定するものであり、かつ、土地
に関する権利に相当な制約を加
えるものであるから、住民の意
見とともに、公正かつ専門的な
第三者の意見を踏まえて立案し
ていくことが、都市計画の着実な
実施を図る観点から重要であ
り、都市計画の決定にあたって
は、学識経験者、地方公共団体
の長等からなる都道府県都市計
画審議会の議を経ることとして
いる。
一方で、道路の路線の認定に当
たって都道府県議会の議決を要
することとされているのは、路線
認定により、当該都道府県道が
都道府県の営造物となることに
よって、当該自治体に道路の管
理責任及びそれに伴う費用負担
が発生するために必要な手続き
であるからである。したがって、
都道府県道の路線の認定にあ
たって、都道府県議会の議決を
廃止することは困難と考える。ま
た、以上のことから都市計画決
定と道路の路線認定の議決は
異なるものである。
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z1200112 国土交通省
管理処分計画時の資産評価の早期確
定について

5111 51110004 11 （社）不動産協会 4
管理処分計画時の資産評価の早期確定につ
いて

再開発事業において権利変換計画および管
理処分計画を円滑に作成するために、土地
調書・物件調書を早期に確定できるよう、
吏員立会い等を早期に実施する仕組みを
作っていただきたい。

工区が分かれる事業においては、最後の工
区の管理処分時期を待たざるを得ないケー
スもあり、一部の権利者の権利を著しく制
限することとなっているため、改善が望ま
れる。

第二種事業では、土地調書・物件調書が作
成できない時の吏員立会いの実施につい
て、収用手続の保留解除後でなければ、実
施できないという運用がされている。この
ため、土地調書においては、隣接権利者の
権利も確定しないケースが多発し、転出し
たい権利者は買収してもらうこともできな
い。従って、権利者の権利を確定する基本
である土地調書・物件調書の確定について
は、早期に吏員立会を実施するようにすべ
きである。

z1200113 国土交通省
都市計画事業に伴う道路の新設・廃止
の場合の議会承認の見直しについて

5111 51110005 11 （社）不動産協会 5
都市計画事業に伴う道路の新設・廃止の場
合の議会承認の見直しについて

都市計画事業によって道路を新設・廃止す
る場合の議会承認について廃止を含め見直
す。

手続事項の簡素化と事業のスピードアップ
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z1200114 国土交通省
再開発等促進区における「整備
計画」の段階的策定について

都市計画法第１
２条の５

地区計画には、地区整備計画を
定め、地区施設の配置等のう
ち、地区計画の目的を達成する
ため必要な事項を定める。ま
た、地区計画を都市計画に定め
る際、当該地区計画の区域の全
部又は一部について地区整備
計画を定めることができない特
別の事情があるときは、当該区
域の全部又は一部について地
区整備計画を定めることを要し
ない。

d

　都市計画法第１２条の５に規
定されている通り、地区計画を
都市計画に定める際、当該地区
計画の区域の全部又は一部に
ついて地区整備計画を定めるこ
とができない特別の事情がある
ときは、当該区域の全部又は一
部について地区整備計画を定め
ることを要しないとされており、
また、地区計画の区域内におい
て、地区整備計画において定め
る事項についても、地区計画の
目的を達成するため必要な事項
を定めるものとされていることか
ら、地区計画の部分的又は段階
的な策定は、現行制度において
可能である。

再開発促進区等、都心型再開
発を推進する場合、段階的開発
を円滑に行う為、まず方針レベ
ルで区域毎の容積率を定め、区
域毎に整備計画を策定次第、順
次先行開発が可能となる様な措
置を講じることを検討されたい。
なお、地区計画の部分的また
は、段階的な策定が可能である
旨を自治体に周知することを検
討されたい。

d

前回の回答にもあるとおり、部
分的、段階的に地区整備計画を
策定することにより、「区域毎の
容積率を定め」ることが可能で
ある。
また、地区計画の部分的、段階
的な策定が可能である旨は、法
令上明確である。

z1200115 国土交通省
都市再生緊急整備地域等に属
する都市計画公園・緑地指定区
域の建築規制緩和について

都市計画法（第５
３条「建築の許
可」、第５４条「許
可の基準」）

　都市計画法第５３条の規定に
より、都市計画施設の区域又は
市街地開発事業の施行区域内
において建築物の建築をしよう
とする者は、都道府県知事の許
可を受けなければならないことと
なっている。ただし、階数が２以
下で、かつ、地階を有しない木
造の建築物の改築又は移転、
非常災害のため必要な応急措
置として行う行為、都市計画事
業の施行として行う行為などに
ついては許可を受ける必要はな
い。
　また、都市計画法第５４条の規
定により、許可の申請があった
場合、当該建築が都市計画施
設又は市街地開発事業に関す
る都市計画のうち建築物につい
て定めるものに適合すること、容
易に移転し、又は除却すること
ができるものであると認められる
ことなどに該当するときは、都道
府県知事は、その許可をしなけ
ればならないこととなっている。

d

　法第５３条の規定による建築
物の建築の制限は、都市計画と
して決定される計画について、
将来の事業の円滑な施行を確
保するために行われるものであ
るが、法第５４条の規定は、許可
しなければならない建築物の基
準を定めているものであって、そ
の基準に該当しない場合であっ
ても、都市計画の趣旨に沿って
都道府県知事の判断により許可
することができることとなってお
り、現行の制度下で対応可能で
ある。
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z1200114 国土交通省
再開発等促進区における「整備計画」の
段階的策定について

5111 51110009 11 （社）不動産協会 9
再開発等促進区における「整備計画」の段階
的策定について

再開発等促進区のエリア内での部分的・段
階的な開発手続推進を可能にすべき。

低未利用地の早期活用が可能になり、土地
の高度利用と都市機能の更新に寄与でき
る。

z1200115 国土交通省
都市再生緊急整備地域等に属する都
市計画公園・緑地指定区域の建築規制
緩和について

5111 51110010 11 （社）不動産協会 10
都市再生緊急整備地域等に属する都市計画
公園・緑地指定区域の建築規制緩和につい
て

都市再生緊急整備地域等に属する都市計画
公園・緑地指定区域の建築規制を緩和す
る。

地権者の土地の有効利用を促進し、地域全
体の整備促進が図れる。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 134/158
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z1200116 国土交通省 「空中権」の評価について

都市再開発法第
７３条、第７４条、
第７６条、第７７
条及び第８０条

市街地再開発事業における権
利変換の処分は、権利変換計
画に従って行われることとなる
が、権利変換計画においては、
地区外転出の申出をした者を除
き、施行地区内の宅地の所有者
及び借地権者については、従前
の宅地等の価額に対応した施
設建築物の一部等が与えられる
こととなる。

c

　容積率は、対象となる土地に
係る所有権又は借地権（以下
「土地所有権等」という。）の内
容に対する建築基準法による行
政上の規制値にすぎない。ご提
案の空中権が何を指すのか必
ずしも明らかではないが、仮に
容積率について取引が行われ
た結果容積率について何らかの
変動が生じたとしても、当該土
地所有権等の内容に関する制
限に変動が生じるにすぎず、土
地所有権等自体が変動するも
のではなく、独立した新たな権
利が生じるわけではない。
　従って、ご提案の空中権を土
地所有権等と同等の独立した権
利として扱うのは適当でない。
  なお、本要望のうち、登記制度
に係る事項については、法務省
の所管事項である。

特例容積率適用区域制度は、
容積率を地区外に移転すること
を可能とする制度であり、また、
再開発等促進地区などでも、区
域を区切り区域間の容積移転
は行われている。今後、容積の
移転先で市街地再開発事業が
行われることも考えられることか
ら、市街地再開発事業において
容積率利用権（空中権）を土地
所有権と同様に取り扱うことが
可能にすべきと考えられるが見
解を伺いたい。

c

　特例容積率適用区域制度をは
じめとした各種の容積移転に関
する制度においては、都市計画
決定権者又は特定行政庁が特
定の敷地についての容積率の
数値を指定又は変更するという
ことにすぎず、容積移転に伴っ
て独立した新たな権利が生じる
わけではない。
　従って、このような公法上の規
制値の変動を市街地再開発事
業の権利変換時に評価の対象
とすることは不可能である。

z1200117 国土交通省
道路運送車両法１１条 『封印』

について

道路運送車両法第２８条の３

道路運送車両法施行規則第１３条

平成１３年３月２７日付国自管第２２号
管理課長通達「甲種受託者による出張

封印の実施について」

　国土交通大臣は、登録自動車
に取りつけた自動車登録番号標
への封印の取りつけを国土交通
省令で定める要件を備える者に
委託することができるとされてい
る。

ｄ

　封印の取付については、道路
運送車両法第28条の３第１項の
規定に基づき、民間事業者に委
託できることとされている。
　この規定に基づき、既に封印
の取付については、民間委託が
行われている。
　なお、要件については、道路
運送車両法施行規則第１３条に
定められている。
　また、行政書士等による出張
封印も可能としているところであ
る。

封印委託事業者数
　　4,803社

封印業務件数
　委託業務
　　新規登録　5,063,164件
　　移転等　　3,040,451件
　　合　　計　8,103,615件

要望元からの下記意見を踏まえ、具体的な対応策を改めて検討され、
示されたい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【現状について
の問題点】
１．行政書士が出張して行うことができる自動車標板の封印取付につい
ては、国自管　第２２条（平成１３年３月２７日）自動車交通局技術安全部
管理課長通達により、　個人ユーザー間の手続きのみとされておりま
す。
　　自動車リース販売または所有権留保による自動車販売が一般的に
なっている現状　において、個人間のみとする限定は、事実上無いに等
しいものであります。
２．封印についての権原が、陸運振興財団からの再委託という形であ
り、独自の封印　権を与えられているものではない。陸運振興財団の裁
量により、行政書士の封印業　務の内容が変わるものであり、現に各都
道府県で取扱の相違が出てきている。
【行政書士が行う封印の必要性】
３．自動車販売に関して直接的な利害関係を持たない行政書士が、車
庫証明から登録　及び封印業務を行うことは、ＩＴ技術の発展により販売
先が全国に渡ってきた自動　車販売業界にとっても枢要なものとなって
おります。
　遠隔地に関する手続きにあっては、車庫証明は行政書士に、登録・封
印は現地の販　売店に委託する形であり、購入顧客管理との関係から
も、登録・封印に関しては、　販売店は自己の販売した車両のみの封印
とした方が望ましいものといえます。
４．行政書士は運送関係の手続きを業務としているのであるが、この業
務の最終段階　にあっては、車両持ち込みによる封印で登録業務を終
了することです。
  業務時間内に多数車両を持ち込む負担は非常に大きいものがあり、
検査登録事務所　の負担も考慮するに、社会的な負担軽減には大きな
利点があるものと思われます。
５．軽自動車のナンバーには封印が行われておらず、現状特に大きな問
題は発生して　おりません。封印のために、無用に車両を移動する社会
的負担を考慮すると、社会　負担の大きさによっては封印制度そのもの
の意義が問われる事となりましょう。
  行政書士が封印を行えることの、社会負担の軽減を考慮して頂きた
い。
【行政書士の封印権の事業協同組合への委託】
６．行政書士の業界状況から、行政書士だから無条件に封印権を与える
ことに無理が　あることは確かです。強制入会制をとり会員平等主義を
取らざるを得ない行政書士　会を単位にすることは、また相当なものとは
言えません。
　現在、法務省管轄で入管業務において申請取次行政書士制度があり
ます。何らかの
　実務者の集団を特定する必要があるものと思われます。
７．行政法務協同組合は全国の行政書士が設立した事業のための組合で
  全国型であり、国土交通省の関与している団体でもあることから、当面の

ｄ

　現行制度においても行政書士
等による出張封印を可能として
いるところであり、その活用によ
り対応可能と考える。
　なお、ワンストップサービスの
導入、進展を踏まえ、必要に応
じて封印のあり方についても検
討していきたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 135/158
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z1200116 国土交通省 「空中権」の評価について 5111 51110011 11 （社）不動産協会 11 「空中権」の評価について

再開発の検討段階において、隣接地におけ
る余剰容積率利用権（＝空中権）を先行取
得した場合の登記設定や再開発事業の権利
変換時において従前資産として評価できる
仕組みの創設が望まれる。

隣接地の余剰容積がこれまで以上に取引し
易くなり、隣接地も含めて、一体的な街づ
くりが可能となる。

都心における再開発の推進段階において、
隣接所有者の要望により、空中権を取引す
るケースが、今後一般化すると思われる。
事前に取引された空中権および地益権等に
ついて、都市再開発法における評価基準日
時点に存する権利として、権利変換を受け
られることとすることにより、メリハリの
ある都市の整備が可能となる。

z1200117 国土交通省 道路運送車両法１１条 『封印』について 5112 51120001 11 行政法務協同組合 1 道路運送車両法１１条 『封印』について
道路運送車両法２８条の３にいうところの
『封印取り付け代行者』として委託を受け
た者　として当組合は受託したい

道路運送車両法１１条及び２８条の３にい
うところの『封印取り付け代行者』の甲種
受託者として認めて頂くことにより、取り
扱いの範囲が広くなります。本来私たちの
持っている機動力とを併せれば国民への
サービスは格段に向上するものと確信しま
す。私たち組合において、封印の取り扱い
方法についての研修を実施し、一定水準の
知識を有するものに対して『認定書等』を
交付し『甲種受託者団体』の正式な団体員
であることを認定しその者だけに出張封印
受託業務を行わせる。

現在行政書士は乙種受託者として封印業務の一
部を担っています。『出張封印』が認められて
いることにより国民に対してのサービスは向上
すべきはずです。しかしその一方で、取り扱い
範囲は個人間取引の場合のみに限定され、大変
制約されています。ＩＴが普及し、個人間取引
が活発化したとはいえ自動車の売買においては
その大半は新車ディーラー又は中販店が仲介し
ています。その為取引の一方(譲渡人または譲
受人)が法人であることがほとんどです。結
果、実情我々行政書士が取り扱える封印業務は
きわめて少なく、陸運支局によっては１ヶ月に
１件もないところもあります。
また、民間に対して委託事業が進んでいるとは
いえ任されている団体に所属する事業者は少数
です。また、まずその団体に属するための条件
を満たすことが要求されるため、本来の封印業
務だけを受託するに足りうる資質以外の要素も
求められるので、純粋な封印受託とは乖離して
いるように思います。その点、私達組合は自動
車の登録を専門とし業をなしていますので、封
印を取り扱うことをお願いするのは、ごく自然
の流れだと考えます。更にナンバー交付の際は
その都度車両を各支局に持ち込むことを必要と
されている現状は、多大な時間と労力を要し、
いたずらに各支局の混雑を招いています。更に
年末や年度末においては、登録業務が集中する
ために周辺の交通渋滞をも招き、支局によって
は近隣住民の生活に支障をきたしているのが現
状です。私達組合が甲種受託者として出張施封
することで、国民の負担は軽減され、混雑も緩
和されます。また一極集中している封印委託の
現状を変えることで競争原理が生まれ、これか
ら始まるワンストップサービスにおいてもナン
バープレートの交付までを一元化でき、登録業
務だけを行う陸運支局を交通の便のよい場所に
設けることも可能になります。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 136/158
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z1200118
国土交通省、
環境省

船舶からの排出ガス対策
海洋汚染及び海
上災害の防止に
関する法律

船舶からの排出ガス規制を実施
するための「海洋汚染及び海上
災害の防止に関する法律」の改
正法が平成１６年４月２１日に公
布されており、平成１７年度中に
施行される予定である。

ｃ

海洋汚染及び海上災害の防止
に関する法律については、第
159回国会において改正し、船
舶からの排出ガス対策として、
窒素酸化物の放出抑制のため、
船舶に設置する原動機に対する
規制を導入するとともに、硫黄
酸化物の放出抑制のため、船舶
用燃料油に対しても規制を導入
することとしたところである。本
規制は、平成17年度中に施行す
る予定であり、まずは、規制の
導入を確実に実施し、その後、
その効果を検証する必要があ
る。

要望者より以下の通り意見が提
出されており再検討願いたい。
　今回の海洋汚染防止法の改
正では、窒素酸化物の規制が
2000年以降の新造船に限られ
ることや、船舶用燃料油の硫黄
分の規定が実態に即していない
など、不十分であるため、国に
おいて、硫黄分の基準強化な
ど、より抜本的な対策を講ずる
よう再度求める。

ｃ

船舶の排ガス対策については、
窒素酸化物や硫黄酸化物の放
出抑制のための諸規制を実施
するため、「海洋汚染及び海上
災害の防止に関する法律」の改
正法が平成17年度中に施行さ
れる予定である。
国土交通省は、これまで東京都
の「船舶による大気汚染検討委
員会」における検討に協力して
おり、都との間で打合せを重ね
てきているところであるが、さら
なる規制の強化については、客
観的データに基づき、比例原則
や公平原則、社会的費用・便
益、国際的な規制の動向なども
考慮した上で判断する必要があ
るので、科学的・論理的根拠が
整理されているとは言えない現
段階では、実施予定の規制を見
直すことは困難であると考える。
以上のことから、本件について
は、今回の政府決定に盛り込む
ことは困難と考えられることか
ら、中長期的な研究課題とさせ
ていただきたい。

z1200119

①②国土交通
省、③総務
省、財務省、
国土交通省、
④総務省、財
務省、e環境
省、f外務省

政府調達の透明化の推進

本年１１月に日本とＥＵの
政府間の「日ＥＵ規制改革
対話」の場において、情報
交換を行ったところである。

「日EU規制改革対話」の場にお
いて情報交換を行ったことは承
知したが、要望者以外の関係者
の理解や関心も広く得ながら必
要な改革を進めていく上で、可
能な限り情報は開示されるべき
である。該当法令等及び制度の
現状について回答するとともに、
措置の概要（対応策）について
可能な範囲で回答されたい。

「日ＥＵ規制改革対話」の場にお
いては、経営事項審査制度につ
いてＥＵ側に説明を行った。我が
国においては、ＷＴＯ政府調達
協定及び「公共事業の入札・契
約手続きの改善に関する行動
計画」（平成６年１月１８日閣議
了解）に基づき、公正、透明で、
内外無差別な調達手続きが取ら
れており、経営事項審査制度に
おいても外国における実績を適
切に審査している旨等説明し
た。
①②「日ＥＵ規制改革対話」の場
においては、経営事項審査制度
についてＥＵ側に説明を行った。
我が国においては、ＷＴＯ政府
調達協定及び「公共事業の入
札・契約手続きの改善に関する
行動計画」（平成６年１月１８日
閣議了解）に基づき、公正、透明
で、内外無差別な調達手続きが
取られており、経営事項審査制
度においても外国における実績
を適切に審査している旨等説明
した。
③平成１６年１１月より、新たに１
０省庁と１関係機関に資格審査
の一元受付の対象を拡大したこ
とを説明した。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 137/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目
要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200118
国土交通省、
環境省

船舶からの排出ガス対策 5117 51170020 11 東京都 20 船舶からの排出ガス対策
使用燃料の良質化や陸上電源の利用等、有
効な船舶排出ガス対策について積極的に検
討し早期に対策を講じること。

・東京港周辺の二酸化窒素や二酸化硫黄の
大気環境濃度は、長期間継続して高い状況
にある。これは港湾地域が抱える共通の問
題であり、本年、マルポール条約の批准に
伴い海洋汚染防止法の改正が行われたとこ
ろであるが、国の責任において、船舶から
の排出ガスについてより抜本的な対策を講
じる必要がある。

z1200119

①②国土交通
省、③総務省、
財務省、国土交
通省、④総務
省、財務省、e環
境省、f外務省

政府調達の透明化の推進 5120 51200010 11 欧州委員会（ＥＵ） 10 政府調達の透明化の推進

①国土交通省の認定制度に加えて、EUは経
審の評価の一環としてまた資格審査段階に
おいて、発注機関が外国における経験を直
接認定できるようにすることを提案する。
国内･国外の経験を一切区別せず、平等に
考慮すべきである。
②経営事項審査制度において、主要な財務
および技術に関する能力について、下限指
標の導入をEUは提案する。EUは、企業が入
札に先んじて経営事項審査を受ける義務を
撤廃し、発注機関自体が各々の調達手続に
おいて、企業能力の評価を行うことを提案
する。
③EUは、登録義務を撤廃するか、MLITにお
ける統一登録に代替し、それを日本全国の
発注機関において有効とすることを提案す
る。
④EUは、現行の予定価格制度を廃止する
か、EUで適用しているものと同様の制度、
すなわち各契約のために指定された予算の
提示、に切り替えることを提案する。いず
れにせよ、異常に低い価格の応札を自動的
に拒絶すべきではない。その代わりに、入
札者にそのような低価格で応札した理由と
正当性を説明する機会を与えるべきであ
る。

（具体的要望内容より続き）

e. EUは、技術仕様の設計あるいは記述的
特性に合致してはいないが、その要件に明
らかに適合しており、発注の目的とニーズ
を満たしているような「同等性のある」手
法に基づく応札については、発注機関がそ
れを考慮できるようにすべきと提案する。
EUは、日本に対して、硬直的な技術仕様へ
の代替案として、革新的な技術手法を考慮
することを奨励する。
この観点において、EUは日本が環境物品の
調達に係る技術的要件を見直し、「同等性
のある」生産手法を受け入れることを要請
する。
f. EUは、日本では事業所を設立してはい
ないが、公共調達への参加を希望している
ような企業のために、政府調達セミナーの
際に全省庁から配布および説明が行われる
その年度に予定されている調達の全リスト
を、外務省･総務省のホーム・ペ－ジに掲
載することを提案する。
また、このセミナーの対象範囲を拡大し、
当該年度内に実施されるすべててのインフ
ラ事業を対象とするよう提案する。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表
部）
2.1政府調達

による。
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
当室からの
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

z1200120 国土交通省
航空会社による航空券の販売
に関する規制の見直し

航空法第１２９条
の２

航空法施行規則
第２３３条

運輸省航空局長
通達（空国第１４
５号・空事第２９０
号　平成１０年７
月３日）「日本発
国際航空運賃に
係る制度の改正
について」

外国人国際航空事業者は、旅
客及び貨物の運賃及び料金の
設定・変更について、実施予定
日の３０日前までに国土交通大
臣に申請し、認可を受けなけれ
ばならない。
航空事業者が利用者に対して
直接販売する航空券に適用され
るＰＥＸ運賃については、ＩＡＴＡ・
ＰＥＸ運賃額を上限とし、下限額
をＩＡＴＡ・ＰＥＸ運賃額の下方７
０％に設定する額とする範囲の
中で、個別の運賃を設定でき
る。
キャリア・ＩＴ運賃については、ＩＡ
ＴＡ・ＩＴ運賃額を上限として申
請、認可された運賃額を上限と
して、その下で任意に設定する
ことができる。

国際航空に係る問題について
は、二国間航空協定にもとづ
き、各国航空当局と個別に適
宜、調整が図られてきているとこ
ろであり、各国からの要望につ
いては、引き続き、この枠組みで
調整していくこととしたい。

z1200121 国土交通省
各種航空料金の見直しに関する

施策の実施
航空法第５４条

個々の空港における着陸料の
設定は、空港基本施設の設置
及び運営に係るコスト等を考慮
して空港管理者が決定するもの
である。
航空法上も、着陸料は届出制と
なっており、不当な差別的取扱
いをしている等の場合に変更命
令を出すことができるにとどまる
など、政府の関与は極めて限定
的である。

　　ｄ ―

成田国際空港における現在の
着陸料の水準は、国際的な慣行
に基づき、航空会社の集まりで
ある国際航空運送協会（ＩＡＴＡ）
に対してその算定理由等の説明
を行い、双方が合意する形で空
港会社が設定したものであるこ
とから、優越的地位の濫用には
あたらず、投資や航空サービス
を阻害しているとは考えていな
い。
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目
要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200120 国土交通省
航空会社による航空券の販売に関する
規制の見直し

5120 51200034 11 欧州委員会（ＥＵ） 34
航空会社による航空券の販売に関する規制
の見直し

a.  航空運賃および航空券の販売につい
て、たとえばインターネットを介した 販
売などについて、航空会社による航空券の
販売に関する不要な制限を、日本政府当局
が除去することを歓迎する。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表
部）
2.5.1運輸／航空輸送

による。

z1200121 国土交通省
各種航空料金の見直しに関する施策の
実施

5120 51200035 11 欧州委員会（ＥＵ） 35 各種航空料金の見直しに関する施策の実施

b.  各種空港料金について、東京およびそ
の周辺は、自然な競争が制限され、数少な
い空港が地域のすべての便を吸収するとい
う状況下にある。自然な競争が限定的であ
る場合、国には支配的な地位の乱用がない
よう保障する役割がある。日本政府は、空
港当局が設定した価格水準がもはや投資と
航空サービスの供給の阻害要因とならない
ようにするため行動することが出来る。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表
部）
2.5.1運輸／航空輸送

による。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 140/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
当室からの
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

z1200122 国土交通省
成田空港における発着枠割当

て方法の見直し

なし（IATAガイド
ライン及びIATA
の了解したルー

ル）

我が国の混雑国際空港におけ
る発着枠の配分は国際航空会
社の集まりである国際航空運送
協会（ＩＡＴＡ）のガイドライン及びＩ
ＡＴＡが了解したルールにもとづ
き、ＩＡＴＡの発着調整事務局
（コーディネーター）が全面的に
責任を負って中立的に行ってい
る。成田空港は内陸部に位置す
る大規模国際空港であり、その
周辺地域における騒音問題が
深刻な状況にあることから、我
が国の空港の中でも最も徹底し
た環境対策を講じるとともに、周
辺地域との合意に基づき、１日
あたり発着回数の上限が設定さ
れている。また、滑走路の運用
状況、空域等に係る制約条件の
下で安全な運航を確保するた
め、単位時間あたりの処理能力
が決まっている。

   e ―
制度の現状で述べたとおり、政
府の規制改革の問題ではないと
認識している。

z1200123 国土交通省
港湾サービス等に係る事前協議

制度等の見直し
なし

　事前協議制度は、コンテナ船
の配船変更等に伴う雇用調整シ
ステムとして、日本港運協会、日
本船主協会、外国船舶協会及
び港湾労働組合という民々間の
合意に基づき、日本港運協会が
船社と労働組合の協議の仲介
を行っているものである。
　この事前協議制度について
は、1997年10月の関係者の合
意により手続きの大幅な簡素化
や透明化が図られ、従来の日本
港運協会を通じての事前協議案
件については、95％以上が削減
されたところである。また、日本
港運協会を介在しない別方式の
制度も創設されたところである。

e ―

　「制度の現状」で述べたよう
に、事前協議制度は、民々間の
合意に基づく制度であるが、当
事者間の合意に基づき既に要
望の代替方式が確保されてお
り、日本港運協会を通じた事前
協議を使うか代替方式を使うか
は船社の判断に委ねられている
ところである。
　また、日本港運協会を通じた
事前協議についても、協議案件
の削減等大幅な改善が既に行
われているところであり、現時点
において、船社・荷主から、事前
協議に関して問題が生じている
との指摘はない。
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目
要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200122 国土交通省
成田空港における発着枠割当て方法の
見直し

5120 51200036 11 欧州委員会（ＥＵ） 36
成田空港における発着枠割当て方法の見直
し

c.  空港インフラおよび発着枠割り当てに
ついて、成田空港における割り当て方法
が、他のOECD加盟国の最善の慣行に沿って
見直されることを要求したい。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表
部）
2.5.1運輸／航空輸送

による。

z1200123 国土交通省
港湾サービス等に係る事前協議制度等
の見直し

5120 51200037 11 欧州委員会（ＥＵ） 37
港湾サービス等に係る事前協議制度等の見
直し

① 透明、公平かつ迅速な事前協議および
代替方式による事前協議手続きを確保する
こと。
② 日本における港運サービスの供給につ
いて、自由競争への不当な影響を一掃する
ために、 船会社の事業計画変更申請の取
り扱いに関する日本港運協会の役割をさら
に見直すこと。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表
部）
2.5.2運輸／海上輸送（国際海運）

による。
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管理コード
制度の
所管官庁

項目 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
当室からの
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

z1200124
国土交通省
（経済産業省）

建築材料に係る大臣認定作業
の加速化

建築基準法第68
条の26　等

建築基準法においては、建築物
に用いる建築材料等は、建築基
準法に掲げる所要の性能基準
に適合する必要があるが、性能
が確認されている例示仕様のも
のか、その性能について個別に
性能評価機関の性能評価を受
け、これに基づき国土交通大臣
の認定を受けたものでなくては
ならない。

d

大臣認定手続きについては、EU
からの要請に配慮し、他の申請
者との公平を害さない範囲で可
能な限り、手続きの迅速化に努
めている。

z1200125
国土交通省
（経済産業省）

建築材料の大臣認定制度にお
けるＥＵ試験機関による下請け

の促進

建築基準法第68
条の26　等

建築基準法においては、建築物
に用いる建築材料等は、建築基
準法に掲げる所要の性能基準
に適合する必要があるが、性能
が確認されている例示仕様のも
のか、その性能について個別に
性能評価機関の性能評価を受
け、これに基づき国土交通大臣
の認定を受けたものでなくては
ならない。

d

引き続き、努力を継続するが、
EUの試験機関側の協力も必要
である。なお、既にスウェーデン
の試験機関が日本の指定性能
評価機関との試験業務の下請
け契約を締結している。（国土交
通省ホームページ参照：
http://www.mlit.go.jp/english/ho
using_bureau/kensetu.files/ehyo
kakikan.pdf）
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目
要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200124
国土交通省（経
済産業省）

建築材料に係る大臣認定作業の加速
化

5120 51200051 11 欧州委員会（ＥＵ） 51 建築材料に係る大臣認定作業の加速化

 a.   大臣認定の申請が出されていて、未
だ認定を受けていない製品について、その
作業を加速化するために努力を続けるこ
と。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表
部）
3.3.1国際基準の促進／建築基準－建築材
料のホルムアルデヒド発散基準

による。

z1200125
国土交通省（経
済産業省）

建築材料の大臣認定制度におけるＥＵ
試験機関による下請けの促進

5120 51200052 11 欧州委員会（ＥＵ） 52
建築材料の大臣認定制度におけるＥＵ試験
機関による下請けの促進

　b.  日本の性能評価機関が大臣認定制度
に沿って試験の実施をする時、EUの試験機
関を下請けとして使うことを促進させるよ
う努力を続けること。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表
部）
3.3.1国際基準の促進／建築基準－建築材
料のホルムアルデヒド発散基準

による。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 144/158
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管理コード
制度の
所管官庁

項目 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
当室からの
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

z1200126
国土交通省
（経済産業省）

ＥＵの認定機関による建築材料
に係る試験および性能評価の実

施

建築基準法第77
条の57

海外の機関が、当該性能評価を
行おうとする場合は、承認性能
評価機関として国土交通大臣の
承認を受けることが可能であ
る。

d

承認の基準に適合すれば、EU
を含む海外の機関は、建築基準
法に基づく性能評価機関として
の承認を受けることができる。
（国土交通省ホームページ参
照：
http://www.mlit.go.jp/english/ho
using_bureau/recognition/01-
1.pdf）
なお、既にドイツの機関が、性能
評価機関としての承認を受けて
いる。
（国土交通省ホームページ参
照：
http://www.mlit.go.jp/english/ho
using_bureau/kensetu.files/ehyo
kakikan.pdf）

z1200127
国土交通省
（経済産業省）

ＣＥマークが付与された建築材
料に係る基準の見直し

建築基準法第68
条の26　等

建築基準法においては、建築物
に用いる建築材料等は、建築基
準法に掲げる所要の性能基準
に適合する必要があるが、性能
が確認されている例示仕様のも
のか、その性能について個別に
性能評価機関の性能評価を受
け、これに基づき国土交通大臣
の認定を受けたものでなくては
ならない。

－

我が国の規制とCEマーク制度
の要求条件については、例え
ば、ホルムアルデヒドの放散速
度測定温度が異なっていると承
知している。なお、双方の要求
条件について、専門家による情
報交換が必要。

要望内容は直接規制にか
かるものではない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 145/158
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管理コード
制度の
所管官庁

項目
要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200126
国土交通省（経
済産業省）

ＥＵの認定機関による建築材料に係る
試験および性能評価の実施

5120 51200053 11 欧州委員会（ＥＵ） 53
ＥＵの認定機関による建築材料に係る試験お
よび性能評価の実施

　ｃ.　EUの能力がある認定機関は、日本
の行政機関による受け入れが可能な試験お
よび性能評価を実施し、その証明書を発行
することが出来るとするEUの理解を確認す
ること。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表
部）
3.3.1国際基準の促進／建築基準－建築材
料のホルムアルデヒド発散基準

による。

z1200127
国土交通省（経
済産業省）

ＣＥマークが付与された建築材料に係る
基準の見直し

5120 51200054 11 欧州委員会（ＥＵ） 54
ＣＥマークが付与された建築材料に係る基準
の見直し

d.   CEマーク付きの製品の受け入れの可
能性を探るために、CEマーク制度と日本の
規則の相違を説明すること。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表
部）
3.3.1国際基準の促進／建築基準－建築材
料のホルムアルデヒド発散基準

による。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 146/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
当室からの
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

z1200128 国土交通省 ＵＮ規則の採択の推進

道路運送車両法
（自動車の装置）
第４１条　自動車
は、次に掲げる
装置について、
国土交通省令で
定める保安上又
は公害防止その
他の環境保全上
の技術基準に適
合するものでな
ければ、運行の
用に供してはな
らない。
　一～二十
（略）

道路運送車両の保安基準で定
める基準が適用されている。

－ －

ECE規則については、EUを含む
各方面からの要望や安全・環境
上の影響、基準調和による経済
的効果等を考慮し、優先度の高
いものから順次採用を進めてい
るところ。また、我が国としては
国連の自動車基準調和世界
フォーラム(UN/ECE/WP29)での
活動等を通じてUN-ECE規則の
策定・改正作業に積極的に関
わっているところ。なお、本要望
については、日EU規制改革対
話の枠組みにおいて、日EU間で
議論が進められている。

z1200129 国土交通省

救命ボートの輸出に関する
SOLASや国際海事機関が許可
した”型式許可・承認”の採用お
よびSOLASテストの簡素化

船舶等型式承認
規則第４条、第６

条

大量に生産される船用品につい
て型式承認を受けたものは、船
舶での検査が省略される。この
型式承認を受けるには、国土交
通大臣が実施する試験に合格
する必要がある。

ｄ

　我が国は海上人命安全（ＳＯＬ
ＡＳ）条約等の国際条約におい
て定められている舶用機器の型
式承認制度を国内法令に取り入
れ、実施している。型式承認は
旗国政府の責任において実施
することとされているため、型式
承認試験を国自らが実施するこ
ととし、試験基準については国
際基準を取り入れたものとして
いる。
　また、外国製品について型式
承認を行う場合には、検査官の
立ち会い試験を可能な限り省略
するため、外国の公的試験機関
における試験データ等を活用し
ているところであり、事業者の負
担の軽減を図っているところで
ある。
　なお、海外メーカーが製造する
救命ボートについてもすでに型
式承認を行っており、制度上の
問題はなく、型式承認を受ける
ことが可能である。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 147/158
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管理コード
制度の
所管官庁

項目
要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200128 国土交通省 ＵＮ規則の採択の推進 5120 51200055 11 欧州委員会（ＥＵ） 55 ＵＮ規則の採択の推進

EUは、長い間日本がUN規則の採択を加速す
ることを求めている。特に、EUは次の点を
要望する。
①2004年以後、年間の規則採択を大幅に加
速すること。
②採択の決定には、以下の優先リストに考
慮すること。すなわち、日本が未採択の照
明関係規則　(R4、R53、R74、R87、R98、
R99、 R112)すべての採択。安全を優先さ
せる論理的結果として、Ｒ13, R16, R43,
R44およびR46の包括的採択。さらに、他の
重要な規則として,R51、 R59、 R90、 R97
および R103の採択を望む。最後に、R14、
R37 およびR113が予定通り2004年度に採択
される事を望む。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日　駐日欧州委員会代表
部）
3.3.2国際基準の促進／自動車－ＵＮ規則
の採択

による。

z1200129 国土交通省

救命ボートの輸出に関するSOLASや国
際海事機関が許可した”型式許可・承
認”の採用およびSOLASテストの簡素
化

5121 51210021 11 オーストラリア 21
救命ボートの輸出に関するSOLASや国際海
事機関が許可した”型式許可・承認”の採用
およびSOLASテストの簡素化

① 日本は、SOLASや国際海事機関が認めて
いる“型式許可・認証”を認めるように規
制を改正すべきである。
② 日本は、全てのSOLASテストが日本の調
査官の立会いで行われなければならないと
いう要件を撤廃すべきである。

国際船舶安全を規制する“1974 海上人命
安全国際条約”（SOLAS）によれば、国際
航路で運航する客船に関する全ての安全規
制はSOLASの要件に基づかなければならな
い。SOLASは、内国航路で運航する船舶の
安全性に関しては現地の行政に委ねてい
る。日本の規制は、日本の内国航路で運航
する日本の船舶に適用されているが、
SOLASの要件に合致して製造された海上避
難システムや大きな収容能力を持つ救命
ボートを日本に輸出することが出来るオー
ストラリアの企業に影響を与えている。

日本政府は、内国航路を運航する日本国籍
船に装備が出来る海上避難システムや大き
な収容能力を持つ救命ボートの国際的な許
可・認証を受け入れていない。それとは対
照的に、EUを含む他の多くの国はSOLASや
国際海事機関が許可した“型式許可・承
認”を受け入れている。
日本の規制の結果、オーストラリアの企業
は　SOLAS基準に従ってデザイン、製造、
テストされ許可を受けた救命ボートにも拘
わらず、１００人の乗船能力を持つ救命
ボートを日本に輸出することが出来ない。
更に、日本政府は、オーストラリア企業が
内国航路を運航する日本国籍船に救命ボー
トを設置するためには、日本の調査官の立
会いでSOLASが求めている全てのテストを
行う必要が有ると通知している。幾つかの
ケースにおいて、日本政府が求めるテスト
を行うためにはコストが非常に高く掛か
り、終了するために一年近くかかる。これ
は日本に救命ボートを輸出しようとしてい
るオーストラリア企業にとって更なる障壁
となっている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 148/158
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管理コード
制度の
所管官庁

項目 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
当室からの
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

z1200141
農林水産省、
国土交通省

オーストラリアン　サイプレスの
JAS認定化

構造用集成材の
日本農林規格
（平成８年１月２９
日農林水産省告
示第１１１号）

建築基準法

１　構造用集成材のJAS規格に
おいては、JAS格付できる樹種
があらかじめ規定されており、
オーストラリアン　サイプレスは
この中に含まれていない。
　規定された樹種以外の樹種に
ついては、規定された樹種と同
等の性能を有する樹種であれば
JAS格付できる旨の規定がある
ものの、耐候性の評価など難し
い問題があり、その同等性能を
評価するシステムの構築に至っ
ていない。
２　また、全てのJAS規格につい
ては、JAS法に基づき、制定等
から５年を経過する日までに見
直しを行うこととなっており、現
在順次見直しを行っているところ
である。
３　なお、建築基準法では、JAS
認定を取得していない材料を土
台に用いることを妨げていない。

ⅰ）　b

ⅱ）　e

ⅰ）
Ⅲ

ⅰ）　構造用集成材のJAS規格
については、見直しの素案の検
討会を年内には開始することと
しており、その中で、当該オース
トラリアサイプレス及び同等性能
を評価するシステムについても
議論することとしている。
ⅱ）　なお、JAS認定を取得して
いない材料を建築物の一般的な
住宅の土台に用いることは、現
行において可能であるので、ご
提案の要望理由に書かれてい
る内容は事実誤認であると考え
られる。

　回答では、「構造用集成材の
JAS規格については、見直しの
素案の検討会を年内には開始
する」とのことだが、本要望に関
する具体的な検討内容、及び実
施時期について、更に検討の
上、示されたい。

農林水産省の回答を参照された
い。

z1200130
国土交通省、
公正取引委員

会
行政措置減免制度の導入

本年１２月に日本と米国の
政府間の「日米規制改革イ
ニシアティブ」の場におい
て、情報交換を行ったとこ

ろである。

「日米規制改革イニシアティブ」
の場において情報交換を行った
ことは承知した。また、最終的に
日米両国の要望についての同イ
ニシアティブの場での検討結果
が報告書として公表されるもの
と承知しているが、要望者以外
の関係者の理解や関心も広く得
ながら必要な改革を進めていく
上で、可能な限り情報は開示さ
れるべきである。該当法令等及
び制度の現状について回答する
とともに、措置の概要（対応策）
について可能な範囲で回答され
たい。

「日米規制改革イニシアティブ」
の場において、指名停止の検討
のあり方等について説明した。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 149/158
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管理コード
制度の
所管官庁
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要望
管理番号

要望事項
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要望
事項
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要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200141
農林水産省、
国土交通省

オーストラリアン　サイプレスのJAS認定
化

5121 51210022 11 オーストラリア 22 オーストラリアン　サイプレスのJAS認定化

①日本がサイプレス集成材への最近の需要
に応じるために、現行制度の下で提出され
た申請書の手続きを促進させる措置を考え
るべきである。
② 日本が現行のJAS規格見直しの枠組みの
中で、JAS認定のための申請手続きを進展
させる新しい措置を導入するべきである。
③ 日本が現行のJAS規格の見直しの成果と
して、JAS認定のための手続きの概要を示
した明確なガイドラインを作成するべきで
ある。

オーストラリアは、JAS規格を見直す際
に、集成材と単板積層材のJAS規格問題に
ついて重要な議論が進められると認識して
いる。2004年6月に見直し手続きの一環と
して、オーストラリアはオーストラリアン
サイプレスを建築用土台として認定するこ
とを農林水産省が検討するよう要望書を提
出した。

日本市場における建築用土台としてのサイ
プレスへの需要は多い。しかし、オースト
ラリアのサイプレス関連企業は、日本市場
に向け製品を提供したいものの、JASの認
定がされてないためにそれが出来ないでい
る。
2003年10月の農林水産省との協議に基い
て、オーストラリアは、建築用土台として
オーストラリアのサイプレスのJAS認定を
取得するため、2004年3月に申請書を提出
した。
2004年6月に発表されたJAS規格の見直によ
る新しい手続において、申請書を再提出し
なければならないという要件が手続きの一
部として有るために、オーストラリアのサ
イプレスに関する申請の状況が2007年3 月
末まで多分明らかにされない状況にある。
日本での需要が多い中で、申請検討期間が
3年間にも及ぶことは、この製品を必要と
する日本の企業に損失をもたらし、サイプ
レス製品を供給しようとするオーストラリ
アの企業にも多大な潜在的損失をもたら
す。

z1200130
国土交通省、
公正取引委員

会
行政措置減免制度の導入 5122 51220105 11 米国 105 行政措置減免制度の導入

談合活動の自主報告の奨励を目指して、国
土交通省（国交省）および他の関係政府機
関の下で行われる下記の対策を含む制度を
採用する価値を検討する。
①関係省庁または公取委に進み出て談合の
存在を報告した最初の会社に対して、指名
停止を含む行政制裁を免除する。
②措置減免の自己申告者の身元が明るみに
出ないようにする適切な処置を講じる。

談合は、日本経済において、引き続き重要
な問題である。談合は、必要な改革の基礎
を危うくし、消費者、納税者ならびに最も
効率的な入札者の利害を損なうものであ
る。官製談合は、政府職員が日本における
法の愚弄および競争文化の創造の基礎を危
うくすることに直接関与するので、特に有
害である。談合に効果的に対応するため
に、米合衆国は日本に以下のことを要望す
る。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 150/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
当室からの
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

z1200131
総務省、国土
交通省

制裁の透明性の向上

本年１２月に日本と米国の
政府間の「日米規制改革イ
ニシアティブ」の場におい
て、情報交換を行ったとこ

ろである。

「日米規制改革イニシアティブ」
の場において情報交換を行った
ことは承知した。また、最終的に
日米両国の要望についての同イ
ニシアティブの場での検討結果
が報告書として公表されるもの
と承知しているが、要望者以外
の関係者の理解や関心も広く得
ながら必要な改革を進めていく
上で、可能な限り情報は開示さ
れるべきである。該当法令等及
び制度の現状について回答する
とともに、措置の概要（対応策）
について可能な範囲で回答され
たい。

「日米規制改革イニシアティブ」
の場においては、指名停止等の
行政処分の性格について説明
を行った。

z1200132 国土交通省 入札制度の改革

本年１２月に日本と米国の
政府間の「日米規制改革イ
ニシアティブ」の場におい
て、情報交換を行ったとこ

ろである。

「日米規制改革イニシアティブ」
の場において情報交換を行った
ことは承知した。また、最終的に
日米両国の要望についての同イ
ニシアティブの場での検討結果
が報告書として公表されるもの
と承知しているが、要望者以外
の関係者の理解や関心も広く得
ながら必要な改革を進めていく
上で、可能な限り情報は開示さ
れるべきである。該当法令等及
び制度の現状について回答する
とともに、措置の概要（対応策）
について可能な範囲で回答され
たい。

「日米規制改革イニシアティブ」
の場において、国土交通省で
は、透明性、客観性を高める観
点から、入札制度改革を進めて
きている旨説明を行った。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 151/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目
要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200131
総務省、国土
交通省

制裁の透明性の向上 5122 51220107 11 米国 107 制裁の透明性の向上

国交省、総務省および他の関係政府機関が
前年中に談合に従事したと確定した各社を
載せた、またそれら各社に課された行政制
裁および各社が談合活動による損害に対し
て政府へ支払った賠償額を明記した報告書
を毎年公表すべきである。

談合は、日本経済において、引き続き重要
な問題である。談合は、必要な改革の基礎
を危うくし、消費者、納税者ならびに最も
効率的な入札者の利害を損なうものであ
る。官製談合は、政府職員が日本における
法の愚弄および競争文化の創造の基礎を危
うくすることに直接関与するので、特に有
害である。談合に効果的に対応するため
に、米合衆国は日本に以下のことを要望す
る。

z1200132 国土交通省 入札制度の改革 5122 51220108 11 米国 108 入札制度の改革

①談合を更に困難にする新たな入札手続き
を検討する。
②そのような目的のために、パブリックコ
メント手続の下、提案された新たな入札手
続きについてパブリックコメントを求め
る。

談合は、日本経済において、引き続き重要
な問題である。談合は、必要な改革の基礎
を危うくし、消費者、納税者ならびに最も
効率的な入札者の利害を損なうものであ
る。官製談合は、政府職員が日本における
法の愚弄および競争文化の創造の基礎を危
うくすることに直接関与するので、特に有
害である。談合に効果的に対応するため
に、米合衆国は日本に以下のことを要望す
る。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 152/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
当室からの
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

z1200133 国土交通省 空港使用料及び手数料 航空法第５４条

個々の空港における着陸料の
設定は、空港基本施設の設置
及び運営に係るコスト等を考慮
して空港管理者が決定するもの
である。
航空法上も、着陸料は届出制と
なっており、不当な差別的取扱
いをしている等の場合に変更命
令を出すことができるにとどまる
など、政府の関与は極めて限定
的である。

e ―

制度の現状で述べたとおり政府
の関与は限定的であり、規制改
革の問題として論じるべきもの
ではない。

　

z1200134 国土交通省 空港使用料及び手数料 航空法第５４条

個々の空港における着陸料の
設定は、空港基本施設の設置
及び運営に係るコスト等を考慮
して空港管理者が決定するもの
である。
航空法上も、着陸料は届出制と
なっており、不当な差別的取扱
いをしている等の場合に変更命
令を出すことができるにとどまる
など、政府の関与は極めて限定
的である。

e ―

制度の現状で述べたとおり政府
の関与は限定的であり、規制改
革の問題として論じるべきもの
ではない。

　

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 153/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目
要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200133 国土交通省 空港使用料及び手数料 5122 51220164 11 米国 164 空港使用料及び手数料

日本の消費者と業界に益をもたらすよう、
成田国際空港と関西国際空港の着陸料およ
びその他の航空会社の空港使用料を速やか
に引き下げる。

米国政府は日本国政府に対してビジネスお
よび観光を取り巻く環境を改善し、それに
より経済に活気をもたらすために、下記の
ことを要望する。

z1200134 国土交通省 空港使用料及び手数料 5122 51220165 11 米国 165 空港使用料及び手数料

中部国際空港（セントレア）の着陸料およ
びその他の航空会社の空港使用料を世界的
に競争力のあるもとし、国際線の使用料に
より国内線の使用料が補助されることを避
けるため、透明性の高い交渉が行われるこ
とを確実にする。

米国政府は日本国政府に対してビジネスお
よび観光を取り巻く環境を改善し、それに
より経済に活気をもたらすために、下記の
ことを要望する。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 154/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
当室からの
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

z1200135 国土交通省 空港使用料及び手数料 航空法第５４条

個々の空港における着陸料の
設定は、空港基本施設の設置
及び運営に係るコスト等を考慮
して空港管理者が決定するもの
である。
航空法上も、着陸料は届出制と
なっており、不当な差別的取扱
いをしている等の場合に変更命
令を出すことができるにとどまる
など、政府の関与は極めて限定
的である。

e ―

制度の現状で述べたとおり政府
の関与は限定的であり、規制改
革の問題として論じるべきもの
ではない。

　

z1200136 国土交通省 空港使用料及び手数料 航空法第５４条

個々の空港における着陸料の
設定は、空港基本施設の設置
及び運営に係るコスト等を考慮
して空港管理者が決定するもの
である。
航空法上も、着陸料は届出制と
なっており、不当な差別的取扱
いをしている等の場合に変更命
令を出すことができるにとどまる
など、政府の関与は極めて限定
的である。

   e ―

制度の現状で述べたとおり政府
の関与は限定的であり、規制改
革の問題として論じるべきもの
ではない。

　

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 155/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目
要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200135 国土交通省 空港使用料及び手数料 5122 51220166 11 米国 166 空港使用料及び手数料
日本の国際空港の着陸料計算に使用されて
いる計算方法を公表し、パブリックコメン
トの機会を設ける。

米国政府は日本国政府に対してビジネスお
よび観光を取り巻く環境を改善し、それに
より経済に活気をもたらすために、下記の
ことを要望する。

z1200136 国土交通省 空港使用料及び手数料 5122 51220167 11 米国 167 空港使用料及び手数料

着陸料計算は国内線および国際線の双方と
も透明性のあるもとのとし、国際航空運送
協会（IATA）の指針に従い、空港滑走路と
施設利用に関連したコストのみにより構成
されるものとする。

米国政府は日本国政府に対してビジネスお
よび観光を取り巻く環境を改善し、それに
より経済に活気をもたらすために、下記の
ことを要望する。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 156/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

その他
当室からの
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

z1200137 国土交通省 航空会社による航空券の販売

運輸省航空局長
通達（空国第１４
５号・空事第２９０
号 平成１０年７
月３日）「日本発
国際航空運賃に
係る制度の改正
について」

航空事業者が利用者に対して
直接販売する航空券に適用され
るＰＥＸ運賃については、ＩＡＴＡ・
ＰＥＸ運賃額を上限とし、下限額
をＩＡＴＡ・ＰＥＸ運賃額の下方７
０％に設定する額とする範囲の
中で、個別の運賃を設定でき
る。

国際航空に係る問題について
は、二国間航空協定にもとづ
き、航空当局間で適宜、調整が
図られてきているところであり、
引き続き、この枠組みで調整し
ていくこととしたい。

z1200138 国土交通省 ３０日前の運賃届出制

航空法第１２９条
の２

航空法施行規則
第２３３条

外国人国際航空運送事業者
は、旅客及び貨物の運賃及び
料金の設定・変更について、実
施予定日の３０日前までに国土
交通大臣に申請し、認可を受け
なければならない。

国際航空に係る問題について
は、二国間航空協定にもとづ
き、航空当局間で適宜、調整が
図られてきているところであり、
引き続き、この枠組みで調整し
ていくこととしたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 157/158



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

管理コード
制度の
所管官庁

項目
要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望

事項番号
要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200137 国土交通省 航空会社による航空券の販売 5122 51220168 11 米国 168 航空会社による航空券の販売

日本は、航空会社により販売される航空券
に対して、IATA運賃の70％割引下限を実施
している数少ない国の一つであり、これ
は、航空会社が競争力のある割引運賃を提
供する妨げとなっている。この慣行をなく
すことにより、旅行の選択を旅行者がより
自分でコントロールでき、多種類の運賃へ
アクセスが可能になることで、旅行に対す
る需要が喚起され、海外から日本への旅行
を増加させたいという目標を支援すること
となる。航空券のIATA運賃70％割引下限を
強いる慣行を排除することにより、イン
ターネットや航空会社による他の公示航空
券販売の競争市場を作り出すことになるだ
ろう。米国政府は日本国政府に対して、こ
の慣行を排除し、関係当局間の航空サービ
ス交渉の場で、この目的に向けさらなる話
し合いを行うことを提案する。

日本は、航空会社により販売される航空券
に対して、IATA運賃の70％割引下限を実施
している数少ない国の一つであり、これ
は、航空会社が競争力のある割引運賃を提
供する妨げとなっている。この慣行をなく
すことにより、旅行の選択を旅行者がより
自分でコントロールでき、多種類の運賃へ
アクセスが可能になることで、旅行に対す
る需要が喚起され、海外から日本への旅行
を増加させたいという目標を支援すること
となる。航空券のIATA運賃70％割引下限を
強いる慣行を排除することにより、イン
ターネットや航空会社による他の公示航空
券販売の競争市場を作り出すことになるだ
ろう。米国政府は日本国政府に対して、こ
の慣行を排除し、関係当局間の航空サービ
ス交渉の場で、この目的に向けさらなる話
し合いを行うことを提案する。

z1200138 国土交通省 ３０日前の運賃届出制 5122 51220169 11 米国 169 ３０日前の運賃届出制

現行の国土交通省の規則では、航空会社に
よる全ての航空運賃変更は、30日前までに
届け出なければ「ならない」ことになって
いる。実際には、この規則は運用されてい
ないうえ、インターネットやコンピュー
ター申告制度が利用可能な時代に、旧態依
然としている。世界におけるビジネスの
ペースは、日々変化する競争市場において
航空会社が航空運賃の設定を行えるよう、
より短期間の運賃事前届出を認めることを
日本に迫っている。現行制度は消費者と航
空会社のコストを高くしている。さらに、
日本はIATA運賃下限設定の場合と同じよう
に、30日前の運賃届出を求める数少ない国
の一つである。それゆえに、米国政府は日
本国政府に対して、関係当局間の航空サー
ビス交渉の場で、この件に関してさらなる
話し合いを行うことを提案する。ダブルア
プルーバル（両当時国承認）制度からダブ
ルディスアプルーバル（両当事国不承認）
制度への変更に関しても、航空サービス交
渉で討議されるべきである。

現行の国土交通省の規則では、航空会社に
よる全ての航空運賃変更は、30日前までに
届け出なければ「ならない」ことになって
いる。実際には、この規則は運用されてい
ないうえ、インターネットやコンピュー
ター申告制度が利用可能な時代に、旧態依
然としている。世界におけるビジネスの
ペースは、日々変化する競争市場において
航空会社が航空運賃の設定を行えるよう、
より短期間の運賃事前届出を認めることを
日本に迫っている。現行制度は消費者と航
空会社のコストを高くしている。さらに、
日本はIATA運賃下限設定の場合と同じよう
に、30日前の運賃届出を求める数少ない国
の一つである。それゆえに、米国政府は日
本国政府に対して、関係当局間の航空サー
ビス交渉の場で、この件に関してさらなる
話し合いを行うことを提案する。ダブルア
プルーバル（両当時国承認）制度からダブ
ルディスアプルーバル（両当事国不承認）
制度への変更に関しても、航空サービス交
渉で討議されるべきである。
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